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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 

 

総括研究報告書 

 

個人レベルの公的年金の給付と負担等に関する情報を 

各人に提供する仕組みに関する研究 

 

主任研究者 臼杵政治（ニッセイ基礎研究所上席主任研究員） 

 

研究期間＝2004 年－2005 年度 

研究年度＝2004 年度 

 

【研究要旨】 

当年度の研究から得られた知見は以下の通りである。第１に、国民年金１号被保険者

による加入納付行動は、①主観的余命、②リスク回避度、③時間選好率、④将来の給付

減額や保険料負担増加の予測、などの要因に左右されている。一方、わが国の公的年金

の加入者に対しては、①年金受給額、②財政の現状や将来見通し、③国庫負担の存在、

④実質価値維持、⑤保険料免除制度、の情報が周知されていない。特に余命や予測給付

額に関する情報提供が不足し、制度の正確な理解が妨げられていることが、未納未加入

を増幅していた。 
第２に、保険料と給付額を知らせることで、国民年金１号被保険者の制度加入・保険

料支払の意思が増大する。特に生涯での保険料と給付の総額を知らせることの効果は大

きい。また、将来の給付引き下げのリスクを知らせても、加入・納付の意思の低下は見

られなかった。 
第３に、心理学や行動ファイナンスで解明されつつある、名目価値指向や現状維持バ

イアスなど経済主体の行動の非合理性を前提にした理論は、公的年金への加入の意思決

定への応用可能性がある。 

第４に、ドイツやスウェーデン、アメリカにおける、通知その他の情報提供の実態を

みると、①予測給付額を通知の核とし、若年層にも通知をする、②通知の読みやすさを

優先し、情報は重要なものに限定する、③通知は、インターネット・電話・マスメディ

アなど、他のメディアによる情報提供活動と一体としてとらえられている、という特徴

があり、わが国における情報提供への示唆があった。 

 

分担研究者 

米澤康博（横浜国立大学） 

俊野雅司（大和総研） 

北村智紀（ニッセイ基礎研究所） 

中嶋邦夫（ニッセイ基礎研究所） 

Ａ.研究目的 

平成 16 年度（2004 年度）の年金制度改

正では、個人情報の定期的な通知が施策

として打ち出された。また、社会保険庁

は、平成 16年９月に発表した「緊急対応

 

3



プログラム」などに基づいて、保険料納

付記録を通知したり、対面・インターネ

ット・電話による年金保険料・年金見込

額や加入記録についての照会・相談に回

答したりするサービスを充実させつつあ

る。 

本研究は、このような状況の中で、公的

年金の保険料と受給額（負担と給付）に

関する情報を被保険者個人に提供する仕

組みのあり方を対象とするものである。 

当年度の具体的研究テーマは、①未納未

加入を説明する要因と現状で不足してい

る情報提供との関係についての実証、②

通知により提供する情報の内容を変えた

場合の効果（実験による考察）、③心理

学・行動経済学的手法の通知への応用可

能性、④通知による情報提供を実施して

いる海外における、情報提供やコミュニ

ケーションのあり方、の４項目である。 

なお、当年度は、知識・理解の不足が未

納未加入という現実の問題として現れて

いることから、国民年金１号被保険者に

対する、負担と給付に関する通知のあり

方を主な研究対象とした。 

 

Ｂ.研究方法 

まず、先行研究に関する文献サーベイを

行いつつ、心理学や実験経済学などの専

門家からのヒアリングを計７回実施した。 
また、平成17年11月～12月にかけて、

主任研究者と分担研究者１名をドイツ、

スウェーデン、アメリカへの出張に派遣

し、公的機関の担当者や有識者から、通

知やコミュニケーションの実態と、その

背景にある考え方を、ヒアリングした。 
同時に、都合 11 回に及ぶ研究メンバー

による議論を通じて、各自の研究テーマ

についての問題意識を深め、論文執筆に

結びつけた。 
その上で、平成 16 年 12 月～平成 17 年

２月にかけて、国民年金１号被保険者な

どを対象に実験及びアンケートを実施し

て個票データを収集し、そのデータを実

証的に分析して、意識と行動の解明に努

めた。 
 

（倫理面への配慮） 

一般の研究における倫理性と同等の配

慮の下で研究を実施するとともに、実験

及びアンケートに際しては、個人情報の

取扱について十分な配慮を行った。 

 

Ｃ.研究結果と考察 

研究結果は以下の７論文である。まず、

第１章（「国民年金未加入の原因とその帰

結」米澤論文）では、国民年金への未加入

の原因をモデルにより定式化した。 
年金加入による貯蓄を行わない理由と

して、①流動性制約、②高い時間選好率、

③予想寿命が短い、④情報不足、の４つ

をあげ、特に情報不足がリスクとして評

価されると、国民年金の収益率が平均値

よりも低く評価されるために、未加入を

招きやすいことを指摘した。 
第２章（「年金に関する諸問題への行動フ

ァイナンスの応用可能性」俊野論文）では、

既存の研究成果や、米国における実例を

踏まえ、行動ファイナンスのフレームワ

ークの、加入者への通知を含めた年金制

度への応用可能性について考察している。 
経済主体は、限定合理性や時間的制約か

ら、伝統的なファイナンス理論が想定す

るような合理的な投資貯蓄行動をとりえ

ない。そうした行動は年金にも現れてお

り、給付の実質価値よりも名目価値に執

着する（名目価値指向）、一旦、決めた資
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産配分を簡単には変更しない（現状維持）、

といったバイアスがある。米国では、双

曲線型の時間選好関数を持つ傾向がある

加入者に対して、現在ではなく将来の年

金保険料支払いを約束させる SMarT 
(Save More Tomorrow)プログラムのよ

うな、そうしたバイアスを利用した加入

促進策がとられている。 
こうした点は、わが国の国民年金の加入

促進策にも応用できる。例えば、「払い損

の不利な制度である」という先入観を１

つの参照点とすると、通知により「現実

には保険料を上回る給付を受け取ること

ができる」とわかれば、それが「利益」

と認識されて、未納未加入問題の解決に

結びつきやすい、とした。 
第３章（「国民年金１号被保険者の加入・

納付行動の分析と効果的な情報提供のあり

方」中嶋・臼杵・北村論文）では、１号被保

険者の加入・納付行動の属性についての

実証分析から、情報提供の内容を探った。 
国民年金への加入・納付に消極的な要

因として、所得や流動性の制約の他、①

主観的余命が短い、②リスク回避度が低

い、③時間選好率が高い、④将来の給付

減額や保険料負担増加を予測している、

が観察された。一方、いわゆる双曲割引

型効用関数が、加入や納付の遅延を通じ

て未納未加入に結びついている点は、必

ずしも実証されなかった。 
さらに、自分の主観的余命を、生命表

による余命に比べて短く予測したり、自

分の保険料納付期間を知らないなど、情

報や理解の不足により、①～④の要因に

よる未納未加入が増幅されていることが

わかった。 
①各個人の性・年齢における平均余命、

②平均余命まで生存した場合の保険料と

年金受給額の総額、③マクロ経済スライ

ド方式の下での将来にわたる保険料引き

上げと、最悪の場合の給付額、を情報提

供することにより、その問題を軽減でき

るのではないかと考察した。 
第４章（「保険料と受給額を知らせる通知

のタイプ別の効果－実験による検証」臼杵・

中嶋・北村論文）では、６つの通知のプロ

トタイプをつくり、どのような内容と文

言の通知であれば、国民年金制度への加

入・納付の意思が高まるかを、実験によ

って検証した。国民年金の１号被保険者

を集めて６グループに分け、通知を提示

する前後に、任意加入での加入・納付の

意思を尋ねて、有意な変化があったかど

うかを検証した。 
その結果、第１に保険料と予測給付を

知らせることにより、加入・納付の意思

が改善することが確認できた。第２に、

ポイント制を使う場合に、保険料と給付

の年額ではなく、生涯における総額を知

らせる通知に、加入・納付意思を高める

効果があることがわかった。第３にマク

ロ経済スライドによる給付削減のリスク

を知らせても、加入・納付意思は有意に

は悪化しなかった。第４に、「損失がな

い」という否定的なフレーミング（文言）

を使った通知の方が、「利得がある」とい

う肯定的なフレーミング（文言）よりも

加入・納付意思を高めるという効果はみ

られなかった。 
第５章（「政府と加入者のコミュニケーショ

ンのあり方－老後設計に向けた個人情報の

提供」中嶋論文）では、通知を含めた、政

府と公的年金加入者との情報提供・コミ

ュニケーションのあり方全体への考察を

試みた。 
これまでの内閣府や社会保険庁による
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調査をサーベイしてみると、公的年金の

被保険者は、①年金受給額、②財政の現

状や将来見通し、の情報を求めている。

他方、①国庫負担の存在、②実質価値維

持、③保険料免除制度、といったメリッ

トが周知されていないことがわかった。

年金相談の際の相談内容としても、同様

の項目があげられている。今後、加入者

への情報提供の際には、これらの点に留

意すべきだとした。また、年齢などの属

性によっても、関心事項が異なる点にも

対応すべきである。 
同時に、個人向けの通知だけでなく、

テレビ・ラジオ、新聞・雑誌などでは、

一般的情報を効率的に提供し、インター

ネット、窓口などの媒体では、個別相談

に応じるといった方法、及びポイント制

の代替案として、厚生年金の累積標準報

酬額の通知について検討した。 
第６章（「海外における被保険者への情

報提供の状況」臼杵論文）では、加入者向

けの通知をすでに実施している、ドイツ、

スウェーデン、アメリカの情報提供を研

究した。その結果は以下の３点である。 
第１に予測給付額の通知が情報提供の

核となっている。しかも、65 歳までの所

得など、前提を明らかにした上で、若年

層にも予測給付額を通知している。ポイ

ント制を使う場合でも、保険料と予測給

付額の実額を合わせて通知している。 
第２に、通知の読みやすさを優先して

いる。情報は重要なものに限定し、さら

に詳しい情報は、電話やインターネット

など他の方法で提供している。年齢や職

種に応じて形式や内容を変える工夫も講

じている。 
第３に、各個人への通知に加えて、新

聞・インターネット・電話・事務所での

対面による相談など、あらゆる方法を使

って、年金制度や予測給付額についての

理解を深めようとしている。通知と他の

メディアとの結びつきに工夫を凝らすこ

とにより、情報提供活動を一体化し、制

度全体を理解して貰おうとしている。 
第７章（「公的年金の通知に関するファイ

ナンス基礎実験」北村・中嶋・臼杵論文）で

は、実験ファイナンスの手法を利用して、

実験室内に年金制度等を抽象化した市場

環境を構築し、①加入者が投資判断を行

う際、リスクのある金融商品の価格を適

切に判断できるか、②年金及び他の金融

商品間の資産配分を適切に行えるか、に

着目して、基礎的なファイナンス実験を

行い、公的年金の通知への示唆を考察し

た。その際に年金など長期投資の対象と

なる金融資産に関する実験の条件として、

①被験者のリスク選好をリスク回避的に

統制できる、②実験市場に裁定の機会が

ない、③実験市場が平均分散効率的であ

る、状況を作り出せるかについても合わ

せて検証した。 

実験の結果、被験者は十分リスクを認識

できる状況であっても、期待値に基づい

て価格形成や資産配分を行い、リスク回

避的な行動を取らなかった。 

リスク中立的な価格形成を促進するよ

うな期待値のみの通知は望ましくなく、

加入者に想定されるリスクと、公的年金

に加入することでそれらリスクにどのよ

うに対応可能か、年金を含めた加入者の

資産配分はどのようなものが適当か、に

ついての情報提供を検討すべきであると

の示唆を得た。 

Ｄ.結論 

国民年金の１号被保険者においては、①

給付の予測額と保険料の関係、②国庫負
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担の存在などのメリット、③実質価値の

維持、④免除制度、などの情報が不足し

ており、また、それらを知りたいと考え

ている。 

この問題は、全ての１号被保険者に共通

している。ただ、特に未納未加入者につ

いては、知識・理解の不足が、①主観的

余命、②時間選好率、③リスク回避度、

④将来の給付に関する不安、などにより

生じている未納未加入の行動を増幅させ

ていると考えられる。 

対策として被保険者個人向けの情報提

供が必要になる。本報告の各論文の考察

によると、情報提供の内容として、以下

のような項目が含まれるのが望ましい。

すなわち、①年間の給付額の予測だけで

なく、平均余命まで生存した場合の保険

料と給付額の予測とその計算方法、②マ

クロ経済スライドの下での最低予測給付

額、③保険料の免除や追納制度、④障害

基礎年金や遺族基礎年金の存在、⑤国庫

負担や物価スライド、終身年金などがも

たらすメリット、である。 

その一方で、行動経済学が示すように、

人間の認知能力には限界があり、海外に

おいても、通知の簡潔さが重視されてい

るだけでなく、通知以外のコミュニケー

ション手段の活用も図られている。 
以上を踏まえながら、序章「国民年金１

号保険者への通知のひな型」では、ここに

挙げた項目を盛り込みつつ、できるだけ

簡潔な形で、比較的若い人を念頭に置い

た、通知のひな型を提示した。 

なお、個人ごとに保険料が払い損にな

らないことを明示することについては、

①世代間の助け合いという社会保険の理

念、②払い損になる可能性がある２号被

保険者への通知、との整合性をどう保つ

か、という問題が避けられない。この点

に留意しつつ、２年度の研究を進めたい。 

 

Ｅ.健康危険情報 

特になし 

 

Ｆ.研究発表 

１．論文発表 

・俊野雅司「行動ファイナンスの年金実

務への貢献」『年金ニュースレター』

2005 年１月号、pp.69-77、大和総研. 

・中嶋邦夫「公的年金に対する国民の意

識」、『ニッセイ基礎研レポート』2004

年 10 月号、pp.2-7、ニッセイ基礎研究

所. 

・中嶋邦夫・臼杵政治・北村智紀「保険

料と受給額を知らせる通知のタイプ別

の効果 ―実験による検証―」ニッセイ

基礎研所報（予定） 

２．学会発表 

・中嶋邦夫「国民の異質性を考慮した公

的年金に対する意識の分析～誰がどの

ような不満をもっているか～」、日本行

動計量学会第 32 回大会、2004 年９月

18 日． 

・中嶋邦夫・臼杵政治・北村智紀「公的

年金の通知に関する実験」年金研究セ

ミナー横浜国立大学企業年金フォーラ

ム、2005 年３月 26 日 

・中嶋邦夫・臼杵政治・北村智紀「年金

通知にみるフレｲミング効果」日本ファ

イナンス学会（2005 年６月 11 日）（予

定）． 

・中嶋邦夫・臼杵政治・北村智紀「公的

年金加入及び保険料納付行動と潜在的

価値観との関連」日本行動計量学会（予

定）。 

・臼杵・中嶋・北村・米澤・俊野「主観
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的割引率と国民年金の未納未加入」日

本保険・年金リスク学会、2005 年（予

定）． 

・北村智紀・中嶋邦夫・臼杵政治「公的

年金の通知に関するファイナンス基礎

実験」日本証券経済学会（予定）． 

 

Ｇ.知的財産権の出願・登録状況 

特に予定なし 
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序章 国民年金１号保険者への通知のひな型 

 

臼杵 政治 

 

1. 改めていまなぜ情報提供（通知）か 

 平成16年度（2004年度）の年期制度改正では、「年金に関わる個人情報を

若い人にもわかりやすくお伝えします」として、個人情報の定期的な通知が

施策として打ち出された。また、社会保険庁は、平成16年（2004年）９月に

発表した緊急対応プログラムなどに基づいて、国民年金加入者に「国民年金

納付額のお知らせ」を送付するとともに、対面・インターネット・電話など

による年金見込額や加入記録の照会に回答するサービスを充実させつつあ

る。 

この施策の出発点が、厚生労働省から平成14年（2002年）12月に発表され

た、「年金改革の骨格に関する方向性と論点」である。ポイント制による年

金個人情報の通知を打ち出した。 

では、なぜ、通知や情報提供がここに来て取り上げられているのか。同じ

方向性と論点では、平成16年年金改革の基本的視点として、「若い世代を中

心とした現役世代の年金制度に関する不安感、不信感を解消すること」や「現

役世代が将来の自らの給付を実感できるわかりやすい制度とすること」があ

げられている。つまり、年金給付を実感させ、不安感や不信感を抑えること

が目的といえる。 

不安感、不信感は、今回のアンケート結果にも現れた。問11で「現在の国

民年金制度では、不要な施設の建設など、保険料が無駄な用途に使われてい

る」という話について、「まったくその通りだと思う」、「だいたいその通り

だと思う」、「どちらかといえばその通りだと思う」の３つを合わせると、回

答者全体の実に97％に達した。 

また、問13で、「給付を大幅に減らしたり、保険料を大幅に引き上げたり

しないと、現在の国民年金制度を維持できない」という話について「まった

くその通りだと思う」、「だいたいその通りだと思う」、「どちらかといえばそ

の通りだと思う」までで77％となっている。 

従来、不安感や不信感が起こりにくかったのは、制度改正のたびに給付改

善が行われ、給付の内容が良くなっても悪くなることはなかったからであろ

う。しかし、1994年以降の改正では、支給開始年齢の引き上げや既裁定年金

のスライド率を賃金から物価に変更するなど、今回のマクロ経済スライドの

導入まで実質的な給付引き下げが続いている。 
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そうした状況の中で、マスメディアからはセンセーショナルに年金の危機

や保険料の「無駄使い」が伝えられるため、加入者の不安や不信が募ってい

る。その象徴が未納未加入の問題である。 

しかし、国民年金だけをとってみると、不安・不信が直ちに未納未加入に

つながるのかどうか、必ずしもはっきりしない。というのも国民年金（老齢

基礎年金）は、加入すると有利な制度だからである。財源には国庫負担があ

り、年金としては、老齢年金だけでなく、遺族年金や障害年金が支給される。

2004年改正で導入されたマクロ経済スライドの下、給付額は将来カットされ

るであろう。しかし、それでもなお、保険料を上回るはずである。収益率は

かなりプラス、払った以上に戻ってくる制度なのである。 

それが理解されれば、未納未加入問題は軽減されるのではないか。実質的

な価値が減じても、最低でも保険料を上回る給付があるという事実を知らせ、

実感してもらう必要がある。 

従来、年金の見込額は、年金加入者が58歳になった時点で、自ら社会保険

庁に出向けば、ようやく照会できるだけであった。政府から現役加入者個人

への積極的な情報提供は全くなかったといってよい。今回の調査の保険料と

年金額について、知りたいと思うか、という問37に対して「非常に」「かな

り」「どちらかといえば」知りたいという回答は89％に達している。しかも、

問８（過去２年の納付実績）とのクロス集計をとると、未納未加入者でも32％

が知りたいと答えている。まず、知らせて、実感させることが大事であろう。 

通知により保険料と給付の情報を提供しても、不安や不信が完全に拭われ

るわけではない。保険料の無駄使いを全て否定するのは難しいし、現実に、

マクロ経済スライドが採用された16年度改正でも保険料の引き上げや給付

の削減があった。 

不安や不信を少しでも軽減するには、よりさまざまなコミュニケーション

を組み合わせて、制度の内容を理解して貰う必要がある。その１つはマスメ

ディアなどを通じ不特定多数の人々に制度の内容を伝えることである。 

もう１つは、保険料や年金について１人１人の相談に乗る中で、関連する

制度の仕組みを伝えていくことである。そのためには、社会保険事務所の役

割が大きい。現在のように、「どうすれば年金で損をしないか」といったハ

ウツウ本が巷にあふれている状況は、社会保障制度である公的年金にとって

決して望ましくはない。被保険者本人が自らの保険料支払いの記録など必要

な情報に容易にアクセスし、また相談ができるようにすれば、情報は自然に

伝わっていく。 

そのためには電話やeメイル、あるいは窓口での相談業務が非常に重要で
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ある。双方向のコミュニケーションを通じて、悩みや要望など加入者からの

フィードバックを直接聞くことができる接点（インターフェイス）だからで

ある。保険料と給付額に関する通知は、この接点に国民を引き込む役割を持

っている。 

 通知には、老後の計画を立て易くするのはもちろん、加入者に①保険料と給

付の関係を理解させる、②保険者である政府との双方向コミュニケーションに

引き込む、役割があるといえる。  

 以下、本章では、この点を踏まえつつ、報告書の各章、特に第６章の「海外

における被保険者への通知の状況」、第５章「政府と加入者のコミュニケーショ

ンのあり方」、第４章「保険料と受給額を知らせる通知のタイプ別の効果」を参

考にして、国民年金の１号被保険者を対象にした通知のひな型を作成する。  

2. 盛り込むべき事項－個人別の事項 

 まず、盛り込むべき事項の内、個人別の項目は何か。  

(1) 海外の例から 

 第６章のように、米、独、スウェーデン、カナダでは、どこの国でも個人別

に予測給付額（年金額）と過去の保険料支払い実績を知らせている。老後の生

活についての計画をたてやすくするためには、不可欠な項目である。  

 問題は、保険料と給付額の総額を知らせるかどうかである。国民年金の場合、

国庫負担があるため、平均的な寿命まで生存できれば、老齢年金だけで保険料

を上回る。第４章に述べるように、給付と保険料の総額を知らせることで、制

度加入や保険料納付の意思が高まるため、総額を盛り込むべきであろう。  

ただし、平均余命を通知することは、病気など平均余命まで生きられない可

能性の高い人の反発を買ったり、かえって逆選択を招いたりする可能性もある。

したがって、余命についてはあくまでも平均であり、その個人の予測と受け取

られないようにするとともに、障害年金や遺族年金が受けられることを強調す

る必要があろう。  

(2) 加入者の知りたい事項 ・知らない事項から（国民年金 被保険 者実 態 調査など） 

 第５章のように、「国民年金被保険者実態調査」などによると、国民年金加入

者の知りたいことの第１は受給見込み額であり、第２が財政の現状・将来見通

しであり、第３が受給要件である。  

老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金の予測給付額を知ら

せるべきであろう。また、老齢・障害・遺族各基礎年金の受給資格の内容と、
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本人がその資格を得ているかどうかを通知すべきであろう。  

(3) 未納の理由から 

 第３章のように、国民年金保険料の未納者は自分の余命を比較的短くみてい

る。それが正しければ合理的行動といえる。しかし、誤解によって短くみてい

る部分もある。したがって、平均余命を通知することで、未納者を減らすこと

ができる。平均余命を知らせることは、老後の準備をする上でも役に立つ。  

 その他、未納者を減らすためには、保険料支払いにおける①全額免除や半額

免除、②免除された保険料の追納、③未納保険料の遡及納付、などについて知

らせるべきであろう。学生の場合には、特例免除の説明も必要になる。  

3. 盛り込むべき事項―より一般的な事項 

 次に各被保険者への通知に共通する、より一般的な事項について考えてみよ

う。  

(1) 海外の例から 

 海外の例で共通しているのは、年金を受給するための資格である。さらにド

イツでは、年金額がどのように決まるかを、ポイント制を使って通知している。

また、年金について相談のできる場所や電話番号、メイルアドレスなどは必ず

掲載されている。  

(2) 加入者の知りたい事項 ・知らない事項から 

 上述したように、国民年金の加入が知りたいことの内、一般的といえるのが

年金財政の見込みである。  

 他方、知らないことでは、①国庫負担の存在、②実質価値を維持する仕組み

の存在、③免除制度、④障害基礎年金や遺族基礎年金の内容、⑤終身年金の存

在、があげられる。  

(3) 未納の理由から 

 その他、一般的事項としては、「国民年金は破綻しない」といった、財政の仕

組みがある。確かに、財政の現状・将来見通しは「知りたいこと」の中でも、

高い割合を占めている。しかし、政府が「破綻しない・大丈夫」と言うだけで

は、真実味や説得力に欠ける嫌いがある。  

そう考えると、紙幅の限られた通知の中で、わざわざ「年金財政は大丈夫だ、

破綻しない」とか、「資産は正当に運用されている」といった内容を通知に盛り
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込む意味は、あまり大きくないだろう。  

4. 具体的な通知の案 

 以上を踏まえて、社会保険庁のホームページ「国民年金って何」などを参考

にして、具体的に、平成16年度現在の保険料や給付額の数値をもとに、1971年

（昭和46年）７月生まれの男性を想定し、誕生日のある、平成18年７月に送付

するという想定で、通知の案を作ってみた
1
（別紙参照）。なお、送付対象とし

ては、現在、納付している人だけでなく、国民年金に加入している、１号被保

険者全員を想定している
2
。  

(1) ひな型の内容 

通知では、大きく、前半で加入者の個人別の状況を示し、後半では制度全般

の仕組みを説明した。まず、本人の氏名・基礎年金番号を確認した後、加入者

の状況については、まず、１．で老齢基礎年金を取り上げた。すなわち、①老齢

基礎年金の受給資格とそれを満たしているかどうか、②60歳まで保険料を支払

った場合及び追納や高齢任意加入などを利用して保険料を支払いうる最大月数

（ここでは480ヶ月）、両者の場合の新規裁定時の年金額、③保険料が今後引き

上げられること、④引き上げを考慮した場合の保険料総額と、加入者が同じ性・

生年の人の平均余命まで生きた場合の受給額の総額、⑤マクロ経済スライドの

下では、経済情勢や人口動態により受給額が変動しうることと、最悪の場合の

給付額、を示している。さらに⑥繰り上げ、繰り下げ支給の制度があることに

も触れている。  

海外では、今後一切保険料を支払わなくても受け取れる年金額を通知してい

る例もある。しかし、国民年金の場合は、①保険料未納を勧めているように誤

解されること、②定額保険料であるので、将来の収入などを予測しなくても、

保険料と給付の予測ができること、から、今後さらに保険料を払い続けるケー

スについてのみ、予測をすれば十分であろう。  

 その後、２．で障害害基礎年金と３．で遺族基礎年金について、その支給額と

受給資格を満たしているかどうかを述べた。  

 さらに４．では、まず、保険料の納付が法律上の義務であることを強調した後、

                                      
1
  引退が近づくにつれ、平均余命などはよりデリケートな扱いを求められる情報となろう。

とならざるを得ない。  
2
  平成 17年２月から送付している「国民年金保険料の納付額のお知らせ」は、前年に１月

以上の納付実績のある被保険者を対象にしている。しかし、長期にわたる加入・納付記

録と給付額の予測を通知する際には、より広く加入者全員を対象にしてよい。  
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保険料の免除及び半額免除の条件、追納、加入期間や給付額を計算する場合の

扱いを説明している。  

前半の最後の５．では、老齢基礎年金に戻り、どのように給付額が計算されて

いるのかを、やや詳しく述べている。１．①の老齢基礎年金給付額のすぐ後に掲

載する方法もあろう。しかし、計算方法の説明が少し詳しいために、予測給付

額のすぐ後にしてしまうと、予測給付額の信頼性そのものに悪影響を与える可

能性があるため、あえて別にした。  

 後半は、制度の説明である。まず、６．では、国民年金の給付財源として、特

に国庫負担があること、７．では、マクロ経済スライドにより調整されるものの、

給付は物価にある程度スライドすることを述べている。さらに８．では、通知を

受け取った人の、性・年齢での平均余命と、５人に１人の余命を示すことで、

誰もが長生きのリスクに直面していることを理解してもらう。  

 その上で、９．では、以上を踏まえると、国民年金が民間の金融商品、保険商

品よりも、よほど有利であることを強調する。  

その後、10.に、問い合わせ・相談先、11.に当該加入者の過去の加入履歴、を

掲載している。問い合わせ・相談先は、複数掲載した。ただし、面談、電話、

メイルの３手段について、少なくとも１つ掲載されていることが必要であろう。 

加入履歴を掲載することで、給付の計算根拠について納得して貰うだけでな

く、間違いがあった場合に迅速に訂正することができる。  

(2) まとめ―通知から始まるコミュニケーション 

以上、保険料と給付に関する前半が４ページ、制度の説明が１ページ、問い

合わせ・相談先リストが１ページ、加入履歴２ページの計８ページの通知とな

った。通知を作成してみて、改めて気がついた点としては、第１に、簡潔にわ

かりやすい通知にすることと、正確で詳しい情報を載せることとの間のトレー

ドオフがある。  

５ページの通知に、マクロ経済スライドの説明や繰り上げ・繰り下げ支給に

伴う減額率や増額率など、国民年金に関する十分な情報を盛り込むことはでき

なかった。しかし、他国の例をみても、８ページの通知は短いとは言えない。

これ以上、詳細な通知にすると、かえって読む意欲をそぐだろう。通知そのも

のの内容はある程度絞って、その上で、さらに詳しい情報提供は問い合わせや

相談に委ねるといった、分業が必要であろう。  

また、読みやすくし、関心を引くためには、色刷りにしたり、制度の説明や

問い合わせ・相談先リストを別冊にしたりする工夫も求められる。同時に、年

齢や性別だけでなく、配偶者や子の有無、過去の加入状況など個人の属性に合

16



 

わせて、内容を変える必要がある。  

繰り返しになるが、通知は、被保険者である国民が年金制度に関心を持ち、

保険者である政府とコミュニケーションを始めるきっかけと位置づけるべきで

あろう。そのためには簡潔でなければならない。  

社会保険庁のホームページにある、「国民年金って何」の箇所を見ると、「社

会全体で世代間扶養を行う仕組みをとっている国民年金は、日本の経済社会が

存続する限り、決してつぶれることはありません」という説明や、「国民年金は

本来損得の観点からみるべきものではありませんが」という説明がある。しか

し、国民は制度がつぶれるか、つぶれないかよりも、具体的に、いくら払って、

いくらもらえるかに関心を持っている点は否定しようがない。したがって、こ

れらの説明のメッセージは、抽象的で説得性に欠け、かえって反発を買って、

関心・興味を失わせる恐れすらある。少なくとも通知には盛り込むべきでない。

この他、税制上、社会保険料控除があることも、通知を簡潔にするために割愛

した。  

第２に、通知にはコミュニケーションを始めさせる役割があるとしても、通

知だけでそれを発展させるのは難しい。その後、コミュニケーションを発展さ

せる上では、問い合わせや相談への対応が大切である。そこで、電話相談の際

に何について話しているか、できるだけ簡単に話が通じるように、通知の各項

目に通し番号（１．～ 11.）をつけた。また、気軽に問い合わせや相談をするよ

う勧める文言を入れた。  

通知により自らの予測受給額を知ることができれば、国民が年金への関心を

抱くきっかけになる。そこから制度への理解や信頼を改善するためには、国民

とのあらゆる接点（インターフェイス）を通じた、その後のコミュニケーショ

ン全体が非常に重要になることを指摘しておく。  
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あなたの国民年金                           基礎年金番号 ○○○○－111111 

 

＜お願い＞この通知、あなたの国民年金についてのお問い合わせ・ご相談は、６ページに

掲載した最寄りの社会保険事務所や年金相談センターに来て頂くか、電話なら、0120－×

×××××、ｅ－メイルなら、×××@   go.jpまでお願いします。お問い合わせ・ご相談

の際には、できるかぎり、このあなたの国民年金、をお手元にお持ちになってください。

              １ 

     平成18年７月１日 

 

 

お誕生日おめでとうございます 

これがあなたの国民年金です 

 

××××様 

昭和46年７月１日生まれ 

基礎年金番号 ○○○○－111111 

住所 東京都千代田区九段北４－１－７ 

 

この通知は、あなたの加入している国民年金について、あなたの老齢給付基礎

年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給額の予測や保険料納付状況、受給資

格を知っていただき、あわせて制度の理解を深めていただくために、年１回あ

なたのお誕生月にお送りするものです。お読みになって、わかりにくいことが

あれば、６ページの10．の、お問い合わせ・相談先まで、お気軽にご質問やご

相談をお寄せください。 

 

まず、あなたの保険料と年金についての説明です 

 

１． 65歳から受け取れる老齢基礎年金について 

①あなたは、あと148ヶ月分、保険料を支払えば年金を受け取れます 

あなたの、11.加入の履歴（７ページ）によりますと、あなたがこれまでに国

民年金の保険料を払った月、免除または半額免除を受けた月の状況は右の表の

通りです。その合計が152.3ヶ

月 (12年と8.3ヶ月)分です。老

齢基礎年金を受け取るには、

この合計月数が300ヶ月（25

年）分以上であることが必要

です。そのためには、平成18

年７月から、あと148ヶ月（12年と４ヶ月）分の保険料を支払う必要があります。 

 

②保険料を60歳まで払うと、65歳から、毎月、6万9,700円受け取れると予測されます 

あなたが満60歳まで国民年金の保険料を払い続けた場合、452.3ヶ月（37年と8.3

ヶ月）分を払うことになります。その時に満65歳から受け取ることのできる年

金は、今の物価で月額６万9,700円と予測されます。 

 

保険料を支払った月数 147
保険料の免除を受けた月数 0
保険料の半額免除を受けた月数 8

合計 155
年金額を計算するための支払月数 152.3
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あなたの国民年金                           基礎年金番号 ○○○○－111111 

 

＜お願い＞この通知、あなたの国民年金についてのお問い合わせ・ご相談は、６ページに

掲載した最寄りの社会保険事務所や年金相談センターに来て頂くか、電話なら、0120－×

×××××、ｅ－メイルなら、×××@   go.jpまでお願いします。お問い合わせ・ご相談

の際には、できるかぎり、このあなたの国民年金、をお手元にお持ちになってください。

２ 

 

 

③追納して合計480ヶ月分保険料を払うと、毎月7万4,000円受け取れると予測されます 

あなたは、40年（480ヶ月）分の保険料を支払って、満65歳から満額（月額７万4,000 

円と予測されます）の保険料を受け取ることができます。そのために、免除さ

れていた保険料の追納制度や60歳以降の任意加入制度を利用したり、未納の保

険料を過去にさかのぼって納付することができます。 

 

④保険料は毎年少しずつ上がります。60歳までに支払う総額は720万円になると予測さ

れます 

保険料は現在の毎月13,860円から毎年280円引き上げられ、平成29年度には、今の

物価でみて、月16,900円になります。保険料の引上げを考慮しますと、あなた

が60歳までに支払う保険料の総額は、今の物価に直すとおよそ720万円と予測さ

れます。 

 

⑤平均寿命まで生きた場合、受けとる年金の総額は1,420万円になると予測されます 

あなたと同じ年齢の男性の平均寿命は、78.9歳です。78.9歳まで生存した場合に、

65歳から受け取ることのできる年金の総額は、今の物価に直すと、およそ1,420

万円と予測されます。 

 

⑥少子高齢化や経済の悪化が進むと、受け取る年金の総額は1,240万円になると予測

されます 

ただし、受け取れる年金の総額は、経済や少子高齢化の状況によって変わりま

す。経済の悪化や少子高齢化が予想以上に進めば、最悪の場合、1,240万円にな

ると予測されます。それでも、保険料に国の税金が加算される仕組みのため、

支払った保険料よりも多い年金を受け取れます。 

 

⑦繰り上げ、繰り下げ支給もできます 

老齢基礎年金は、あなたが希望すると、65歳以前に繰り上げて受け取ったり、

65歳以降に繰り下げて受け取ったりすることができます。繰り上げ支給・繰り

下げ支給の条件やその場合の支給額などについては、６ページの10.お問い合わ

せ・相談先までお問い合わせください。 

 

２． あなたが障害を持った時に支給される障害基礎年金について 

①障害を負うと年金を受け取れます 

あなたが障害を持った時には、障害基礎年金が支給されます。障害基礎年金を

受け取るためには、20歳以降の保険料納付期間と保険料免除期間が合計で、加

入期間の2/3 以上あることが条件です。あなたはこの条件を満たしています（ま

たは、満たしていませんが、４．ロ．追納などを使って満たすことができます

ので、６ページの10.お問い合わせ・相談先、にお問い合わせください）。 
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あなたの国民年金                           基礎年金番号 ○○○○－111111 

 

＜お願い＞この通知、あなたの国民年金についてのお問い合わせ・ご相談は、６ページに

掲載した最寄りの社会保険事務所や年金相談センターに来て頂くか、電話なら、0120－×

×××××、ｅ－メイルなら、×××@   go.jpまでお願いします。お問い合わせ・ご相談

の際には、できるかぎり、このあなたの国民年金、をお手元にお持ちになってください。

                                       ３ 

 

 

②年金額は毎月８万2,758円か６万6,208円で、お子さんの数により加算されます 

障害基礎年金の額は、あなたの障害の程度によって、月額８万3,000円（障害１級の場合）

か月額月額６万6,208円のどちらかになります。どちらの場合も、あなたに18歳未満の

お子さんがいらっしゃる場合には、お子さんの人数に応じて年金額が加算されます。

加算される額は、２人目のお子さんまでは、１人について１万9,050円です。３人目以

降はお子さん１人について、6,350円です。  

 

３． あなたが亡くなられた時に、ご遺族に支給される遺族基礎年金について 

①あなたがなくなると、毎月６万6,208円にお子さんの数に応じた額を加えた年金が、あ

なたのお子さんや、お子さんを持つ妻に支払われます 

あなたが亡くなられた場合に、18歳未満のお子さんがいらっしゃれば、妻また

はお子さんに遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金の額は、月額６万6,208

円とお子さんの数に応じた加算額の合計です。加算される額は、２人目までは

１人について１万9,050円です。３人目以降は１人について6,350円です。 

 

②あなたは遺族基礎年金の支給要件を満たしています 

遺族基礎年金が支給されるのは、Ａ．保険料納付期間と保険料免除期間を合算

して、あなたが20歳になられて以降の加入期間の2/3 以上ある、Ｂ．老齢基礎

年金の受給資格期間を満たしている、のどちらかが条件です。あなたは平成17

年７月１日現在、この条件を満たしています。 

 

４． 保険料の免除または半額免除と追納について 

①収入が少なければ、保険料が全額または半額免除されます 

保険料の納付は、納税と同じく、法律上の大切な義務です。しかし、あなたや

あなたの属する世帯の世帯主の所得（収入）が少なく、保険料を納めることが

困難な場合には、申請によって保険料の全額または半額を免除されます。また、

障害基礎年金の受給権がある人や生活保護法による生活扶助を受けている人な

ど、法律に定める要件に該当する人は、保険料の納付が免除されます。  

 

②免除期間中の保険料は10年前まで遡って、追納できます 

保険料の全額または半額を納付することが免除された期間については、10年前

までさかのぼって保険料を追納することができます。 

 

③追納しなくても、保険料の免除期間は受給権発生の資格期間に加えます 

追納がない場合でも、全額・半額免除期間は年金の受給権発生の資格期間（老

齢年金なら300ヶ月）に含まれます。 
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あなたの国民年金                           基礎年金番号 ○○○○－111111 

 

＜お願い＞この通知、あなたの国民年金についてのお問い合わせ・ご相談は、６ページに

掲載した最寄りの社会保険事務所や年金相談センターに来て頂くか、電話なら、0120－×

×××××、ｅ－メイルなら、×××@   go.jpまでお願いします。お問い合わせ・ご相談

の際には、できるかぎり、このあなたの国民年金、をお手元にお持ちになってください。

４ 

 

④半額免除期間にまったく保険料を納めないと、納付していないとして扱われます 

また、半額免除期間に、残り半額の保険料を納めないと、未納期間として取り 

扱われ、受給資格の判定上、不利になりますのでご注意ください。 

 

⑤免除についてのお問い合わせ先は 

あなたが保険料免除を申請できるかについては、６ページの10.お問い合わせ・相

談先、にお問い合わせください。 

 

５． 老齢基礎年金の額はどうやって計算されるのでしょうか 

①老齢基礎年金を受け取るには300ヶ月の保険料納付が必要です。免除期間もそこに含め

ます 

老齢基礎年金を受け取るには、少なくとも25年間（300ヶ月）の保険料を支払わな

くてはなりません。この場合、全額免除や半額免除を受けた月数は、保険料を

支払った月数に加えられます。 

 

②老齢基礎年金の額は、満額分の480ヶ月に対して、何ヶ月分保険料を支払ったかで

決まります。全額免除を受けた月は３分の１、半額免除を受けた月数は３分の２を加

えます 

満額（平成48年ではおよそ月額７万4,000円と予測されます）の支給を受け取る

ためには、保険料を480ヶ月（40年）分、支払わなくてはなりません。あなたが受

け取る年金額は、あなたが保険料を払った月数が480ヶ月の何％かで決まります。

この場合、全額免除を受けた月は３分の１、半額免除を受けた月数は３分の２を

加えます。 

 

③計算式はこの通りです 

したがって、65歳時点での年金額は以下の式で計算されます。 

あなたが受け取る年金額＝満額（月額７万4,000円と予測されます）×（実際の

納付月数＋1/3×全額免除を受けた月数＋2/3×半額免除を受けた月数）÷480 

あなたが60歳まで毎月保険料を支払うと、452.3ヶ月分支払うことになりますの

で 

７万4,000円×452.3÷480＝およそ６万9,700円、となります。 

 

④60歳以降も任意加入で支払月数を増やすことができます 

免除期間中の保険料の追納の他、60歳以降も、任意加入により保険料を支払う

ことができます。これらの支払月数を増やすための方法については、６ページの

10.お問い合わせ・ご相談先、にお問い合わせください。 
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あなたの国民年金                           基礎年金番号 ○○○○－111111 

 

＜お願い＞この通知、あなたの国民年金についてのお問い合わせ・ご相談は、６ページに

掲載した最寄りの社会保険事務所や年金相談センターに来て頂くか、電話なら、0120－×

×××××、ｅ－メイルなら、×××@   go.jpまでお願いします。お問い合わせ・ご相談

の際には、できるかぎり、このあなたの国民年金、をお手元にお持ちになってください。

                                     ５ 

 

国民年金の仕組みについて 

 

 

６． 国民年金の給付の３分の１は国の税金で賄われています 

国民年金の毎年の給付は、３分の２がその時の現役の保険料から、残りの３分

の１が国の税金でまかなわれています。そのため、支払った保険料よりも大き

な額の給付が得られます。 

 

 

７． 物価が上がっても給付は目減りしない仕組みになっています 

国民年金の給付は、毎年の物価上昇率を参考に改定されます。物価が上がって

も、その実質的な価値はできるだけ維持されます。ただし、年金制度が今後の

少子高齢化にたえられるように、毎年の引き上げ幅は、物価上昇率よりも少し

ずつ低くなる予定です。 

 

 

８． 長生きしても、年金は、一生受け取れます 

あなたの生年の男性の平均余命は後43.9年ですから、78.9歳まで生きる可能性

が高いと予測されます。ただし、５人に１人は89歳まで生きると予測されます。

老齢基礎年金は、どんなに長生きした場合でも、決められた額が一生支給され

ます。 

 

 

９． 民間の金融保険商品より国民年金ははるかに有利です 

このように国民年金は、支払った保険料よりも多くの給付が受けられ、老齢年

金の他に障害年金や遺族年金が支給され、どんなに長生きしても一生給付を受

けられ、しかも給付が物価に合わせて調整されるなど、民間の金融商品、保険

商品と比べても、大変有利な制度になっています。 
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あなたの国民年金                           基礎年金番号 ○○○○－111111 

 

＜お願い＞この通知、あなたの国民年金についてのお問い合わせ・ご相談は、６ページに

掲載した最寄りの社会保険事務所や年金相談センターに来て頂くか、電話なら、0120－×

×××××、ｅ－メイルなら、×××@   go.jpまでお願いします。お問い合わせ・ご相談

の際には、できるかぎり、このあなたの国民年金、をお手元にお持ちになってください。

                                     ６ 

 

１０． お問い合わせ・相談先はこちらです 

 

このお知らせの内容や７・８ページの11．加入の履歴、その他、国民年金につ

いてのあらゆるお問い合わせやご相談、ご意見は、以下のお問い合わせ・相談

先まで、お気軽にお寄せください。老後の計画を立てられる方は、この通知を

持って、お問い合わせ・相談先をお訪ねください。 

 

 

あなたのお住まいから一番近い社会保険事務所 

麹町社会保険事務所（受付時間 毎日 ×時～×時） 

住所 〒102-8337 東京都千代田区三番町 22 

電話番号 03-3265-4381 

（同封の地図をご覧ください） 

 

あなたのお住まいから一番近い年金相談センター 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-7-1 松岡セントラルビル8階 

受付時間 毎日 ×時～×時 

（同封の地図をご覧ください） 

 

電話によるお問い合わせ先 

0120－×××××× 

受付時間 毎日 ８時～19時 

社会保険庁へのｅ－メイルによる、お問い合わせもできます 

アドレス ×××@   go.jp 

 

社会保険庁に、お手紙で、お問い合わせや相談をしていただくこともできます 

〒100-8945 東京都千代田区霞が関1-2-2 

××局     ××係 

 

 

その他年金に関する情報は、社会保険庁の年金相談コーナーをご覧ください 

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/index.htm 
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あなたの国民年金                           基礎年金番号 ○○○○－111111 

 

＜お願い＞この通知、あなたの国民年金についてのお問い合わせ・ご相談は、６ページに

掲載した最寄りの社会保険事務所や年金相談センターに来て頂くか、電話なら、0120－×

×××××、ｅ－メイルなら、×××@   go.jpまでお願いします。お問い合わせ・ご相談

の際には、できるかぎり、このあなたの国民年金、をお手元にお持ちになってください。

                           ７ 

１１． 加入の履歴 

 

下の表は、あなたが20歳になってから、これまでの年金への加入の履歴です。

疑問や間違いがあれば、６ページ10.のお問い合わせ・相談先までお問い合わせくだ

さい。 

あなた
の年齢

平成３年（1991年）７月１日～
平成４年（1992年）６月30日

20 0 0 0 12

平成４年（1992年）７月１日～
平成５年（1993年）６月30日

21 12 0 0 0

平成５年（1993年）７月１日～
平成６年（1994年）６月30日

22 12 0 0 0

平成６年（1994年）７月１日～
平成７年（1995年）６月30日

23 12 0 0 0

平成７年（1995年）７月１日～
平成８年（1996年）６月30日

24 12 0 0 0

平成８年（1996年）７月１日～
平成９年（1997年）６月30日

25 2 0 0 10

平成９年（1997年）７月１日～
平成10年（1998年）６月30日

26 4 0 8 0

平成10年（1998年）７月１日～
平成11年（1999年）６月30日

27 12 0 0 0

平成11年（1999年）７月１日～
平成12年（2000年）６月30日

28 12 0 0 0

平成12年（2000年）７月１日～
平成13年（2001年）６月30日

29 12 0 0 0

平成13年（2001年）７月１日～
平成14年（2002年）６月30日

30 12 0 0 0

平成14年（2002年）７月１日～
平成15年（2003年）６月30日

31 12 0 0 0

平成15年（2003年）７月１日～
平成16年（2004年）６月30日

32 12 0 0 0

平成16年（2004年）７月１日～
平成17年（2005年）６月30日

33 12 0 0 0

保険料を払っ
た月数

保険料の免除
（学生納付特
例を含む）を
受けた月数

保険料の
半額免除
を受けた

月数

保険料を払
わなかった

月数

 

（つづく） 
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あなたの国民年金                           基礎年金番号 ○○○○－111111 

 

＜お願い＞この通知、あなたの国民年金についてのお問い合わせ・ご相談は、６ページに

掲載した最寄りの社会保険事務所や年金相談センターに来て頂くか、電話なら、0120－×

×××××、ｅ－メイルなら、×××@   go.jpまでお願いします。お問い合わせ・ご相談

の際には、できるかぎり、このあなたの国民年金、をお手元にお持ちになってください。

                                       ８ 

 

１１． 加入の履歴（その２） 

 

あなた
の年齢

平成17年（2005年）７月１日～
平成18年（2006年）６月30日

34 9 0 0 3

合計 ① 147 ② 0 ③ 8 ④ 25

老齢年金の受給資格を得
るための月数(300ヶ月以上
で受給資格が得られます）

①＋②＋③ 155 ヶ月

老齢年金の額を計算するた
めの月数

①＋②×1/3＋③×2/3 152.3 ヶ月

保険料を払っ
た月数

保険料の免除
（学生納付特
例を含む）を
受けた月数

保険料の
半額免除
を受けた

月数

保険料を払
わなかった

月数
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第１章  国民年金未加入の原因とその帰結 

 

米澤 康博 

 

1. はじめに 

 わが国の公的年金である国民年金に対する不信がつのり、その未加入が増え

ている。本章では、その原因の一因を定式化した上で、未加入がマクロ経済的

に如何なる効果をもっているかを簡単なモデルに従って明らかにすることを目

的とする
1
。本章では未加入の主たる原因はその商品性の欠陥にあるのではなく、

むしろ商品性の情報に関する広報の不十分、あるいは一部国民の近視眼的消費

決定等による年金、貯蓄の軽視にあるとの認識の下、分析を行う。これら原因

は広報の不十分さは残るものの、国民が必ずしも標準的な経済学が想定するよ

うな合理的な行動をとっていないことに拠るものであり、最近の行動経済学、

行動ファイナンスが扱う範疇に入る問題点と整理できる（これらに関しては例

えばＲ．セイラー (1998)、俊野 (2004)等を参照）。もし、これらの認識が正しけ

れば当局として行わなければならないのは、情報広報の徹底と、確固たる年金

保険料の徴収であろう。  

 

2. 問題の所在 

 国民年金の機能は皆保険を前提に、予定していた（平均）寿命以上に生存し

た場合の生活費を保障することにある。各自の寿命が事前に不確実なく予測で

きる場合には貯蓄で十分に対応できるのに対し、実際には多大な不確実性をも

っているので、当然ながら予測以上に寿命が延びて貯蓄では消費が賄えない可

能性が出てくる。その「長生きリスク」に対する保険が国民年金である。  

 保険であるので寿命（余命）に関する不確実性を明示的に考慮して分析する

必要があるのであるが、未加入問題においてはこの保険機能の優劣はそれ程重

要ではないとの認識の下、分析の簡単化のためもあって長生きリスクは捨象す

る。リスクを捨象して国民年金の機能をあえて定式化すると、それは「長期の

貯蓄機能」であろう。勤労期に保険料を支払い、引退期に給付される貯蓄であ

る。実際、国民においても国民年金を正しく保険と捉えている層はそれ程多く

なく、この貯蓄手段と捉えている層が多いのである。その証拠に「国民年金の

収益率には不確実が高く、期待収益率が低い」との苦情からもわかる。  

                                      
1
  モデルは効用関数のみ P.B.Sorensen(2003)を用いている。モデルによる説明は補論で行

う。  
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 貯蓄手段としてのみ認識され、定式化された途端、それは一般の貯蓄と比較

考慮されることになり、既述のように「民間貯蓄商品より期待収益率が低い」

等との評価の対象となる。当然ながらリスクが同程度ならば期待収益率の高い

貯蓄の方が選好されるのは当然で、このような理由から国民年金が敬遠されて

いる可能性が高い。実際には第３章で明らかになったように一般の金融資産か

らの収益率と大差はなく、実質で見れば高いと言えるのであるが、その情報の

告知の問題により大多数の国民にはこの正しい認識はない。  

 

3. 標準的な消費、貯蓄ケースと年金需要 

 標準的なケースでは国民が国民年金に関して十分な情報を持ち合わせている

ケースを想定し、その下でベンチマークとなるべき消費、貯蓄の選択、および

年金需要を分析する。このケースでは国民年金収益率は金融資産収益率と同程

度と仮定する。  

 しかるに消費、貯蓄の決定に関しては必ずしも一般的な理論がある状況では

ない。もっとも有力な理論であるライフサイクル仮説に従えば急速な人口の成

長がない限りマクロ的にプラスの貯蓄が生じることをうまく説明できない、等

の欠陥がある。それを補う理論として戦略的な遺産を目的とする王朝モデルが

あり、特に日本の高貯蓄を説明するモデルとして有力であるが、完全ではない
2
。

ここではそれらの諸問題を解決することを目的としていないのでライフサイク

ル理論を用いて「仮に国民年金が皆年金でなく自由に選択できる場合」の年金

需要を検討しておこう（詳しくは補論を参照）。  

 勤労期と引退期の2期からなる一生を想定する。引退期は文字通り引退する時

期であるが一定の不効用のもと勤労し、所得を得ることは可能とする。言い方

を変えると実質的な引退時を伸ばす選択の余地はある訳である。この余地があ

るために勤労期に貯蓄をせずに生涯（引退期）勤労して消費することも可能で

ある。しかし標準的とは「引退期の所得は不効用の割には少ないと想定する」

のが一般であろうとの認識の下、標準的なケースでは勤労期に貯蓄を行い、そ

の資産をもって引退期には完全引退（勤労しない）をする選択と想定する。  

 この場合、貯蓄は年金と同じ収益率をもっていると想定したので、両者を合

算して合理的に決めることになる。国民年金は皆保険であることを考えれば、

まずそれに加入し、不足分を貯蓄で行うことになる。皆保険による強制加入で

あるが、国民年金収益率は金融資産収益率と同程度と仮定する標準ケースでは

                                      
2
  これらの他に、将来の所得が不確実な場合の貯蓄需要を扱った予備的貯蓄動機の理論も

ある。例えばW.A.Lord(2002)を参照。年金を保険と捉えた場合には密接に関連してこよ

う。  

28



 

別段不都合は感じないことになる。  

 

4. 国民年金未加入の原因 

 では何故実際には国民年金が選好されないのであろうか。前節の標準的なケ

ースをベンチマークとして検討すると可能性は大きく四つ考えられる。第一は

国民がその給付に関して正しい情報を持っていない場合である。第二は正しい

情報を持っているが、勤労期、特に若い時代に所得が少なく、かつ将来の所得

を担保に借入れすることが不可能な場合である。いわゆる流動性制約が厳しく

課され、年金保険料の支払いのみならず貯蓄もできない場合である。第三に、

将来を一切考慮していない場合である。モデルに従えば、引退期の効用の割引

率（モデルでは時間選好率）が極端に高い場合である。この場合も年金保険料

支払いのみならず貯蓄も行わないことになる。この第三と識別が難しい第四の

可能性として、引退期の寿命が短いと予想した主体が年金のみならず貯蓄その

ものを行わない場合である。将来を軽視しなくとも、寿命が短ければ貯蓄をし

ないのは合理的であろう。  

 もちろん、これら諸理由は必ずしも排他的である訳ではなく、また少なくと

も四番目の理由はすべての主体にあてはまる訳ではない（このような主体が国

民年金に入らないような逆選択を防ぐためから皆年金にした訳である）。したが

って実際にはこれら諸理由が複合的に影響しているのであろうが、その判断は

実験や実証に委ねるしかない。本報告書の結果等から判断すると、第一の情報

不足と他の理由が複合的に作用して未加入を招いている可能性が高いことが推

測される。  

 正しい情報を持ち合わせていない場合、国民は高々将来給付の分布しか予想

できなく、いわば不確実な収益率下の資産選択問題に近い。仮に分布の平均値

が正しい給付と一致する不偏推計量となっていてもその偏差はリスクとして評

価され、そのリスクを調整した期待収益率は平均値より低くなることが知られ

ている。このような理由から年金期待収益率の不利性が導かれ、仮に国民年金

への加入が任意であるならば加入しないことになる。この場合、流動性制約は

ないので貯蓄に関しては最適化が行え、引退期の消費は全額貯蓄で賄うことに

なる。  

 他方、将来を軽視する場合では貯蓄自体に対するインセンティブは弱く、例

えば勤労期の所得は全額消費して、引退期は別途勤労して所得を得、それによ

って消費を行う選択をとる。この場合は、当然ながら年金は加入が任意ならば

未加入となる。  
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5. 未加入の経済効果 

 国民年金未加入の経済的な効果を明らかにするには経済全体のモデルを構築

して厚生経済的に分析する必要があるが、本章の分析モデルは部分的であるの

で不可能である。そこで効果として分析可能な「貯蓄、あるいは資本ストック

への効果」を採り上げ検討する。  

 国民年金は厚生年金とともに一部積立金は保有しているものの、基本的には

賦課方式であるので、年金保険料の部分は経済的には貯蓄とはならない。他方、

世代重複モデルの場合、貯蓄＝資本ストック、となるので年金部分が大きくな

ればそれだけマクロ的には資本ストックが減ることになる。しかもわが国のよ

うに人口の成長が見込めなく一定の場合は資本ストックの成長も見込めなくな

る。そこで問題は現在の資本ストックが適当な水準であるか否かの確認が必要

となる。  

 いずれにせよ年金情報が十分でなく、未加入の国民が増えるとその分貯蓄が

増え、資本ストックも増加することになる。他方、引退期を軽視する理由によ

る未加入者の増加による効果は全く逆でそれは貯蓄を減少させ、資本ストック

も低下させる効果を持つ。この両正反対の効果は繰り返すが並存している可能

性もある。その場合にはネットの効果はそれほど重要ではない可能性がある。

しかし、最近の若い世代の行動を見ると貯蓄自体のインセンティブは低く、今

後はこちらの要因が高くなると思われ、資本ストックは低下する可能性が高い

と思われる。  

 

6. おわりに 

 最後に一点だけ重要な点を指摘しておこう。将来の引退期を軽視することに

よる貯蓄低下は大きな問題点を含んでいる。何らかの行動経済学的理由によっ

て必要以上に軽視する近視眼的消費貯蓄行動が一般に見受けられる場合には公

的年金がない下では引退期において必要最低限の生活も送れない可能性がでて

くる。このような事後的な危機状況は避けなくてはならず、そのためには公的

年金が必須となり、その意義は大きい（この点に関しては、例えば (O.S.Mitchell, 

and S.P.Utkus(2004)も参照 )。また当局は未納未加入者にならないように年金保

険料を厳しく徴収することが国民本人のためになると考えられる。  
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補論 

 以下では簡単なモデルを提示し、その下でこれまでの議論を定量的に確認し

ておく。  

(1) 個人の最適 化 

勤労期、引退期の消費 ),( 21 cc の効用、eは引退期での勤労 ( )10 <≤ e 、h(e)はそれ

からの不効用、からなる個人の生涯効用関数を次式のように定義する。  

  [ ])()(
1
1)( 21 ehcUcU −
+

+
ρ

                 (1) 

勤労期、引退期それぞれの期の予算制約は次式で定義される。  

  sawtc −−−= )1(1                     (2) 

  sraRwetc )1()1()1(2 ++++−=                              (3) 

ここで、ｗは賃金、ｔは所得税率、aは年金保険料、 (1+R)aは年金給付、ｓは貯

蓄額、 rは貯蓄からの収益率、ρ時間選好率、である。  

簡 単 化 の た め に ccU ln)( ≡ 、 eeh θ≡)( と し 、 e の 取 り 得 る 範 囲 と し て

)1(0 <≤≤ ee を仮定する。  

 

(2) 標準的なケース 

年金の真の実態として Rr = とおく。  

この簡単化の下、問題を再定式化すると、  

 
ρ

θ
ρ +
−

+
+

11
ln

ln 2
1

ecc                                           (4) 

を  

r
wtewt

r
cc

+
−

+−=
+

+
1

)1()1(
1

2
1                                    (5) 

の予算制約の下で最大化する、となる。   

引退期の eに関する最適化は (4)式を (5)式に代入して微分することによって、  

 
ρ

θ
+

<
+
−

11
)1(1

1 r
wt

c
                                             (6) 

となり、勤労による限界効用である左辺がその限界不効用の右辺より小さい場

合は、 0=e とすることが最適となる。  

この下で、最適な勤労期の消費額を求めると、  

 wtc )1(
2
1

1 −







+
+

=
ρ
ρ

                                            (7) 
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となる。  

改めて 0=e の条件を再記すと、  

 ρθ >−+ 2)1( r                                                (8) 

となる。 0≈ρ とすると wtc )1(
2
1

1 −





= となり、同額が貯蓄となる。収益率が同

じとの前提の下では年金と貯蓄とが無差別となり、強制加入の場合には年金保

険料支払いが優先され、残余が貯蓄となる。  

 

(3) 国民年 金に関して情報 を持ち合わせていないケース 

 他方、国民が年金給付に関して十分な情報を持っていない場合は、 Rr > とな

り、この場合はすべての貯蓄を金融資産で保有し国民年金は一切需要しないこ

とが適当となる。可能であれば未加入となるのである。  

 

(4) 時間選 好率が十分に高いケース 

(6)式ではなく、  

ρ
θ
+

≥
+
−

11
)1(1

1 r
wt

c
                       (9) 

の場合は eが最適となる（等号の場合は eまでの範囲で不定となり、実際には

)1(2 r
a

e +−
+

=
ρ

の値となる）。この条件を整理すると、  

 2)1(2)1( −++<≤−+ err θρθ  の場合は 0)1(2
>+−

+
= r

a
e ρ

 

 ρθ ≤−++ 2)1( er  の場合は ee =  

が最適値となる。  

 eが最適の場合の勤労期消費は、  

 







+
+−








+
+

=
r
ewtc
1

1)1(
2
1

1 ρ
ρ

                   (10) 

となる。 (10)式よりさらに勤労期に貯蓄を全く行わない（あるいは借入れを行

う）条件を求めると、 wtc )1(1 −≥ より、  

 
ρ+

+
≥
1
1 re                           (11) 

となる。すなわち、このケースでは国民年金の給付に関して正しい情報を持っ

ていても将来を重視しないので加入しないことになる。  
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(5) 引退期の余 命が短いと予想する主 体 

引退期の生存確率をｐ (<1)とすると、そのような主体の期待効用は、  

  [ ])()(
1
1)( 21 ehcUpcU −
+

+
ρ

                 (12) 

と定式化できる。この場合は、
ρρ +

≡
+ 1'1
1 p

とおけばよく、時間選好率ρがρ’

のようにより大きくなったと解釈すればよく、したがってその効果は「時間選

好率が十分に高いケース」と同様である。  

 

(6) 政府の予算 制約 

参考までに人口が一定の場合の政府予算制約を定式化すると次式になる。  

  aratwetw )1( +=++                     (13) 

これから、
a
etwr )1( +

= となり、人口が一定の場合には税負担がある場合のみ

（ t>0）、収益が生じる (r>0)ことになる。  
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第２章  年金に関する諸問題への行動ファイナンスの応用可能性 

 

俊野 雅司 

 

 行動ファイナンス（ behavioral finance）は、「Sharpe-Lintner-Blackモデル
1
に代

表される伝統的ファイナンス理論の前提条件のうち、投資家の合理性の条件を

緩和することによって、これらのモデルでは説明できなかった様々なアノマリ

ー（ anomaly）
2
を解明しようとする試み」と位置づけることができる。  

 この研究領域は、1970年代に故トゥベルスキー（Amos Tversky）とともに学

問的基礎を築いたカーネマン（Daniel Kahneman）が、2002年にノーベル経済学

賞を受賞したことによって、学界ばかりでなく実務界においても注目される機

会が増えた。行動ファイナンスの第１の貢献は、投資家を始めとする意思決定

主体の合理性に一定の限界が存在することが、証券価格の形成過程に何らかの

歪みをもたらしている可能性を示唆する点に認められる
3
。ところが、行動ファ

イナンス上の諸概念は、年金加入者の意思決定上の歪みに関する分析などを通

じて、年金関連の諸問題にも応用が図られている（Mitchell and Utkus[2004]を

参照）。  

 わが国では、従来、確定給付型の年金制度が主流であり、加入者自身の意思

決定が介入する余地は少なかった。ところが、2001年には、日本でも、加入者

が運用内容を決定する確定拠出型年金が導入されるなど、年金制度の運営上、

加入者の意思決定が重要視されるようになってきた。また、本調査研究の考察

対象である国民年金保険料の未納問題との関連においても、加入者の心理的な

側面に関する分析を行ううえで、行動ファイナンスは、何らかの有益な示唆を

もたらすことが期待できる。さらに、行動ファイナンス上の諸概念は普遍性が

高いと指摘されており、公的年金に関するその他の問題への応用も十分に可能

であると考えられる。  

 そこで、本章では、まず第１節において行動ファイナンスに関する基本概念

を整理したうえで、第２節では年金関連の意思決定上の歪みに関する分析例を

整理する。さらに、第３節で、行動ファイナンス的な観点から、年金問題にお

                                              
1
  資本資産評価モデル（CAPM; Capital  Asset  Pricing Model）という名称で知られている

（ Sharpe[1964]、 Lintner[1965]、Black[1972]を参照）。  
2
  たとえば、時価総額の小さい株式やBP比率（１株当り自己資本・株価比率）の大きい

株式に、リスク調整後でも超過収益が発生していると指摘されており、それぞれ「規模

効果」や「バリュー株効果」などと呼ばれている。  
3
  俊野 [2003]や俊野 [2004]では、株式分割に伴う権利落ち直後のアノマリーやバリュー株

効果の背景に、何らかの意思決定上の歪みが存在している可能性を示唆している。  
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ける意思決定プロセスの改善を図る試みを整理したうえで、第４節では、国民

年金保険料の未納問題への行動ファイナンスの応用可能性について言及する。

最後に、第５節において、本章の取りまとめを行う。  

 

1. 行動ファイナンスの基本概念 

 行動ファイナンスのもとでは、図表２－１のように、人間の能力的限界や感

情的要因を反映した「意思決定上の歪みの源泉」や行動モデルを用いて、伝統

的ファイナンス理論では十分に説明できないアノマリーの発生原因を特定化し

ようと試みている。  

 

図表２－１ 行動ファイナンスの基本 構造 

 

歪みの源泉 行動モデル
限定合理性 簡便的意思決定法
　記憶の不正確性 　アンカリング
　情報の選別的認識 　代表性 ア
　判断の不正確性 　利用可能性 ノ
時間的制約 プロスペクト理論 マ
感情的要因 　評価関数 リ
　自信過剰 　ウェイトづけ関数 ｜
　後悔の回避 心理的勘定の設定
社会的要因
　ムード
　群れの行動
　認知不協和の回避

 

出所：俊野[2004]に基づいて作成した。 

(1) 意思決 定上の歪みの源泉 

俊野 [2003]や俊野 [2004]では、歪みの源泉を図表２－１のように４つに分類し

た。  

まず、限定合理性（bounded rationality）は、Simon[1955]によって提示された

概念であり、人間の行動は、伝統的ファイナンス理論のもとで想定されている

ほど、合理的には行われていないことを表している。1）記憶の抽出、2）意思

決定の根拠とする情報の選別、3）記憶や新たに入手した情報に基づく判断など、

意思決定上のあらゆる場面で、能力的な限界から歪みが生じ得ることを示唆し

ている。  

次に、時間的制約は、現代人はきわめて多忙で、短時間のうちに次々と意思

決定を行っていかなければならないため、常に十分に情報を集めて最適な意思
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決定を行っていく余裕はないことを表している。  

第３の感情的要因は、「自分が良い意思決定者であると思いたい」とか、「意

思決定結果が裏目に出て後悔の念を抱くことを避けたい」といった感情的な要

因を反映して、意思決定に歪みが生じていることを表している。自信過剰傾向

や「後悔を回避するための過度な保守性」などが具体的な現象として挙げられ

ている。  

最後に社会的要因は、人間が社会の一員であることによって生じ得る歪みを

表している。1）周囲のムードに左右されやすい傾向、2）多数派の意見に従い

やすい傾向（群れの行動）、3）一度言明したことは心理的に撤回がむずかしい

傾向（認知不協和の回避）などが含まれている。  

(2) 代表的な行 動モデル 

一方、上記の歪みの源泉を踏まえて、これらの状況と整合的な行動モデルが

いくつか提示されている。  

まず、簡便的意思決定法（heuristics）は、Tversky and Kahneman[1974]によっ

て提示された初期の行動モデルであり、行動ファイナンスの端緒と位置づけら

れている。具体的には、能力的ないし時間的制約の中で、直面している問題を

解くために必要なすべての情報を集めようとはせず、限られた情報に基づいて

直観的な意思決定を行おうとする傾向を指す。通常は、短時間のうちに概ね的

確な意思決定を行うことのできる「生活の知恵」のような存在であるが、構造

的な歪みを伴う意思決定を招きかねないと指摘されている。1）なじみの薄い問

題に接したときに何らかの恣意的な値の影響を初期値として強く受ける「アン

カリング」（ anchoring）、 2）ある集合の典型的な属性を備えているかどうかに

よって、ある事象がその集合に属するかどうかを判断しようとする「代表性」

（ representativeness）、3）良く見聞きするかどうか（思いつきやすいかどうか）

に よ っ て 発 生 頻 度 が 高 い か ど う か を 判 断 し よ う と す る 「 利 用 可 能 性 」

（ availability）の３種類が提示されている。  

次に、プロスペクト理論（Prospect Theory）は、期待効用理論に対する代替

的な選択モデルの構築を目指したもので、Kahneman and Tversky[1979]によって

提示されている。様々な実験を行ったうえで、実際の人間は、1）最終的な資産

額ではなく、「何らかの基準点からの変化」に基づいて選択肢を評価する傾向が

あること、2）利益が生じているときにはリスク回避的に行動するが、損失が生

じているときには一転してリスク愛好的な行動を示すこと、3）同額の利益より

も損失の方が重く受け止められがちなこと、 4）100％確実になるときと、実現

確率が非常に小さいときには、その事象に確率以上の重みを与えがちなことな
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どを示し、これらの選択行動と整合的な評価関数とウェイトづけ関数を提示し

ている。  

最後に、心理的勘定の設定（mental accounting）は、Thaler[1985]によって提

示された行動モデルである。資産全体ではなく、部分的な勘定を心理的ないし

物理的に設定して、個々の勘定ごとに最適化を行おうとするために、必ずしも

合理的でない意思決定結果が導かれがちであることが示されている。  

 

2. 年金関連の意思決定上の歪みと行動ファイナンス上の理解 

アメリカでは、年金に関する様々な意思決定上の歪みの例が指摘されており、

前節で整理した行動ファイナンス上の基本概念との関連性についても考察が行

われている。本節では、これら海外で実施された分析例を整理する。  

(1) 名目価 値指向 

年金制度は、基本的に退職後の生活保障を目的とするものであるから、名目

価値よりもインフレ調整を施した実質価値
4
を重視すべきであると考えられる。

いくら月額20万円など名目価値ベースの給付額が保障されていたとしても、退

職するまでの間に著しいインフレが発生し、支給される年金額の購買力が減衰

してしまった場合には、年金だけでは、実質的に満足できる生活を送ることが

できなくなってしまうからである。現在、日本の国民年金にインフレ・スライ

ド制が導入されているのも、同じ趣旨の政策的配慮である
5
。  

ところが、一般的に、人間は実質価値よりも名目価値の方を重視する傾向が

あることを示唆する実験結果が見られる。たとえば、Kahneman, Knetsch, and 

Thaler[1986]では、「インフレが起こらなかった場合に年金給付額を７％削減さ

れること」に対しては 62％の回答者が不満を示したが、「12％のインフレが発生

したときに年金給付額が５％増額されること」に対しては22％の回答者しか不

満を示さなかったと報告されている。どちらのケースでも、実質価値ベースで

７％の給付減額が生じることには変わりない。ところが、名目価値上は年金給

付額が５％増加する後者の場合には、「実質年金額の減少」という痛手を直観的

に理解することがむずかしいものと考えられる。  

                                              
4
  各時点における実質的な購買力を表す概念で、名目価値をインフレ率で割り引いて求め

られる。通常、基準となる時点を定め、「 ××年価格の実質価値」と表示される。  
5
  もっとも、最近日本では、物価水準が下落するデフレーションが起こっていたため、国

民年金（全国民共通の基礎年金）の水準は、 2002年度の年額 80万 4,200円（月額 67,017
円）をピークに、2003年度は 0.9％減額されて、年額 79万 7,000円（月額 66,417円）、2004
年度は 0.3％減額されて、年額 79万 4,500円（月額 66,208円）になっている。ただし、こ

の金額は、保険料を 40年間払った場合の全額であり、未納期間が存在する場合には、そ

の長さに応じて減額される。  
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この現象は、貨幣価値の幻想（money illusion）と呼ばれており、人間の普遍

的な特性の１つと指摘されている。特に、年金制度のように、掛金を拠出して

から年金の給付を受けるまでの期間が非常に長い場合には、その間の貨幣価値

の変動はきわめて大きな影響をもたらす。このような分析結果があるからとい

って、安易なインフレ待望論を唱えることは避けるべきである。しかしながら、

少なくとも、人間にはこのような認識上の特性が存在することを認知しておく

ことは、政策策定上、有意義であろうと思われる。  

この名目価値指向の発生原因は、図表２－１における「（意思決定上の）歪み

の源泉」と関連づけて考えることができる。限定合理性のうち、判断の不正確

性が該当する要因であろうと考えられる。実質年金額が減額されるという上記

のケースでは、  

実質増減率＝名目増減率－インフレ率  

のように表すことができるが、少なくとも事後的には、名目増減率もインフレ

率も明らかになっている。したがって、実質的な生活水準の維持という年金制

度の目的を理解している合理的な意思決定者であれば、年金給付額の実質増減

率を容易に計算して、その影響を的確に評価することができるだろう。そのた

め、実質的な年金額の増減率が同一であるにもかかわらず、一方（名目値が下

がるケース）には不満を示し、他方（名目値が上がるケース）には不満を示さ

なかった点は、少なくとも完全な合理性を備えた人間像とは整合的でない。  

一方、一般的に年金を受取るまでの間には、非常に長い期間が経過するため、

インフレが累積していった場合には、貨幣価値にきわめて大きな差が生じる。

ところが、実際には、人々は現在の貨幣価値に慣れており、 10年も20年も先の

状況は想像しにくい。そのため、インフレ発生の影響を直観的に理解すること

は、それほど容易でないものと考えられる。このように、インフレの影響が累

積された後の状況を想像しにくいことが名目価値指向の背景にあるとすれば、

簡便的意思決定法の１つである利用可能性がこの現象の背景に存在する可能性

が高い（図表２－１を参照）。  

(2) 現状維 持バイアス 

日本において2001年に導入された確定拠出年金は、日本の年金制度に対して

大きな質的変化をもたらした。従来の確定給付型の年金制度のもとでは、年金

給付額が一定の方式に基づいて定められており、年金資産の運用は制度の運営

主体が一括して行う形が採用されていた。ところが、確定拠出年金のもとでは、

各々の加入者が運用商品を選択する仕組みが採用されているため、「加入者によ

る運用方針の決定」という意思決定プロセスが追加的に発生することになった
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のである。  

確定拠出年金に関する経験が豊富なアメリカでは、加入者の選択行動につい

て、様々な観点から分析が行われている。たとえば、アメリカの大学の教職員

を対象にしたTIAA-CREF（Teachers Insurance Annuity Association – College Re-

tirement Equities Fund）と呼ばれる年金制度
6
における加入者の選択行動を分析

した事例がある。TIAAは債券ファンド、CREFは株式ファンドを提供しており、

同制度の加入者は、自分の好みに応じて、両ファンドへの配分比率を決定でき

る仕組みになっている。  

一般的に、若い頃ほどリスクの負担能力が高いと考えられている。収入もあ

り、たとえ一時的に運用成果が悪くても、後で取り返すことが可能だからであ

る。そのため、年齢が低いときほど株式の投資比率を高め、退職時期が近づく

につれて安全資産の構成比を高めていく投資方針が好ましいとされている
7
。こ

の考え方を取り入れた商品がライフサイクル・ファンドと呼ばれている投資対

象である。  

このような一般原則にもかかわらず、実際の年金加入者の行動は、現状維持

バイアス（ status quo bias）と呼ばれる意思決定上の歪みを伴っていたと指摘さ

れている（Samuelson and Zeckhauser[1988]を参照）。この研究は、 1987 年当時

の TIAA-CREF 加入者を対象に実施されたもので、半数以上の加入者は、生涯

を通じてアセット・アロケーションの変更を行わなかったという分析結果が示

されている。加入時に全額株式ファンドに投資し始めた加入者は退職するまで

株式ファンドに投資し続け、株式ファンドと債券ファンドに 50％ずつ投資し始

めた加入者は退職時までその投資方針を変更しなかったケースが一般的であっ

たことを示唆している。  

この現象の背景には、「仕事が忙しくて、自分の年金資産の運用方針につい

て考える時間が十分になかった」とか、「自分の年金資産をどのように運用す

べきかについて確信を持てなかったので、敢えてアセット・アロケーションを

変更する決断を下すことができなかった」とか、様々な要因が存在すると考え

られる。特に、後者に関しては、「確信を持てないままアセット・アロケーシ

ョンを途中で変更して失敗した場合に、後悔することが嫌だった」という感情

                                              
6  TIAAは、1918年にカーネギー財団（Carnegie Foundation）によって設立された（法的な

形態は、ニューヨーク州の保険会社）。TIAAでは、株式投資はあまりにも高リスクとい

う理由で、公社債にのみ投資していたが、投資リスクの分散化を図るために 1952年に株

式ファンド（CREF）を新設した。 TIAA-CREFの歴史については、同ファンドのホーム

ページを参照（ http: //www.tiaa-cref.org/newsroom/history.html）。  
7
  アメリカでは、「 100－年齢」（％）を標準的な株式投資比率と見なす簡便法の存在が指

摘されている。このルールに従うとき、30歳では 70％、60歳では 40％が標準的な株式投

資比率の目安となる。  
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的な要因が背景にある可能性が高い。このように、年金資産運用における加入

者自身の意思決定という新たな要素が介入してくることによって、図表２－１

で示された意思決定上の歪みの源泉が年金運用プロセスに何らかの影響をもた

らす局面が増えてくることが予想される。  

(3) 機械的な分 散投資 

一方、確定拠出年金においては、加入者に複数の運用商品が提示され、その

中から、自分の好みに合った商品を適宜組み合わせて運用していくことになる。

その際、加入者は必ずしも自分の本来の好みを反映させることはできず、提示

される選択肢の影響を強く受ける傾向があるという分析結果が見られる。  

Benartzi and Thaler[2001]（以下 BT[2001]）では、確定拠出年金の加入者には、

安易な分散投資（「1/n ルール」と称した）を行う傾向があると指摘されてい

る。たとえば、図表２－２では、カリフォルニア大学の職員を対象に実施した

アンケート調査の中で、債券中心の５ファンド（４種類の債券ファンドと１種

類の株式ファンド）が提示された場合と株式中心の５ファンド（４種類の株式

ファンドと１種類の債券ファンド）が提示された場合の株式投資比率の違いが

比較されている。  

 

図表２－２ 選択メニューと資産配分  
 

タイプ 構成比 タイプ 構成比

（％） （％）

Ａ ＭＭＦ 14 債券総合 32
Ｂ 貯蓄型 14 保守的株式 15
Ｃ ＧＩＣ 11 株式インデックス 16
Ｄ 債券 18 成長株 26
Ｅ 株式総合 43 国際株 11

平均値

メディアン

サンプル数 179人 169人

43% 68%
40% 75%

債券ファンド中心 株式ファンド中心

株式投資比率 株式投資比率

 
 

出所：Benartzi and Thaler[2001] Table 3 

 

債券ファンド中心の選択肢が提示された場合には、株式投資比率の平均値も

メディアンも約 40％に留まっていたのに対して、株式ファンド中心の選択肢が

提示された場合には、平均値が 68％、メディアンが 75％に達している。この結

果を受けて、BT[2001]では、「カリフォルニア大学の職員」という同質的な属
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性の被験者の間でも、選択肢の提示方法によって、異なる資産配分結果が生じ

る傾向が見られると結論づけている。  

さらに、BT[2001]では、アンケートに基づく実験ばかりでなく、実際の確定

拠出年金における資産配分状況に基づいて、提示される選択肢の内容と資産配

分状況の関係について分析を行っている（データは、Money Market Directories

という名称のデータベース）。  

図表２－３には、アメリカの代表的な確定拠出年金制度である 401ｋ制度に

おける 1996 年６月末時点のユニバース全体の資産配分状況に加えて、自社株が

選択肢に含まれているかどうかによって分類した資産配分状況も示されている。

ユニバース全体の株式投資比率は 60％強の水準であったが、選択肢の中に自社

株を含んでいる 67 件の 401ｋ制度では株式投資比率が 70％を超えていたのに対

して、自社株を提供していない 103 件の制度における株式投資比率は 50％弱に

留まっていた点に特徴が見られる。このケースも、選択肢の提示方法（自社株

が選択肢に含まれているかどうか）によって、資産配分比率に大きな影響が生

じている一例と位置づけることができる。  

 

図表２－３ 自社株提供の有無と資産配分状況  
 

全体
投資対象 無し 有り

（％） （％） （％）

ＭＭＦ 4.7 7.1 3.1
ＧＩＣ 19.6 33.2 10.2
債券 7.4 4.3 9.6
自社株 24.8 0.0 42.0
国内株 35.0 46.0 27.4
外国株 2.4 3.2 1.9
多資産 2.4 4.6 0.9
その他 3.5 1.7 4.8

合　計 100.0 100.0 100.0
株式比率 62.2％ 49.2％ 71.2％

サンプル数 170件 103件 67件

自社株提供の有無

 
 

出所：Benartzi and Thaler[2001] Table 5 

注：1996年６月30日時点 

 
このように、選択肢の中に自社株が含まれているかどうかによって株式投資

比率に平均 20 ポイント以上もの差が見られる点について、BT[2001]では、「心

理的勘定の設定」と呼ばれる行動モデルが採用されている可能性があると示唆

されている（図表２－１を参照）。すなわち、本来は、自社株も（自分が働い
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ている企業の）株式であるから、株式投資の一部として位置づけられるべき性

格の資産である。ところが、心理的に自社株が別勘定として認識され、他の株

式とは別枠で取扱われているのではないかと指摘されているのである。  

また、年金加入者が「提示された運用商品への等配分投資」（ 1/n ルールの採

用）を一種のデフォルトと見なし、そこから自分の好みを反映させて、修正を

図っていこうとするが、修正が十分でないため、結果的に資産配分が提示され

る「メニュー」の影響を受けてしまうというシナリオも考えられる。この仮説

が正しいとすれば、1/n ルールが採用される背景には、図表２－１における簡

便的意思決定法のうちアンカリングが存在していると解釈することができる。  

(4) 選択肢の数と意思決 定 の回避 

さらに、年金以外の分野にも応用可能なテーマであるが、提示される選択肢

の数が意思決定結果に及ぼす影響に関する分析例も見られる。  

Iyengar and Lepper[2001]においては、24 種類のジャムと６種類のジャムを販

売している店舗を実験的に設定して、歩行者の購入状況を調べた計測結果が報

告されている（図表２－４を参照）。  

 
図表２－４ 選択肢の数と購入状況 

 

24種類 ６種類
（％） （％）

店舗に立ち寄った歩行者の比率 60 40
ジャムを購入した入店者の比率 3 30
ジャムを購入した歩行者の比率 1.8 12  
出所：Iyengar and Lepper[2001] 

 
実験結果を見ると、24 種類のジャムを店頭に置いている店の方が歩行者の入

店率が高く（60％）、６種類しかジャムを置いていない店の入店率（40％）と

比べると５割も高い比率で、歩行者の注目を集めていたことがわかる。しかし

ながら、入店した歩行者の中で実際にジャムを購入した人の比率は、ジャムの

種類の多い店では３％に過ぎなかったのに対して、少数のジャムしか置いてい

ない店では、30％もの入店者がジャムを購入したと報告されている。その結果、

２つの比率を掛け合わせると 1.8％対 12％となっており、ジャムの品数の少な

い店の方が良好な販売結果を示していたことがわかる。選択肢の数が多い場合

ほど迷いが生じやすく、最終的に意思決定を断念するケースが増える傾向があ

ることを示唆している。  
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この現象は、人々は、意思決定の際に何らかの理由を求める傾向が強く、ど

れにするのかに関して「決め手」を欠く場合には、意思決定を先延ばししがち

であることを反映しているものと考えられる（ Shafir, Simonson, and Tver-

sky[1993]を参照）。一長一短のある選択肢に直面して何らかの「選択」を行っ

た後で、別の選択肢を選んだ方が良かったという結果が生じた場合には、後悔

する可能性があり、後悔の念を抱くことを本能的に避けたいという心理状態が

背景にあると解釈することができる。  

このような人間の心理を前提にすると、速やかな意思決定を促すためには、

選択肢の数は、ほどほどにしておいた方が無難であるという示唆を導くことが

できる。この問題は、確定拠出年金の加入者に提示すべき運用商品の数など、

年金関連の様々な状況に応用可能であると考えられる。  

(5) 極端な選択 肢の回避 

Shafir, Simonson, and Tversky[1993]では、「人間は何らかの選択行動を行う際

に、絶対的な評価基準を備えているのではなく、与えられた選択肢を比較して、

できるだけ納得感の高い選択をしようと試みる傾向がある」と指摘した。そこ

で は 、 人 間 は 一 般 的 に 極 端 な 選 択 肢 は 避 け 、 中 庸 の 選 択 肢 を 選 ぶ 傾 向

（ extremeness aversion）が強いという選択パターンの存在が示されている。  

この点を確認するために、Benartzi and Thaler[2002]では、カリフォルニア大

学ロサンゼルス校（UCLA）の職員を対象に以下のような実験を行った。図表

２－５のような４つの選択肢を設定したうえで、「選択肢 B、C 間の比較」、

「選択肢Ａ、Ｂ、Ｃ間の比較」、「選択肢Ｂ、Ｃ、Ｄ間の比較」を行った場合

の好ましい選択肢の序列を質問している。選択肢Ａが「どのような環境下でも、

確実に月額 900 ドルの対象給付が支給されるケース」で、最も安全性が高いが、

Ｂ、Ｃ、Ｄとなるにしたがって、リスクは高くなるが給付額の期待値も高くな

るという設定になっている。  

 
図表２－５ 選択肢ごとの予想収入（月額）の分布 

 
選択肢Ａ 選択肢Ｂ 選択肢Ｃ 選択肢Ｄ
（ドル） （ドル） （ドル） （ドル）

良 0,900 1,100 1,260 1,380
悪 0,900 0,800 0,700 0,600

シナリオ

 
 

出所：Benartzi and Thaler[2002] Table Ⅲ  

注：各選択肢を採用した場合に各シナリオのもとで得られると

予想される退職給付額（月額）の分布を表している。どちら

のシナリオも実現確率は50％ずつと想定されている。 
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図表２－６ 選択肢Ｂ、Ｃ間の比較  
 

構成比
（％）

Ｂ Ｃ 61.0
Ｃ Ｂ 39.0

39.0ＢよりＣを好んだ回答者

第１希望 第２希望

 
出所：Benartzi and Thaler[2002] Table Ⅲ  

注：回答者は80人。 

 

図表２－７ 選択肢Ａ、Ｂ、Ｃ間の比較  
 

構成比
（％）

Ａ Ｂ Ｃ 37.5
Ａ Ｃ Ｂ 05.2
Ｂ Ａ Ｃ 20.8
Ｂ Ｃ Ａ 12.5
Ｃ Ａ Ｂ 12.1
Ｃ Ｂ Ａ 21.9

29.2ＢよりＣを好んだ回答者

第１希望 第２希望 第３希望

 
出所：Benartzi and Thaler[2002] Table Ⅲ  

注：回答者は96人。 

 

図表２－８ 選択肢Ｂ、Ｃ、Ｄ間の比較  
 

構成比
（％）

Ｂ Ｃ Ｄ 41.2
Ｂ Ｄ Ｃ 01.2
Ｃ Ｂ Ｄ 23.8
Ｃ Ｄ Ｂ 12.5
Ｄ Ｂ Ｃ 13.8
Ｄ Ｃ Ｂ 17.5

53.8

第３希望

ＢよりＣを好んだ回答者

第１希望 第２希望

 
出所：Benartzi and Thaler[2002] Table Ⅲ  

注：回答者は100人。 

 
まず、ＢとＣの比較では、給付額の期待値（Ｂは 950 ドル、Ｃは 980 ドル）

は相対的に低いが、リスクも低い選択肢Ｂを第１希望に挙げた回答者が 61％と

なっており、Ｃの方を選んだ回答者は少数派（39％）であった（図表２－６を

参照）。これに対して、Ａ、Ｂ、Ｃ三者の比較の場合には、ＢよりもＣの方が

好ましいと答えた回答者（ＡＣＢ、ＣＡＢ、ＣＢＡの３通り）の合計は 29.2％

45



 

となっており、Ｂ、Ｃ間の直接の比較の場合よりも、Ｃに対する人気は相対的

に低下している（図表２－７を参照）。Ａ、Ｂ、Ｃ間の比較の場合には、Ｂが

中庸の選択肢（給付の確実性も期待値も中間）となるため、Ｂに対する人気が

高まったものと考えられる。一方、Ｂ、Ｃ、Ｄの三者間の比較を行った場合に

は、ＢよりもＣの方が好ましいと答えた回答者（ＣＢＤ、ＣＤＢ、ＤＣＢの３

通り）の合計は 53.8％に増加している（図表２－８を参照）。このケースは、

Ｃが中庸の選択肢になっているため、両サイドのＢとＤを避けて、中庸の選択

肢Ｃに対する人気が高くなったものと解釈されている。  

以上の結果は、人間の選択行動は、絶対的な評価基準に基づいて行われてい

るのではなく、与えられた選択肢間の相対的な評価によって行われているとい

う状況と整合的である。図表２－６～８の結果は、選択肢の提示方法によって

は、意思決定結果が商品の提供者によって意図的に歪められる可能性が高いこ

とをも示唆している。行動ファイナンスの理論上は、「問題の提示方法によっ

て意思決定結果が何らかの影響を受ける現象」のことをフレーム効果（ framing 

effect）と称しており、証券市場における意思決定者（投資家）が必ずしも CAPM

のような伝統的ファイナンス理論のもので想定されているような合理性を備え

ているとは限らないことの論拠として指摘されることが多い。  

 
3. 確定拠出年金に対する行動ファイナンスの応用例 

アメリカでは、確定拠出年金制度における意思決定上の歪みの存在を検出す

るだけでなく、もう一歩進んで、行動ファイナンスの研究成果を意思決定プロ

セス の改善へ結びつけようとする試みも見られる。たとえば、 Thaler and 

Benartzi[2004]では、年金加入者の行動ファイナンス的な特性に基づいて Save 

More TomorrowTM（SMarT）と呼ばれるプログラムを開発し、401ｋ制度におけ

る従業員の拠出額を引上げることに成功したと指摘されている。  

日本の企業型確定拠出年金では、企業が従業員のために拠出する仕組みにな

っており、従業員の個人的な拠出は認められていない。これに対して、アメリ

カの 401k 制度では、従業員本人による拠出が基本であり、従業員の拠出に対し

て企業が追加の拠出を行うことができるようになっている。これをマッチング

（matching）拠出といい、従業員の拠出１ドルに対して、企業が 50 セント拠出

するなどのパターンが一般的である。  

(1) SMａｒＴプログラムの概 要 

SMarT プログラムは、Thaler and Benartzi[2004]の執筆者両名によって考案さ

れたものである。このシステムは、両者によって登録商標（ trademark）が取得
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されているが、データを両者へ公開することを条件に、無料で企業に提供され

ている。  

このプログラムへの参加者は、次回の賃上げ時に、401k 制度への拠出比率が

自動的に引上げられることに（賃金の何％を引上げるかについても）同意して

おく。自動的に拠出比率の上昇が行われるので、どうするか悩むことなく、年

金原資の充実を図ることができるのである。また、敢えて賃上げ時に合わせて

拠出比率を引上げるため、賃上げ率が十分に高かった場合には、手取りの賃金

が減少しないという点も、加入者の心理的な抵抗を緩和することに貢献してい

る。２（１）で指摘した人間の名目価値指向を応用しているのである。さらに、

このプログラムに満足しなかった従業員は、いつでもプログラムから脱退する

ことが認められている。  

(2) SMａｒＴプログラムの効 果 

SMarT プログラムは、ある中堅メーカーによって 1998 年に初めて実施された。

このメーカーでは、当時 401ｋの適用者は 315 名存在したが、そのうち 29 名は

全く関心を示さず、金融コンサルタントとの面接にも応じなかった。残りの 286

名は、金融コンサルタントから加入者のライフサイクルに応じた適切な拠出比

率に関するアドバイスを受け、そのうち 79 名は、アドバイスに応じて拠出比率

の変更を行った。残りの 207 名が SMarT プログラムについて説明を受け、その

うち 162 名が同プログラムへの参加に同意した。  

この企業は、SMarT プログラムの適用開始後、４度にわたって賃上げを実施

しているが、その間、同プログラムからの脱退を申し出た加入者は 32 名に留ま

っており、130 名（約 80％）はそのままプログラムへの参加を継続していたと

報告されている。  

図表２－９には、全く関心を示さなかった 29 名、金融コンサルタントのアド

バイスに従ってただちに拠出比率を変更した加入者 79 名、SMarT プログラム

への参加者 162 名、SMarT プログラムの説明を受けたが参加を断った 45 名の

その後の拠出比率の推移を示している。SMarT プログラムの参加者を中心に拠

出比率の大幅な上昇（ 3.5％から 13.6％へ４倍近くも上昇）が見られ、企業全体

の拠出比率の著しい上昇（4.4％から 10.6％へ約 2.5 倍の上昇）にも貢献してい

ることがわかる。  

この企業が拠出比率の上昇にこだわった理由は、１つは、拠出比率の低い従

業員が退職後十分な年金を受取ることができなくなるのではないかという心配

であった。一方、401ｋ制度では、米労働省（U.S. Department of Labor）から非

差別条項（nondiscrimination rule）が提示されており、企業の幹部（higher-paid 
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employees）に対する企業側の拠出額が一定比率以上になることが禁止されてい

る。すなわち、一般の労働者（ lower-paid workers）の加入率があまりにも低い

と、企業の幹部に対して十分なマッチング拠出を行うことができないような仕

組みが採用されているのである。このような 401ｋの制度面での事情も、従業

員全体の拠出比率上昇に対する企業側の意欲を高める結果となったようである。 

 

図表２－９ あるメーカーにおけるＳＭａｒＴプログラム導入の効果 

最初から無関心 最初の面接で 合　計

　 拠出比率を変更 参加者 非参加者

加入者数 29名 79名 162名 45名 315名
初期の拠出比率 6.6％ 4.4％ 3.5％ 6.1％ 4.4％

１度目の賃上げ後 6.5％ 9.1％ 6.5％ 6.3％ 7.1％
２度目の賃上げ後 6.8％ 8.9％ 9.4％ 6.2％ 8.6％
３度目の賃上げ後 6.6％ 8.7％ 11.6％ 6.1％ 9.8％
４度目の賃上げ後 6.2％ 8.8％ 13.6％ 5.9％ 10.6％

ＳＭａｒＴプログラムの提示

 
 

出所：Thaler and Benartzi[2004] Table 2 

 
図表２－10 別の企業におけるＳＭａｒＴプログラム導入の効果 

 

合　計

参加者 非参加者 参加者 非参加者

加入者数 615名 3,197名 165名 1,840名 5,817名
当初 7.62% 8.62% 0.00% 0.00% 5.54%

賃上げ後 9.38% 8.54% 2.28% 0.26% 5.83%

401ｋ制度への加入者 401ｋ制度への未加入者

 
 

出所：Thaler and Benartzi[2004] Table 3 

注：導入当初は、2001年５月時点、賃上げは、2001年 10月に実施。参加者は、SMarT

プログラムへの参加者を表している。 

 
一方、図表２－ 10 には、２回目の適用例である中西部の大規模な製鉄会社

Ispat Inland における SMarT プログラムの導入効果が示されている。この企業は、

2001 年 5 月に同プログラムを採用してから１度しか賃上げを実施していないが、

SMarT プログラムへの参加者に関しては、拠出比率の上昇効果をもたらしてい

ることが確認できる。  

この企業では、SMarT プログラムへの参加を呼びかける手紙を加入者宛てに

配布しただけであり、適用第１号のケースのように金融コンサルタントとの面

接等の措置は一切施していない。それだけ、低コストでの導入実施例であり、

このようなプログラムに対する加入者のニーズの存在を裏づけている。自分で

は将来の年金に対する備えをしなければならないとは常日頃思っていながらも、
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なかなか実行に移せない加入者にとっては、賃上げ時に自動的に拠出比率を引

上げてくれるプログラムは、大変ありがたいと感じるのであろう。その意味で

は、SMarT プログラムは、２（２）で指摘した意思決定者の現状維持バイアス

を打破するための工夫と位置づけることができる。  

 

4. 国民年金保険料の未納問題に対する応用可能性 

もともと貯蓄性向の高い日本では、敢えて SMarT プログラムのようなメカニ

ズムを導入して、貯蓄率の引上げを図る必要性は乏しい。そもそも、日本では、

企業型確定拠出年金の場合には、従業員本人による年金原資の拠出は認められ

ていない。企業からの従業員に対する拠出しか認められていないため、加入者

本人による拠出率の決定という問題は起こらないのである。  

これに対して、日本では、国民年金保険料の未納問題が深刻な社会問題とな

っている。図表２－11 は、1994～2003 年度の国民年金保険料の免除率と未納率

の推移、図表２－12 は、2001～2003 年度の年齢層別未納率を表している。  

 
図表２－11 日本における国民年金保険料の未納率 

年度 第１号被保険者数 免除率 未納率

（万人） （％） （％）

1994 1,876 16.8 14.7
95 1,910 17.6 15.5
96 1,936 17.6 17.1
97 1,959 18.6 20.4
98 2,043 19.9 23.4
99 2,118 21.2 25.5

2000 2,154 17.4 27.0
01 2,207 17.3 29.1
02 2,237 12.7 37.2
03 2,240 14.0 36.6  

 

出所：社会保険庁のホームページ（http://www.sia.go.jp/）  

注：免除率は、第１号被保険者（自営業者や学生等）

数のうち、国民保険料の納付を免除されている加入

者の比率。未納率は、第１号被保険者から免除者を

除い た 加 入者 が そ の年 度 に 保険 料 を 支払 う べ き延

べの月数の中で、保険料が払い込まれていない月数

の割合。 

 

ここでの未納率は、各年において払い込まれるべき保険料が延べの月数ベー

スでどの程度の比率、払い込まれなかったかを表している。 2002 年度と 2003

年度の未納率は、３分の１を超えており、年金制度の維持という観点から見て、

非常に危機的な状況になっていることがわかる。特に、20 歳代の加入者の未納
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率は 50％前後にまで達しており、将来自分が年金を受取る年齢になったときに、

年金制度が健全に維持されているか強い不安を持っている若年者が多数存在す

ることが伺われる結果となっている。  

 

図表２－12 年齢層別未納率の分布 

年齢層 2001年度 2002年度 2003年度

（歳） （％） （％） （％）

20～24 46.0 52.6 51.4
25～29 43.2 50.6 49.8
30～34 39.0 47.1 45.9
35～39 32.6 43.1 42.8
40～44 24.0 34.9 34.9
45～49 22.1 31.6 31.0
50～54 20.0 27.8 27.4
55～59 14.5 20.6 20.2
全体 29.1 37.2 36.6  

 

出所：社会保険庁のホームページ（http://www.sia.go.jp/）  

注：図表２－11と同様の未納率を年齢層別に集計した数値。 

 
例えば、このような重要な年金問題に行動ファイナンスが応用できないかを

検討してみる価値があるのではないだろうか。１つのアプローチが個人宛ての

通知制度を充実させて、払い込まれた保険料や受取ることが期待できる年金額

に関して、的確な情報を提供することである。おそらく、年金財政に対する不

安の源泉は、情報不足にあると思われる。もちろん、退職後、若くして亡くな

ってしまうケースでは、払い込んだ年金保険料の「元を取る」ことはむずかし

いと思われるが、平均寿命まで年金を受取った場合の「予想損得勘定」を加入

者本人に通知する方法が考えられる。  

国民年金財政に関しては、国庫負担の比率が従来の３分の１から２分の１に

引上げられており、平均寿命まで年金を受取った場合の「予想受け取り年金額

÷予想支払い年金保険料」の比率は、現在でも１をかなり上回っている。もち

ろん、自分の払った税金の一部が国民年金の原資に回されることを考えると、

この数値は割り引いて考えるべきかもしれない。しかしながら、税金はいずれ

にしても払わなければならないと割り切ると、国民年金制度は、平均すると「払

い得な制度」という認識に改められるかもしれない。もともと多くの加入者の

間で、「国民年金制度は不利な制度」という認識が支配的であった場合には、

この種の通知によって加入者は制度に対する認識を改める可能性があり、未納

率の緩和に貢献できるかもしれない。  

Kahneman and Tversky[1979]において提示されたプロスペクト理論のもとで

50



 

は、人々は「何らかの基準点からの変化ないし乖離」によって選択肢の評価を

行う傾向があると指摘されている。未納問題のケースにこの概念を当て嵌める

と、「国民年金制度は払い損の不利な制度である」という先入観が基準点とな

り、通知の結果知った｢収支関係｣が加入者にとって予想外に有利であることが

理解できれば、これが一種の「利益」と認識される可能性がある。もともと、

国民年金制度は、とんでもなく不利な制度と認識されていた場合ほど、「利益」

が大きいと感じられ、未納率の改善に貢献できる可能性が高い。  

 
5. まとめ 

本章では、行動ファイナンスの基本概念を整理したうえで、年金問題への応

用例を取りまとめた。要約すると、以下のようになる。  

① 年金給付額の評価を行う場合には、本来、インフレ率を調整した実質価値

ベースの数値を基準にすべきであるが、実際には、名目価値ベースで判

断を行う傾向がある。（名目価値指向） 

② 一般的に、年齢が高くなるに従ってリスク負担能力が減少していくため、

適宜、資産配分を変更していくことが望ましいが、実際には、当初定め

た運用方針に固執する傾向がある。（現状維持バイアス） 

③ 選択肢の中に株式ファンドが多いと株式投資比率が上昇するなど、投資対

象の選択が提示された選択肢の影響を受ける傾向がある。（機械的な分散

投資） 

④ 選択肢が多すぎると、迷いが生じて、最終的な意思決定を先延ばしする傾

向がある。（選択肢の数と意思決定の回避） 

⑤ 両極端の選択肢を避けて、中庸の選択肢を選択する傾向がある。（極端な

選択肢の回避）  

これらは、海外における行動ファイナンスの応用例であったが、行動ファイ

ナンス上の諸概念は普遍性を備えているという指摘も見られる（俊野 [2003]や

俊野 [2004]を参照）。そのため、日本で懸案となっている国民年金保険料の未納

問題を始めとする公的年金関連の諸問題に関しても、人間の心理的な特徴を十

分に理解したうえで適切な対応を行うことによって、状況を改善できる可能性

が高いものと考えられる。  
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第３章  国民年金１号被保険者の加入・納付行動と 

効果的な情報提供のあり方 

 

中嶋邦 夫・臼杵 政治・北村智 紀 

 

1. 未納未加入者問題と通知による情報提供 

(1) 未納未 加入者の現 状 

 国民年金制度では未納者・未加入者の増加が大きな問題となっている。社会

保険庁の「国民年金被保険者実態調査（平成 14年）」によると、2001年度の未納

未加入者は合計で390万人（内未加入者63.5万人）と１号被験者全体（2207万人）

の18％に達している。  

 また、納付率（当該年度の保険料の内、年度末までに納付された月数の割合）

の推移を見ると、1997年度には80％を割り、2002年度には62.8％まで低下した。

2002年度に納付率が低下した原因には、①免除基準の厳格化により特例免除者

が納付対象者として扱われるようになった、②それまで市町村が実施していた

徴収事務が国に移管された、などの要因があった。しかし、 2003年度の納付率

も63.4％と低水準であったことから、その回復が課題となっている。  

 「国民年金被保険者実態調査（平成14年）」によると、国民年金の未納の理由

としては、①保険料が高く、経済的に支払うのが困難、という理由が64.5％と

最も高い。以下、②国民年金をあてにしていない（15.0％）、③これから保険料

を払っても加入期間が少なく、年金がもらえない（ 6.9％）、④支払う保険料と

比べて受け取る額が少ないと感じられるから（4.5％）、⑤うっかりして忘れた

(1.9％ )、⑥後でまとめて払おうと思った（3.1％）、となっている。  

 「未納保険料について、どのように考えていますか。あなたの考えにも最も

あてはまるものを１つ選んでください」という問いで、未納者に対してその意

識を尋ねると、「もう少し、生活にゆとりができれば、保険料（過去２年分の保

険料）を納めたい」という回答が56.5％、「納得できていないので、保険料を納

めていないが、制度の意義や有利な点が理解できれば納付するつもりである」

が13.4％、「公的年金は信用できないので保険料を納める考えはない」が 17.4％

となっている。  

 ただ、こうした答えを額面通りに受け取ることができない事情もある。例え

ば、経済的に支払うのが困難という理由が６割以上をしめているものの、実際

に未納者の所得の分布をみると、納付者とそれほど変わらないという。客観的

に見ると、「余裕がない」という経済的事情だけが理由とは言い難い。  

 そこで本稿では未納未加入者の属性を調べ、その原因を探る。未納未加入の

原因が、国民年金制度への理解不足や非合理的な行動により増幅されているの
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なら、それらを是正できるような情報を提供することで、未納未加入問題をい

くらかでも改善できる可能性があるからである。  

もちろん、個人への通知を使って、情報提供しても未加入者には通知は届か

ない。しかし、未納者には通知が届くし、加入者への通知の内容が未加入者に

伝わることもあるだろう。また、加入者であっても、不信や不安が全くないか

どうかは疑問である。それが高じると、何らかのきっかけで未納や未加入の状

態に陥る可能性がある。通知が不信や不安を軽減するのに役立てば、こうした

潜在的な未納未加入者を減らすこともできる。  

 

2. 未納未加入者の属性に関する先行研究と仮説 

(1) 公的年 金加入に関する先行研 究 

 未納未加入の動向は公的年金制度に対する不信感のバロメーターとして注目

され、その要因（未納未入者の属性）については、小椋・角田 (2000)、駒村・

渋谷・浦田 (2000, pp184-190)、阿部 (2001)、駒村 (2001)、鈴木・周 (2001)、Tsukahara 

(2001)及び塚原 (2004)など、すでにいくつかの先行研究がある。例えば、小椋・

角田 (2000)、鈴木・周 (2001)では、若い世代や若年層ほど未納の傾向があること

を明らかにしている。未加入を扱った阿部 (2001)では、公的年金の支給要件と

の関連で、20歳台前半と40歳台後半で加入確率が低いとしている。  

 これらの中で、Tsukahara(2001)及び塚原 (2004)は、性別や年齢といった客観

的な属性に加えて、主観的な予想寿命による逆選択を未納未加入の要因として

捉えている点で本稿との関連が強い。これらの研究では、1997年に自営業者1799

人に対してアンケートを実施し、国民年金への未加入者にその理由を尋ねてい

る。その内容は上述の「国民年金被保険者実態調査」に近く、さらに任意加入

であったら加入するか否かを質問している。その質問への回答をロジットモデ

ルで分析すると、女性、高年齢ほど、また予想寿命が長いほど、任意加入の意

思が高いという。  

 また、清水 (2004)では、「国民年金被保険者実態調査（平成14年）」などから、

未納者には保険料負担能力の低い層、保険料負担能力はあるけれども年金制度

に対する理解や関心が低い層、さらに制度への不信を持っている層の３つがあ

り、年金個人情報の定期的な通知は、特に２番目の層の理解や関心を高める意

味があるという
1
。  

 そもそも、公的年金の存在理由について、小塩 (1998)、Diamond(1977)などでは、公

的年金がないと、①人々が近視眼的になり将来のことを考えない、②余命の長

い人ほど年金制度に入る逆選択がおこる、ことをあげている。これを裏返せば、

                                              
1
  保険料負担能力の低い層への対策としては、免除制度の活用が有効であり、制度不信層

については、理解を求めつつも、強制徴収もやむを得ない、とする。  
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もしも任意加入の年金だけになると、①将来のことを考えない人、②余命が短

いと考えている人、は年金に入らないことになる。  

 行動経済学の立場では、Laibson(1997)が、人々が将来の消費の効用を割り引

く際に、指数型ではなく、短期ほど高い双曲割引型の効用関数を使う傾向があ

るため、現在の消費を犠牲にする貯蓄をいつまでも実行に移せない傾向がある

ことを、確定拠出年金 401kプランの例を使って説明している。  

 また、本研究報告書の米澤 (2005)は、未加入の理由として、①制度について

の正しい情報を得られていない、②流動性（資金）制約がある、③将来に対す

る時間選好率（割引率）が高い、④引退期の余命が短いと思っている、の４つ

が考えられるとする。  

(2) 加入・納付 行動を説明 する仮説 

 これらの先行研究及び上述した「国民年金被保険者実態調査」の結果などを

参考にして、本章では加入納付行動を説明する要因として、以下の８つの仮説

をたてた。  

 第１が手元の流動性不足である。すなわち、所得あるいは資産がないために、

月額13,300円の保険料を払う余裕がなければ、保険料を払えない。もちろん、

所得が低いと、保険料の全額あるいは半額免除制度の適用を受けられる。しか

し、そうした制度を十分に知らない場合や手続きの手間を嫌う場合には、未納・

未加入のままで済ませてしまうことが考えられる。手元に十分な流動性がなく、

保険料を払えないために、加入・納付に消極的な状態に陥っているという仮説

を仮説１とする。  

 第２が老後の保障以外の準備の必要性である。現在の所得から見て被保険者

の手元に、保険料を払うだけの流動性があっても、住宅あるいは特定の使途は

ないけれども、将来の準備をしておきたいために、手元に流動性を残しておき

たいと考えている可能性もある。すなわち、年金保険料を払うことよりも、そ

の他の流動性準備が優先されているために、加入・納付に消極的な状態に陥っ

ている可能性がある（仮説２）。  

 第３が逆選択である。公的年金は終身年金である。終身年金の特徴は、毎年

一定額の給付が一生得られ、その額を消費することができる点にある。一方、

終身年金に加入しない場合には、その保険料相当額を引退時点まで貯蓄し、引

退時点から取り崩して、毎年の消費にあてることになる。その場合、終身年金

の額が平均寿命をもとに、数理的にフェアな額に決まっているなら、平均寿命

より前に死亡すると、終身年金と同額を消費しても、なお、遺産を残すことが

できる。しかし、長生きして平均寿命よりも後に死亡すると、貯蓄が尽きてし

まうことになる。このように、自分の余命がわからないために、終身年金に加

入していないと、遺産や貯蓄・消費の額が変動するリスクを負う。  
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 しかし、自分の余命が平均よりも確実に短いのであれば、終身年金に加入せ

ずに、その保険料を自分で貯蓄して、引退時点以降、終身年金に加入した場合

より多く消費すれば、消費額が増える。そのため、余命が短いと考える被保険

者ほど、加入・納付に消極的になり、余命が長いと考えている被保険者ほど保

険料を払うことになる（仮説３）。これが逆選択である。  

 第４が高いリスク許容度である。上述した遺産や貯蓄、あるいは消費額が変

動するリスクがもたらす不効用（ disutility）は、リスク許容度が高いほど小さ

い。そのため、終身年金に加入する必要性が低下する（仮説４）。  

 第５が将来の収入の主観的割引率（時間選好率）である。年金は保険料を納

めてから20年、30年先に給付を受け取る仕組みになっている。したがって、将

来の給付に対する、主観的な割引率が高いほど加入・納付せずに済ませること

になる（仮説５）。  

 第６がいわゆる双曲線型の割引率関数である。最近の行動経済学理論による

と、時間選好率は一定（指数型）ではなく、短期の方が長期よりも高い双曲線

型となっている。この場合、期間が短くなればなるほど、現在の消費を諦める

ために求められる代償が大きくなる。例えば、今日の消費を諦めて、年金保険

料の支払を明日ではなく今日払ってしまうには、大きな苦痛が伴う。言い換え

ると、明日に延ばすことで得られる効用が大きい。遠い将来を考えれば保険料

の支払が望ましいと理解していても、１日１日、１週間１週間、先延ばしにす

る（procrastination）。このように加入・納付にによる保険料の支払を先延ばし

にする傾向は、短期の割引率と長期の割引率の差で測られる、双曲割引の程度

が大きいほど強いと考えられる（仮説６）。  

 第７に、他に十分な老後の資金があるために、加入・納付に消極的になって

しまう可能性がある（仮説７）。国民年金の給付額は年間80万円足らずであるた

め、国民年金に加入していても、自分で他の老後の準備のための資金が必要に

なる。もしも、自分の準備だけで十分な額があるのなら国民年金の必要性は薄

れる。2004年春に問題になった、政治家の未納未加入などは、こうした原因に

よる可能性が大きい。  

 第８が制度への不安や不信である。マスコミなどで、年金破綻の可能性が報

じられているため、保険料を払っても年金が支給されないと考えている場合も

あろう。年金が支給されるとしても、保険料を引き上げるか、給付を引き下げ

るかの措置が必要であり、その結果、払った保険料と受け取る給付を比べると、

前者の方が大きい払い損の状況と考えていると、加入・納付の意思がそがれる。

あるいは支払った保険料が無駄に使われているという報道により、制度そのも

のへの不信感が強まることもある。これらの不安や不信が強ければ、加入・納

付に消極的になりやすい（仮説８）。  
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3. アンケートによる分析 

(1) 分析手 法 

 以上の仮説を検証するために、第４章の実験の被験者である１号被保険者219

人に対して、実験終了後、全39問からなるアンケートを配布、無記名回答によ

り実施した。アンケートの全項目については、資料１を参照されたい。  

 まず、加入・納付に消極的かどうかは、問８「あなたは過去２年間（ 24ヶ月）

に、国民年金保険料を何ヶ月分納めましたか。なお、正式な免除手続きや学生

免除特例の手続きをしていた月は、納めた月に加えて、お答えください」への

答えにより判別した。社会保険庁の「国民年金被保険者実態調査」では過去２

年間に保険料納付実績がない者を未納者と定義している。そこで、同じ過去２

年間の納付実績を尋ねた。  

 問８の回答は１．が、24ヶ月全納、２．が、だいたい納めた、３．が、半分

くらい納めた、４．が、あまり納めなかった、５．が、全く納めなかった、６．

が、国民年金に加入していないので納めていない、である
2
。１～６を数値デー

タとして被説明変数とした。１から５は加入者の納付状況であるのに対して、

６．は加入の状況を尋ねている。やや質的な違いはあるものの、６．は５．よ

りも、さらに納付の可能性が低い状況にあると考え、回答の番号を加入納付の

状況を説明する被説明変数（数値データ）とした。  

 さらに問５～問30から、上記の各仮説に関連した設問を選んで、その回答を

説明変数とし、それが有意かどうかで仮説の成立を検証した
3
。例えば、  

「次の２つのゲームをするなら、あなたはどちらのゲームを選びますか。  

１．じゃんけんに勝っても、負けても、確実に１万円もらえるゲーム  

２．じゃんけんに勝つと２万円もらえ、負けると何ももらえないゲーム  

（問６）」は、対象者のリスク許容度を測るための質問である。  

 問７も同じように、じゃんけんの選択からリスク回避度を測る質問である。

他に、問16も同じ趣旨であり、「次の２つのことわざのうち、どちらがあなたの

普段の行動に近いですか。」として、  

Ａ：成果を得るためには危険を冒すべきだという意味の「虎穴 (こけつ )に入

(い )らずんば虎児 (こじ )を得ず」  

Ｂ：できるだけ危険は避けるべきだという意味の「君子 (くんし )は危 (あや )

うきに近寄 (ちかよ )らず」  

を並べている
4
。問１「傘を携帯する降水確率」もリスク回避度に関する説明変

                                              
2
  ７．に「わからない」という選択肢があり、この回答はサンプルから除外している。  

3
  いくつか、アンケート対象者をリラックスした状態に保つための「あなたはスポーツな

どで体を動かすことが好きですか（問 14）」に類する質問がある。  
4
  この設問の他、本稿ではいくつかの点で、池田・大竹・筒井 (2004)を参考にしている。 
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数である。  

 このように、８つの仮説それぞれにその検証に使った質問がある。仮説ごと

に質問の番号と内容、さらに回答から変数への変換方法をまとめたものが図表

３－１である。  

 

図表３－１ 加入・納 付 行動を説明する仮 説と説明変 数

対応する仮説 問の番号 問いの内容 変数化の方法

仮説1（流動性制約） 問38 個人の税込収入
問38の選択肢の番号（「わからない」は除く。番号が大きいほど額が多
い）

問17(1) 生活費家賃の相対的重要度
生活費家賃の重要度－問17の使途重要度の平均（数値が小さいほど、そ
の使途が相対的に重要）

問17(3) 教育費の相対的重要度
教育費の重要度－問17の重要度の平均（数値が小さいほど、その使途が
相対的に重要）

問17(4) 納税の相対的重要度
納税の重要度－問17の重要度の平均（数値が小さいほど、その使途が相
対的に重要）

問17(5) 自家用車購入や車のローンの相対的重要度
自家用車購入や車のローンの重要度－問17の重要度の平均（数値が小さ
いほど、その使途が相対的に重要）

問41 住居所有形態 持家でローンなしを１、それ以外をゼロ

問41 家賃の負担
賃貸を１、それ以外をゼロ（家賃支払いが多いと、手元の流動性が低い
と考える）

仮説2（他の資金使途、予備的動機） 問17(6) 住宅ローンや住宅のための貯蓄の相対的重要度
住宅ローンや住宅のための貯蓄の重要度－問17の重要度の平均（数値が
小さいほど、その使途が相対的に重要）

問17(8) 国年以外の老後準備の相対的重要度
国年以外の老後準備の重要度－問17の重要度の平均（数値が小さいほ
ど、その使途が相対的に重要）

問17(9) その他の貯蓄の相対的重要度
その他の貯蓄の重要度－問17の重要度の平均（数値が小さいほど、その
使途が相対的に重要）

仮説3（逆選択） 問9 主観的余命（最も高い確率） 主観的余命（平均）
問12 主観的余命（長生きした場合） 主観的余命（最高）

仮説4（リスク許容度） 問1 リスク回避度（傘を携帯する降水確率） 危険回避度（傘を携帯する降水確率）

問6 ２つのゲームの選択その１
リスクの低い選択肢（勝ち負けにかかわらず１万円もらえる）を１、リ
スクのある選択肢２をゼロ

問7 ２つのゲームの選択その２
リスクの低い選択肢１（勝つと２万円、負けるとゼロ）を１、リスクの
ある選択肢２をゼロ

問16 リスク回避度（ことわざによる性格判断）
選択肢の番号を数値データ化（虎穴に入らずんば虎児を得ずに近いほど
数値が小さく、君子危うきに近寄らずに近いほど大きい）

仮説5（主観的割引率、時間選好率）　問21 時間選好率（10年後・１万円） （10年後・１万円）の時間選好率の対数
　　（注１，２） 問22 時間選好率（10年後・７万円） (10年後・７万円）の時間選好率の対数

問23 時間選好率（10年後・80万円） (10年後・80万円）の時間選好率の対数
問24 時間選好率（１年後・１万円） (１年後・１万円）の時間選好率の対数
問25 時間選好率（１年後・７万円） (１年後・７万円）の時間選好率の対数
問26 時間選好率（１年後・80万円） (１年後・80万円）の時間選好率の対数
問27 時間選好率（１週間後・１万円） (１週間後・１万円）の時間選好率の対数
問28 時間選好率（１週間後・７万円） (１週間後・７万円）の時間選好率の対数
問29 時間選好率（１週間後・80万円） (１週間後・80万円）の時間選好率の対数
問21-29 （時間選好率の平均)の対数 ９つの時間選好率の平均の対数

問21-29 時間選好率の相対順位の平均
９つの時間選好率の相対順位の平均（時間選好率が低いほど、順位を表
す数値が小さい）

仮説6（双曲割引の程度） 問21と問24 双曲割引（10年後－１年後)　金額１万円 10年後の割引率の対数－１年後の割引率の対数（金額１万円の時）
問22と問25 双曲割引（10年後－１年後)　金額７万円 10年後の割引率の対数－１年後の割引率の対数（金額７万円の時）
問23と問26 双曲割引（10年後－１年後)　金額80万円 10年後の割引率の対数－１年後の割引率の対数（金額80万円の時）
問24と問27 双曲割引（1年後－1週間後)　金額１万円 1年後の割引率の対数－1週間後の割引率の対数（金額１万円の時）
問25と問28 双曲割引（1年後－1週間後)　金額７万円 1年後の割引率の対数－1週間後の割引率の対数（金額７万円の時）
問26と問29 双曲割引（1年後－1週間後)　金額80万円 1年後の割引率の対数－1週間後の割引率の対数（金額80万円の時）
問21と問27 双曲割引（10年後－1週間後)　金額１万円 10年後の割引率の対数－1週間後の割引率の対数（金額１万円の時）
問22と問28 双曲割引（10年後－1週間後)　金額７万円 10年後の割引率の対数－1週間後の割引率の対数（金額７万円の時）
問23と問29 双曲割引（10年後－1週間後)　金額80万円 10年後の割引率の対数－1週間後の割引率の対数（金額80万円の時）

仮説7（他の老後の準備あり） 問15 老後の生活費としての遺産への期待 選択肢番号を数値データ化（遺産をあてにしているほど数値が小さい）

問20 老後に国民年金で賄える割合
「わからない」以外の選択肢番号を数値データ化（賄える割合が高いほ
ど数値が小さい）

仮説8（制度への不安や不信） 問11 保険料浪費説への支持
選択肢番号を数値データ化（浪費されていると思うほど、数値が小さ
い）

問13 給付減か負担増が必要説への支持
選択肢番号を数値データ化（給付減や保険料増加が必要と思うほど、数
値が小さい）

属性 問30 性別 女性が１、男性がゼロ
属性 問31 35歳以上かどうか 35歳以上が１、35歳未満がゼロ
属性 問32 非正規労働者かどうか 職業：非正規労働者が１、それ以外がゼロ
属性 問33 婚姻状況 既婚者が１、それ以外がゼロ
属性 問39 世帯人数（本人含み） 世帯人数（本人含み）
（注１）時間選好率の対数を取る際には、その率に１を加えて、対数を取っている
（注２）時間選好率の質問で、その選択肢の最高値でも「今日の金額」を選択している場合には、選択肢の最高値を時間選好率としている。  

 

 

 最後に、実験でも使った「あなたは、もしも国民年金への加入が任意であっ

たら、保険料を支払いますか（問３）」という質問への答えを、加入・納付の意

思を表わす、もう一つの被説明変数とした。  
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(2) 検証方 法 

 検証方法は、第１段階として、全ての説明変数と被説明変数の単相関を調べ

た。その上で、第２段階としてステップワイズ法により、変数を選択して、基

本となる重回帰モデルを構築した。第３段階として、ステップワイズ法により

除外された説明変数をステップワイズ法による重回帰モデルに追加し、その変

数が有意な説明力を持てば、その説明変数を加えた新たな重回帰モデルを作っ

た。  

 なお、①性別、②年齢が35歳以上かどうか
5
、職業が③非正規労働者か、④既

婚か、⑤世帯人数、というプロファイルに関する５つは、常に説明変数として

モデルに組み込んでいる。  

 ただし、検証の上で注意したいのは、８つの仮説が必ずしも排他的ではない

ことである。例えば、流動性制約は広い意味では将来のための予備的な貯蓄に

よって生じることもあるだろう。また、説明変数自体も２つ以上の仮説に関係

することもある。例えば、Liabson et al.（1998）では、時間選好における双曲

割引の程度が大きいほど、流動性の制約を受けやすいとしている。  

 また、問17でいう使途の重要度も、将来の使途と現在の使途の、どちらにも

あてはまるものがある。また、他の使途が重要かどうかは、流動性制約や時間

選好率とも関係する
6
。  

(3) サンプル 

 第１のサンプルが第４章の実験に応じた219名全員である（これをサンプルＡ

とする）。  

 第２に低所得者を除外したサンプルをつくった。というのも、低所得者は保

険料の免除制度を利用できるからである。ところが、問８では、学生納付特例

をも含めた、正式な免除申請をしていれば、その月を納付月数に含めている。

そのため、低所得者では所得と加入・納付の関係が微妙になる。また、清水（前

掲）が指摘しているように、低所得者の未納未加入対策にはまず、免除制度の

適用が有効である。通知により制度への信頼を高めることで、納付割合を高め

られる対象は、主に中程度以上の所得があっても、なお、未納未加入の状態に

ある人々と考えられる。  

 具体的には、個人の年収が130万円以上の人だけを対象にした、サンプルＢを

作った。130万円は２号被保険者の配偶者（主に専業主婦）が、３号被保険者か

ら１号被保険者に代わる収入額であるとともに、単身者の場合に、半額免除を

                                              
5
  受給資格を得るには、最低 25年間の保険料納付が必要であり、60歳までに 25年間納付し

ようとすると、 35歳までに保険料の納付を開始しなくてはならないため。  
6
  国民年金保険料の納付以外の使途が重要であるほど、流動性が低く、時間選好率が高い

と考えられる。  
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受けられる金額141万円
7
にも近い。 

 図表３－２で、サンプルＢの属性をサンプルＡと比較すると、職業の中で学

生の割合が26％から６％へと低下し、その反面、自営業の割合が26％から40％

に増加している。その他の点では、男性の割合や35歳以上の割合が高まってい

るものの、それほど大きな差はない。 

 サンプルＡ、Ｂにおける各変数の記述統計は図表３－３を参照されたい。 

 

図表３－２ 全参加 者（サンプルＡ）と年収130万円以 上（サンプルＢ）の属性比較 

219 （％） 112 （％）
男 137 62.6 81 72.3
女 82 37.4 31 27.7
自営業・
自由業

56 25.6 45 40.2

非正規
労働者

75 34.2 43 38.4

学生 56 25.6 7 6.3
無職 19 8.7 9 8.0
その他 13 5.9 8 7.1
35歳以上 75 34.2 54 48.2
35歳未満 144 65.8 58 51.8
既婚者 41 18.7 26 23.2
未婚者 178 81.3 86 76.8

年収130万円以上
（サンプルＢ）

2.63 2.25

全サンプル
（サンプルＡ）

サンプル数

世帯人数 (本人含み）

婚姻状況

年齢

性別

職業

 

 

                                              
7
  所得税課税所得の上限が 80万円。基礎控除と社会保険料控除を加えると 141万円になる。

同様に夫婦では 195万円が半額免除を受けられる所得の最高額である。  
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図表３－３ サンプルＡ、及びサンプルＢにおける各変数の記 述統計 

度数 平均値 標準偏差 度数 平均値 標準偏差

仮説1（流動性制約） 問38 個人の税込収入 214 2.79 1.18 112 3.67 0.94

問17(1)
生活費家賃の重要度－使途重要度の平均（マイナス
が重要）

219 -1.43 1.16 112 -1.41 1.00

問17(3)
教育費の重要度－使途重要度の平均（マイナスが重
要）

219 0.68 1.48 112 0.69 1.58

問17(4)
納税の重要度－使途重要度の平均（マイナスが重
要）

219 0.15 1.07 112 0.01 1.05

問17(5)
自家用車購入やローンの重要度－使途重要度の平均
（マイナスが重要）

219 1.28 1.34 112 1.43 1.37

問41 住居所有=持家でローンなしを１、それ以外をゼロ 219 0.05 0.23 112 0.08 0.27

問41 住居：賃貸を１、それ以外をゼロ 219 0.66 0.48 112 0.65 0.48

仮説2（他の資金使途、予
備的動機）

問17(6)
住宅ローンや購入貯蓄の重要度－使途重要度の平均
（マイナスが重要）

219 0.41 1.26 112 0.45 1.30

問17(8)
国年以外の老後準備の重要度－使途重要度の平均
（マイナスが重要）

219 -0.34 1.24 112 -0.58 1.07

問17(9)
その他の貯蓄の重要度－使途重要度の平均（マイナ
スが重要）

219 -0.85 1.07 112 -0.91 0.96

仮説3（逆選択） 問9 主観的余命（最も高い確率） 219 3.71 1.85 112 3.51 1.84

問12 主観的余命（長生きした場合） 219 6.05 1.97 112 5.94 1.86

仮説4（リスク許容度） 問1 リスク回避度（傘を携帯する降水確率） 219 53.04 19.01 112 50.98 17.91

問6 リスク回避を１、リスクの高い選択をゼロ 219 0.75 0.43 112 0.72 0.45

問7 リスク回避を１、リスクの高い選択をゼロ 219 0.88 0.33 112 0.88 0.32

問16 リスク回避度（虎穴or君子：１が虎穴、６が君子） 219 3.45 1.30 112 3.34 1.25

問21 ln(1+選好率（10年後・１万円） 218 0.18 0.16 111 0.19 0.17

問22 ln(1+選好率（10年後・７万円） 218 0.12 0.13 111 0.13 0.12

問23 ln(1+選好率（10年後・80万円） 218 0.09 0.12 111 0.10 0.12

問24 ln(1+選好率（１年後・１万円） 218 0.47 0.26 111 0.48 0.25

問25 ln(1+選好率（１年後・７万円） 218 0.32 0.26 111 0.33 0.26

問26 ln(1+選好率（１年後・80万円） 217 0.17 0.20 111 0.18 0.21

問27 ln(1+選好率（１週間後・１万円） 217 0.93 0.31 111 0.92 0.32

問28 ln(1+選好率（１週間後・７万円） 217 0.64 0.40 111 0.68 0.40

問29 ln(1+選好率（１週間後・80万円） 217 0.32 0.36 111 0.36 0.38

問21-29 ln(1+時間選好率の平均v2) 217 0.42 0.20 111 0.43 0.21

問21-29 時間選好率の相対順位の平均 217 0.40 0.19 111 0.41 0.19

問21と問24 双曲割引(対数)（10年後－１年後・１万円） 218 -0.29 0.23 111 -0.29 0.21

問22と問25 双曲割引(対数)（10年後－１年後・７万円） 218 -0.19 0.21 111 -0.20 0.21

問23と問26 双曲割引(対数)（10年後－１年後・80万円） 217 -0.08 0.13 111 -0.08 0.14

問24と問27 双曲割引(対数)（1年後－1週間後・１万円） 217 -0.47 0.28 111 -0.44 0.27

問25と問28 双曲割引(対数の差)（1年後－1週間後・７万円） 217 -0.33 0.34 111 -0.36 0.32

問26と問29 双曲割引(対数の差)（1年後－1週間後・80万円） 217 -0.15 0.29 111 -0.18 0.30

問21と問27 双曲割引(対数の差)（10年後－1週間後・１万円） 217 -0.75 0.30 111 -0.73 0.31

問22と問28 双曲割引(対数の差)（10年後－1週間後・７万円） 217 -0.52 0.36 111 -0.56 0.37

問23と問29 双曲割引(対数の差)（10年後－1週間後・80万円） 217 -0.23 0.32 111 -0.26 0.33

問15 老後生活費としての遺産への期待 219 4.38 1.37 112 4.60 1.27

問20
老後に国民年金で賄える割合（わからないは欠損
値）

203 3.62 0.83 102 3.64 0.78

問11 保険料浪費説の支持 219 1.78 0.90 112 1.66 0.83

問13 給付減or負担増必要説の支持 219 2.47 1.45 112 2.38 1.39

属性 問30 女性ダミー 219 0.37 0.48 112 0.28 0.45

属性 問31 35歳以上ダミー 219 0.34 0.48 112 0.48 0.50

属性 問32 職業分類=非正規労働者 219 0.34 0.48 112 0.38 0.49

属性 問32 職業分類=学生

属性 問33 結婚しているダミー 219 0.19 0.39 112 0.23 0.42

属性 問39 世帯人数（本人含み） 217 2.63 1.60 111 2.25 1.49

＜被説明変数＞

 過去２年間の納付実績
（免除も納付とカウン
ト）

問8 １が全納、５が全く納めず、６が未加入 209 2.95 1.88 110.00 3.00 1.81

任意加入での納付意思(通
知前)

問3 １が絶対払う、６が絶対払わない 219 3.68 1.39 112.00 3.72 1.34

サンプルＢ

仮説5（主観的割引率、時
間選好率）

仮説8（制度への不安や不
信）

仮説6（双曲割引の程度）

仮説7（他の老後の準備あ
り）

サンプルＡ
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4. 実際の加入・納付実績を被説明変数とする分析の結果 

(1) 単相関 係数による分析  

 図表３－４のように、被説明変数との単相関係数が、サンプルＡ、Ｂともに、

想定通りの符号で、５％水準で有意となった説明変数は、①国民年金以外の貯

蓄が重要である、②住宅所有形態（持ち家で住宅ローンがない）、③主観的余命

が長い（最も高い確率、長生きした場合の両方とも）、④時間選好率の内、１年

後の80万円に対する選好率が高い、⑤職業が非正規労働者、の５つであった。  

 また、サンプルＡ、Ｂのいずれにおいても、相関係数の符号と仮説が合致し

ているのは、仮説１（流動性制約）に関しては個人の税込収入（負）、生活費家

賃の重要度（負）、家賃の負担ありのダミー（正）、であった。  

 仮説２（その他の準備）に関しては、国年以外の老後準備の重要度とその他

の貯蓄の重要度が、ともに負で、想定通りとなった。  

 仮説３（逆選択）に関しては、主観的余命の相関係数は平均でも、最高でも

負となり、余命が長いと加入・納付するという仮説と整合的であった。  

 仮説４（危険回避度）については、４つの説明変数とも想定された符号通り

の相関となり、リスク回避度が高いほど加入・納付することを示した。  

 仮説５（時間選好率）については、いずれも想定された符号通り、時間選好

率が高いほど、加入・納付しないという正の相関となっている。  

 仮説６（双曲割引）に関しては、10年後と１年後の差、10年後と１週間後の

差については、想定通りマイナスの符号（遠い将来の割引率が低いほど、近い

将来の割引率が高いほど加入しない）になったものの、１年と１週間の差は、

想定とは逆に、正の符号の相関となった
8
。  

 仮説７の内、遺産については想定と逆の正の相関になり、遺産をあてにして

いる人ほど加入・納付しているという結果になった。国民年金で賄える老後の

生活費の割合は、それが高い人ほど加入・納付している（正）という想定通り

の結果となった。  

 仮説８に関しては、２つとも想定通り負の相関となり、年金制度への不信や

不安が強いほど加入・納付していないと言う結果となった。  

 属性では、女性、35歳以下、非正規労働者、未婚者、世帯人数が少ない人の

方が、そうでない人よりも、加入・納付していないという結果となった。  

 

                                              
8
  晝間 (2001)にあるように、双曲割引はわが国でも認められる。ただ、本稿のように１年

から 10年の間でも、時間選好率の逆転が見られるという研究はあまりない。いいかえる

と、１年後よりも、10年後の保険料支払いを好むことになる。なお、金額が小さいと時

間選好率が高いというマグニテュード効果も認められる。  
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図表３－４ 説明変 数との単相関（被説 明変 数 ＝過去２年間の保険 料 納付実 績） 

仮説から
想定される

仮説 符号 Ｎ 相関係数 有意確率 Ｎ 相関係数 有意確率

1 個人の税込収入 － 204 -0.102 0.148 110 -0.363 0.000
生活費家賃の相対的重要度 － 209 -0.011 0.877 110 -0.308 0.001
教育費の相対的重要度 － 209 0.033 0.637 110 0.170 0.076
納税の相対的重要度 － 209 -0.063 0.362 110 -0.040 0.675
自家用車購入や車のローンの相対的重要度 － 209 0.131 0.059 110 -0.028 0.773
住居所有形態(持ち家でローンなしが１のダミー） － 209 -0.235 0.001 110 -0.313 0.001
家賃の負担（ありが１のダミー） ＋ 209 0.131 0.058 110 0.211 0.027

2 住宅ローンや住宅のための貯蓄の相対的重要度 － 209 -0.025 0.717 110 0.033 0.730
国年以外の老後準備の相対的重要度 － 209 -0.178 0.010 110 -0.007 0.944
その他の貯蓄の相対的重要度 － 209 -0.186 0.007 110 -0.253 0.008

3 主観的余命（最も高い確率） － 209 -0.232 0.001 110 -0.223 0.019
主観的余命（長生きした場合） － 209 -0.240 0.000 110 -0.222 0.020

4 リスク回避度（傘を携帯する降水確率） ＋ 209 0.016 0.823 110 0.067 0.484
リスク回避度：２つのゲームの選択その１ ＋ 209 0.068 0.329 110 0.000 1.000
リスク回避度：２つのゲームの選択その２ ＋ 209 0.093 0.182 110 0.062 0.517
リスク回避度（ことわざによる性格判断） － 209 -0.084 0.227 110 -0.057 0.557

5 時間選好率（10年後・１万円） ＋ 208 0.084 0.226 109 0.082 0.396
時間選好率（10年後・７万円） ＋ 208 0.085 0.222 109 0.140 0.148
時間選好率（10年後・80万円） ＋ 208 0.071 0.306 109 0.087 0.369
時間選好率（１年後・１万円） ＋ 208 0.146 0.036 109 0.192 0.046
時間選好率（１年後・７万円） ＋ 208 0.084 0.225 109 0.215 0.025
時間選好率（１年後・80万円） ＋ 207 0.079 0.256 109 0.169 0.080
時間選好率（１週間後・１万円） ＋ 207 0.105 0.132 109 0.189 0.050
時間選好率（１週間後・７万円） ＋ 207 0.044 0.533 109 0.130 0.179
時間選好率（１週間後・80万円） ＋ 207 0.026 0.708 109 0.081 0.401
（時間選好率の平均)の対数 ＋ 207 0.098 0.162 109 0.189 0.049
時間選好率の相対順位の平均 ＋ 207 0.113 0.104 109 0.195 0.042

6 双曲割引（10年後－１年後)　金額１万円 － 208 -0.106 0.129 109 -0.160 0.097
双曲割引（10年後－１年後)　金額７万円 － 208 -0.053 0.446 109 -0.184 0.056
双曲割引（10年後－１年後)　金額80万円 － 207 -0.049 0.487 109 -0.173 0.073
双曲割引（1年後－1週間後)　金額１万円 － 207 0.016 0.819 109 -0.047 0.626
双曲割引（1年後－1週間後)　金額７万円 － 207 0.015 0.833 109 0.013 0.896
双曲割引（1年後－1週間後)　金額80万円 － 207 0.020 0.774 109 0.011 0.911
双曲割引（10年後－1週間後)　金額１万円 － 207 -0.062 0.377 109 -0.152 0.115
双曲割引（10年後－1週間後)　金額７万円 － 207 -0.017 0.806 109 -0.095 0.327
双曲割引（10年後－1週間後)　金額80万円 － 207 -0.002 0.978 109 -0.062 0.522

7 老後の生活費としての遺産への期待 － 209 0.133 0.054 110 0.200 0.036
老後に国民年金で賄える割合 ＋ 195 0.314 0.000 102 0.158 0.113

8 保険料浪費説への支持 － 209 -0.187 0.007 110 -0.085 0.379
給付減か負担増が必要説への支持 － 209 -0.056 0.420 110 -0.091 0.343

属性 性別（女性＝１，男性＝０）  209 0.199 0.004 110 0.056 0.561
属性 35歳以上かどうか（35歳以上＝１）  209 -0.002 0.975 110 -0.232 0.015
属性 非正規労働者かどうか（非正規労働者＝１）  209 0.367 0.000 110 0.249 0.009
属性 婚姻状況（既婚者＝１）  209 -0.052 0.458 110 -0.261 0.006
属性 世帯人数（本人含み）  207 -0.226 0.001 109 -0.097 0.314

サンプルＡ サンプルＢ

 

 

(2) 重回帰 分析 

 次に、変数間の関係をみるために、重回帰分析を試みた。変数の選択は、ス

テップワイズ法
9
による。図表３－５が、その回帰分析の結果である。まず、サ

ンプルＡについては、 10％水準で有意となった説明変数が、住居所有形態（持

ち家でローンなし）のダミー（仮説１）、最も高い確率での主観的余命（仮説３）、

老後に国民年金で賄える割合（仮説７）と女性ダミー、非正規労働者ダミーで

あった。  

 

                                              
9
  重回帰式に説明変数を順次組み入れ、その偏Ｆ値の水準により採用するかどうかを決め

る方法。本稿では、変数の採用を偏Ｆ値から求められる有意確率Ｐが 0.05より小さい変

数を採用し、変数を追加していった場合に、Ｐが 0.1よりも大きくなればその変数を取

り除いた。  
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図表３－５ ステップワイズ法による重回 帰分 析の結果 

（被説明変 数は過去２年の納付状 況） 

サンプルＡ サンプルＢ
仮説 説明変数 回帰係数 ｔ値 有意確率 回帰係数 ｔ値 有意確率

なし 定数 1.365 1.949 0.053 3.426 3.629 0.000
1 個人の税込収入 -0.564 -2.650 0.010

生活費家賃の相対的重要度 -0.362 -1.941 0.055
納税の相対的重要度
住居所有形態 -1.411 -2.606 0.010
家賃の負担

2 住宅ローンや住宅のための貯蓄の相対的重要度
国年以外の老後準備の相対的重要度 -0.150 -1.433 0.154
その他の貯蓄の相対的重要度

3 主観的余命（最も高い確率） -0.124 -1.788 0.076
主観的余命（長生きした場合）

4 リスク回避度（傘を携帯する降水確率）
リスク回避度（ことわざによる性格判断）

5 時間選好率（１年後・80万円）
時間選好率の相対順位の平均 2.082 2.277 0.025

7 老後の生活費としての遺産への期待
老後生活費のうち国民年金で賄える割合 0.488 3.063 0.003

8 保険料浪費説への支持
給付減か負担増が必要説への支持

属性 性別 0.539 2.063 0.041 0.164 0.393 0.695
属性 35歳以上かどうか -0.077 -0.253 0.800 -0.056 -0.132 0.896
属性 非正規労働者かどうか 0.799 2.717 0.007 0.211 0.519 0.605
属性 婚姻状況 0.337 0.977 0.330 -0.283 -0.576 0.566
属性 世帯人数（本人含み） -0.108 -1.301 0.195 0.095 0.743 0.459
注：ここに出ていない説明変数はステップワイズ法により除外された

＜回帰式全体の係数＞ 自由度 修正R2乗 有意確率 自由度 修正R2乗 有意確率

185 0.246 0.000 97 0.158 0.003
（Ｆ値） （Ｆ値）

7.698 3.271  

 

 サンプルＢでは、個人の税込収入及び生活費家賃の相対的重要度（いずれも

仮説１）、時間選好率の相対順位の平均（仮説５）が10％水準で有意となった。 

 さらに、この回帰式では説明されていない仮説に関連する説明変数の内、単

相関係数が比較的高い説明変数を加えた
10
結果が図表３－６である。その結果、

サンプルＡでは、５％水準で有意となった説明変数が、住居所有形態（持ち家

でローン無し）のダミー（仮説１）と老後に国民年金で賄える割合（仮説７）

の２つとなった。  

 また、サンプルＢでは個人の税込収入（仮説１）、主観的余命（長生きした場

合）（仮説３）の２つが５％水準で有意となり、さらに時間選好率の相対順位の

平均（仮説５）が10％水準で有意となった。  

 以上の結果から見ると、仮説１が成立し、仮説３、仮説５、仮説７について

もその可能性が高いといえる。  

 

                                              
1 0

 被説明変数との単相関の符号が安定していなかったことから、双曲割引（仮説６）に関

する変数は追加していない。双曲割引と保険料未納の関係についてはなお検証したい。 
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図表３－６ 全仮説の説明変 数を入れた重回 帰分析の結 果 

（被説明変 数は過去２年の納付状 況） 

仮説 説明変数 回帰係数 ｔ値 有意確率 回帰係数 ｔ値 有意確率

なし 定数 1.794 1.980 0.049 4.494 2.822 0.006
1 個人の税込収入 -0.553 -2.572 0.012

生活費家賃の相対的重要度
納税の相対的重要度
住居所有形態 -1.437 -2.645 0.009
家賃の負担

2 住宅ローンや住宅のための貯蓄の相対的重要度 -0.154 -1.566 0.119
国年以外の老後準備の相対的重要度
その他の貯蓄の相対的重要度 -0.245 -1.159 0.250

3 主観的余命（最も高い確率） -0.089 -1.239 0.217
主観的余命（長生きした場合） -0.201 -2.118 0.037

4 リスク回避度（傘を携帯する降水確率）
リスク回避度（ことわざによる性格判断） -0.071 -0.771 0.442 -0.067 -0.495 0.622

5 時間選好率（１年後・80万円）
時間選好率の相対順位の平均 1.043 1.533 0.127 1.659 1.799 0.075

7 老後の生活費としての遺産への期待
老後生活費のうち国民年金で賄える割合 0.465 2.943 0.004 0.375 1.602 0.113

8 保険料浪費説への支持 -0.120 -0.846 0.399 0.068 0.321 0.749
給付減か負担増が必要説への支持 -0.125 -1.509 0.133 -0.150 -1.149 0.254

属性 性別 0.595 2.233 0.027 -0.359 -0.825 0.411
属性 35歳以上かどうか -0.030 -0.103 0.918 -0.307 -0.679 0.499
属性 非正規労働者かどうか 0.934 3.317 0.001 0.148 0.369 0.713
属性 婚姻状況 0.306 0.897 0.371 -0.210 -0.412 0.682

属性 世帯人数（本人含み） -0.127 -1.580 0.116 0.068 0.532 0.596

注：仮説６の説明変数は入れていない
＜回帰式全体の係数＞ 自由度 修正R2乗 有意確率 自由度 修正R2乗 有意確率

190 0.257 0.000 99 0.187 0.003
F値 F値

6.056 2.753

サンプルＡ サンプルＢ

 

 

5. 任意での加入・納付意思を被説明変数とする分析の結果 

 次に、被説明変数を、問３「もしも、国民年金への加入が任意であったら保

険料を支払いますか」への回答の番号とした。１．が「絶対に支払う」、６．が

「絶対に支払わない」、で、２つの答えの間は番号が小さいほど、加入・納付の

意思が高いことになる。  

図表３－７をみると、問８で過去２年間保険料を完納している 83人の内、５

人は、任意加入であれば、「絶対に支払わない」としており、「たぶん支払わな

い」や「どちらかと言えば支払わない」、という回答者と合わせると、31人が任

意での加入・納付に消極的である。本当は保険料を支払いたくないけれども、

強制だから仕方なく納付・加入している人も少なくないのである。この人々は

強制力が緩めば、払わなくなる可能性がある。そうした「潜在的未納未加入者」

の存在をも被説明変数に含めて、分析したのである。  
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図表３－７ 過去２年間 の納付実績（免 除も納 付とカウント）と 

任意加 入での納付意 思(通知前) のクロス表 

  

絶対に支
払う

たぶん支
払う

どちらかと
いえば支払
う

どちらかと
いえば支払
わない

たぶん支
払わない

絶対に支
払わない

合計

3 30 19 10 16 5 83

(3.6) (36.1) (22.9) (12.0) (19.3) (6.0) 100

1 7 3 4 3 1 19

(5.3) (36.8) (15.8) (21.1) (15.8) (5.3) 100

1 2 3 7 4 1 18

(5.6) (11.1) (16.7) (38.9) (22.2) (5.6) 100

1 4 4 8 4 1 22

(4.5) (18.2) (18.2) (36.4) (18.2) (4.5) 100

0 4 9 8 23 4 48

(0.0) (8.3) (18.8) (16.7) (47.9) (8.3) 100

1 1 3 4 5 5 19

(5.3) (5.3) (15.8) (21.1) (26.3) (26.3) 100

7 48 41 41 55 17 209

(3.3) (23.0) (19.6) (19.6) (26.3) (8.1) 100

任意加入での納付意思(通知前)

過
去
２
年
間
の
納
付
実
績

　
　

（
免
除
も
納
付
と
カ
ウ
ン
ト

）

まったく（1ヶ月も）
納めなかった

全て（1ヶ月も欠か
さず）納めた

だいたい納めた

半分くらい納めた

あまり納めなかった

国民年金に加入し
ていないので、納
めていない

合計
 

 

(1) 単相関 係数 

 各説明変数の被説明変数（「任意加入であったら国民年金に加入・納付する意

思が低い」）との単相関をみると、図表３－８のように、サンプルＡ、Ｂともに

５％水準で有意となった変数として、①住居所有形態（持ち家でかつ住宅ロー

ンがない）、②国民年金以外の貯蓄が重要である、③時間選好率の内、１年後の

80万円に対する選好率が高い、④双曲割引の内、金額80万円に対して、10年後

の割引率の方が１年後の割引率に比べて低い、⑤職業が非正規労働者、の５つ

であった。  
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図表３－８ 説明変数との単相関 

（被説明変 数は任意 加 入の下での加入・納 付 の意思） 

仮説から サンプルＡ サンプルＢ
想定される

仮説 符号 Ｎ 相関係数 有意確率 Ｎ 相関係数 有意確率

1 個人の税込収入 － 214 -0.109 0.110 112 -0.250 0.008
生活費家賃の相対的重要度 － 219 -0.131 0.054 112 -0.205 0.030
教育費の相対的重要度 － 219 0.049 0.475 112 0.074 0.436
納税の相対的重要度 － 219 0.183 0.007 112 0.277 0.003
自家用車購入や車のローンの相対的重要度 － 219 -0.028 0.678 112 -0.160 0.093
住居所有形態(持ち家でローンなしが１のダミー） － 219 -0.175 0.009 112 -0.209 0.027
家賃の負担（ありが１のダミー） ＋ 219 0.033 0.632 112 0.059 0.537

2 住宅ローンや住宅のための貯蓄の相対的重要度 － 219 0.003 0.971 112 -0.072 0.450
国年以外の老後準備の相対的重要度 － 219 -0.069 0.309 112 0.101 0.288
その他の貯蓄の相対的重要度 － 219 -0.154 0.023 112 -0.197 0.038

3 主観的余命（最も高い確率） － 219 -0.129 0.056 112 -0.227 0.016
主観的余命（長生きした場合） － 219 -0.111 0.100 112 -0.097 0.308

4 リスク回避度（傘を携帯する降水確率） ＋ 219 0.030 0.663 112 0.034 0.723
リスク回避度：２つのゲームの選択その１ ＋ 219 0.050 0.465 112 -0.053 0.576
リスク回避度：２つのゲームの選択その２ ＋ 219 0.023 0.740 112 -0.012 0.896
リスク回避度（ことわざによる性格判断） － 219 -0.171 0.011 112 -0.158 0.096

5 時間選好率（10年後・１万円） ＋ 218 0.032 0.644 111 0.061 0.526
時間選好率（10年後・７万円） ＋ 218 0.089 0.193 111 0.211 0.027
時間選好率（10年後・80万円） ＋ 218 0.091 0.180 111 0.201 0.034
時間選好率（１年後・１万円） ＋ 218 0.073 0.286 111 0.127 0.185
時間選好率（１年後・７万円） ＋ 218 0.085 0.209 111 0.194 0.041
時間選好率（１年後・80万円） ＋ 217 0.164 0.015 111 0.285 0.002
時間選好率（１週間後・１万円） ＋ 217 0.040 0.555 111 0.074 0.442
時間選好率（１週間後・７万円） ＋ 217 0.008 0.901 111 0.094 0.328
時間選好率（１週間後・80万円） ＋ 217 0.050 0.464 111 0.078 0.418
（時間選好率の平均)の対数 ＋ 217 0.070 0.306 111 0.154 0.106
時間選好率の相対順位の平均 ＋ 217 0.115 0.091 111 0.220 0.021

6 双曲割引（10年後－１年後)　金額１万円 － 218 -0.060 0.378 111 -0.101 0.293
双曲割引（10年後－１年後)　金額７万円 － 218 -0.053 0.439 111 -0.117 0.220
双曲割引（10年後－１年後)　金額80万円 － 217 -0.160 0.018 111 -0.247 0.009
双曲割引（1年後－1週間後)　金額１万円 － 217 0.025 0.714 111 0.030 0.754
双曲割引（1年後－1週間後)　金額７万円 － 217 0.055 0.417 111 0.041 0.671
双曲割引（1年後－1週間後)　金額80万円 － 217 0.049 0.471 111 0.100 0.297
双曲割引（10年後－1週間後)　金額１万円 － 217 -0.025 0.715 111 -0.043 0.652
双曲割引（10年後－1週間後)　金額７万円 － 217 0.021 0.757 111 -0.032 0.737
双曲割引（10年後－1週間後)　金額80万円 － 217 -0.023 0.738 111 -0.017 0.859

7 老後の生活費としての遺産への期待 － 219 -0.009 0.893 112 -0.045 0.640
老後に国民年金で賄える割合 ＋ 203 0.143 0.042 102 0.030 0.761

8 保険料浪費説への支持 － 219 -0.233 0.001 112 -0.085 0.375
給付減か負担増が必要説への支持 － 219 -0.121 0.073 112 -0.193 0.041

属性 性別（女性＝１，男性＝０）  219 0.029 0.668 112 0.024 0.805
属性 35歳以上かどうか（35歳以上＝１）  219 -0.026 0.706 112 -0.188 0.047
属性 非正規労働者かどうか（非正規労働者＝１）  219 0.155 0.022 112 0.191 0.044
属性 婚姻状況（既婚者＝１）  219 -0.057 0.404 112 -0.234 0.013
属性 世帯人数（本人含み）  217 -0.059 0.385 111 -0.009 0.927  

 

 また、それ以外の説明変数の中で、サンプルＡ、Ｂのいずれにおいても相関

係数の符号が仮説と合致しているのは、仮説１（流動性制約）に関しては、個

人の税込み収入（負）、生活費家賃の相対的重要度（負）、自家用車購入や自動

車ローンの相対的重要度（負）、家賃負担ありのダミー（正）がある。  

仮説２（その他の準備）については一貫して有意な変数はなかった。  

仮説３（逆選択）に関しては、主観的余命の相関係数が、最も高い確率での

余命でも、長生きした場合の余命でも、想定通り負となった。  

仮説４の危険回避度を表す変数の内では、傘を携帯する降水確率（正）と、

自分の性格がリスク回避的か（負）との相関が、２つのサンプルとも、想定さ

れた通りの符号となった。  
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仮説５（時間選好率）については、いずれも想定された符号通り、時間選好

率が高いほど、加入・納付しないという正の相関となっている。  

仮説６（双曲割引）に関しては、10年後と１年後の差については、どの金額

でも想定通りマイナスの符号（遠い将来の割引率が低いほど、近い将来の割引

率が高いほど加入しない）になったものの、１年と１週間の差は、想定とは逆

に正の相関となることが多く、10年と１週間では相関係数の符号が安定してい

ない。  

仮説７に関しては、遺産があてになる人ほど、任意では加入・納付しないと

いう、想定通りの負の相関になり、国民年金で賄える老後の生活費の割合も、

それが高いほど、任意でも加入・納付する（正）という想定通りの結果となっ

た。  

仮説８に関しては、どちらも想定通り負の相関となり、不信や不安が強いほ

ど加入・納付していないという結果となった。  

属性では、女性、35歳以下、非正規労働者、未婚者、世帯人数が少ない人の

方がそうでない人よりも、加入・納付していないという結果となった。  

(2) 重回帰 分析 

 次に、変数間の関係をみるために、重回帰分析を試みた。ステップワイズ法

を使って、変数を選択した結果が、図表３－９である。まず、サンプルＡにつ

いては、10％水準で有意となった説明変数が、持ち家でローンなしのダミー（仮

説１）、１年後80万円の受け取りに対する時間選好率（仮説５）、保険料浪費説

への支持（仮説８）、給付減か負担増が必要説への支持（仮説８）であった。  

 サンプルＢでは、個人の税込収入（仮説１）、１年後80万円の受け取りに対す

る時間選好率（仮説５）が５％水準で有意となった。  

 さらにＡ、Ｂいずれのサンプルでも特徴的であるのは、納税の相対的重要度

が、想定されたのとは逆の正の符号で、有意となっていることである（５％水

準）。「納税が重要であるほど、任意でも保険料を払う」ということを表す。納

税の相対的重要度が流動性の制約要因になるより、公的なルールを守ることに

対する回答者の態度を表しており、たとえ任意加入であっても、国民年金に入

るのが、依然として守るべき公のルールだと捉えていることを反映しているの

ではないか。  
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図表３－９ ステップワイズ法による重回 帰の結果 

（被説明変 数は任意 加 入の際の納付意 思） 

サンプルＡ サンプルＢ
仮説 説明変数 回帰係数 ｔ値 有意確率 回帰係数 ｔ値 有意確率

なし 定数 4.467 11.964 0.000 4.286 7.027 0.000
1 個人の税込収入 -0.378 -2.390 0.019

生活費家賃の相対的重要度
納税の相対的重要度 0.222 2.473 0.014 0.352 2.801 0.006
住居所有形態 -0.966 -2.230 0.027
家賃の負担

2 住宅ローンや住宅のための貯蓄の相対的重要度
国年以外の老後準備の相対的重要度
その他の貯蓄の相対的重要度

3 主観的余命（最も高い確率）
主観的余命（長生きした場合）

4 リスク回避度（傘を携帯する降水確率）
リスク回避度（ことわざによる性格判断）

5 時間選好率（１年後・80万円） 1.169 2.343 0.020 1.582 2.381 0.019
時間選好率の相対順位の平均

7 老後の生活費としての遺産への期待
老後生活費のうち国民年金で賄える割合

8 保険料浪費説への支持 -0.400 -3.782 0.000
給付減か負担増が必要説への支持 -0.167 -2.529 0.012

属性 性別 0.092 0.456 0.649 0.144 0.466 0.642
属性 35歳以上かどうか 0.036 0.158 0.875 0.267 0.825 0.412
属性 非正規労働者かどうか 0.256 1.175 0.242 0.330 1.104 0.273
属性 婚姻状況 0.131 0.474 0.636 -0.077 -0.201 0.841
属性 世帯人数（本人含み） 0.000 -0.005 0.996 0.132 1.397 0.166
注：ここに出ていない説明変数はステップワイズ法により除外された

＜回帰式全体の係数＞ 自由度 修正R2乗 有意確率 自由度 修正R2乗 有意確率

195 0.141 0.000 97 0.156 0.003
Ｆ値 Ｆ値

4.206 3.248  

 

 最後に、この回帰式では説明できていない仮説に関連する説明変数の内、単

相関係数が比較的高い説明変数を加えて、重回帰分析を試みた結果が図表３－

10である。  

まず、サンプルＡでは、５％水準で有意となった説明変数は、住居所有形態

（持ち家でローン無しのダミー）（仮説１）、ことわざ（虎穴か君子か）でみた

リスク回避度（仮説４）、保険料浪費説への支持（仮説８）、給付減か負担増が

必要説への支持（仮説８）であり、１年後の 80万円受取でみた時間選好率（仮

説５）が10％水準で有意となった。  

 また、サンプルＢでは、税込み収入（仮説１）が５％水準で有意となり、こ

とわざ（虎穴か君子か）でみたリスク回避度（仮説４）、１年後80万円の受け取

りに対する時間選好率（仮説５）、給付減か負担増が必要説への支持（仮説８）

が10％水準で有意となった。  

 以上から見ると、任意加入であった場合の、加入・納付の意思を説明する仮

説としては、仮説１（流動性制約）、仮説４（危険回避度）、仮説５（時間選好）、

仮説８（年金制度への不信・不安）があげられる。  

なお、依然として、納税の相対的重要度は、どちらのサンプルでも正の符号

で有意（５％水準）であった。  
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図表３－10 全仮説の説明変 数を入れた重回 帰分析の結 果 

（被説明変 数は任意 加 入の下での加入・納 付 の意思） 

仮説 説明変数 回帰係数 ｔ値 有意確率 回帰係数 ｔ値 有意確率

なし 定数 4.500 6.904 0.000 5.739 5.327 0.000
1 個人の税込収入 -0.371 -2.337 0.022

生活費家賃の相対的重要度
納税の相対的重要度 0.201 2.239 0.026 0.304 2.426 0.017
住居所有形態 -0.905 -2.106 0.037
家賃の負担

2 住宅ローンや住宅のための貯蓄の相対的重要度
国年以外の老後準備の相対的重要度 0.125 1.013 0.314
その他の貯蓄の相対的重要度 -0.044 -0.482 0.631

3 主観的余命（最も高い確率） -0.050 -0.938 0.349 -0.107 -1.393 0.167
主観的余命（長生きした場合）

4 リスク回避度（傘を携帯する降水確率）
リスク回避度（ことわざによる性格判断） -0.144 -2.021 0.045 -0.183 -1.721 0.089

5 時間選好率（１年後・80万円） 0.943 1.898 0.059 1.211 1.887 0.063
時間選好率の相対順位の平均

7 老後の生活費としての遺産への期待
老後生活費のうち国民年金で賄える割合 0.162 1.337 0.183 0.036 0.202 0.840

8 保険料浪費説への支持 -0.335 -3.069 0.002 -0.081 -0.519 0.605
給付減か負担増が必要説への支持 -0.164 -2.514 0.013 -0.193 -1.954 0.054

属性 女性ダミー -0.041 -0.201 0.841 0.035 0.113 0.910
属性 35歳以上ダミー -0.013 -0.058 0.954 0.284 0.851 0.397
属性 非正規労働者ダミー 0.211 0.971 0.333 0.293 0.985 0.328
属性 既婚者ダミー 0.093 0.339 0.735 -0.082 -0.216 0.829

属性 世帯人数（本人含み） 0.011 0.172 0.864 0.189 1.992 0.050

注：仮説６の説明変数は入れていない
＜回帰式全体の係数＞ 自由度 修正R2乗 有意確率 自由度 修正R2乗 有意確率

198 0.152 0.000 99 0.199 0.002
F値 F値

3.544 2.757

サンプルＡ サンプルＢ

 

 

6. まとめ 

(1) 通知により提供すべき情報への示唆 

 以上のように、現実に加入・納付にしない状態を説明する要因としては、①

所得が低く、家賃やローンの支払いがある（流動性制約）、②余命を短く見てい

る（逆選択）、③将来の時間選好率が高い（時間選好率）、④国民年金で賄える

老後準備の割合が低い（他の老後準備）があった。また、任意加入での未納未

加入を説明する要因には、①所得が低く、家賃やローンの支払いがある（流動

性制約）、②リスクを相対的に気にしない（リスク回避）、③将来の受け取りを

重視していない（高い時間選好率）、④給付減額や保険料の増額が必要になる（制

度への不信・不安）、がある。  

 では、これらは個人別の給付予測額の通知により提供するべき情報に、どの

ような示唆を与えるだろうか。ここにあげた要因の多くは、伝統的な経済学で

説明がつく要因であり、非合理的な行動（アノマリー）ではない。  

しかし、判断のロジックが合理的だとしても、事実誤認、つまり現実の年金

制度を誤って認識しているために、未納未加入が増えているのであれば、それ

を是正すべきであろう。  

 その第１の例として逆選択がある。主観的な余命が短い人は、未納未加入に
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陥りやすい傾向がある。しかし、この主観的余命が正しい予測であればまだし

も、誤っている可能性がある。図表３－11の左は、問９で尋ねた、平均的な死

亡年齢予測（「あなたは何歳くらいまで生きる可能性が最も高いと思いますか」）

の答えであり、平均すると75歳前後である。これに対して、表央に掲載した第

19回生命表による予測をみると、特に女性では平均的死亡年齢は 85歳前後であ

り、約10年の差がある。さらに、過去の納付実績別に、自らの主観的余命と生

命表の余命の差をみると、納付実績の悪い人ほど、余命を短く見る傾向にある

（図表３－12）。  

 

図表３－11 主観的 余 命と生命 表による余命 の比較 

 Ｎ
生命表による
平均死亡年

平均 標準偏差
（＝年齢＋平

均余命）
平均 標準偏差

 男性 20～24 48 77.3 9.7 78.4 -1.1 9.7
25～34 35 76.1 9.4 78.7 -2.6 9.5
35～ 55 75.4 9.3 79.5 -4.1 9.0

女性 20～24 22 78.9 8.9 85.1 -6.2 8.9
25～34 39 74.4 8.5 85.2 -10.8 8.5
35～ 20 75.0 9.8 85.6 -10.6 9.9

主観的余命（平均）
現在の
年齢

主観的余命と
生命表の差

 
（注）アンケートの問９「何歳くらいまで生きる可能性が最も高いか」への回答と厚生  

労働省「第 19回生命表」による各年齢の平均余命から作成  

 

図表３－12 過去２年 間の納付実 績別の余 命の誤差 

平均 標準偏差
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 -2.05 9.47
だいたい納めた 19 -4.08 8.78
半分くらい納めた 18 -7.36 7.21
あまり納めなかった 22 -7.76 9.01
まったく（1ヶ月も）納めなかった 48 -8.28 10.11
国民年金に加入していないので、納めていない 19 -8.12 10.68
平均 209 -5.28 9.77

主観的余命－生命表
過去２年間の納付実績（免除も納付とカウント） 人数

 

 

 今回の実験とアンケートに参加した 219人の平均年齢は 32歳、 50歳以上は 13

人（最高59歳）であり、面接した限りでは、特に健康状態が悪いわけでもない。

自らの余命が平均よりも短いと正確に判断するだけの材料を持っているとは考

えにくい。したがって、平均的な余命に関する情報を与えることで、自らが予

測する死亡年齢を上方に修正すれば、逆選択による未納未加入を緩和できる可

能性がある
11
。  

 第２に時間選好率が高いことが原因で、加入・納付に消極的な人についても、

                                              
1 1

 ただし、平均余命を通知する際には、かえって逆選択を招かないように注意する必要が

ある。  
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自分の支払った保険料に対して将来受け取る給付がどのくらいになるかという

年金の収益率を理解しているかどうか疑問である。例えば、これまでの保険料

納付月数を尋ねた問35では、「わからない」という答えが35％あった。問37「こ

れまで支払った保険料と、65歳になったら受け取ることができる年金額につい

て、知りたいと思われますか」には、45％が、非常に知りたいと答え、かなり

知りたいとどちらかといえば知りたいという答えまでの合計で、 89％となって

いる。  

時間選好率が高い人ほど、国民年金に加入・納付しないのは当然である。し

かし、第５章でみるように、国庫負担などの情報がないために、国民年金の収

益率を低く見積もっている可能性は否定できない。そこで、保険料と平均余命

まで生きた場合の老齢基礎年金給付の総額を具体的に通知することで、国庫負

担により収益率が高まっていることを実感できるのではないか。それによって、

収益率の認識を上方に修正すれば、加入・納付の意思を高める人がいるはずで

ある。  

第３に「今後、給付を大幅に減らしたり、保険料を大幅に引き上げたりしな

いと、国民年金制度を維持できない」と考えるために、任意加入の意思が低い

人々には、今後の保険料の引き上げや給付の実質的な切り下げスケジュールを

説明するべきであろう。さらに、マクロ経済スライドの下で給付が下がるリス

クがあることを認めつつ、最低限確保される給付額を明示することでそうした

不安を軽減することができるのではないか。  

(2) 任意か強制か 

本稿で、もう一つわかったことは、加入・納付に消極的な状態の人にとって

は、国民年金が任意加入の私的年金と同じように位置づけられていることであ

る。そのため、私的年金と同じような仮説でその行動が説明できている。  

しかし、その一方で、図表３－７でみたように、任意加入になると払いたく

ないと言いながら、現在、保険料を納めている人も少なくない。また、上述し

たように、仮に任意加入になっても、納税と同じように払うのが当たり前と捉

えている人もいる。このように公的な制度だからこそ、保険料を払っている人

もいるのである。  

そうした人々の信頼を維持するためには、公的な義務であることを現実に示

す措置が必要ではないか。例えば、強制徴収措置や未納の場合の罰則である。  

保険料を払い損の不利な制度ではないと、通知することはできる。しかし、

信頼の維持には、強制的な性格を維持されていることを、現実の行動で知らせ

ることも不可欠であろう。広い意味では、これも１つの情報提供ではないだろ

うか。  

 

74



 

参考文献 

Diamond, Peter A.,(1977), “A Framework for social security analysis”, Journal of 

Public Economics, Vol.9 , pp.275-298. 

Liabson, David I., Repetto Andrea, and Tobacman (1998), “Delf-Control Saving for 

Retirement”, Brooking Papers on Economic Activity, Ⅰ :1998 , Brookings 

Institute, pp91-195. 

Liabson, David I., (1997), “Golden eggs and hyperbolic discount ing”, The Quarterly 

Journal of Economics, May 1997, pp443-477. 

Tsukahara, Y.(2001), “An empirical analysis of adverse selection in pension plan: 

Evidence from individual data in Japan”, Bulletin of Institute of Social Sciences 

Meiji University, Vol.24, No.1, pp1-14. 

阿部彩（ 2001） , 「国民年金の保険料免除制度改正－未加入、未能率と逆進性

への影響」 , 『日本経済研究』 , No.43, pp.134-154. 

池田新介・大竹文雄・筒井義郎（2004）,「時間割引率：経済実験とアンケート

による分析」、第２回行動経済学ワークショップ報告論文（未定稿） . 

小塩隆士（1998) ,『社会保障の経済学』、第４章、日本評論社 . 

小椋正立・角田保（ 2000） , 「世帯データによる社会保険料負担の納付と徴収

に関する分析」 , 『経済研究（一橋大学経済研究所）』 , Vol.51 No.2, 

pp.97-110. 

駒村康平（2001） , 「社会保険料未納の実証分析－国民年金の空洞化と国民年

金第３号被保険者問題について－」 , 丸尾直美・益村眞知子・吉田雅彦・

飯島大邦編 , 『ポスト福祉国家の総合政策－経済・福祉・環境への対応－』, 

ミネルヴァ書房 , pp.107-119. 

駒村康平・渋谷孝人・浦田房良（ 2000） , 『年金と家計の経済分析』 , 東洋経

済新報社 . 

清水時彦（2004） , 「国民年金の現状－未納とその対策」、『年金と経済』 23巻

２号、pp51-60. 

社会保険庁（2004） , 『平成14年国民年金被保険者実態調査（速報版）』 . 

鈴木亘・周燕飛  [2001], 「国民年金未加入者の経済分析」 , 『日本経済研究』  

No.42, pp.44-60. 

塚原康博（2004）, 「年金における未納・未加入問題の経済学的評価」、pp.46-50. 

堀勝洋（2004), 「国民年金の未加入・未納問題」『年金と経済』23巻２号、pp.30-38. 

米澤康博（2005） , 「国民年金未加入の原因とその帰結」本報告書 . 

 

 

75



 

76



 

第４章  保険料と受給額を知らせる通知のタイプ別の効果 

―実験による検証― 

 

臼杵政 治・中嶋 邦夫・北村智 紀 

 

 本章では、国民年金の１号被保険者を対象にした実験によって、具体的な通

知の内容について検討する
1
。  

 

1. 通知の内容の論点 

(1) 被保険 者への通知の目的 

 第５章でも述べるように、わが国では2004年３月から、55歳以上の年金加入

者に対して、その請求があれば、社会保険庁から年金見込額のお知らせと年金

加入記録のお知らせを送付している。社会保険庁では、この対象者を 2005年度

中に50歳以上、2006年度以降早期に全年齢の加入者に拡大する予定としている。 

 また、2004年度の年金改革法では、毎年の加入・納付実績を全加入者に通知

し
2
、2008年度からは、保険料納付実績とそれに基づく年金額の見込みを、ポイ

ントを使って定期的に通知する計画になっている。ポイントを使った通知は今

回の年金改革で提案されたものである。このように今後、あらゆる制度のあら

ゆる被保険者に対し、年金額の見込み（予測給付額）が通知されることになる。  

 では、その目的は何か。ポイント制について述べた2003年11月の「持続可能

な安心できる年金制度の構築に向けて  (厚生労働省案 )」では、年金制度の理解

を深めるための取組として、「現役世代、特に若い世代の年金制度に対する理解

を深め、信頼・安心を高めるため、将来の年金給付を実感できるわかりやすい

仕組みや運営が必要であり、被保険者個々人が自らの拠出実績を確認し、将来

受給する年金が着実に増加していくことを実感できるように、被保険者に、保

険料拠出実績、年金額の見込み等の年金個人情報の定期的な通知を行うことと

する。あわせて、その際に被保険者個々人の保険料納付実績を年ごとに点数化

して表示していく（ポイント制）」という。第６章でみる海外の例から考えても、

                                              
1
  実験の実施と本稿作成にあたっては、研究会メンバーの他、竹村和久教授（早稲田大学

文学部）、塚原康博先生（明治大学情報コミュニケーション学部）、広田真一先生（早稲

田大学商学部）から示唆をいただいた。謝して記す。もちろん、あり得べき誤りは筆者

の責に帰す。  
2
  まず 2005年度に国民年金の第１号被保険者について対応する計画となっている（第 28

回社会保障審議会年金部会議事録）。また、保険料を納付した者には、国民年金保険料

の納付額証明書もあわせて送付される予定となっている。  
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通知の目的は大きく、①制度への理解と信頼・安心を高める、②老後の準備に

役に立つ情報を提供する、の２点にあるといえる。  

(2) 通知のあり方についての論点 

 このような目的に適うような通知の内容は、どのようなものだろうか。  

 現在、送付されている通知を見ると、「年金加入記録のお知らせ」には、①記

録作成の日付、②基礎年金番号、③加入制度、④加入期間などが記されている。

一方、「年金見込額のお知らせ」には過去に加入した厚生年金や国民年金など、

制度別の年金見込額が掲載されている。  

この年金見込額の計算根拠は、見込額のお知らせと同時に送付される『「年金

見込額のお知らせ」について』という書類に記されている。それによると、 58

歳の人の場合、その最終の加入記録と同じ条件で60歳まで続けて加入すると仮

定し、年金見込額を試算している、という。  

また、海外でも加入者に年金見込額を通知する例が徐々に増えている。各国

の通知に共通している内容としては、①将来の予測老齢年金額、②現時点での

遺族障害年金額、の見込みがある。  

このように、年額あるいは月額での予測給付額は、わが国を含めて当然に通

知されている。通知の目的の１つが、老後の準備に役に立つ情報を提供するこ

とにあるのなら、不可欠といえる。  

他方、過去の保険料の納付実績を通知するかどうかの扱いは、海外でも必ず

しも統一されていない。過去に払った保険料を通知すべきかどうか、その場合、

給付と保険料の関係がわかるように、両者の額を通知すべきかどうかが、通知

の内容に関する第１の論点といえる。  

通知に関する第２の論点は、ポイント制の内容である。上述のように、厚生

労働省では、被保険者個々人の保険料納付実績を年ごとに点数化して表示し、

それを通知する案が検討されている。しかし、ポイント制には批判も強い
3
。例

えば、毎年、過去の累積した保険料額とそれに対応する年金額を表示した方が

わかりやすい上、保険料納付と給付の関係も把握しやすいという。  

第６章で述べるように、ポイント制のモデルとなっているドイツでも、それ

までに累積したポイント数だけでなく、被保険者自身や雇用者が過去に払った

保険料の累積額を通知している。  

ポイント制の下では、保険料・給付の年額の他、累積ポイントが示される。

しかし、過去の報酬額や支払った保険料の実額が加入者に通知されるかどうか

                                              
3
  高山（ 2004）など。  
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は、はっきりとしていない。もしも、国民年金に加入すると損になる、とい

う誤解のために、加入・納付の意思が低いのだとすれば、その解決には、年

額ではなく、生涯に支払う保険料と受け取る給付の合計を示して、給付の方

が大きいので損にならないことを示す必要がある。ポイント制の下で、累積

ポイントと年当たり予測給付額を知らせるだけにすべきか、合わせて累積保険

料を知らせるべきかどうかが第２の論点である。  

第３の論点は、通知の表現や文言の違いによる効果（フレーミング）である。

行動経済学や心理学の分野では、客観的に同じ事実を伝えても、表現や言葉遣

いが異なると、受け手の行動に与える影響が異なる効果（フレーミング効果）

が認められている。したがって、保険料と給付を通知するにしても、その表現

が問題となる。  

第４の論点がリスクの通知である。2004年の年金改革では、年金財政に関す

るマクロ経済スライドが導入された。従来の制度では、給付額が手取り賃金上

昇率や物価上昇率にスライドしていたのを、厚生年金の財政が均衡するまで
4
、

毎年、スライド調整率
5
分だけ給付額を引き下げていくという。  

財政がいつ均衡するかは、将来の人口変動や、物価賃金などの経済情勢、資

産の運用利回りなどによって変わる。つまり、給付減額がいつ終わるのか、そ

の時の給付水準がどれだけになるかは、現時点では全くわからない。そうした

リスクを伝えるべきか、また伝えるとしたらどのような表現が良いかが第４の

論点である。  

(3) 実験による検証－国民 年金被 保険者を対 象に 

 本章では、これら４つの論点、すなわち、①過去の保険料を通知するかどう

か、②過去の保険料の通知には、ポイント制を使うのがよいか、③通知の表現

はどうあるべきか、④将来のリスクをどのように通知すべきか、の検証を試み

る。  

その際の評価基準、判断基準としては、年金通知の２つの目的の内、年金制

度への理解・信頼を高められるか、という点を重視する。というのも、老後の

準備に役に立つ情報を提供する上では、将来の予測給付額とその根拠を示せば

明らかに足りるからである。しかし、年金制度への理解・信頼を高めるために、

どのような内容や表現の通知が有効かは、これまで明らかになっておらず、そ

                                              
4
  正確には、その時点から 95年後に、給付の１年分の資産を残せるようになるまで、マク

ロ経済スライドによる給付引き下げを続ける。  
5
  スライド調整率＝公的年金被保険者数全体の減少率＋ 0.3％である。0.3％は、今後の平

均的な受給期間の伸び率である。  
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れにもかかわらず、検証する意味の大きいテーマと考えられるからである。  

 その方法として、実験を選んだ。実験の他に検証方法として、実証研究やア

ンケート調査が考えられる。しかし、若年層までを対象にした公的年金の通知

はまだ実施されていない。したがって、通知を受け取った人がどう感じたかに

ついて、既存の利用可能なデータはなく、そうした実証研究は難しい。また、

自らデータを作る方法として、アンケート調査がある。しかし、自宅で答える

アンケートの場合、回答者が、マスコミなど年金に関する他の情報源からの影

響を受けることが避けられない。これに対して実験であれば、回答する際に、

他からの情報を遮断することができる。  

 実験の対象としては、国民年金の１号被保険者を選んだ。その第１の理由は、

国民年金の１号被保険者の間で、制度への理解不足や信頼感の低下が、保険料

納付率の低下や未加入者の増加となって顕在化していることにある。  

社会保険庁によると、国民年金の納付率（納付対象月数に対する納付月数の

割合）の推移を見ると、1990年代後半から年々低下しており、2002年度は62.8％、

2003年度も63.4％となっており、36.6％が納付されていない状況にある。また、

「国民年金被保険者実態調査（平成14年版）」によると、過去２年間全く保険料

を納めていない未納者は、2001年度末で327万人を数え、これに第１号被保険者

の未加入者63万人を合わせると、390万人が未納未加入となっている。事業所ご

とに強制加入となっている厚生年金よりも、納付意思が納付行動に直接、反映

される。そのため、通知による理解や信頼向上の効果を検証する必要性が高い。  

第２に技術的にも、保険料・給付とも定額であるため、年齢が分かれば、報

酬履歴などの情報がなくとも、40年加入の際の保険料と給付額を計算すること

ができる。そのため、給付見込額の予測を盛り込んだ通知を試作することが容

易である。一方、国民年金の２号被保険者は、所得比例の厚生年金にも加入し

ているため、生まれ年だけでなく、本人の標準報酬履歴の情報がないと、給付

額を予測することができない。  

第３に給付の財源に国庫負担が含まれていることもあり、国民年金では保険

料に対する、平均余命まで生きた場合の老齢給付の内部収益率は常に正である。

しかし、第５章で述べているように、国庫負担が含まれていることは十分に周

知されておらず、払った保険料が戻ってこない、と誤解している被保険者も多

い。  

また、「国民年金被保険者実態調査（平成14年版）」では、未納者に対する未

納に対する意識を調査しており、その中で「制度の意義や有利な点ができれば

納付するつもりである」という答えが13.4％ある。保険料に比べて、「給付が有

利である」関係を示すことで、加入・納付の意思が高まる可能性が高い。  
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通知自体は、その時点での加入者に送られるので、未納・未加入対策になら

ないという考えもありうる。しかし、加入者の中にも保険料を常に納付してい

る人だけでなく、未納者も少なくない
6
。また、仮に加入者や納付者だけが通知

を受け取ったとしても、その理解が進めば、未納者や未加入者に口コミで情報

が伝わることが考えられる。加入者への通知であっても、未納・未加入者の制

度理解を進め、加入・納付の意思を高める効果が期待できる。  

以下、本稿では、上述した４つの論点を検証するために、国民年金の１号被

保険者に対して実施した実験の結果をまとめる。構成としては、まず、２．で

先行研究について触れ、３．で、実験の手法を説明し、４．で分析の結果を述

べ、５．で、通知のあり方に関する示唆をまとめることにしたい。  

 

2. 先行研究 

(1) 通知について 

第６章で述べるように、スウェーデンでは、通知だけでなく、政府の広報キ

ャンペーンにより国民の意思がどう変わったかを、アンケートによりサーベイ

している。その中には年齢や職業、性別などの属性による分析もある。しかし、

第１の論点である、予測給付額だけを知らせれば十分であるのか、保険料まで

含め、両者の比較ができるようにするべきかどうか、について、直接、検証し

た研究は、わが国では見あたらない。海外でも、第６章で述べる、スウェーデ

ンでの通知の効果に関するサーベイがあるだけである。  

第２の論点である、ポイント制の内容については高山（2004）が、①国民の

関心は自分の保険料と給付額であり、ポイントではない、②技術的に難しい、

③賃金の分布が正規分布ではないために、多くの人は1.0よりも低いポイントに

なる、④システム費用がかかる、ことを考えると、導入を急ぐ必要はない、と

述べている。ただ、これは厚生年金を念頭に置いたものであり、ポイント制の

通知として、年間の予測給付額と保険料だけでよいか、累積保険料と給付総額

を知らせるべきかどうか、まで直接論じた研究はない。  

第４の論点であるマクロ経済スライドの下でのリスクの通知についての研究

も、まだあまりみられない。  

直接、リスクに関する研究ではないものの、宮島（2001）では、制度の持続

可能性にとっては、水準の高低よりも、ある給付水準で確実にそれが支払われ

                                              
6
 平成 17年２月から、社会保険庁は「国民年金保険料納付額のお知らせ」を、前年に１ヶ

月以上納付実績のあった被保険者に送ることになった。ただ、20歳以降の納付実績を知

らせる場合には、免除者や未納者を含めた、全被保険者に送付するべきであろう。  
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る約束が履行されるという「確実性」が重要であるとしている。この論理から

は、給付額が下方にぶれるリスクを知らせることは持続可能性を損なう恐れが

あるけれども、そのリスクを前提にした最低支給額を知らせることは持続可能

性を高めることになるといえる。  

(2) フレーミングについて 

 他方、メッセージの伝え方の違いによる行動の変化に関しては、行動経済学

あるいは行動心理学の分野でのフレーミングに関する研究の成果が注目される。

その研究の嚆矢が、Tversky&Kahneman (1981)である。死者600人の可能性があ

るアジア発の疫病対策として、  

Ａ：200人の命が救われる  

Ｂ：600人全員が救われる確率が１／３で、誰も救われない可能性が２／３、 

のどちらの治療法を選ぶかと尋ねられて、Ａという答えが78％、Ｂという答え

が22%だったという。さらに  

Ｃ：400人が死ぬ、  

Ｄ：１／３の確率で誰も死なず、２／３の確率で600人全員が死ぬ、  

の２つでは、Ｃを選んだ人が22％でＤが78％であった。  

Tverskyらはこれらの選択が、人が助かるという利得領域ではリスクを避けて

確実な結果を選び、人が死ぬという損失の領域ではリスクを好む、というプロ

スペクト理論と整合的だとした。本章末の補図表４－１にもあるように、プロ

ス ペ ク ト 理 論 で は 、 価 値 を 測 る た め の 価 値 関 数 に ２ つ の 特 徴 が あ る

（Kahneman&Tversky(1979)）。第１に利得の領域では上に凸、損失の領域では

下に凸であり、第２に損失の領域の傾きの方が利得の領域よりも傾きが急であ

る。ここでは、この内、第１の性質から利得ではリスクを避け、損失ではリス

クを好むことになる。  

 これ以降、さまざまな分野で多くのフレーミング効果が議論されてきた。と

ころが、肯定表現と否定表現の間、あるいはリスクの有るケースと無いケース

の間で、人々の意識の変化を検証した多くの実験の結果は、必ずしも一貫して

いなかった。  

 これらの研究結果を整理したのが、Levin et al（1998）である。彼らによる

と、フレーミングには３種類ある。第１がリスクのある選択のフレーミング

（ risky choice framing）である。これはリスクのある選択をする場合に、表現を

変えることで参照点を移動させる方法である。その結果、同じ意思決定が、あ

る時は利得の領域、ある時は損失の領域と両方の間を動くので、それにより意

思決定が変わる。アジアの疫病の例は、これに含まれる。  
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第２が属性のフレーミング（ attribute framing）である。これは、単に同じ結

果を肯定と否定で言い換えるものである。例えば、同じ肉について、赤み 75％

というか、脂肪分25％というかであり、前者の肯定的な方が味や舌触りの感触

が良いという結果になった。また、同じ賭について、勝つ確率を示すか、失敗

負ける確率を示すかでその賭をするかどうかが変わるのも、フレーミングであ

る。この効果も非常に良くみられる。  

 第３が結果のフレーミング（ goal framing）であり、Ａ．ある行動をすると肯

定的結果（Gain）が得られる、Ｂ．ある行動をしないと否定的結果（Loss）を

被る、という２つの表現をした場合に、その行動をさせる上では後者の方が説

得力を持つという。  

 典型的には、医学上の検査や所有効果（ endowment effect-持っている物を売

ってよいとう値段の方が、買ってよいという値段よりも高い )などに表れる。例

えば、①自己検査法（BSE）を実施すると乳ガンが早期発見できる、②自己検

査法（BSE）を実施しないと乳ガンが早期発見できない、という２つの表現で

は、否定的な後者のパンフレットを示した方が、４ヶ月後の検査の実施率が高

い (Meyerowitz and Chaiken（1987） )。  

このフレーミング効果は、プロスペクト理論における、loss aversion（利得の

価値上昇よりも損失の価値下落の方が急であること）により説明される。しか

し、結果のフレーミング（ goal framing）は、他の２つのフレーミングよりも、

その存在は確かではない、とされる。  

 

3. 実験方法 

(1) 概要 

 以上を踏まえ、上記の４つの論点の分析のために、以下の実験を実施した。  

 まず、のべ８日間、学生を含む、４つのグループの国民年金の１号被保険者

計219名を被験者として集めた（スケジュールは図表４－１）。  
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図表４－１ 日程・摘 要 別被験 者数 

日　程 被験者の摘要 人数
2004/12/20 横浜国立大学学生 55
2004/12/21 Web-Anによる公募 24
2004/12/22 同上 32
2005/1/21 サーベイリサーチセンター（未納未加入者 27
2005/1/22 同上 28
2005/1/28 サーベイリサーチセンター（自営業者） 22
2005/1/29 同上 26
2005/2/1 同上 5

総計 219  

 

 

 第１が横浜国立大学の20歳以上の学生55名であり、2004年12月20日に同大学

の教室（１室）に全員を集めて、実験を実施した。第２が株式会社学生援護会

のアルバイト募集サイトWeb-anを通じて募集した、パートやアルバイトなど非

正規労働者を中心とした１号被保険者56名である。2004年12月21日、22日の両

日にわたり、５名～10名程度の少人数に分けて、グループごとにニッセイ基礎

研究所の会議室で実験を実施した。第３が株式会社サーベイリサーチセンター

のリクルートにより集めた、未納未加入者55名である。2005年１月21日、22日

に個別面接により実験を実施した。第４が株式会社サーベイリサーチセンター

のリクルートにより集めた、自営業者53名であり、１月28日、１月 29日、２月

１日に５名～15名程度の少人数に分け、ニッセイ基礎研究所の会議室で実験を

実施した（属性別の被験者の内訳については、図表４－２を参照されたい）。  

 

図表４－２ 被験者の性・年齢分 布 

年齢 人数  % 人数  % 人数  %
20～ 22 10.0 48 21.9 70 32.0
25～ 24 11.0 15 6.8 39 17.8
30～ 15 6.8 20 9.1 35 16.0
35～ 8 3.7 16 7.3 24 11.0
40～ 4 1.8 21 9.6 25 11.4
45～ 7 3.2 6 2.7 13 5.9
50～ 1 0.5 8 3.7 9 4.1
55～60 0 0.0 4 1.8 4 1.8
合計 81 37.0 138 63.0 219 100.0

男性 女性 合計

 

 

 開始前の注意と説明を含め、実験（後述する「その１」と「その２」への回

答）終了までの所要時間は、いずれも20分程度であった。なお、実験参加の報

酬は、後のアンケート分と合わせて、学生およびWeb-anによる募集が5,000円、

サーベイリサーチセンターのリクルートによるグループでは、未納未加入者で
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ある１号被保険者を確実にリクルートするため、10,000円を支払った。  

 被験者に実施した実験の質問は、３部の調査用紙から構成され、主に「その

１」と「その２」が通知の効果に関する実験、「その３」が第３章の未納未加入

者の属性を調べるためのアンケートになっている。「その１」、「その２」、「その

３」はその都度回収し、新しい質問と回答用紙を配布した。  

 「その１」は、３つの質問からなる。問１は、降水確率が何％以上なら、傘

を持って出かけるか、という質問で、被験者のリスク許容度を調査している。

問２は、四季のうち、どの季節が好きですかという質問で、被験者をリラック

スさせる効果を狙っている。問３が通知の効果を見る上で、もっとも大事な質

問で、「あなたは、もしも国民年金への加入が任意であったら、保険料を支払い

ますか。あなたの考えに最も近いものを、次の中から１つ選んで、数字に○を

つけてください」と尋ね、「１．絶対に支払う、２．たぶん支払う、３．どちら

かといえば支払う、４．どちらかといえば支払わない、５．たぶん支払わない、

６．絶対に支払わない」の６選択肢から１つを回答させる。  

 その段階で「その１」を回収し、次に調査用紙「その２」を配布する。「その

２」は冒頭に保険料支払額と給付の見込みに関する通知を掲載している。後述

の通りこの通知に６通りの表現方法（文言）を用いた。  

 被験者には、「その２」を配布した後に通知を１分程度読んで理解して貰う。

その上で、問４「あらためて、おたずねします。あなたは、もしも国民年金へ

の加入が任意であったら、保険料を支払いますか。あなたの考えに最も近いも

のを、次の中から１つ選んで、数字に○をつけてください。（前にお尋ねしたと

きと考えが変わっていなければ、同じ数字に○をつけてください）。」という質

問に回答してもらった。  

 問３→通知→問４、という過程で、問４（通知後）の回答が問３（通知前）

とどの程度異なるか、問３よりも制度に加入して、保険料を納付する意思が高

まっているかどうか、により通知に納付の意思を高める効果があるかどうか、

を検証した。  

 通知が被保険者の国民年金制度への理解や信頼、ひいては制度加入や保険料

納付の意思に与える影響を調べる上では、未納未加入者を集めて通知をした後、

６ヶ月程度たったところで、制度加入と保険料納付が実際にあったかどうかを

調べるのがもっとも確実であろう。  

 しかし、未納未加入者だけをある程度の人数集めるためには、時間や費用が

かかる
7
。また、現在、未納未加入の状態ではなくても、強制加入でないと保険

                                              
7
  自ら未納未加入者であることを認めることには抵抗がある人が多い。  
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料を払わない、という人もいる。その場合、強制だという認識が崩れると未納・

未加入の状況に陥りかねない。通知をすることにより、年金制度への信頼が深

まれば、現実の未納未加入者だけでなく、こうした潜在的な未納未加入者の加

入・納付の意思も改善し、長い目で見れば未納未加入者の割合を低下させるは

ずである。そこで、広く１号被保険者を集め、「任意であれば保険料を支払うか」

という質問に対する回答が変化するかどうかで、通知による意識の変化を検証

した。  

(2) 通知の内容と各論点に対応した仮説 

次に６つのタイプの通知の内容と、その通知の意図について説明する。下

表のように、通知（実際の実験では「お知らせ」とした）には６つのタイプ

がある。  

 

通知タイプ 通知（お知らせ）の文言  

タイプ１   今回の調査で、あなたに、これから回答していただく質問は、

問１から問45まであります。  

 最後まできちんと回答していただいた場合に、あなたが受け取

ることのできる今日の謝礼の金額は、性別や年齢に関係なく、

5,000円（交通費含む）になります。  

タイプ２   あなたが納める国民年金の保険料の額は、４０年間の合計で、X

万円になります。  

 保険料を少なくとも２５年間納めると、年金を受け取れます。

４０年間保険料を納めた場合に、あなたが受け取れる国民年金の

額は、６５歳から平均寿命までの合計で、Y万円になると予測され

ます。  

（いずれの金額も、いまの物価でみた額です）。  

タイプ３   あなたが受け取れる国民年金の額は、６５歳から平均寿命まで

の合計で、Y万円になると予測されます。  

 ただし４０年間保険料を納めないと年金額が減り、少なくとも

２５年間納めないと年金を受け取れません。４０年間に納める保

険料の合計は、X万円になります。  

（いずれの金額も、いまの物価でみた額です）。  
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タイプ４   あなたが今後納める国民年金の保険料の額は、１年間の合計で、

16万円になります。  

 保険料を１年間納めると、年金ポイントを１ポイント獲得しま

す。４０年間納めて４０ポイント獲得した場合には、年間Y’万円

の年金を受け取れると予測されます。  

（いずれの金額も、いまの物価でみた額です）。  

タイプ５   あなたがおさめる国民年金の保険料の額は、４０年間の合計で、

X万円になります。  

 ４０年間きちんと保険料を納めた場合に、あなたが受け取るこ

とのできる国民年金の額は、６５歳から平均寿命までの合計で、Y

万円になると予測されます。  

 ただし、受け取れる年金額は、これからの経済や少子高齢化の

状況によって変わります。経済の悪化や少子高齢化が予想以上に

進めば、非常に低い確率ですが、Z万円になると予測されます。  

（いずれの金額も、いまの物価でみた額です）。  

タイプ６   あなたがおさめる国民年金の保険料の額は、４０年間の合計で、

X万円になります。  

 ４０年間きちんと保険料を納めた場合に、あなたが受け取るこ

とのできる国民年金の、６５歳から平均寿命までの合計額は、非

常に高い確率で、Z万円を上回ると予測されます。  

 ただし、受け取れる年金額は、これからの経済や少子高齢化の

状況によって変わります。経済や少子高齢化の状況が予想どおり

ならば、Y万円になると予測されます。  

（いずれの金額も、いまの物価でみた額です）。  

（Ｘ、Ｙ，Ｚは生年と性別により変わる数値である）。  

 

タイプ１の通知では、実験における質問の数、謝礼の金額を述べている。

この通知は、ある場所に呼ばれた被験者が、何かの通知をはさんだ前後に、

納付の意思を尋ねられるだけで、納付の意思を変えてしまうことがあるかど

うかを検証するための実験である。投薬実験でいえば、プラシボ（偽薬）に

あたる。  

この他の通知では、保険料と予測給付額を知らせている。これらの通知で

納付の意思が改善するとすれば、論点１に対応した、次のような仮説が立て

られる。  

＜仮説１＞給付と保険料両方の額を示したタイプ２～６の通知をした方
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が、納付の意思が高まる
8
。  

 

次に、タイプ４はポイント制を仮想した通知である。①年額16万円の保険

料を１年間納めると１ポイントを獲得し、40年納めて40ポイントを獲得する

と、年間87万円の年金を受け取ることができる、という内容である。保険料

と給付の総額を示しているタイプ２やタイプ３と異なり、年額だけを示して

いる。  

このような通知では、タイプ２などと異なり、保険料と給付の総額を比べ

られないため、加入・納付の意思は高まらないとも考えられる。そこで、論

点２に対応した以下の仮説が成り立つ。  

＜仮説２＞ポイント制の場合、年額の保険料と予測給付額を示すタイプ４

よりも、保険料や予測給付額の総額を示したタイプ２の方が、納付の意思を

高める。  

 

タイプ２、３は両者とも、①40年間で収める保険料合計額、②40年間納め

た場合に、受け取ることのできる給付の合計額、の通知である。タイプ２と

タイプ３の違いは、タイプ２は、保険料を納めれば受け取ることのできる予

測年金額を示しているのに対して、タイプ３はまず予測年金額を示して、保

険料を納めないと年金額が減り、25年間納めないと年金を受け取れない、と

いう表現になっている。つまり、まずもらえる額（利得）を示して、その後、

保険料を納めないと失う額を示している。  

タイプ２は保険料を払った場合の利得を通知している肯定的なフレーミ

ングであるのに対して、タイプ３では、もらえる額を示して参照点を引き上

げた後に、保険料を払わなかった場合に同額の損失が生じるという否定的な

フレーミングである。  

上述したように、プロスペクト理論の価値関数では、利得よりも損失の領

域の方が価値関数の傾きが急だと考える。そのため、被験者は、同じ額であ

れば「利得を失う」よりも「損失を被る」ことを避けようとする。そうであ

れば、以下の仮説３－１が成立するはずである（論点３に対応）。  

＜仮説３－１＞保険料支払により得られる給付の通知（タイプ２）よりも、

保険料不払いにより失う給付に関する通知（タイプ３）の方が、納付の意思

を高める。  

 

                                              
8
  各人への給付額の予測に必要な、その加入履歴が手に入らないため、ここでは、40年加

入を前提に給付額と保険料を計算している。  
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同様にタイプ５とタイプ６の比較についていえば、タイプ５では、標準ケ

ースでの利得（給付）を示し、最悪の場合（非常に低い確率のケース）には、

そこから損失が生じるとしている。これに対して、タイプ６では、最悪の場

合（非常に低い確率のケース）の予測給付額を示し、その後で、標準的な予

測給付額まで上昇しうる（利得が生じる）と説明している。価値関数は、①

利得の領域では上に凸で、損失の領域では下に凸、②利得の勾配よりも、損

失の勾配の方が急である、という特徴をもつ。さらに、価値関数による価値

をウェイト付けして、最終的な効用を決定する際に、低い確率の事象につい

ては、確率を上回るウェイトが付される（低い確率の過大評価）。  

プロスペクト理論によるこれらの性質を考慮すると、タイプ６の通知の方

が、タイプ５の通知によるよりも、加入者にとって高い効用をもたらすので、

加入・納付意思を改善するはずである（詳細は補論を参照）。  

＜仮説３－２＞  

リスクシナリオ（最悪の場合）の予測給付額をまず示す通知の方が、まず

標準的なケースでの予測給付額を示す通知よりも、納付の意思を上昇させる。 

 

タイプ５では、標準的なシナリオによる予測給付額の他に、リスクシナリ

オにより給付が低下した場合の予測給付額を示している。このように受給額

が減るリスクを示すと、リスクがあることを知らない場合に比べて、制度加

入や保険料納付の意思は低下すると考えられる。そこで、論点４に対応した

以下の仮説がたてられる。  

＜仮説４＞リスクシナリオ（最悪の場合）の予測給付額を示したタイプ５

の通知の方が、標準的なケースだけでの予測給付額を示すタイプ２の通知よ

りも、納付の意思が低下する。  

 

(3) 保険料と給付 額の計算  

それぞれのタイプの通知（お知らせ）には、各被験者の性・生年別の保険

料と予測給付額を記載した。  

保険料（タイプ2、3、5、6のＸ）は、2004年までの保険料と2005年以降の

保険料の合計（2004年価格）である。2004年までの保険料は、過去の毎年の

保険料に、2004年までの物価上昇率を乗じて計算した。2005年以降の保険料

は、2004年年金改革の通り、①2005年４月から毎年月額280円ずつ増額し、

2017年４月以降16,900円で据え置かれる、②その上に毎年、名目賃金上昇率

で引き上げられる、という前提をおき、それを物価上昇率で割り引いて計算
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した。名目賃金上昇率、物価上昇率は厚生労働省の財政予測の通り、それぞ

れ年率2.1％、1.0％とした。  

一方、年金給付（タイプ2、3、5、6のＹ，Ｚ）については、2004年の年金

改革による、マクロ経済スライド方式による給付額の算出方法に基づいて計

算した。その場合、国民年金の給付額は、厚生年金と同じ率でスライドする

ため、各年の厚生年金給付額の実質スライド率の分布を予測した。  

年金給付額の実質スライド率の分布を計算する際には、厚生年金財政につ

いてのモンテカルロシミュレーションの手法を用いた。シミュレーションの

詳細は臼杵・北村・中嶋（2003）、北村・中嶋（2004）に譲るが、資産の運

用利回り、実質賃金上昇率、物価上昇率、出生率、死亡率、の５つを変数と

して用い、財政ルールとして、95年後に給付の１年分の資産が残るような状

況になれば、マクロ経済スライドによる給付の削減を停止し、スライド調整

率をゼロとする
9
。  

ここで、通常は  

スライド調整率＝公的年金全体の被保険者数の減少率＋ 0.3％（平均的な

寿命の伸び率）、である。  

さらに、給付の実質スライド率は、支給開始前の新規裁定年金の場合は  

実質スライド率＝（手取り賃金上昇率－スライド調整率）－物価上昇率で

あり、支給開始後の既裁定年金では、  

実質スライド率＝（物価上昇率－スライド調整率）－物価上昇率  

＝－スライド調整率  

となる。  

このルールの下で、 2004年から 2100年までの厚生年金の財政について、

1000回のシミュレーションを実行し、1000通りのパスごとに手取り賃金上昇

率、物価上昇率、スライド調整率を計算した。それらを使って、新規裁定年

金、既裁定年金の、実質ベースでみたスライド率を、2100年まで1000通りの

パスごとに計算する。  

こうして計算した毎年の実質スライド率を、2004年における40年加入の国

民年金給付額 794,500円に乗じて、 1000通りの各パスについて 2100年までの

給付額を計算した。その数値を使って、被験者の性・年齢ごとに受給開始年

から終了年までの累計額（2004年価格）を1000通り計算した。全て受給開始

                                              
9
  実際には、スライド調整率は３年移動平均を取る。また、物価上昇率、賃金上昇率とス

ライド調整率の大小関係により、この関係は成り立たないこともある。また、厚生年金

のモデル所得代替率が 50％を割る場合には、スライド調整を停止することになっている。

シミュレーションではそれらのルールを全て考慮に入れている。  
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は65歳、終了は男性が81歳、女性が89歳とした
10
。  

例えば、1950年生まれの男性であれば、2015年から2031年まで、17年間の

実質給付額を1000通り計算できる。その分布の平均値と99パーセンタイル値

を通知に盛り込んだ。平均値がタイプ２、３の通知の予測給付額及びタイプ

５、６での標準的な予測給付額（Ｙ）であり、99パーセンタイル値がタイプ

５、６での人口や経済が悪化した場合の予測給付額（Ｚ）である。  

 なお、ポイント制のタイプ４の通知での１年当たり給付額Ｙ’は、上記の

Ｙを受給期間（男性17年、女性25年）で除した、１年当たりの額である。  

 実際に被験者に示した、保険料（X）、標準的な給付額（Y）、１年あたり

の給付額（Ｙ’）、最悪の場合の予測給付額（Z）、を、性と生年別に示したの

が図表４－３である。この表からも分かるように、平均寿命まで生存した場

合の給付額の保険料総額に対する割合は、男性では31歳以上であれば２倍を

超え、女性では33歳以上であれば３倍を超える数字になっている。一方、一

年当たりの給付額（Ｙ’）は78万円～106万円となっている。  

 

                                              
1 0

  2002年発表の「将来推計人口」による、 2050年時点での平均寿命を用いた（整数に四

捨五入した）。  
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図表４－３ 通知に示した保険料と給付 予測 額 の性・年齢別の値 

（単位：万円）

年齢 X Y Y' Z ﾀ X Y Y' Z

保険料
平均寿命ま
での給付
（標準）

１年当たり
給付（標

準）

平均寿命ま
での給付（下

方リスク）
保険料

平均寿命ま
での給付
（標準）

１年当たり
給付（標

準）

平均寿命ま
での給付（下

方リスク）

20 973 1,843 108 1,593 973 2,710 108 2,341
21 958 1,823 107 1,572 958 2,681 107 2,308
22 944 1,804 106 1,551 944 2,652 106 2,279
23 929 1,784 105 1,537 929 2,624 105 2,260
24 915 1,765 104 1,524 915 2,596 104 2,241
25 901 1,746 103 1,512 901 2,568 103 2,225
26 887 1,727 102 1,505 887 2,540 102 2,206
27 874 1,709 101 1,486 874 2,513 101 2,178
28 860 1,690 99 1,475 860 2,486 99 2,168
29 845 1,672 98 1,464 845 2,459 98 2,155
30 831 1,654 97 1,455 831 2,433 97 2,141
31 816 1,637 96 1,439 816 2,407 96 2,116
32 801 1,619 95 1,425 801 2,381 95 2,096
33 785 1,602 94 1,410 785 2,355 94 2,072
34 770 1,584 93 1,395 770 2,330 93 2,050
35 754 1,567 92 1,381 754 2,305 92 2,028
36 738 1,551 91 1,379 738 2,280 91 2,026
37 722 1,534 90 1,368 722 2,256 90 2,014
38 706 1,517 89 1,356 706 2,231 89 1,997
39 690 1,501 88 1,337 690 2,207 88 1,970
40 674 1,485 87 1,327 674 2,184 87 1,957
41 658 1,469 86 1,321 658 2,161 86 1,945
42 641 1,454 86 1,314 641 2,138 86 1,928
43 624 1,439 85 1,301 624 2,115 85 1,913
44 606 1,424 84 1,295 606 2,094 84 1,904
45 588 1,410 83 1,287 588 2,073 83 1,888
46 570 1,396 82 1,277 570 2,052 82 1,870
47 551 1,382 81 1,268 551 2,032 81 1,860
48 532 1,369 81 1,254 532 2,012 81 1,841
49 512 1,357 80 1,247 512 1,993 80 1,828
50 494 1,344 79 1,244 494 1,973 79 1,824
51 475 1,332 78 1,241 475 1,955 78 1,819
52 456 1,321 78 1,230 456 1,937 78 1,797
53 438 1,312 77 1,230 438 1,923 77 1,797
54 421 1,304 77 1,231 421 1,910 77 1,797
55 404 1,297 76 1,228 404 1,899 76 1,793
56 387 1,292 76 1,229 387 1,889 76 1,791
57 371 1,288 76 1,228 371 1,881 76 1,788
58 355 1,285 76 1,226 355 1,874 76 1,787
59 339 1,284 76 1,228 339 1,869 76 1,786
60 324 1,284 76 1,229 324 1,867 76 1,786

男性 女性

 

 

4. 結果１（被験者全体） 

(1) 検証手 法 

以下では、仮説１～仮説５が成立したかどうか、被験者全体について検証し
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た結果を示す。検証にあたっては、問３及び問４の回答、１．絶対に支払う、

から、６．絶対に支払わない、までの回答番号を数値データとして、仮説検定

を実施した。  

その方法は、次の３つである。サンプル数が少ないため、いずれもノン・パ

ラメトリックな検定である。  

（Ａ）通知のタイプ別に、各被験者の回答に通知の前後で差（改善）がある

かどうかをみる（Wilcoxonの符号付き順位検定）  

（Ｂ）２つのタイプの通知間で、通知前から通知後にかけての納付意思の改

善幅に差があるかどうかをみる（Wilcoxonの順位和検定）  

（Ｃ）２つのタイプの通知間で、通知前から通知後にかけての納付意思の改

善度合いに差があるかどうかをみる（Wilcoxonの順位和検定）  

改善幅と改善度合は、以下のように計算した。例えば、通知前の回答が「５．

たぶん支払わない」であったのに対して、通知後の回答が「２．たぶん支払う」

になったのなら、５から２へ３段階改善したので改善幅を３とする。一方、通

知前が５．であれば、最高で「１．絶対に支払う」まで４段階の改善がありう

るのに対して、実際の改善は３段階であるので、改善度合は75％ (＝3/4)となる。

改善幅だけでなく、改善度合をもみるのは、通知前の回答が高い水準の場合、

改善幅が限られるためである
11
。  

(2) 保険料と給付に関する通知の効果（仮 説１） 

図表４－４が、問３（通知前）、問４（通知後）の回答をマトリクスにして、

通知のタイプ別に集計した結果である。問３が行、問４が列である。右端の列

の合計の下端をみると、全タイプの合計で、「１．絶対に支払う」「２．たぶん

支払う」「３．どちらかといえば支払う」「４．どちらかといえば支払わない」

「５．たぶん支払わない」「６．絶対に支払わない」が、順に7、50、45、42、

55、20人であったのが、下端の行にあるように、通知後は11、68、48、43、34、

15人となっている。分布のシフトから見て加入・納付の意思が改善したのが窺

われる。  

 

                                              
1 1

 通知前の時点で改善余地がない「１．絶対に支払う」を回答した者は、分析の対象外と

した。また、加入・納付の意思が悪化した場合、改善度合はゼロとした。  
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図表４－４ 通知のタイプ別にみた通知 前後の納付意 思の分布 

度数 副表 % 度数 副表 % 度数 副表 % 度数 副表 % 度数 副表 % 度数 副表 % 度数 副表 %
1  ダミータイプ 1  絶対に支払う 2 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.6%

2  たぶん支払う 0 0.0% 9 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 25.0%
3  どちらかといえば支払う 0 0.0% 0 0.0% 9 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 25.0%
4  どちらかといえば支払わない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 3 8.3%
5  たぶん支払わない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 25.0% 0 0.0% 9 25.0%
6  絶対に支払わない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 11.1% 4 11.1%
合計 2 5.6% 9 25.0% 9 25.0% 3 8.3% 9 25.0% 4 11.1% 36 100.0%

2  通常タイプ 1  絶対に支払う 2 5.4% 1 2.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 8.1%
2  たぶん支払う 0 0.0% 10 27.0% 2 5.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 12 32.4%
3  どちらかといえば支払う 0 0.0% 4 10.8% 3 8.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 18.9%
4  どちらかといえば支払わない 1 2.7% 0 0.0% 2 5.4% 1 2.7% 0 0.0% 0 0.0% 4 10.8%
5  たぶん支払わない 0 0.0% 0 0.0% 1 2.7% 4 10.8% 2 5.4% 1 2.7% 8 21.6%
6  絶対に支払わない 1 2.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.7% 1 2.7% 3 8.1%
合計 4 10.8% 15 40.5% 8 21.6% 5 13.5% 3 8.1% 2 5.4% 37 100.0%

3  25年加入必要 1  絶対に支払う 2 5.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.4%
2  たぶん支払う 0 0.0% 5 13.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 13.5%
3  どちらかといえば支払う 0 0.0% 2 5.4% 5 13.5% 1 2.7% 0 0.0% 0 0.0% 8 21.6%
4  どちらかといえば支払わない 0 0.0% 1 2.7% 1 2.7% 8 21.6% 0 0.0% 0 0.0% 10 27.0%
5  たぶん支払わない 2 5.4% 1 2.7% 2 5.4% 2 5.4% 2 5.4% 0 0.0% 9 24.3%
6  絶対に支払わない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 8.1% 3 8.1%
合計 4 10.8% 9 24.3% 8 21.6% 11 29.7% 2 5.4% 3 8.1% 37 100.0%

4  ポイント制 1  絶対に支払う 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2  たぶん支払う 1 2.7% 7 18.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 21.6%
3  どちらかといえば支払う 0 0.0% 4 10.8% 2 5.4% 2 5.4% 1 2.7% 0 0.0% 9 24.3%
4  どちらかといえば支払わない 0 0.0% 1 2.7% 1 2.7% 4 10.8% 1 2.7% 0 0.0% 7 18.9%
5  たぶん支払わない 0 0.0% 2 5.4% 0 0.0% 3 8.1% 4 10.8% 1 2.7% 10 27.0%
6  絶対に支払わない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.4% 1 2.7% 3 8.1%
合計 1 2.7% 14 37.8% 3 8.1% 9 24.3% 8 21.6% 2 5.4% 37 100.0%

5  マクロスライド 1  絶対に支払う 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(標準→下限) 2  たぶん支払う 0 0.0% 8 21.6% 0 0.0% 1 2.7% 0 0.0% 0 0.0% 9 24.3%

3  どちらかといえば支払う 0 0.0% 1 2.7% 7 18.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 21.6%
4  どちらかといえば支払わない 0 0.0% 1 2.7% 2 5.4% 3 8.1% 1 2.7% 0 0.0% 7 18.9%
5  たぶん支払わない 0 0.0% 0 0.0% 3 8.1% 2 5.4% 5 13.5% 0 0.0% 10 27.0%
6  絶対に支払わない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.7% 2 5.4% 3 8.1%
合計 0 0.0% 10 27.0% 12 32.4% 6 16.2% 7 18.9% 2 5.4% 37 100.0%

6  マクロスライド 1  絶対に支払う 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(下限→標準) 2  たぶん支払う 0 0.0% 7 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 20.0%

3  どちらかといえば支払う 0 0.0% 1 2.9% 3 8.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 11.4%
4  どちらかといえば支払わない 0 0.0% 1 2.9% 3 8.6% 7 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 11 31.4%
5  たぶん支払わない 0 0.0% 2 5.7% 2 5.7% 1 2.9% 4 11.4% 0 0.0% 9 25.7%
6  絶対に支払わない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 1 2.9% 2 5.7% 4 11.4%
合計 0 0.0% 11 31.4% 8 22.9% 9 25.7% 5 14.3% 2 5.7% 35 100.0%

タイプ１～６の合計 1  絶対に支払う 6 54.5% 1 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 3.2%
2  たぶん支払う 1 9.1% 46 67.6% 2 4.2% 1 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 50 22.8%
3  どちらかといえば支払う 0 0.0% 12 17.6% 29 60.4% 3 7.0% 1 2.9% 0 0.0% 45 20.5%
4  どちらかといえば支払わない 1 9.1% 4 5.9% 9 18.8% 26 60.5% 2 5.9% 0 0.0% 42 19.2%
5  たぶん支払わない 2 18.2% 5 7.4% 8 16.7% 12 27.9% 26 76.5% 2 13.3% 55 25.1%
6  絶対に支払わない 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3% 5 14.7% 13 86.7% 20 9.1%
合計 11 100.0% 68 100.0% 48 100.0% 43 100.0% 34 100.0% 15 100.0% 219 100.0%

（注1）網かけ部分は、通知前後の回答が同じもの。

5  たぶん支
払わない

　　問4 任意加入での納付
　　　　　　意思(通知後)
問3 任意加入
での納付意思(通知前)

6  絶対に支
払わない

合計
1  絶対に支
払う

2  たぶん支
払う

3  どちらかと
いえば支払う

4  どちらかと
いえば支払わ
ない

 

 

 ただ、通知のタイプ別に見ると、「１．絶対に支払う」と「２．たぶん支払う」

の合計が、タイプ１から６でそれぞれ11、15、７、８、９、７人となっている。

タイプ２で、最初から納付意思の高い被験者が特に多くなっており、それがタ

イプ間の比較を難しくした。  

 図表４－４及び、通知前後の納付意思の平均と標準偏差を示した図表４－５

をみると、タイプ１（プラシボ）の通知では、その前後で納付意思が全く変

わっていない（平均 3.56、標準偏差 1.52）。しかし、それ以外の通知では、

いずれも納付意思が改善している。  

 

94



 

図表４－５ 通知のタイプ別の納付意思の変 化  

N(標本数） 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

タイプ 36 3.56 1.52 3.56 1.52 0.00 0.00 
タイプ 37 3.30 1.53 2.84 1.34 0.46 1.12 

タイプ 37 3.76 1.34 3.19 1.39 0.57 1.14 
タイプ 37 3.76 1.30 3.41 1.40 0.35 1.01 

タイプ 37 3.73 1.33 3.43 1.24 0.30 0.81 
タイプ 35 3.97 1.29 3.40 1.24 0.57 0.92 

219 3.68 1.39 3.30 1.36 0.37 0.93 

 
問3  任意加入での
納付意思(通知前)

問4  任意加入での
納付意思(通知後)

問3－問4 通知によ
る任意加入での納
付意思の変化
（改善が＋/悪化が－）

5  （マクロスライド標準→下限)

6  （マクロスライド下限→標準)
全体

1  （プラシボ）
2  （通常）

3  （25年加入しないと受け取れず）
4 （ ポイント制）

 

 

 また、通知の前後で納付意思を比較すると、通知２～６のいずれも５％水

準で有意に改善している（図表４－６）。さらに納付意思の改善幅・改善度

合ともに、通知１との間では、５％水準で有意な差がある。保険料と給付に

関する通知をすることで、納付意思が改善されるという仮説１は成り立って

いる。  

 

図表４－６ 通知のタイプ別に通知 前後の納付 意思に差があるかの検 定 

Ｎ
（標本数）

有意確率

タイプ 36 100.00%
タイプ 37 1.24%
タイプ 37 0.47%
タイプ 37 4.68%
タイプ 37 4.33%
タイプ 35 0.18%

219 0.00%
(Wilcoxon の符号付き順位検定)

6  （マクロスライド下限→標準)
全体

2  （通常）
3  （25年加入しないと受け取れず）
4 （ ポイント制）
5  （マクロスライド標準→下限)

1  （プラシボ）

 

 

(3) 保 険 料 や予 測 給 付 額 の合 計 の通 知 （タイプ２）とポイント制 により年 額 の保 険

料と予測 給付 額を示す通知（タイプ４）の比較 

次に、保険料や予測給付額の合計を示すタイプ２の通知と、ポイント制に

より年額の保険料と予測給付額を示すタイプ４の通知を比較した。  

仮説２では、タイプ４の通知では、１年当たりの金額しか示していないた

め、総額を示した通知２の方が、改善効果が大きいと予測した。しかし、図

表４－５のように、納付意思の改善効果をみると、両者の間にほとんど差が

なかった。また、検定の結果、通知後の納付意思の水準、納付意思の改善幅、

改善度合とも、10％水準でも有意な差はなかった（図表４－７参照）。仮説

２の成立は認められない。  
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図表４－７ ２つのタイプの通知の間で納 付意 思の改善に 

差があるかどうかの検 定結果 

改善幅　 N(標本数）有意確率
（仮説１） タイプ１ vs タイプ２ 73 0.80%

タイプ１ vs タイプ３ 73 0.20%
タイプ１ vs タイプ４ 73 2.00%
タイプ１ vs タイプ５ 73 1.40%
タイプ１ vs タイプ６ 71 0.00%

（仮説２） タイプ２ vs タイプ４ 74 86.50%
（仮説3-1） タイプ２ vs タイプ３ 74 91.70%
（仮説3-2） タイプ５ vs タイプ６ 72 28.10%
（仮説４） タイプ２ vs タイプ５ 74 65.90%

改善度合 N(標本数）有意確率
（仮説１） タイプ１ vs タイプ２ 68 0.00%

タイプ１ vs タイプ３ 69 0.00%
タイプ１ vs タイプ４ 71 0.00%
タイプ１ vs タイプ５ 71 0.10%
タイプ１ vs タイプ６ 69 0.00%

（仮説２） タイプ２ vs タイプ４ 71 83.40%
（仮説3-1） タイプ２ vs タイプ３ 69 62.50%
（仮説3-2） タイプ５ vs タイプ６ 72 43.10%
（仮説４） タイプ２ vs タイプ５ 71 21.50%  

 

(4) 得られる給付の通知（タイプ２）と失う給付の通 知（タイプ３）の比較 

 さらにタイプ２の通知（保険料を納めると受け取れる給付額を知らせる）、

タイプ３の通知（予測年金額を示して、保険料を納めないと年金額が減り、

25年間納めないと年金を受け取れない、ことを知らせる）、を比較した。仮

説３－１では、フレーミング効果により通知３の方が、改善効果が大きいと

した。  

 しかし、結果を見ると、加入・納付意思の改善幅、改善度合ともに、10％

水準でも有意な差はなく、仮説３－１は成り立っていない。  

(5) 標 準ケースでの利 得 （給 付 ）を示してから、最 悪の場 合 の給 付を示す通 知 （タイ

プ５）と、先に最 悪 の場 合 の予 測 給 付 額 を示 し、その後 、標 準 的 な予 測 給 付 額 まで

上昇しうることを示す通 知（タイプ６）の比較 

プロスペクト理論によれば、タイプ６の方が、タイプ５の通知よりも加

入・納付の意思を高めると考えられるため、仮説４ではそのように予測した。

しかし、図表４－７の通り、この２つのタイプの通知が与える効果の間に有

意な差はなく、仮説３－２の成立は認められなかった。  
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(6) 保 険 料 や予 測 給 付 額 の合 計 の通 知 （タイプ２）とリスクを示 す通 知 （タイプ５）の

比較 

保険料や予測給付額の合計を示すタイプ２の通知と、マクロ経済スライド

の下で、給付額が減る下方リスクを示したタイプ５の通知を比較した。  

仮説４では、リスクを示さないタイプ２の通知の方が、下方リスクを示す

タイプ５の通知よりも改善度合いが大きいと予測した。  

しかし、図表４－７のようにこの２つのタイプの通知の効果の間にも有意

な差はなく、仮説４の成立は認められなかった。  

(7) 評価 

このように国民年金の保険料と給付に関して何らかの通知をすることが、

被保険者の保険料納付意思を高めることが確認できた（仮説１）。  

しかし、タイプ４のポイント制を使った通知は、納付意思を高める効果に

おいて、タイプ２の通常の通知に比べてそれほど劣ってはいなかった。また、

タイプ２の通知とタイプ３の通知の間にも、タイプ５の通知とタイプ６の通

知の間にも、プロスペクト理論によるフレーミング効果は検証されなかった。 

仮説２～４が成立しなかった理由を考えると、１つには保険料と給付額の

バランスをみると、タイプ２～タイプ６のどれでも、給付額が保険料を大き

く上回っている
12
。そのことによる納付意思の改善効果が大きいため、フレ

ーミングなどその他の通知の違いによる差が有意に検出されなかったこと

が考えられる。  

例えば、タイプ２、３の違い（仮説３－１）は、２．で述べた３分類では、

結果のフレーミング（Goal Framing）にあたる。Levin et al（1998）によると、

否定的 frameをあまり深刻に受け取らないですむ状況（ low involvement or low 

cognitive effort）では、このフレーミング効果が成り立たない傾向があるという。

保険料に比べて給付額が大きいという事実に強い印象を受けると、そうした傾

向が生じるのかもしれない。  

 

5. 被験者の属性別にみた検証 

さらに通知のタイプによる効果の違いに関する上記の仮説を、被験者の属

性ごとに検証する。同時に実施したアンケートから、職業と過去２年の保険

料納付状況によって分けた、属性ごとに通知の効果を検証した。  

職業は、①商業・自由業からなる自営業者（56人）、②パート・契約社員・

                                              
1 2

 タイプ５、６の通知の最低の給付額でも、常に保険料を上回っている。  
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派遣社員からなる非正規労働者（75人）、③学生（56人）、の３分類について

みた（第３章アンケートの問32参照）。無職あるいはそれ以外はサンプルか

ら除いた。  

 一方、過去２年（24ヶ月）の保険料納付状況では、①24ヶ月全て納めた（83

人）、②だいたい納めた・半分くらい納めた・あまり納めなかった、からな

る部分納付（59人）、③未納未加入（67人）、の３つに分類した。  

(1) 職業別の検 証 

 職業別にみた通知前後の変化が有意かどうかの検定結果が図表４－８、さら

に５つの仮説について検定した結果が図表４－９である。  

 

図表４－８ 職業別にみた、通知のタイプ別に通知前 後の納付意 思 に 

差があるかの検定 

職業
Ｎ（標本数 有意確率 Ｎ（標本数）有意確率 Ｎ（標本数）有意確率

タイプ 8 100.00% 14 100.00% 9 100.00%

タイプ 10 100.00% 13 1.14% 10 70.55%

タイプ 10 31.73% 15 4.12% 8 4.12%

タイプ 6 8.33% 12 47.95% 11 4.12%

タイプ 11 17.97% 10 3.84% 10 100.00%

タイプ 11 31.73% 11 5.88% 8 1.67%

56 8.33% 75 0.03% 56 0.07%
 (Wilcoxon の符号付き順位検定)

非正規労働者 学生

5  （マクロスライド標準→下限)

6  （マクロスライド下限→標準)

全体

1  （プラシボ）

2  （通常）

3  （25年加入しないと受け取れず）

4 （ ポイント制）

通知のタイプ
自営業
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図表４－９ 職業別にみた、２つの通知のタイプ間で、通知による 

納付意 思の改善に差 があるかの検定結果 

＜意識の改善幅＞ 職業
N(標本数）有意確率 N(標本数）有意確率 N(標本数）有意確率

（仮説１） タイプ１ vs タイプ２ 18 100.0% 27 0.6% 19 100.0%
タイプ１ vs タイプ３ 18 76.2% 29 13.4% 17 2.7%
タイプ１ vs タイプ４ 14 14.2% 26 74.2% 20 17.5%
タイプ１ vs タイプ５ 19 54.5% 24 4.2% 19 72.0%
タイプ１ vs タイプ６ 19 77.8% 25 13.4% 17 0.1%

（仮説２） タイプ２ vs タイプ４ 16 14.7% 25 1.9% 21 28.2%
（仮説3-1） タイプ２ vs タイプ３ 20 73.9% 28 46.7% 18 5.5%
（仮説3-2） タイプ５ vs タイプ６ 22 69.9% 21 46.8% 18 0.2%
（仮説４） タイプ２ vs タイプ５ 21 51.2% 23 83.2% 20 91.2%

＜意識の改善度合＞ 職業
N(標本数）有意確率 N(標本数）有意確率 N(標本数）有意確率

（仮説１） タイプ１ vs タイプ２ 17 74.3% 25 0.1% 17 48.1%
タイプ１ vs タイプ３ 17 100.0% 28 14.2% 16 3.8%
タイプ１ vs タイプ４ 14 14.2% 25 50.3% 19 5.1%
タイプ１ vs タイプ５ 19 54.5% 23 4.2% 18 51.5%
タイプ１ vs タイプ６ 19 77.8% 24 13.4% 16 0.2%

（仮説２） タイプ２ vs タイプ４ 15 27.2% 24 0.8% 20 17.5%
（仮説3-1） タイプ２ vs タイプ３ 18 73.0% 27 21.7% 17 11.4%
（仮説3-2） タイプ５ vs タイプ６ 22 69.9% 21 38.7% 18 0.2%
（仮説４） タイプ２ vs タイプ５ 20 82.4% 22 92.3% 19 84.2%

(Wilcoxon の符号付き順位検定)

自営業 非正規労働者 学生

自営業 非正規労働者 学生

 

 

 結果を述べると、自営業では、通知前よりも通知後の加入・納付意思が５％

水準で有意に変化しているタイプの通知は１つもなかった。また、２つのタイ

プの通知の比較でも、有意な差はみられなかった。仮説１も含めてどの仮説も

成立していなかった。  

非正規労働者では、タイプ２、３、５の通知で加入・納付意思が有意に改善

した。また、タイプ１の通知に対し、タイプ２とタイプ５が改善幅・改善度合

とも、有意に高かった（仮説１）。しかし、タイプ３、４、６の改善幅・改善度

合は、タイプ１よりも有意に高いとはいえなかった。  

また、タイプ４よりもタイプ２の通知の改善幅、改善度合が有意に高く、仮

説２の成立が認められた。非正規労働者について、仮説３－１、３－２、仮説

４は、成立していなかった。  

学生については、タイプ３、４、６の通知をした後の加入・納付意思が通知

前よりも有意に改善しており、仮説１はタイプ３、４、６の間にだけ成立が認

められた。  

また、タイプ５とタイプ６の比較で、納付意思の改善幅、改善度合ともタイ

プ６の方が有意に大きかった（仮説3-2の成立）。その他の仮説２、３－１、４

の成立は認められなかった。  
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(2) 納付状 況別の検証 

 納付状況別にみると、過去２年間の完納者に対しては、タイプ３，５，６が

加入・納付意思の改善に有効であった（図表４－ 10）。しかし、仮説２～５に合

わせて、２つのタイプの通知について、通知の前後での納付意思の改善幅、改

善度合を比較すると、どの２タイプの組み合わせでも有意な差がなかった（図

表４－11）。仮説１は一部成立するが、仮説２～仮説４は成立していない。  

 

図表４－10 納付状 況 別にみた、通知のタイプ別に通知前後の納 付 意思に 

差があるかの検定 

納付状況

Ｎ（標本数） 有意確率 Ｎ（標本数） 有意確率 Ｎ（標本数） 有意確率

タイプ 15 100.00% 8 100.00% 11 100.00%

タイプ 11 17.97% 8 70.55% 15 1.26%

タイプ 13 4.12% 12 41.42% 10 6.33%

タイプ 14 5.78% 9 58.87% 13 47.95%

タイプ 19 3.84% 7 65.47% 10 40.76%

タイプ 11 3.94% 15 6.33% 8 17.97%

83 0.00% 59 5.05% 67 0.09%

 (Wilcoxon の符号付き順位検定)

4 （ ポイント制）

5  （マクロスライド標準→下限)

6  （マクロスライド下限→標準)

全体

通知のタイプ

1  （プラシボ）

2  （通常）

3  （25年加入しないと受け取れず）

完納者 部分納付者 未納未加入者

 

 

図表４－11 納付状 況 別にみた、２つのタイプ間で、通知による 

納付意 思の改善に差 があるかの検定結果 

＜意識の改善幅＞ 納付状況
N(標本数）有意確率 N(標本数）有意確率 N(標本数）有意確率

（仮説１） タイプ１ vs タイプ２ 26 44.3% 16 100.0% 26 2.0%
タイプ１ vs タイプ３ 28 8.8% 20 79.2% 21 13.2%
タイプ１ vs タイプ４ 29 10.2% 17 48.1% 24 77.6%
タイプ１ vs タイプ５ 34 20.2% 15 100.0% 21 25.1%
タイプ１ vs タイプ６ 26 5.4% 23 32.5% 19 39.5%

（仮説２） タイプ２ vs タイプ４ 25 53.6% 17 74.3% 28 13.0%
（仮説3-1） タイプ２ vs タイプ３ 24 45.9% 20 85.1% 25 80.7%
（仮説3-2） タイプ５ vs タイプ６ 30 37.2% 22 44.7% 18 96.5%
（仮説４） タイプ２ vs タイプ５ 30 76.7% 15 100.0% 25 49.5%

＜意識の改善度合＞ 納付状況
N(標本数）有意確率 N(標本数）有意確率 N(標本数）有意確率

（仮説１） タイプ１ vs タイプ２ 24 45.9% 14 34.5% 25 0.5%
タイプ１ vs タイプ３ 25 7.7% 19 54.5% 21 13.2%
タイプ１ vs タイプ４ 27 6.1% 17 13.9% 24 36.1%
タイプ１ vs タイプ５ 32 22.3% 15 69.4% 21 13.2%
タイプ１ vs タイプ６ 24 6.3% 23 32.5% 19 39.5%

（仮説２） タイプ２ vs タイプ４ 25 40.3% 15 95.5% 27 11.6%
（仮説3-1） タイプ２ vs タイプ３ 23 37.9% 17 59.1% 24 70.9%
（仮説3-2） タイプ５ vs タイプ６ 30 30.7% 22 73.1% 18 76.2%
（仮説４） タイプ２ vs タイプ５ 30 86.6% 13 62.8% 24 50.8%

(Wilcoxon の符号付き順位検定)

完納者 部分納付者 未納未加入者

完納者 部分納付者 未納未加入者
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 部分納付者に対しては、どのタイプの通知でも、通知の前後で納付意思が５％

水準では有意に改善したとはいえなかった（仮説１は不成立）。わずかにタイプ

６の通知が、有意確率 6.3％であった（図表４－10）。  

 また、仮説２～４の検証として、２つのタイプの通知について、通知の前後

での納付意思の改善幅、改善度合を比較すると、どの２つのタイプの比較でも

有意な差がなかった。仮説１は一部成立するが、仮説２から仮説５は成立して

いない。  

未納未加入者については、図表４－10のように、タイプ２の通知であれば、

通知後の加入・納付の意思は通知前よりも有意に改善していた（仮説１の一

部成立）。  

２つのタイプの通知間の比較では、どの組み合わせでも、加入・納付の意

思の改善に有意な差はなかった。未納未加入者に対しては、仮説２～５が成

立していなかった。  

(3) 問３への回答（通知 前 の意思）ごとにみた検証  

 改善幅や改善度合を比較する場合、通知のタイプ別に通知前の意思（問３へ

の回答）に差があることが、作業が難しい。そこで通知前の意思ごとにグルー

プに分け、通知のタイプ別に、通知後の意思（問４の回答）との間で有意に改

善がみられるかを検証した結果が図表４－12である。  

 この表によると、通知前に「絶対に支払わない」としていたグループでは、

どのタイプの通知に対しても有意な改善効果がみられなかった。注目されるの

は、「たぶん支払わない」としたグループで、タイプ３、５、６の通知で、加入・

納付意思に有意な改善効果がみられたことである（５％水準）。  

 

図表４－12 問３への回答（通知 前の納付 意 思）ごとにみた、通知タイプ別に 

通知の前後の納 付意 思に差があるかの検定  

Ｎ（標
本数）

有意確率
Ｎ（標
本数）

有意確率
Ｎ（標
本数）

有意確率
Ｎ（標
本数）

有意確率
Ｎ（標
本数）

有意確率

タイプ 9 100.0% 9 100.0% 3 100.0% 9 100.0% 4 100.0%
タイプ 12 15.7% 7 4.6% 4 10.2% 8 9.6% 3 18.0%
タイプ 5 100.0% 8 56.4% 10 18.0% 9 1.7% 3 100.0%
タイプ 8 31.7% 9 100.0% 7 41.4% 10 8.4% 3 15.7%
タイプ 9 31.7% 8 31.7% 7 25.7% 10 3.8% 3 31.7%
タイプ 7 100.0% 4 31.7% 11 5.9% 9 4.1% 4 18.0%

注１：通知前の納付意思＝１は、サンプル数が少ないため、この検定からは除外 (Wilcoxon の符号付き順位検定)

通知のタイプ
1  （プラシボ）

通知前の納付意識
2  たぶん支払う 3  どちらかとい

えば支払う
4  どちらかとい
えば支払わな

5  たぶん支払わ
ない

6  絶対に支払
わない

5  （マクロスライド標準→下限)
6  （マクロスライド下限→標準)

2  （通常）
3  （25年加入しないと受け取れず）
4 （ ポイント制）
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6. まとめ－通知のあり方への示唆 

これらの結果から、最初の４つの論点には、以下のような回答が得られたと

言える。  

第１の論点である、予測給付額と一緒に、過去に払った保険料を通知すべき

かどうかについては、肯定的な結果といえる。タイプ２、３、５、６で通知さ

れているのは、40年加入を前提とした給付総額であり、個人別の予測給付総額

ではない。また、保険料は知らせず、給付額だけを知らせる通知との比較もな

い。しかし、保険料と給付の総額を知らせることで、払った分以上の額を受給

できることが理解され、保険料を納付する意思が高まることが検証された。  

第２の論点である、ポイント制では、もしも１年当たりの給付と保険料しか

通知しないとすると、加入・納付意思を改善する効果がやや劣っているようで

ある。非正規労働者に有効であった通知は、タイプ２、３、５であった。また、

タイプ４のポイント制の通知における納付意思の改善効果
13
が、タイプ２の通

常のタイプよりも有意に低かった。  

加入意思が低い（「たぶん支払わない」）という回答者に有効であった通知は

タイプ３、５、６であり、タイプ４は含まれていない。  

特に若年の非正規労働者では未納未加入者の割合が高いとされており、今回

の調査でもその点が確認されている（図表４－13）。公的年金制度への信頼を回

復するために重要と考えられる、非正規労働者や事前の納付意思が低い対象者

への効果が弱い点で、タイプ４の通知は心許ない。  

 

図表４－13 被験者の職業と納 付状 況に関するクロス集計 

自営 非正規 学生 合計
完納 27 13 35 75

(48.2) (17.3) (62.5) (40.1)
部分納付者 13 25 10 48

(23.2) (33.3) (17.9) (25.7)
未納未加入者 15 34 8 57

(26.8) (45.3) (14.3) (30.5)
わからない 1 3 3 7

(1.8) (4.0) (5.4) (3.7)
合計 56 75 56 187

(100) (100) (100) (100)
かっこ内は100分比
χ二乗検定での有意確率は1.0％以下

納
付
状
況

職業

 

 

 

                                              
1 3
単純集計では、タイプ４の通知の改善効果はマイナスになった。  
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ポイント制においても、累積したポイント数とともに、被保険者自身や雇用

者が過去に払った保険料の累積額を通知していくべきであろう。  

第３の論点の、通知の表現や文言の違いによる効果（フレーミング）効果は

認められなかった。給付が保険料の２倍～数倍あるという事実に比べて、通知

の表現や文言を変えることによる影響が小さかったため、その効果が検出され

なかったのではないか。  

第４の論点である、マクロ経済スライドの下でのリスクについては、通知に

盛り込むことで、加入・納付の意思が後退することはなかった。  

まとめるなら、国民年金保険料の通知に際しては、払った保険料あるいは払

うべき保険料の総額と平均余命まで生きた場合の老齢年金予測受給額の総額を

知らせるべきである。ポイント制については、保険料の累積額をも一緒に知ら

せるべきである。マクロ経済スライドの下での最低受給額を知らせても、悪影

響は少ない。表現や文言（フレーミング）については、なお検討の余地がある。  
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補論 プロスペクト理論による通知タイプ５とタイプ６の効用の比較 

（補図表１を参照）  

 

タイプ５、タイプ６の通知での、標準的な場合の予測給付額をＹ、人口や

経済の状況が最悪の状況になった場合の予測給付額（99パーセンタイル値）

をＺとする。  

プロスペクト理論では、リスクがある場合の効用は、１つ１つの結果を評

価する価値関数 vに、確率によるウェイト関数πを乗じて計算される。  

タイプ５のように、まず、標準的な予測給付額を知らせると、分布全体（確

率の合計が 1.0）としての期待給付額がＹだと認識し、さらに最悪の場合に

はZまで減ると、認識される。  

その場合の効用 5U は  

5 (1.0) ( ) (p) ( )U v Y v Z Yπ π= + −   （pはZが起こる確率）。  

と表せる。  

タイプ６の通知ではまず、非常に高い確率で給付額がＺを上回るとしてい

る。非常に高い確率であるために、受け手としては、Ｚの給付を確実に受け

取ることができると考えるだろう。さらに給付額がＺに止まる場合（確率ｐ）

を除いて、給付がYまで増えると認識するはずである。したがって、その場

合の効用 6U は、  

6 (1.0) ( ) (1 ) ( )U v Z v Y Zπ π= + − −ｐ  

となる。  

ここで、 5U と 6U を比較すると、  

6 5 (1.0) ( ) (1.0) ( ) (1 p) ( ) (p) ( )

(1.0)
(1 p) (p)

( ) ( )

U U v Z v Y v Y Z v Z Y

v Z Y v Y Z

π π π π

π
π π

− = − + − − − −

− ≥

− − −

である。

ここで、 ＝１

また、ｐが非常に低い確率の時には、 １－ であり、

損失領域の価値関数のカーブは、利得領域のカーブよりも急なので

＞ 。

 

{ }6 5 ( ) ( ) 1 (p) ( ) (p) ( )
( ) ( ) ( ) 0

( ) ( ) ( )

U U v Z v Y v Y Z v Y Z
v Z v Y v Y Z

v Y Z v Y v Z

π π− ≥ − + − − + −

= − + − >

− >

したがって、

（利得の領域の価値関数が、上に凸であるため、 －

 

つまり、タイプ６の通知での効用 6U が、タイプ５の通知による効用 5U を

上回ることになる。  
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補図表１ プロスペクト理論による価値関 数とタイプ５、６の通知 

価値ν

ν（Ｙ）
ν（Ｚ）

ν（Ｙ－Ｚ）

Ｚ－Ｙ
損失 Ｙ－Ｚ Ｚ Ｙ 利得

ν（Ｚ－Ｙ）
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第５章  政府と加入者のコミュニケーションのあり方 

 

 中嶋 邦夫 

 

 今回の年金改正では、公的年金制度に対する信頼が大きな話題となった。そ

の１つは、国会議員の保険料未納や社会保険庁職員の不祥事など、制度を設計・

運営する側への不信であった。もう１つは、いわゆる世代間の不公平感やマク

ロ経済スライドの導入による将来の給付水準など、制度の内容に対する不信で

あった。本稿では、特に後者の問題に焦点をあわせ、問題を解決するためのコ

ミュニケーションのあり方について、個人への情報提供を中心に検討する。  

 

1. これまでの政府と加入者間のコミュニケーション 

 政府と公的年金加入者の間のコミュニケーションは、大きく２つに分けられ

よう。１つは政府から加入者に対する情報提供であり、これまで行われてきた

ような広報活動や、今回の改革で導入が決まった個人向けの通知である。もう

１つは、加入者から政府に対する問い合わせや相談などである。  

 前者については、これまで社会保険事務所におかれたパンフレット類や自治

体の広報誌の記事、マスコミを通じた政府広報などによって行われてきた。パ

ンフレットでは制度改正の内容や制度の正当性・必要性が述べられ、広報では、

「年金週間」（毎年11月6日から12日）を中心とした保険料納付の呼びかけが主

となっていた。  

 これに対して、年金加入者個人に対する情報提供（通知）は、これまでほと

んどなかった。僅かな例としては、厚生年金で保険料や年金額の算定基礎とな

る標準報酬の決定通知があるが、これは事業主によって作成されるものである

し、これだけをみても保険料がいくらになるか、年金額がどう計算されるのか

はわからない。しかも、2002年から始まった厚生年金基金の代行返上では、基

金側がもつ加入記録と社会保険庁がもつ加入記録の突合がうまくいかないケー

スが発生している（格付投資情報センター『年金情報』  2003年10月6日号）。  

 それ以上の情報を必要とする加入者は、自発的に社会保険事務所へ出向き、

情報を照会・請求しなければならなかった。しかも、加入者にとって最大の関

心事であるはずの将来の年金見込額は、58歳にならないと照会できなかった。

老後収入の柱である公的年金の額が58歳まではっきりしないのは、老後の準備

を考える際に重大な問題と思われる。この問題は、単なる個人の問題に止まら

ず、社会全体として合理的な貯蓄計画がゆがめられている可能性もある。  

 58歳になるまでは、加入記録の照会しかできなかった。これは、転職などに

よる加入漏れをチェックするために設けられているが、自発的に社会保険事務

107



 

所に行かなければ照会できない。また、この照会結果には、例えば厚生年金で

あれば年金額算定の基礎となる標準報酬 (月 )額の履歴が記載されているが、こ

の標準報酬 (月 )額は賃金や物価上昇率により再評価される前の金額になってい

るため、これをもとに年金額を計算するのは難しい。もし自分の年金額を知り

たければ、照会で得られたデータと法令に書かれている再評価率を表計算ソフ

トに入力し、自ら計算式を組むなどして試算しなくてはならない。  

 

図表５－１ これまでの個人向け情 報提供 

 

資料：厚生労働省「年金改革の骨格に関する方向性と論点」。見本は菊地 (2004 )に掲載されている。 

 

 年金の受給開始の際にも通知は来ない。年金の受給を開始するには、加入者

が予め自分の年金開始年齢を確認しておき、自発的に社会保険事務所に出向い

て裁定請求を行うこととなっている。これまでは、こうして裁定請求を行った

あとで裁定通知が送付され、ようやく自分の年金額を知ることが可能となって

いた。さらに、国民年金や厚生年金の給付には老齢年金以外に障害年金や遺族

年金もあるが、これらの保障内容は加入者に事前に知らされることはなかった。 

 

2. コミュニケーション不足が引き起こした問題 

 このように、政府と加入者間のコミュニケーションが悪かったために、現在、

公的年金制度への不信感が必要以上に助長され、次のような形で表面化してい

ると思われる。  

◆加入記録（被保険者記録照合回答票）  

○社会保険事務所の窓口で照会  

○加入期間・年齢を問わず照会可能  

○標準報酬月額の決定・改訂ごとに、下記のデータが提供される  

 決定・改訂日、標準報酬 (月 )額 (再評価前 )、その標準報酬 (月 )額が適用され

ていた期間  

※転職などで照会結果に漏れがある場合は、厚生年金被保険者期間照会申出

書を提出し、調査を依頼する。  

 

◆年金見込額（制度共通年金見込額照会回答票）  

○社会保険事務所の窓口で照会  

○ 58歳以降の被保険者のみ照会可能  

○年金見込額および下記の基礎データ  

 平均標準報酬 (月 )額 (再評価後 )、給付乗率、加入月数、  

 年金見込額（ 60歳時、定額部分開始時、老齢基礎年金開始時）  

※在職者が照会した場合 (例えば 58歳の人 )は、平均標準報酬 (月 )額が退職まで

同額で継続したものとして年金見込額を算出。加入月数もその期間を加味

（再就職で給与水準が落ち込む場合などに対応するため、将来の保険料水

準は同額以外のケースでも試算可能）。  
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 まず第１に、国民年金の未納・未加入問題があげられる。自営業者などが対

象となる国民年金では、事業主が各種手続を行う厚生年金とは異なり、制度加

入の手続きは自ら市区町村の役所や役場に出向いて行わなければならない
1
し、

保険料の納付も金融機関などでの納付や口座引き去りによって行わなければな

らない。このように、保険料の未納や制度への未加入が本人の意思によって行

われやすいことから、その動向は年金制度への不信感の現れの１つといえよう。 

 社会保険庁の調査によれば、本来国民年金に第１号被保険者として加入すべ

き人の16～17％程度が、未納者（２年間保険料を納めなかった者）や未加入者

となっている。同庁の『国民年金被保険者実態調査』では、未納者と納付者の

所得分布に大きな差がないことや、未納者の半数以上が生命保険や個人年金に

加入していることから、未納の主な要因は国民年金制度に対する理解の差や意

識の差にあるとしている。このように、保険料の未納は、経済的に苦しいから

だけではなく、年金制度に対する不信がその一因になっているといえよう。  

 

図表５－２ 第１号被保 険者の未納・未 加入 状 況 

千人
年度 第１号 未納 Ｂ／Ａ Ｂ／

被保険者 未加入者 未納者 第１号 (Ａ＋Ｄ)
未加入者

(A) (B) (C) (D)
1995 19,104 3,302 1,722 1,580 17.3% 16.0%
1998 20,426 3,639 2,646 993 17.8% 17.0%
2001 22,074 3,902 3,267 635 17.7% 17.2%  

注１：第１号被保険者は、任意加入を含む年度末の人数。  

注２：未納者とは、調査対象の国民年金第１号被保険者のうち、過去２年間全く保険料を納めなか

った者（保険料の納付を要しない者を除く）をいう。  

注３：第１号未加入者とは、国民年金第１号被保険者として適用されるべき者であって、未だ適用

されていない者をいう。  

注４： 1995年度の第１号未加入者は平成７年公的年金加入状況等調査結果（ 1995年 10月 15日現在）

の人数であり、兵庫県分は含まない。また、 1995年度の未納者は平成８年国民年金被保険者

実態調査結果（ 1995年度末現在）の人数である。  

資料：社会保険庁『平成１４年度の国民年金の加入・納付状況』  

 

                                      
1
  20歳到達者については、1995年度から職権適用で年金手帳を送付するようになり、未加

入者がいなくなった（ちなみに、2002年度、2003年度の適用率は 100％）。しかし、２号

被保険者（厚生年金や共済年金の被保険者）が退職して１号被保険者になる場合には、

自ら手続きする必要がある。  
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図表５－３ 公的年 金 加入状 況の推移 

千人
総数 第１号 （参考）

年 加入者 非加入者 未加入率 (G+I)÷
第 1 号 第 2 号 第 3 号 第 1 号 第 3 号 その他の Ｇ÷ (C+G+I)
被保険者 被保険者 被保険者 未加入者 届出遅者 非加入者 (Ｃ＋Ｇ)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)
1992 69,416 65,944 17,702 36,216 12,025 3,472 1,928 431 1,113 9.8% 14.7%

1995 67,287 64,418 17,812 34,821 11,785 2,869 1,580 111 1,178 8.1% 13.4%

1998 70,487 68,083 19,319 37,187 11,577 2,404 993 26 1,384 4.9% 11.0%

2001 69,831 68,262 21,186 35,647 11,428 1,569 635 12 922 2.9% 6.8%  

注１： 20～ 59歳の状況。  

注２：その他の非加入者とは、 (1 )被用者年金保険老齢年金受給権者（すでに裁定され、年金の受給

権を有している者）、 (2 )経過的未届者（基礎年金番号が付番されているが、調査時点で各種

別の届出の提出がたまたま遅れている者。転職者、短期的な失業者、届出中の者など。ただ

しこれらの者は、加入届出を行い被保険者となった後に、未届期間が被保険者期間として遡

及される）、 (3 )住民票未登録の者。  

注３： 1995年は兵庫県を含まない。  

資料：社会保険庁『公的年金加入状況等調査』  

 

 そもそも国民年金（基礎年金）は、①給付に必要な財源の 1/3が国庫で負担さ

れていること
2
、②老齢年金だけでなく遺族年金や障害年金が支給されること、

③年間16万円の保険料が社会保険料として課税所得から控除されること、④給

付が物価あるいは賃金にスライドすること、から民間の個人年金より有利であ

るのは間違いない。しかし、未納・未加入者の中には「公的年金は損だから民

間の年金で準備しよう」という誤解も少なくない。政府と加入者のコミュニケ

ーションが充実していれば、このような単純な誤解を解消できたかもしれない。 

 こうした未納・未加入は、厚生年金にも波及している。たとえば、厚生年金

の適用対象である事業所が、解散や休業していると偽って社会保険事務所に全

喪届を提出するケースがある。会計検査院が 2000年度に行った調査では、 298

事業所が月額で１億円余りの保険料 (健康保険料及び厚生年金保険料の合計 )を

納めていなかった。また、本来は厚生年金の適用対象となるはずの従業員を適

用対象外と偽るケースもある。例えば、長時間勤務のパートタイマーや、部分

年金を受給中の高齢者が就労するケースである。前者は本人負担・事業主負担

の保険料を逃れるために行われる。後者は、本人負担・事業主負担の保険料を

逃れることのほか、本人が在職老齢年金制度によって年金が減額されるのを逃

れることを目的として行われる。会計検査院によれば、1998年度～2001年度で、

1,767事業所が合計41億円余りの保険料 (厚生年金保険料のみ )を納めていなかっ

たという。  

 確かに厚生年金には、世代によって払った保険料総額と受け取る年金総額の

バランスが異なるという世代間の不公平が存在する。それでも、現在 40歳代半

                                      
2
  2004年改正により、2009年 3月末までに国庫負担の割合が 1/2に引き上げられることとな

っている。  
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ばより高齢であれば、金利を考慮しても、払った保険料より老齢給付の額が大

きくなる。さらに障害年金・遺族年金が支給され、追加の保険料負担なしに扶

養している配偶者にも基礎年金が支給される。これらまで考慮すると、同じ内

容の給付を受けるために民間の保険会社に支払う保険料が、厚生年金において

労使が負担する保険料より安くなるケースは実際にはかなり限られている。  

 仮に企業が保険料負担に耐えられない場合でも、労使合計の保険料が民間の

保険料より安いなら、従業員は事業主分まで自ら負担しても脱退しない方が得

なはずである。しかし、こうした事実を知らないまま、経営状況の悪化を理由

に人件費削減の一環として厚生年金を違法に脱退してしまう企業があとをたた

ない。これらの状況も、政府と加入者のコミュニケーションが充実すれば、あ

る程度防ぐことができるのではないだろうか。  

 政府と加入者のコミュニケーションが不足しているために生じている問題は

これだけではない。例えば年金の時効の問題がある。これまで、年金の受給を

開始する際に、その裁定請求手続を促す通知はほとんど行われていなかった。

そのため、裁定手続をせずに放置していると、年金の請求権が時効にかかって

５年以上前の年金については遡って受け取れなくなってしまう。このような事

態も、現役時代から政府と加入者のコミュニケーションが充実していれば回避

できるだろう。  

 

3. 政府の改善策 

(1) すでに実現された対策 

 このような事態を受けて、政府もさまざまな改善を行ってきている（図表５

－４）。2002年4月30日からは、社会保険庁のホームページで年金額の簡易試算

ができるようになった。これは、過去や将来について厚生年金や国民年金等へ

の加入期間や平均給与月額を入力することで、将来受け取る年金額が試算でき

るものである。58歳未満でも年金額を試算できるようになった点は評価できる

が、あくまでも簡易試算であり、個人の給与履歴を反映することはできない。  

 そこで、個人に対する情報提供として、2004年1月13日から、個人の加入履歴

にもとづいた年金見込額の提供対象が、従来の58歳以上から55歳以上に拡大さ

れた。同時に、電話やインターネットで受け付け、後日、郵送で回答するサー
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ビスもスタートした。さらに同年3月15日からは、58歳到達者
3
に対して「年金

加入記録のお知らせ」の通知が始まった（58歳到達月の翌々月に送付される）。

記載された加入歴を確認し、記載漏れや誤りがあれば同封の年金加入記録照会

票を返送して、再度、通知を待つ。記載内容が間違いなければ、同封されたハ

ガキを使って「年金見込額のお知らせ」の送付を請求できる。「年金見込額のお

知らせ」では、「年金加入記録のお知らせ」で確認した加入履歴にもとづいた、

個人ごとの年金見込額
4
を知ることができる（章末の図表５－18参照）。また2005

年1月31日からは、個人認証サービスの利用によって、年金見込額試算（ 55歳以

上）と年金加入記録（ 55歳未満も可）とをインターネットで申し込み、結果を

電子公文書で受け取れるようになった。  

 

図表５－４ 個人向け情報提 供の実績と計 画  

【実績】  

2002年度以前  加入記録を回答。58歳以上には年金見込額を回答  

2002/04/30 社会保険庁ホームページで年金額の簡易試算を開始（58歳未満

も可）  

2004/01/13 年金見込額の照会対象を55歳以上に拡大  

 電話やインターネットによる受付を開始  

2004/03/15 58歳到達者に「年金加入記録のお知らせ」送付開始  

 （希望者には「年金見込額のお知らせ」を送付）  

2005/01/31 年金見込額試算と年金加入記録を電子公文書で受取可能に  

2005/02/22 2004年 1～ 12月に国民年金保険料を１ヶ月以上納付した者に

「国民年金保険料の納付額のお知らせ」を送付  

【計画】  

2005年度中  年金見込額の照会対象を50歳以上に拡大  

2005/10 印字済み裁定請求書もしくは裁定手続案内ハガキの送付  

2008年度  ポイント制による通知  

 

                                      
3
  ただし、2005年 1月時点では、 58歳到達者のうち、 (1)国民年金及び厚生年金保険（船員

保険を含む。以下同じ。）の被保険者又は被保険者であった者で、かつ、 (2)社会保険業

務センターで管理している国民年金、厚生年金保険、及び社会保険業務センターに提供

されている共済組合等に係る年金加入記録を基に受給資格（期間要件）の確認を行った

結果、老齢基礎年金の受給資格を満たす者（他の要件も存在）が対象となっている。  
4
  58歳時点で国民年金や厚生年金に加入中の場合は、最終の記録と同条件で 60歳まで続け

て加入したものと仮定した年金額が示されている。仮定した内容は、お知らせに印字さ

れる。  
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 加入者から政府に対するコミュニケーションについても、充実が図られてい

る。2004年1月から各地に年金電話相談センターが設置され、年金相談が充実し

た
5
。これにより、社会保険事務所に出掛けることなく、住所・氏名・生年月日・

基礎年金番号などで本人確認を行った上で、個別の年金相談を受けることがで

きる
6
。加えて、窓口での相談も拡充されている。社会保険事務所（ 2005年1月

末現在、全国265カ所）以外の相談場所として、年金相談センターが全国 72カ所

（2005年2月1日現在）に設置されている。社会保険事務所等での相談時間も拡

充され、2004年8月16日から20日にかけては 20時までの延長相談、年金週間にあ

たる同年11月6日 (土 )と7日 (日 )には休日相談、11月8日～12日にかけては19時ま

での延長相談が実施された。さらに 12月 6日からは毎週月曜日の相談時間が 19

時まで延長され、2005年1月22日からは月に約2日のペースで試験的に休日相談

がスタートしている。また、社会保険事務所への来訪者に対して「社会保険事

務所におけるサービスに関するアンケート調査」を実施し、サービスの向上や

効率的なサービスの提供の検討材料としている。  

 また、いわゆるコミュニケーションの範疇には含まれないが、前節で問題視

した国民年金の未納・未加入や厚生年金の適用逃れ、年金裁定に関する問題に

対して、いくつかの対策がとられてきている。未加入問題に対しては、退職等

で第２号被保険者や第３号被保険者が第１号被保険者となる際に、企業やハロ

ーワークでの周知を徹底している。国民年金の未納問題については、従来から

の督促に加え、口座振替の促進、コンビニエンス・ストアやインターネットバ

ンキングによる保険料納付の開始、強制徴集の実施、催促状にこれまでの納付

状況を印字するなどの対策を行ってきている。虚偽の全喪届による厚生年金か

らの脱退に対しては、2003年4月から適用事業所に該当しなくなった事実を証明

する書類の添付が義務づけられ、さらに2004年1月から9月に提出されたものに

ついて総点検が実施されている。パートタイマーや高齢者にみられる厚生年金

の適用逃れについては、社会保険調査官による重点的な調査を行って、適正化

を促している。  

 年金制度に対する不信の根本的な解消には、コミュニケーションの充実が重

要である。加えて、このように制度の徹底を図ることで、加入者間の不公平感

の緩和を図ることができると思われる。  

(2) 今後の改善 計画 

 2002年末に発表された「社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化について」

                                      
5
  2003年度末までに 10カ所、 2004年度末までに合計 17カ所が設置済み。  

6
  電話以外に、手紙による相談も受け付けられている。  
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および2004年11月に発表された社会保険庁の「緊急対応プログラム」では、更

なる改善計画が示されている。まず、年金見込み額の照会を受け付ける対象を、

現在の55歳以上から2005年度中に50歳以上に拡大し、2006年度以降早期に全年

齢を対象とする予定としている。また、2005年10月からは、年金支給年齢に到

達する3カ月前に、受給要件を満たしている加入者に対して、氏名や住所等、お

よび年金加入履歴を印字した裁定請求書の送付が開始される予定である。受給

要件を満たしていない者には、60歳に到達する3カ月前に裁定請求の案内ハガキ

を送付して、いわゆるカラ期間などの確認と裁定請求手続を促す予定になって

いる。  

 加入者に対しては、毎年の加入・納付実績を全加入者に通知し
7
、2008年度か

らは、保険料納付実績とそれに基づく年金額の見込みをポイントを使って定期

的に通知する計画になっている。ポイントを使った通知は今回の年金改革で提

案されたものであり、 2002年12月のいわゆる「方向性と論点」で提示され、法

改正にも盛り込まれている（章末の図表５－ 19参照）。ポイントの考え方は、現

在のドイツの制度と似たものとなっている。具体的には、国民年金では月額

13,300円の保険料を１年間支払うことで１ポイントが与えられ、 40ポイントで

満額年金の月額 66,208円が支給される。厚生年金のポイントは、ある年度の当

該加入者の賃金を当該年度の全加入者の平均賃金で割って計算される。したが

って、ある年の報酬が平均賃金並みであれば１ポイントが得られ、国民年金同

様、40ポイントで平均的な年金額が支給される。つまり、両制度とも毎年の保

険料納付によって累積ポイントが増え、これを40ポイントと比較することで、

自分が受け取る年金給付額の相対的な位置づけを知ることができるようになっ

ている。  

 加入者からの相談を受け付ける体制についても、さらに拡充や効率化が図ら

れる予定である。前述の年金相談センターについては、利用状況を確認した上

で、新設や移転、あるいは廃止を検討することとなっている。また、国への事

務移管に伴って市町村での年金相談体制が不十分になっているとの指摘を受け、

市町村の役所や役場、ハローワークへの職員（非常勤も含む）の駐在も検討す

る予定になっている。電話相談センターについても、年金相談センターと同様

に効率的な配置を進めるとともに、全国統一番号の導入も検討することとなっ

ている。また、障害者や高齢者に配慮して、ファックスによる年金相談も開始

される予定である。  

                                      
7
  まず 2005年度に国民年金の第１号被保険者について対応する計画となっており（第 28

回社会保障審議会年金部会議事録）、 2005年 2月 22日に、 2004年 1～ 12月に国民年金保険

料を１ヶ月以上納付した 1,471万人に「国民年金保険料の納付額のお知らせ」が送付さ

れた。  
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 未納・未加入などの問題についても、さらなる対策が計画されている。退職

などに伴う20歳以降の未加入者に対しては、会計検査院の指摘も踏まえて、戸

別訪問でも加入に応じない場合に職権で適用する。国民年金の未納問題に対し

ては、免除制度等の拡充
8
、および強制徴収の強化が行われる。厚生年金の適用

逃れについては、加入指導に応じない場合に職権適用が実施される。  

 

4. 政府の改善策の評価 

(1) 個人向けの通知を充実 すべき 

 このように、58歳以降に社会保険庁に出向かなければ年金見込額を知り得な

かった2002年以前の状況に比べると、政府と加入者のコミュニケーションは格

段に改善しつつある。一方、コミュニケーションの充実と並行して、職権適用

や強制徴集が進められている
9
。これらは、ある意味これまで当然行うべきもの

であったといえるものであり、これによって保険料の納付における不公平感の

改善が図られると思われる。しかし現実には、20歳到達に伴う手帳送付者の納

付率が他の納付者と比べて低いことから（図表５－５）、職権適用だけで問題を

解決するのは難しいと思われる。やはり問題の背景にある年金制度への不信感

を改善するために、年金見込額の通知などコミュニケーションの充実を図って

いく必要があろう
10
。  

 

                                      
8
  2005年 4月から、若年者に対する納付猶予制度の導入、単身世帯を中心とする免除の所

得要件の緩和、免除と学生納付特例の承認期間の遡及、月払口座振替への割引制度の導

入が、また 2006年 4月から 1/4免除や 3/4免除が導入される予定である。  
9
  会計検査院「平成 15年度決算検査報告の概要」の「特定検査対象に関する検査状況  国

民年金事業の実施状況について」では、次のような所見が述べられている。  

ア  被保険者の適用に関する事務  

 20歳到達者以外の未加入者を把握できるような体制の整備を図るとともに、届出の勧

奨を行っても届出がない場合には、職権適用を行うようにすること  

イ  保険料に関する事務  

(ｱ )納付督励、強制徴収等を行うに際して、必要な情報が取得できるようにするなどし

て、状況に応じた納付督励が行えるよう体制の整備を図ること   

(ｲ )電話納付督励及び国民年金推進員の活動、各種納付督励の間の連携、保険料の納付

の委託などにおいて、保険料徴収の効率化を図ること  
1 0

 社会保険庁の「緊急対応プログラム」では、「国民サービスの向上」が第１項目となっ

ている。  
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図表５－５  被保険 者 属性別の現 年度納 付 率 

2001年度 2002年度 2003年度

前年度も当年度も納付対象月がある者

　２年間引き続き納付対象となっている者 － 70.0% 65.5%

　２年間に１回以上資格喪失、再取得した者等 － 62.4% 60.6%

前年度は納付対象外で、当年度は納付対象月がある者

　前年度末の申請免除者 － 14.5% 29.5%

　その他（学生納付特例等） － 44.7% 18.5%

　新規資格取得者

　　第２号から第１号となった者 － 52.6% 57.4%

　　20歳到達（手帳送付者） － 27.4% 28.0%

　　上記以外の新規資格取得者 － 76.2% 77.4%

現年度分納付率（全体） 62.8% 63.4%

(参考) 当年度は納付対象で、翌年度は納付対象外になった者
　翌年度に免除等の理由により納付対象外になった者 71.9% 64.8% －

　翌年度に資格喪失したため納付対象外になった者 41.2% 18.2% －  
資料：社会保険庁『国民年金の加入・納付状況』  

 

 では、現在政府が進めつつあるコミュニケーションの充実策はどうであろう

か。通知と相談の両面で対策がとられているものの、どちらかといえば通知よ

りも相談を充実させる傾向にあるのではないだろうか。確かに、通知を始める

ためにはシステム対応が必要であることや、 2004年は窓口相談の待ち時間が長

いという指摘があったことを考えれば、当面は相談を充実し、通知の充実が遅

れがちなのはやむを得ないだろう。しかし、将来的なあり方を考える時、通知

と相談のバランスに改善の余地があるのではないだろうか。  

 コミュニケーションの充実を効率的に行うためには、(1)加入者が知りたい情

報を知らせること、(2)加入者に知らせるべき情報で、あまり知られていない情

報を知らせることが重要であろう。さらに、多くの人が知りたがっている情報

や多くの人に知らせるべき情報、その中でも年金見込額など個人ごとに異なる

情報や数値などによる説明が必要な情報
11
については、個人向けの通知によっ

て情報提供すべきではないだろうか。個人向けの通知は、(1)時間や地理的な条

件に関わらず、誰でも情報を得ることができる、(2)加入者に知ってもらうべき

情報を直接発信できる、 (3)印刷費や郵送費はかかるが
12
、多くの人が知りたい

情報を通知することによって相談窓口で対応すべき事項を集約でき、この分の

経費を削減できる、(4)資料が手元にあることで電話での照会がスムーズになる、

                                      
1 1

 数値などによる説明が必要な情報の中でも、一般的な情報についてはWebで公開する方

法がより効率的である。ただし、個人向けの通知に比べれば、 (1)利用できる人が限定

的であること、 (2)加入者からの能動的なアクセスが必要なこと、といったデメリット

があるため、ある程度の情報は通知で知らせるべきと考える。  
1 2

 アメリカでは 1999年から１億 4,000万人に通知を送り始めたが、その費用は総額 7,000万

ドル (84億円 )、１人当たり 60円とされている（New York Times 1999年９月 26日）  
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というメリットがある。  

(2) 通知すべき情報 

 内閣府や社会保険庁の調査によれば、加入者がもっとも知りたい情報は将来

の年金見込額で
13
、次いで年金制度や年金財政の現状や見通しとなっている（図

表５－６～８）。この傾向は、年齢や被保険者の型（第１号や第２号など）など

によらず共通しており、多くの人がこれらの情報を求めていることがわかる。

特に、年金見込額は個人ごとに異なる点で、年金財政は数値等による説明が必

要な点で、個人向けの通知に適した内容といえよう
14
。また、保険料や加入の

記録についても、個人ごとに保険料額や累積の納付額が異なり、年金見込額を

算出する根拠となることから、あわせて通知するべきであろう
15
。  

 加えて、個人向けの通知では、個人の客観的な属性をもとに、その属性群団

のニーズに応じて内容を増やしたり情報を詳しくしたりすることが可能である。

例えば、保険料についての関心が高い20～29歳のグループには、保険料の額に

加えて、保険料の仕組み（報酬比例や段階保険料方式など）について詳しく説

明することが考えられる。また、受給権を得るための条件に関心が高い未納者

や免除者に対しては、これらの情報を提供することが考えられる。  

 

                                      
1 3

 今回の年金改革の過程で年金見込額を掲載した雑誌が多数発行されたことからも、人々

の関心が年金見込額にあることは明らかである。  
1 4

 アメリカ実施されている通知では、現行制度を継続すると将来の収支が赤字になったり、

積立金が枯渇する見込みであることを盛り込んで、改革の必要性を主張している（臼

杵・中嶋 (2003)）。  
1 5

 受給者に対しても納付額と受給額を通知することで、世代間の不公平感の改善に寄与す

ると思われる（臼杵・中嶋 (2003)）。  
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図表５－６ 公的年 金 制度に対する関心の内 容（複数回 答） 

20～
29歳

30～
39歳

40～
49歳

50～
59歳

60～
69歳

70歳
以上

現在あるいは将来、自分が受け取る年金
はどうなっているのか 70.0% 67.3% 77.1% 81.2% 80.8% 75.2% 57.1% 45.1%

少子化、高齢化が進んでいく中で、将来の
公的年金制度全体の姿はどのようなもの
になるのか

57.2% 56.0% 61.4% 58.4% 58.1% 58.6% 54.6% 49.0%

公的年金制度全体の年金の給付内容や保
険料の負担の現状はどうなっているのか 35.9% 37.7% 32.7% 41.0% 41.2% 42.8% 37.0% 27.2%

自分が負担する又は負担した保険料はど
のくらいか 27.4% 31.0% 43.1% 33.8% 38.0% 36.7% 27.2% 15.9%

その他 0.4% 0.7% 0.7%      -      - 0.3% 1.1% 2.0%
わからない 1.8% 1.8% 0.7% 0.8%      - 0.2% 1.5% 7.4%

98年
3月
調査

03年
2月
調査

 

資料：内閣府『公的年金制度に関する世論調査』  

 

図表５－７ 公的年 金 に関して知りたいこと（３つまでの複数回 答） 

第１号
被保険者

第２号
被保険者

第３号
被保険者

第１号
未加入者

受給見込み年金額 68.3% 77.2% 80.8% 28.7%
財政の現状・将来見通し 47.3% 52.4% 50.1% 30.6%
受給要件 15.2% 15.7% 17.6% 15.2%
制度の仕組み 13.1% 15.7% 17.2% 16.9%
保険料 12.9% 11.6% 11.4% 16.7%
公的年金と個人年金の違い 11.4% 10.9% 11.4% 12.1%
自分の被保険者記録 7.5% 6.8% 8.4% 6.1%
年金相談の場所 3.4% 3.6% 3.9% 4.6%
その他 7.7% 4.3% 3.1% 26.7%  

注１：無回答の者を除く  

注２： 20～ 59歳にかかる状況。  

資料：社会保険庁『平成 13年公的年金加入状況等調査結果の概要』  

 

図表５－８ 年金に関する知りたい情報（国民 年金被 保険者・複数回 答） 

総数 納付者 未納者 免除者
自分の受給できる見込み年金額 70.8% 78.1% 50.2% 60.9%
公的年金財政の現状と将来の見通し 40.3% 42.0% 36.0% 37.3%
受給権を得るための条件 15.7% 14.8% 16.7% 18.7%
公的年金制度のしくみ 14.0% 14.1% 13.0% 14.5%
自分の被保険者記録 9.4% 9.7% 8.2% 9.3%
年金相談の場所 3.0% 2.7% 3.6% 3.6%
その他 2.8% 1.9% 6.0% 3.5%
回答なし 9.7% 6.8% 18.8% 12.7%  

資料：社会保険庁『平成 11年国民年金被保険者実態調査』  

 

 通知に盛り込むべきこれらの情報は、窓口で多く寄せられる相談内容と重複

している（図表５－９～11）。よって、これらの情報を通知したり、裁定請求を
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郵送で受け付けたりすれば、窓口業務の効率化を図ることが可能であろう。  

 

図表５－９ 年金相 談 の相談内容（国 民年 金 被保険 者・複数 回答） 

総数 納付者 未納者 免除者
保険料の免除 36.5% 16.9% 48.4% 74.7%
年金番号や自分の過去の履歴 16.3% 20.3% 12.4% 9.4%
受給できる見込額や年金制度の将来 14.5% 19.1% 10.3% 6.3%
未払いや免除保険料の追納 12.7% 11.3% 18.8% 13.0%
転職、転居時の手続き 12.3% 15.1% 8.7% 7.9%
年金給付を受ける手続き 12.1% 16.3% 6.7% 5.3%
制度加入・脱退に関すること 8.1% 9.7% 8.0% 4.6%
保険料の納付や返還 7.3% 8.1% 9.1% 4.4%
その他 3.1% 3.7% 2.6% 2.0%  

資料：社会保険庁『平成 11年国民年金被保険者実態調査』  

 

図表５－10 社会保 険 事務所 来訪者の目 的と年金相 談の内容 

来所の目的（複数回答） 年金相談の内訳（複数回答）

健康保険・厚生年金の加入・喪失等 45.2% 年金請求の手続 43.7%
年金相談 32.1% 加入記録の照会 37.3%
健康保険の給付請求手続 8.3% 受給見込額の照会 35.3%
国民年金保険料の納付・相談 5.5% 年金制度の照会 11.3%
年金受給者の各種変更手続 5.0% 制度加入・脱退関連 2.5%
健康保険・厚生年金の保険料納付 1.7% その他 6.9%
船員保険の各種相談・手続 0.4%
その他 11.0%  

注１：来所目的の有効回答者数は 2,082人、年金相談内訳は 638人  

注２：調査実施日＝ 2004年 7月 20日 (火 )および 7月 26日 (月 ) 

資料：社会保険庁『「社会保険事務所におけるサービスに関するアンケート調査」の結果について』 

 

図表５－11 年金週 間 における休日及び平日 夜間の来訪 目的 

土曜日 日曜日 月曜日
17時まで

月曜日
17時以降

合計

受給見込額確認 40.2% 49.5% 20.5% 34.5% 30.0%
加入記録確認 34.8% 38.8% 15.6% 20.0% 23.7%
年金請求手続き 19.2% 21.6% 25.7% 12.7% 23.5%
年金受給手続き 8.5% 6.1% 18.3% 21.8% 14.2%
年金制度相談 14.7% 13.8% 13.0% 12.7% 13.4%
その他 15.7% 10.7% 19.0% 12.7% 16.7%  

注１：調査実施日＝ 2004年 11月 6日 (土 )、 7日 (日 )、 8日 (月 ) 

資料：社会保険庁『年金週間における休日及び平日夜間の年金相談の実施結果概要について』  

（詳細については社会保険庁へ照会し、集計値の提供を得た）  

 

 次に、加入者に知らせるべき情報で、あまり知られていない情報とは何であ
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ろうか。各種の調査によれば（図表５－12～ 15）、基礎年金の財源に国庫負担
16

が含まれていることが、あまり認識されていない。しかも、国庫負担による恩

恵がより大きい第１号被保険者や第３号被保険者で、この認知度が低い傾向が

見られる。また、公的年金のメリットの１つである給付の実質価値維持（物価

スライドや賃金スライド）も、あまり認知されていない。認知度の水準は調査

により区々だが、概ね半数かそれ以下の人々しかこのメリットを認識しておら

ず、特に若年層や未納者、免除者、未加入者で認知度が低い傾向が見られる。

公的年金の他のメリットである障害年金や遺族年金、および終身年金である点

についても、あまり認識されていない。  

 このように、公的年金制度の種々のメリットが、あまり認識されていないこ

とが、国民の年金制度に対する不信や不満の原因となっている可能性がある。

これらのメリットを通知を行うことによって理解してもらうことで、不信や不

満の軽減が図られると思われる。  

 また、特定の属性についてみれば、未納者や免除者で保険料の追納を理解し

ている人が半数に満たない点や受給要件の理解が進んでいない点、高齢層で年

金制度が世代間の助け合いであることが理解されていない点、若い世代ほど保

険料を納めた期間に応じて年金が受けられることの理解が進んでいない点など

が特徴的である。これらの問題に対しても、属性に応じた通知を行うことで認

知度を高めることが可能であろう。  

 

図表５－12 公的年 金 制度に関する周知 度 

1998年 2001年 1998年 2001年 1998年 2001年 1998年 2001年 1998年 2001年

国庫負担の存在 37.1% 32.6% 35.5% 30.7% 40.4% 35.6% 32.0% 27.7% 20.1% 19.8%

実質価値維持 58.4% 52.5% 54.9% 48.3% 61.7% 56.0% 58.6% 50.6% 27.0% 28.7%

免除制度 53.8% 60.0% 58.1% 63.3% 53.1% 59.1% 52.4% 58.7% 32.0% 38.1%

保険料納付義務 87.1% 88.6% 84.6% 85.6% 89.0% 90.5% 90.2% 91.4% 57.9% 62.0%

加入義務 94.4% 91.3% 94.1% 89.1% 95.1% 92.7% 96.3% 93.9% 73.9% 65.1%

総数 第1号未加入者第3号被保険者第2号被保険者第1号被保険者

 
注１：無回答者を除く比率（＝知っている÷ (知っている＋知らない )）  

注２：総数には、第１～３号被保険者、第１号未加入者以外の者も含む。  

資料：社会保険庁『公的年金加入状況等調査』  

 

                                      
1 6

 下記の調査ではいずれも、国庫負担が 1/3あることについて尋ねている。  
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図表５－13 公的年金制度の仕組みや役割についての認識（複数回答） 

20～
29歳

30～
39歳

40～
49歳

50～
59歳

60～
69歳

70歳
以上

物価や賃金の上昇に応じた年金額が保障される 31.4% 27.8% 31.7% 17.1% 20.6% 29.3% 38.7% 39.9% 34.1%
障害者になったり世帯の生計を支えている者が死
亡した場合にも保障が受けられる

32.1% 30.0% 42.5% 32.9% 37.5% 48.0% 52.0% 42.7% 34.8%

死ぬまで、生涯にわたり年金が受けられる 51.3% 43.9% 55.6% 32.6% 41.7% 53.5% 64.5% 63.5% 63.6%
現役で働いている世代が、年金を受け取っている
高齢者を扶養するという制度である

55.9% 52.8% 58.0% 48.9% 62.2% 66.0% 68.5% 50.9% 47.0%

保険料を支払った期間に応じて年金が受けられる 61.8% 48.5% 62.5% 47.2% 61.6% 71.8% 71.7% 61.2% 53.0%
20歳になれば、学生を含めた国民の誰もが、加入
する義務がある

62.1% 46.1% 66.7% 59.3% 65.7% 70.4% 72.4% 68.5% 58.3%

その他 0.1% 0.3% 0.3% 0.6% 0.2% 0.5% 0.2% 0.4% 0.2%
わからない 3.7% 4.3% 4.2% 9.6% 3.2% 2.2% 1.1% 4.2% 8.4%

98年
3月
調査

03年
2月
調査

93年
5月
調査

 

資料：内閣府『公的年金制度に関する世論調査』  

 

図表５－14 国民年金制度に関する周知度 

96年 99年 96年 99年 96年 99年 96年 99年
免除保険料の追納 21.4% 22.7% 17.2% 18.9% 18.4% 16.5% 46.1% 44.7%
任意加入制度 － 28.9% － 31.1% － 23.0% － 25.4%
障害基礎年金 40.3% 38.2% 41.0% 40.1% 36.7% 32.3% 39.9% 36.2%
国庫負担 31.5% 42.6% 32.4% 42.1% 28.4% 35.8% 29.3% 39.0%
物価水準維持 57.1% 45.9% 60.0% 50.1% 47.8% 35.6% 48.6% 38.7%
未納保険料の遡及納付 43.8% 50.5% 43.1% 51.1% 46.0% 47.9% 45.4% 50.7%
満額の受給要件 54.9% 56.2% 56.9% 58.8% 47.5% 46.4% 50.1% 55.2%
受給要件(25年加入) 67.8% 57.3% 69.8% 59.9% 62.7% 51.5% 61.1% 52.3%
免除制度 63.4% 65.0% 57.1% 58.6% 59.4% 56.4% 100.0% 100.0%
前納割引制度 63.0% 68.0% 68.4% 75.8% 45.8% 48.0% 47.6% 55.6%
年金相談 72.2% 70.4% 73.8% 73.6% 66.0% 60.2% 68.5% 67.1%

免除者未納者納付者総数

 
資料：社会保険庁『国民年金被保険者実態調査』  
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図表５－15 公的年金に対する認知 

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
300万
円未満

500万
円未満

700万
円未満

1000万
円未満

1000万
円以上

制度は５年ごとに財
政上の見直しを行う

21.1% 18.8% 25.6% 8.7% 20.3% 21.7% 31.2% 37.0% 20.3% 27.3% 28.0% 29.7% 35.7%

年金受取額は物価で
変動する

35.1% 29.8% 33.9% 16.4% 24.6% 33.6% 40.7% 45.0% 28.7% 31.6% 37.2% 41.6% 51.2%

国民年金の保険料は
毎年上がる

46.9% 34.0% 35.0% 18.4% 27.7% 35.5% 42.9% 42.7% 30.3% 35.8% 34.1% 39.5% 48.8%

サラリーマンの保険
料に総報酬制が導入

－ － 37.9% 22.2% 39.2% 44.6% 43.7% 36.4% 24.4% 37.7% 46.9% 52.5% 54.4%

学生の保険料納付免
除制度

－ 47.0% 53.9% 55.2% 48.9% 56.5% 62.2% 48.7% 49.8% 49.4% 57.2% 66.5% 66.7%

国民年金の保険料は
定額

47.1% 49.4% 59.7% 45.7% 54.7% 59.3% 69.0% 64.8% 52.4% 61.1% 60.1% 68.0% 69.4%

サラリーマンの妻は
保険料負担なし

55.9% 60.6% 65.6% 50.7% 73.3% 71.6% 71.1% 60.7% 51.5% 65.5% 72.6% 79.3% 80.2%

厚生年金の保険料は
収入に応じて決まる

68.7% 70.5% 71.7% 58.4% 72.3% 78.6% 79.7% 68.3% 57.3% 73.8% 78.0% 84.9% 84.9%

厚生年金の支給開始
が６５歳に移行する

77.2% 79.3% 79.0% 62.8% 75.0% 84.6% 85.4% 83.0% 68.8% 80.2% 82.9% 87.0% 90.9%

国民年金は２０歳以
上が全員加入

88.1% 88.4% 88.6% 85.5% 90.8% 90.7% 90.3% 86.6% 85.5% 89.3% 89.9% 93.1% 95.2%

この中に知っている
ものはない

4.1% 3.9% 2.8% 5.1% 2.9% 1.3% 1.2% 3.1% 5.3% 1.8% 1.5% 0.6% 0.4%

世帯年収別年齢別2004年
調査

2001年
調査

1998年
調査

 
注１： 2004年度の調査時期＝ 2004年 5月 8日～ 6月 20日  

資料：生命保険文化センター『平成 16年度生活保障に関する調査』  

 

(3) 媒体の特性に応じたコミュニケーションとサービスのＰＲ 

 このような通知を行ったうえで、他の媒体では、それぞれの特性に応じたコ

ミュニケーションを充実させるべきだろう。例えば、テレビ・ラジオのコマー

シャルや、新聞・雑誌・Webの広告、街頭ポスターでは、通知を送ったことの

告知、制度を改正したことの告知、必要な届出などの注意喚起を行うべきであ

ろう。これまでの広告等は、どちらかといえば、制度への加入や保険料の納付

が義務であることを告知し、これらを勧奨する側面が強かったと思われる
17
。

そのために、前項で見たように公的年金のメリットがあまり認知されていない

結果になっているのではないだろうか。  

 さらに、広告等で、より詳しい情報を入手できる手段を告知すべきであろう。

すでに、詳しい情報を提供する手段として社会保険庁のホームページ
18
や電話

音声やファックスによる自動照会システム（「年金電話番」）があるが、これら

のサービスの認知度は低い（図表５－16）。より詳しい内容のうち、どの加入者

                                      
1 7

 社会保障審議会年金部会資料（第２回 (2002年 3月 19日 )、第 11回 (2002年 10月 29日 )）、厚

生労働省「社会保険庁の実績の評価」（各年）を参照。  
1 8

 2005年 1月末時点で、996項目のＱ＆Ａと、学生納付特例や免除制度の解説が掲載されて

おり、Webページのアクセシビリティ対策の基準「 JIS X 8341-3」にも対応している。

年金電話番も 996項目のＱ＆Ａが用意されている。  
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にも共通する一般的な情報や、非常に多くの照会が寄せられる情報については、

これらの手段で効率的に提供し、個別事情によって発生する細かい照会や、個

人の理解度の違いによって生じる疑問、あるいは対人相談を希望する人々に対

しては、担当者による個別相談で対応する必要があろう。加えて、個別相談に

ついては、時間や地理的な条件に関わらずユニバーサルなサービスが提供でき

るように、電話やテレビ電話の活用、市区町村窓口への巡回相談、社会保険労

務士やファイナンシャル・プランナーなどの活用も工夫すべきであろう。  

 

図表５－16 社会保険庁のサービスの認知度 

電話による
年金相談

社会保険庁
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

電話･FAXの
自動回答

知っていた 34% 29% 14% 
来所した理由

はじめから事務所で相談したかった 74% 76% 85% 
このサービスで要件は済んだが、事務所でも相談したかった 9% 5% 8% 
このサービスを利用したが、説明がわからなかった 0% 9% 2% 
このサービスに知りたいことがなかった － 10% 6% 
電話がつながらなかった 3% － －
来訪するように指示された 14% － －

知らなかった 66% 71% 86% 
同様の相談がこのサービスで解決できるなら使いたいか

使ってみたい 50% 36% 48% 
事務所で相談したい 50% 64% 52%  

注１：年金相談のため社会保険事務所を来訪した者に対する調査結果  

資料：社会保険庁『「社会保険事務所におけるサービスに関するアンケート調査」の結果について』 

 

(4) 政府の個人向け通知案への提言 

 このように、政府と加入者のコミュニケーションの中で、個人向けの通知は

大きな役割を担うべきと考えられるが、前述のとおり、通知に対する政府の対

策は遅れている。保険料納付に関する通知は、毎年の納付分について 2005年度

から第１号被保険者向けに開始されるが、それ以外の被保険者への送付や過去

の納付歴の提供には具体的な計画がみられない。また、年金見込額に対する情

報提供ニーズが大きいが、希望者に対する「年金見込額のお知らせ」の送付対

象は今後も58歳到達者に限られ、窓口などでの照会受付が2004年1月から始まっ

た55歳以上や、2005年度から始まる50歳以上に拡大される予定はない。さらに、

「年金見込額のお知らせ」の前提となる「年金加入記録のお知らせ」について

も、受給要件を満たした者だけに送られる。受給要件未達者こそ、任意加入や

就業継続などの検討のために加入記録が必要と思われるが、支給開始3カ月前の

案内ハガキまで、何の通知も送られないという問題が残ってしまう。  

 このような問題に対しては、2008年度から開始される予定のポイント制によ

る通知によって、解決される可能性もある。しかし、ポイント制による通知の
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具体的な内容や運営については、2002年12月の「方向性と論点」および2003年5

月30日の社会保障審議会年金部会以降、政府の具体的な方針が明らかにされて

いない。また、ポイント制については高山 (2004)などで、いくつかの問題点が

指摘されている。  

 特に問題なのは、ポイント化することに意味があるかという点である。国民

からみて関心があるのは、自分が受給できる年金の額や、今後納付したり、こ

れまで納付してきた保険料の額である。これであれば、既に始まった「年金見

込額のお知らせ」や2005年度から始まる保険料納付通知を工夫することで十分

対応できよう。確かに、年金額や保険料の納付記録だけでは、毎年の加入や保

険料の納付によって、将来の年金が着実に増加することを実感するのは難しい

かもしれない。しかし、その問題は、ポイント化しなくても解決可能ではない

だろうか。  

 例えば国民年金（基礎年金）では、給付算定式に則って、毎年の加入や納付

により累積保険料納付月数や累積免除月数が増えることを表示すればよいので

はないか。また厚生年金の報酬比例部分については、次式左辺の給付算定式を

右辺のように読み替えれば、累積の標準報酬が増えることで、年金額の着実な

増加が実感できるであろう。この方式であれば、政府が提案しているポイント

制のように、その年の被保険者の平均的な標準報酬額を算出する必要がなく、

既存のデータを単純に加工するだけで対応できる。  

 年金額＝平均標準報酬額 (再評価後 )×給付乗率×被保険者期間の月数  

    ＝累積標準報酬額 (再評価後 )×給付乗率  

 なお、現行の厚生年金の報酬比例部分についても、所得比例年金と同様の式

を用いることができる。また、国民年金（基礎年金）では、給付算定式に則っ

て、毎年の加入や納付により累積保険料納付月数や累積免除月数が増えること

を表示すればよい。  

 さらに、現在あまり認識されていない賃金上昇率による再評価についても、

次式のように分解して明示すべきであろう。この方法は、企業年金のキャッシ

ュ・バランス・プランで使われる利息ポイントと類似したものであり、制度の

メリットをより実感できるようになる。また、マクロ経済スライド等によるス

ライド調整分も明示することで、毎年の再評価率が調整されること、およびそ

の必要性についても理解が進むであろう（中嶋 (2003)）。  

  当年度末の累積標準報酬額（再評価後）  

 ＝前年度末の累積標準報酬額×当年度の再評価率＋当年度中の標準報酬額  

 ＝前年度末の累積標準報酬額×（当年度の本来の再評価率－スライド調整分） 

  ＋当年度中の標準報酬額  

 既存のデータを活用しながら、このような工夫を行えば、ポイント制という
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新たな概念を導入しなくても、十分、政府の目的を達成できると思われる。さ

らに前節で検討した点もあわせて、次のような項目を通知に盛り込むべきでは

ないだろうか。  

 

図表５－17 通知に盛り込むべきと考えられる内容 

 

 

 「緊急対応プログラム」に示されているように、社会保険庁では国民サービ

スの向上と効率化が意欲的に進められている。個人向けの通知においても、既

存の決定に縛られることなく、より効率的で効果的な方法を選択してほしい。

さらに、こうした通知に加えて、前々節で考察したような各種メディアや相談

受付体制を活用して、政府と国民のコミュニケーションを密にしていくべきだ

ろう。  

 

【全員共通の情報】  

○年金見込額  

 （算出基礎（累積標準報酬の毎年の増加と再評価によるメリットを明示）

○保険料や加入の記録  

○年金財政の見通し（スライド調整の見通しもあわせて）  

○公的年金制度のメリット  

 （物価スライド、終身給付、国庫負担、障害年金、遺族年金など）  

【属性に応じた追加的な情報】  

○若年者⇒保険料の仕組み  

○未納者⇒保険料の追納制度、受給要件  
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図表５－18 58歳到達者に送付されている通知 

 
注１： 58歳到達者のうち、公的年金の受給要件を満たしている者のみに送られる。「年金見込額のお知らせ」は、さらに希望者のみに送られる。  

資料：社会保険庁ホームページ  
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図表５－19 ポイント制の概要 

 

【2002年 12月 『年 金 改 革 の骨 格 に関 する方 向 性 と論 点 』】 

《年金個人情報の提供（通知）の具体例》  

○全被保険者を対象として、定期的に（例：１年ごと）年金情報を提供（通知）

する仕組みを導入する。  

・一定年齢（例： 25歳以上）の被保険者を対象とすることも考えられる。  

・段階的に通知対象者を拡大。  

・一定年齢ごとに通知の頻度を変えることも考えられる（例：40歳以上の者は

毎年、 40歳未満の者は２年に１回）。  

○年金ポイント（直前１年間の実績及び累計総ポイント数）、現在の年金加入期

間、年金見込額等を通知する。  

・年金見込額として具体的に何を通知するかは、今後具体的に検討。  

（例）  

◇現在障害になったと仮定した場合の障害年金額  

◇過去のトレンドに沿って今後も年金ポイントが増加していくと仮定した場

合の老齢年金見込額  

◇現在までに獲得した年金ポイントにより将来受給することができる老齢年

金見込額  

 

 

【2003年 11月 『持 続 可 能 な安 心 できる年 金 制 度 の構 築 に向 けて（厚 生 労 働 省 案 ）』】 

２．年金制度の理解を深めるための取組  

○被保険者に対し年金個人情報を定期的に通知することとする。  

○その際、保険料納付実績を年ごとに点数化して表示していく。（ポイント制）

 

○現役世代、特に若い世代の年金制度に対する理解を深め、信頼・安心を高める

ため、将来の年金給付を実感できるわかりやすい仕組みや運営が必要であり、

被保険者個々人が自らの拠出実績を確認し、将来受給する年金が着実に増加し

ていくことを実感できるように、被保険者に、保険料拠出実績、年金額の見込

み等の年金個人情報の定期的な通知を行うこととする。  

 あわせて、その際に被保険者個々人の保険料納付実績を年ごとに点数化して表

示していく（ポイント制）。  

 

 

【改 正 法 の条 文 】 

国民年金法第二章中第十四条の次に次の一条を追加。  

 

（被保険者に対する情報の提供）  

第十四条の二 社会保険庁長官は、国民年金制度に対する国民の理解を増進さ

せ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保

険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情

報を分かりやすい形で通知するものとする。  

（厚生年金保険法の第二章第四節中第三十一条にも同様の条文が追加）  
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第６章  海外における被保険者への情報提供の状況 

 

臼杵 政治 

 

 本章では、出張ヒアリング
1
を行った、ドイツ、スウェーデン、アメリカの３

カ国を中心に、加入状況や予測給付額の通知の送付を開始した経緯とその目的、

現在の通知の内容、これまでに行ってきた、個人向け情報提供の効果と課題、

についてみていく。  

 

1. ドイツの通知 

(1) ドイツの年金制度・組 織 

 ドイツの公的年金は所得比例の１階建てである。人口8200万人に対して、5100

万人が被保険者となっている。給付の７割が労使折半の保険料、３割が国庫負

担により賄われている。例外として、公務員及び軍人の年金は全て国庫負担が

財源となっている。  

 この内、被用者の年金制度はホワイトカラー（職員、被保険者の 40％）、ブル

ーカラー（労働者、同 55%）、鉱山労働者及び船員（同５％）の３つからなる。

これらの運営管理機関はホワイトカラーが連邦職員年金庁（BfA）、ブルーカラ

ーが各州にある保険事務所に分かれ、それらの上部機関がドイツ年金保険者連

合（VDR）であった。ただし、2005年からBfAとVDRが統合されて新しい連邦保

険庁BfAとなり、各州の保険事務所はその下でひきつづき運営管理にあたる。  

 年金の種類としては老齢、障害、死亡などを保険事故として支給される、老齢年

金、稼得能力低下年金、遺族年金などがある。また、同じ老齢年金でも通常の 65
歳支給開始の制度の他に、障害者や失業者あるいは女性に対する給付などがあり、

複雑になっている。 
 ドイツの公的年金財政では積立金が給付の 0.2 ヶ月分程度しかなく、完全な賦課

方式になっている。そのため、少子化や高齢化（平均寿命の延び）の進行により財

                                      
1
  本稿に関連して、以下の各氏からヒアリングにより情報提供いただいた。ドイツ：Nikola 

Lafrenz,Silke Parchmann（以上連邦保健社会省）、 Jürgen Meierkord（連邦職員年金庁）、

須田俊孝（ベルリン日本大使館） スウェーデン：Annika Sunden,Amelie von Zweigbergk
（社会保険庁） ,Anders Lundstrom（Min Pension） ,  Rune Lindhof(プレミアム年金庁 ) ,伊

澤知法（ストックホルム日本大使館） 米国：Rita Bontz ＆Mr. Robert Gleason(社会保

険庁 ) 
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政が急激に悪化している2。そこで、将来の急激な保険料引き上げや給付引き下げ

を避けるための制度改革が必要とされた。 
その１つとして、2001年の改革では、公的年金を補完する個人年金あるいは企

業年金などの「補足的年金制度」（ ergänzenden Altersvorsorge）の導入を、税の

優遇や補助金の支給を通じて、奨励することが決まった。すなわち、個人年金

あるいは企業年金に拠出した場合、所得の一定割合
3
を上限として、その拠出分

が課税所得から控除されるだけでなく、低所得者の場合には補助金が支給され

ることになった。  

 同時に、給付額をネット所得（保険料控除後の現役の所得）にスライドさせる場

合に、ネット所得からこの補足的老後保障の上限を控除することになった。この改

革により、現役世代の可処分所得の 70％という公的年金給付のネット所得代替率

が、2030 年までに 64％へと引き下げられることになった。 
 2004 年の改革法（2005 年７月から実施）では、従来のスライド率にさらに持続

性係数（sustainability factor）を乗じて、年金額を決めることになった。この持

続性係数は、（１－前年の年金受給者数／前々年の年金受給者数）×α（当面はα

＝0.25）として計算され、受給者数の増加分を、給付額を減少させる仕組みとして

導入された。 
 この結果、2004 年で 53%のグロス所得代替率が、2030 年には 43.2％まで低下

することが予測されている。一方、現在 19.5％の保険料率は、2030 年まで引き上

げられるものの、22％を上限にすることになった。 

(2) ドイツにおける情報 提 供制度の発 足とその目的 

 年金情報（Renteninformation）と年金通知（Rentenauskunfut）の２つからな

る、情報提供を始めたきっかけは2001年の制度改正である。この改正によって、

従来に比べて年金の代替率が下がり、それを補うものとして、上述の補足的年

金制度（リースター年金）が導入された。こうして公的年金だけで老後の必要

な所得を賄うことが難しくなり、老後の所得保障の３本柱の内、残り２つであ

る、企業年金や個人年金による老後所得が重要になっていることを理解して貰

おうというのが、情報提供あるいは通知の制度を始めた第１の目的であった。  

放っておくと、普通の人は55歳くらいになるまで、年金への関心が低いままで

                                      
2
  連邦統計庁の推計では、ドイツの人口は 2000年の 8200万人が 2050年には 7000万人に減少

し、高齢人口の従属比率（ 60歳以上の人口／ 20歳以上 60歳未満の人口）が 2000年の 39.9％

から 2050年の 74.8％に上昇するとされている。  
3
  正確には、一定割合と一定額の低い方。一定割合は、 2002/2003年が１％、その後２年

に１％ずつ引き上げられ、 2008年以降は８％になる。  
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ある。そこで特に関心が低い若年世代に、年金加入の必要性を啓蒙することが

目的となった。  

 第２の目的が若年層を中心とした制度への不信や不安を緩和することであっ

た。ドイツでも年金制度そのものに対する若者の不信（給付額は減り、保険料

は上がる）が懸念されている。そこで毎年年金額が確かに増えることを示して、

それを緩和しようとしたのである。世代間の連帯の強化である。  

こうした目的を達成するため、 2004年に制定された高齢者財産法（AVmG）は

通知を送付することを義務づけた。  

 それまでも、連邦職員年金庁への請求があった場合には年金見込み額を送付

していた。この法律で、それを全員に送ることになり、また、盛り込むべき事

項も法定された。そこでそのためのパイロットプロジェクトを、 2002年６月か

ら開始し。2004年からは、27歳以降、支給開始年齢（通常65歳）までの全ての

被保険者に、１年に１度、正式に通知（年金情報：Renteninformation）を送付

している。さらに、54歳以上の老齢被保険者には、３年に１度、より詳細な情

報（年金通知：Rentenauskunfut）を送ることになった。この「年金通知」は、

54歳未満でも請求すれば受け取ることができる。  

(3) 提供される情報の内 容 -年金情報（Renteninformation） 

 高齢者財産法によると、「年金情報」には、①障害年金（完全稼得能力低下年

金）の予測給付額、②老齢年金の予測給付額、③年金額算定の基礎、④年金ス

ライド調整に関する情報、⑤保険料支払額と支払者の種類に関する一覧、を盛

り込むことになっている。  

 そこで実際の「年金情報」を見てみると（資料３－１）、２ページと２パラグ

ラフの３ページ目からなる。１ページ目には、現時点で受け取ることのできる

障害年金の月額（資料３－１では、1197.67ユーロ）、及びその時点までに支払

った保険料に対応するだけの年金額（同じく月額822.68ユーロ）と過去５年の

平均報酬（平均ポイント）が65歳まで続いた場合の将来の老齢年金の予測給付

額（同じく月額1,847.23ユーロ）の３つが示されている。  

その下に、この1,847.23ユーロの年金について年率1.5％、年率 2.5%の２つの率

でスライド（実質賃金上昇率による再評価）があったとした場合の、予測給付

額が示されている。なお、最初のプロトタイプでは、スライド率は 1.5％と3.5％

だったが、その後の経済状況や2004年改正で、公的年金額の算定に持続性係数

が導入されたことを考慮して、高いケースのスライド率を2.5％に引き下げたと

いう。さらにその下段には、老後には公的年金だけではなく、補足的な準備が

必要なことが記されている。  
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 ２ページ目ではまず、将来の法律改正によって年金額が変わりうることを説

明している。次に報酬をポイントに換算し、１ポイント当たりの年金額にポイ

ント数を乗じて、老齢年金額を算定する仕組みが説明されている。さらに１人

１人について、本人・雇用者、公的金庫（疾病金庫、職業紹介機関等）が過去

に支払った保険料の実額と、それらの保険料の合計が何ポイントに相当するか

を示している。最後に、障害年金（完全稼得能力低下年金）が、それまでに獲

得したポイント数に、障害を負った場合に追加されるポイント数を加えて計算

されることを説明している。  

 なお、ドイツの公的年金の特色であるポイント制は年金額が、グロス所得（名

目賃金）ではなく、ネット所得（手取り賃金）の伸び率にスライドするように

なった1992年から始まった。当時、ネット所得代替率を70％にするという前提

で、平均賃金で45年加入した場合のポイント
4
が45ポイント、その場合の年金月

額が41マルクということを表示したのが始まりである。  

 ２ページの最後は、１ページ目に示した２通りの将来の年金額―今後、報酬

がない場合と過去５年の平均的な報酬を65歳になるまで得られる場合の額－の

計算根拠である。  

 ３ページ目は、年金のスライド調整の仕組みを示した上で、ここに示された

予測年金給付額の価値が、物価上昇により、実際には低くなりうることを指摘

している。最後に政府や情報・相談機関から、対面・電話あるいはインターネ

ットを通じて、情報が得られることを示している。  

(4) 提供される情報の内 容 －年金通知（Rentenauskunfut） 

 一方、54歳以上の被保険者に３年に１度送られる「年金通知」は実に 17頁に

及ぶ。高齢者財産法では、以下の５つの項目を掲載することになっている。  

1. 保険口座に記録された年金受給資格期間に関する一覧、  

2. 個人の報酬点数の算定に関する情報（報酬点数の現実価値など）  

3. これ以上の保険料支払い期間なしに、  

a）稼得能力の低下時に、完全稼得能力低下年金として、  

b）死亡時に、寡婦年金または寡夫年金として、  

c）満65歳以降に通常老齢年金として、支払われるべき年金額  

4. 各種老齢年金を早期に請求する場合の年金減額の調整のために、必要と

なる情報  

5. 年金請求権のための人的条件および保険受給条件を満たす旨の、一般的

                                      
4
  ポイントは、個人報酬点数（ Persönl iche Entgeltpunkt）と呼ばれている。  
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な注意事項。  

 実際の内容は資料３－２，の通りである。まず、２ページ目までは、年金情

報とほぼ同じ内容である。すなわち、障害年金（完全稼得能力低下年金）の予

測給付額（資料３－２では、年額1,130.59ユーロ）、その時点までに支払った保

険料に対応するだけの年金額（資料３－２では、年額 1,103.56ユーロ）と過去

５年の平均報酬（平均ポイント）が65歳まで続いた場合の将来の老齢年金の予

測給付額（資料３－２では、年額 1,424.27ユーロ）の３つが示されている。さ

らにスライド率（実質賃金上昇率による再評価）が年率 1.5％、 2.5％の場合の

予測給付額が示されている。  

 ３ページ目以降は、以下のＡ～Ｏの15項目にわたる説明である。  

A 年金額と医療保険料／介護保険料  

B 年金の申請と支給開始  

C 待機期間月数  

D 稼得能力低下年金  

E 老齢年金  

F 失業または高齢者パートタイム就労による老齢年金の早期受給  

G 女性に対する老齢年金の早期受給  

H 重度障害者に対する老齢年金の早期受給  

I 長期被保険者に対する老齢年金の早期受給  

J 遺族年金  

K 保険履歴に関する注意事項  

L 個人型老齢準備金  

M 老齢保障の課税  

N 情報提供と相談  

O 年金情報の添付資料  

 この内、Ｂでは年金受給は加入・待機期間を満たすだけでなく、実際の申請

が必要であることを述べている。また、Ｄでは、①受給に必要な待機期間の要

件を満たしているかどうかの他に、②１ページ目に示した稼得能力低下年金（障

害年金）の予測給付額の計算根拠、③障害者が報酬を得ている場合の報酬額と

給付酬額の関係、を示している。  

 同様に、Ｅ～Ｊもさまざまな年金制度において①受給に必要な待機期間の要

件を満たしているかどうか、②減額される場合とその減額率や実際の予測支給

額を示している。  

 Ｋは、年金通知にもあった、過去に支払った保険料の合計額である。Ｌは、

個人による追加的な老後の準備であるリースター年金への補助金の説明であり、
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Ｍは年金課税への説明である。Ｎは情報提供と相談の窓口の電話やメイルアド

レスである。Ｏは、添付資料の目次である。ここまでで10ページの量になって

いる。  

 添付資料の最初は老齢年金月額とその算定根拠である過去のポイントとポイ

ント単価である。この項目は年金情報とも共通する。添付資料２が過去の加入・

保険料支払いの１年ごとの履歴である。添付資料３が過去に支払った保険料に

対応するポイントの履歴とその合計である。添付資料が合計で７ページあり、

年金通知は17ページになっている。  

 こうみると、年金通知の内容は、①各人の加入期間が年金受給資格を得るた

めに十分かどうか、②ポイントに関する情報（１ポイントあたりの価値や過去

の報酬と獲得ポイントなど）、③予測年金給付額（障害年金、遺族年金、老齢年

金）、④老齢年金の早期受給に必要な保険料支払額とその場合の年金額、⑤一般

的に年金請求に必要な加入期間などの条件の説明、からなる。 17ページにもな

るのは、ドイツの制度が多数に分岐している上、それぞれの制度において、当

該被保険者個人について、年金を受給できるか、減額されるのはどのようなケ

ースか、などを説明しているからである。  

 なお、受給者は毎年年金額の通知を受け取っており、現役加入者と同じよう

な年金通知は送られていない。  

 年金情報や年金通知を送付する主体は、保険者であり、ホワイトカラーでは、

運営管理を委ねられている連邦職員年金庁（現BfA）である。ホワイトカラー

分の情報や通知は、１日に８万通、１年に2900万通になる。そのコストは、切

手代が１人当たり56セント、運営費なども含めて、１人当たり93セント、全体

で2200万ユーロ（およそ30億円）だという
5
。ブルーカラー分まで含めると、１

日に17万通、１年に4200万通の通知を送ることになるという。  

(5) 効果と評価 

 2003年までに年金情報のプロトタイプを受け取った、国民の反応はよく、各

保険管理機関の上部団体であるドイツ年金保険者連合会（ VDR、英語では

Association of German Pension Insurance Institution）のサーベイによると、87％

が、年金情報は老後の生活の計画をたてるのに役立つ手段になる、と答えてい

る。また、「公的年金以外に老後の準備をする」と答えたのは、16％であった。

ただし、２％ではあるものの、年金情報が複雑すぎるという答えがあった。  

 ただ、上述した２つの目的を達するために求められるのは、通知制度だけで

                                      
5
  Jürgen Meierkordへのヒアリングによる。  
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なく、さまざまな手段を通じて国民に年金制度の理解を求める努力であるとい

う。実際、通知以外にも、連邦職員保険庁（BfA）では、所属する計２万９千

人の職員の内、１万９千人がベルリン、１万人が地方にいて、全国 27か所の相

談所でいろいろなカウンセリングを実施している。必要に応じて、相談所のな

い地方にも出張している。また、新聞や雑誌の広告、パンフレットの配布、セ

ミナーの実施、テレビ番組の放送なども行っている。さらに専門家による電話

での相談も受け付けており、年金大臣が直接、受け答えすることもある。ドイ

ツでも、年金が政治的にも非常に注目されているので、バイアスのない報道を

して貰うようにメディア対策にも力を入れているとのことであった
6
。  

 

2. スウェーデンの情報提供制度 

(1) スウェーデンの年金制 度とその改革 

 スウェーデンでは、 1998年に年金改革法が成立し、1980年代から 20年近くに

わたって議論が続けられてきた、公的年金の改革がようやく決着をみた。  

従来の公的年金は、定額の国民基礎年金（AFP）と被用者を主に対象とした所

得比例の国民付加年金（ATP）の２本建てであった。財政はどちらも、主に雇

用主の保険料を財源とする賦課方式
7
であり、老齢年金の他、遺族年金や障害年

金が支給されていた。  

 しかし、少子高齢化など人口構成の変化や経済成長の鈍化などで、この制度

の財政が不安定になってきたことを踏まえ、改革が成立したのである。新制度

ではまず、定額と所得比例の２階建ての年金を、１階建ての所得比例年金に一

本化した。全国民が所得の18.5％（雇用者の場合、内７％を本人が負担）の保

険料を支払い、内16％を賦課方式の所得比例年金、2.5％を積立式の個人年金（プ

レミアム年金）に充当する。  

 この内、所得比例年金（賦課方式部分）は従来のような給付建てではなく、

概念上の拠出建て（NDC方式）である。すなわち、所得に比例した保険料を拠

出し、その保険料残高が概念上（計算上）、現役の１人当たり所得上昇率
8
で増

加していく。その結果、年金支給開始時点（ 61歳以降であれば本人が選択でき

る）までに蓄積された個人残高から、その人が属する世代（コーホート）の余

                                      
6
  Si lke Parchmann、Nikola Lafrenz らへのインタビューによる。  

7
  ただし、ATPには積立金がある、修正賦課方式であった。  

8
  実際には現役の１人あたり名目所得上昇率から 1.6％を控除した率でスライド。  
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命をもとに年金額を決める
9
という仕組みをとった。経済成長の鈍化や余命の伸

びがあれば、年金を減額することで、保険料とのバランスを取ろうという意図

である。  

 それでも、少子化などが進めば収支のバランスが崩れる可能性がある。そこ

で、賦課方式のバランスシートをつくり、負債が資産を上回った場合には、給

付を自動的に減額する仕組みを取り入れた（自動均衡措置）。さらに、年金額が

一定の保障水準以下になる場合には、保障水準を下回らないための補填として、

全額国庫負担の最低保障年金が支給されることになった。  

 ①保険料を固定し、概念上の拠出建て年金とした点、②積立式の個人年金を

取り入れた点、③最低保障年金を設けた点、などで、制度の大きな転換があっ

たといえよう。  

 新制度は1999年１月から実施されている。しかし、1938年～1953年生まれの

人には、少なくとも一部は旧制度からの年金が支給される
10
。改革が完全に完

了するまでには50年程度の期間が必要になろう。  

(2) 通知を含めたキャンペーンの実施とその狙い 

 オレンジの封筒（orange envelope）とよばれる年金通知は、この 1999年改革

以降、新制度を国民に理解してもらうための広範なキャンペーンの一環として

スタートした。  

 1998年に成立した改革法の趣意書には、通知などを通じて１人１人に情報を

開示することが書かれていた。新制度では、公的年金による老後の所得保障が、

旧制度の時よりもずっと不安定になるため、若年層を中心に制度の仕組みを理

解し、老後への準備を進めてもらわなくてはならないと考えたのである。  

旧制度の年金であれば、最も高い15年間の賃金と加入年数がわかれば、代替率

でみた給付水準がほぼわかった。しかし、新制度では概念上の拠出建てである

所得比例年金も、新拠出建て年金（プレミアム年金）も、リターンや経済・人

口動向、引退時期によって給付額が変わる。いいかえると、もはや公的年金は

代替率を保証することができないのである。  

 そのため、老後にどのくらい公的年金を受給できるかの目安として、給付額

の予測を示し、それで足りない部分について他の老後準備を促すことが重要に

なった。特に、最高の 15年間の給与をもとに年金額が決まる従来の制度とは異

                                      
9
  実際には、 1.6％の再評価率により増加するという仮定の下で、平均余命により決めた

除数により年金額を決める。  
1 0

 1937年生まれまでの人には旧制度の年金を支給。1938年から 1953年までの生まれの人に

は、若い人ほど新制度から支給される年金の割合が増える仕組みになっている。  
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なり、新制度では、１年１年働いて勘定に記録された、概念上の掛け金が、複

利でどのくらい増えるかが問題になる。この給付予測額こそ通知の中心になる

のである。  

 このキャンペーンの基礎データとして、社会保険庁（RFV）は 1998年、およ

そ1000人を対象に加入者の意識に関するサーベイを開始した（2001年は4000人

を対象）。1998年に実施した最初の電話サーベイでは、それまでに 10年以上にわ

たり、改革についての論争が続き、メディアでも報じられていたにもかかわら

ず、人々の年金への関心や知識が十分ではないのがわかった。例えば、従来の

給付建ての賦課方式の制度で、どのくらい年金をもらえるかを知っていた人は

18％しかいなかった。従来の制度では、過去の加入期間の中で給与が最も高か

った15年間の報酬に基づいて年金額を計算することになっていた。しかし、自

分の最高の15年の報酬額を知っている人さえ少なかったのである。特に女性や

若年層の知識水準が低かった。  

 この結果を受け、1998年から社会保険庁では、女性や若年層を重点に情報を

周知するためのキャンペーンを開始した。具体的には、制度改革についてのパ

ンフレットを送る他、ラジオやテレビ、新聞での広告やセミナーの開催、ウェ

ブサイトの設置などを実施した。  

 そして、翌年から、社会保険事務所から各加入者に、初めてオレンジの封筒

を送り始めたのである。最初の1999年、オレンジの封筒の内容は、①加入者の

過去の報酬の履歴、②給付の予測額、であった。翌2000年からは、所得比例年

金（概念上の拠出建て制度 (NDC)）の下での年初及び年末の個人別勘定残高と

１年間のリターン、及び積立式の確定拠出年金であるプレミアム年金のリター

ンと残高、さらに両者による予測給付額の合計額を掲載している。  

 こうしたキャンペーンの結果、2000年のサーベイでは、①自分で年金制度を

良く知っていると思っている人の割合が４割、②新制度を信頼しているという

人の割合が４割、まで上昇した。  

 しかし、それでも①若年層の関心が低い、②新制度の下で、どうすれば年金

が増えるのかが理解されていない、③新制度の内容が理解しづらい、という問

題が残っていた。  

 そこで2001年には、①通知をもっと読んで貰う、②年金制度への知識レベル

をあげる、③年金制度への信頼を高める、④ウェブや電話によるアクセスを増

やす、ことがキャンペーンの目標となった。具体的には、①挿絵を入れてより

面白い（楽しい）内容の通知にする、②色もオレンジ色に統一する、③公的年

金に、企業年金や個人年金額も合計できるフォーマットにする、④ウェブ

（www.pension.nu）や電話でのアクセスを強調する、などの施策をとった。  
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(3) 現在のオレンジの封筒の内容 

 オレンジの封筒に入っている通知（オレンジレター）は現在、６ページから

なる（現物及びその翻訳は資料３－３参照）。まず、最初のページには基礎年金

の予測給付額が掲載されている。これは所得比例年金（概念上の拠出建て）と

プレミアム年金（積立式の個人年金）を合計した額であり、引退年齢が 61歳、

65歳、70歳の３つのケースと利回り（所得の成長率）が０％、２％の２つのケ

ースを掛け合わせた、６通りの場合について表示している。１ページ目には他

に、インターネットあるいは電話での問い合わせ先が示されている。  

 ２ページ目が２つの制度の個人別勘定の年初及び年末の残高と、その途中の

変動である。  

 ３ページ目が、プレミアム年金の勘定の中で持っている、ファンド別の購入

価格、その年の値上がり・値下がり、現在の価値（時価）を示している。ここ

でも、その下には問い合わせ先であるPPM（プレミアム年金の管理をする法人）

のホームページや電話番号が示されている。  

 ４ぺージ・５ページ目が、勤労所得やその他の手当など保険料の算出根拠と、

その年に拠出された保険料、それによる年金口座残高の増減の内訳である。  

 ６ページ目が、新しい年金制度の仕組みについての説明である。  

封筒自体がオレンジ色である他、各ページの右上にあり2005年を表す05という

数字には、ページごとに異なる色や字体が使われていて、電話による問い合わ

せの際にも、どの部分についての質問かがすぐわかり、応答できるようにして

いる。  

 また、オレンジの封筒と一緒に年金制度の仕組みや用語についてのパンフレ

ット（説明書）が送られている。このパンフレットでは、22歳までの人には、

制度の簡単な説明、23歳～46歳の人には、新制度の下で年金額が増える仕組み、

47歳以上の人には、選択可能な受給形態、について伝えている。  

(4) 情報提 供の効果と課 題  

 これらキャンペーンの効果を上述のサーベイで総括すると（図表６－１）、旧

い制度から新しい年金制度に代わったことを知る人の割合は、封筒を送る以前

の1998年で81％だった。ところが、1999年以降は、ほぼ90％に達している。ま

た、制度について「大変良く知っている」、あるいは「かなり良く知っている」

という人の割合が、1998年の18％から徐々に上昇し、2001年には48％となって

いる。年金制度を信頼しているという人の割合は、1998年の29％から2001年の

37％となった。  
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図表６－１ スウェーデンにおける1998年から2001年までのサーベイの結果 

（％）
2001 2000 1999 1998

（８月） （3～4月） （5～6月） (10月）

質問１

（ 回答者数 4450 1000 1001 1004 ）
はい 89 92 91 81
いいえ 10 7 7 19
わからない 1 1 1 1

質問２
（ 回答者数 4450 1000 979 1004 ）

大変良く 4 4 3 1
まあまあ良く 38 33 30 17
あまり良く知らな
い

42 46 50 50

全く知らない 5 10 10 12
新しい制度ができ
たことを知らない

11 8 7 19

質問３

（ 回答者数 3983 923 914 816 ）
３－１．疾病手当
はい 70 77 76 70
いいえ 22 19 19 23
わからない 8 4 5 7
３－２．生涯所得
はい 83 83 78 76
いいえ 14 13 19 21
わからない 4 3 3 3
３－３．社会扶助（生活保護）
はい 38 41 43 41
いいえ 47 48 45 50
わからない 15 11 11 9

質問４
（ 回答者数 3983 923 914 816 ）

非常に高い 2 2 2 2
まあまあ高い 35 36 32 27
まあまあ低い 46 46 41 44
非常に低い 11 8 15 11
答えたくない 6 8 9 16
平均 2.3 2.33 2.24 2.25

質問５ オレンジの封筒を受け取ったか
（ 回答者数 4450 1000 1001 1004 ）

はい 91 93 84 0
いいえ 8 6 12 0
答えたくない 1 1 1 0

質問６ オレンジの封筒を開いたか ）
（ 回答者数 4049 930 849 NA

はい 83 87 87 NA
いいえ 17 13 13 NA
答えたくない 0 0 0 NA

新しい年金制度にどの程度の信頼をおいているか

実施時点

スウェーデンで従来の制度に代わる新しい年金制度が設
けられたことを知っているか

新しい年金制度のことをどのくらい知っているか

以下の３つの要因が年金受給額に影響を与えると思うか

 
(出所）スウェーデン社会保険庁  
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 最初に封筒を送った後の1999年と2001年の結果を比べると、オレレジの封筒

を受け取った割合は上昇したものの（84％→ 91％）、オレンジの封筒を開いた割

合は若干減っている（ 87％→83％）。  

 2003年のサーベイでは、①新しい年金制度ができたことを知っている割合が

86%、②オレンジの封筒を開けて少なくとも一部を読んだ割合が67％、③全部を

読んだ割合が９％であった。また、性・年齢別に見ると、男性高齢者ほど良く

読んでいた（図表６－２）。  

 

図表６－２ 2003年のサーベイの結果 

（％）

オレンジの封
筒を受け取っ
たことを知っ
ている

オレンジの封
筒を開けて少
なくとも一部
の内容を読ん
だ 少なくとも一部を読んだ内

全ての内容
を読んだ

給付予測額を
読んだ

所得比例年金
残高の増分を
読んだ

平均 86 67 68 56 9
男性 84 65 72 62 11
女性 88 70 63 51 8

18～29歳 82 65 41 47 4
30～45歳 87 66 73 55 6
46～62歳 89 72 81 64 16  

(出所）スウェーデン社会保険庁  

 

 このようにオレンジの封筒を含め、幅広いメディアを使ったPRキャンペーン

によって、新しい制度の内容についての認知度が高まっている。  

 しかし、その一方で、課題も指摘されている。第１に、人々の受け取る情報

量に偏りがあったために、相対的な重要さについての誤解が生じている。例え

ば本来は老後にとってより重要な所得比例年金（概念上の拠出建て部分）を、

プレミアム年金よりも重要度が低いと誤解している人が多数あった。 2003年に

は、所得比例年金（概念上の拠出建て）の残高を見た人が56%であったのに対し

て、プレミアム年金（積立式の拠出建て）の残高をみた人が 74％であった、と

いう
11
。また、人々は年金額を計算する際に使う、難しい用語の知識を問うと、

プレミアム年金について、所得比例年金よりも良く知っていたという。  

 制度改正後、2000年に最初に運用商品を選択し、その後株価が下落する中で、

より注目を集めてきたのは、プレミアム年金であったため、この結果が生じた

                                      
1 1

 Sunden(2003)。  
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といえる。こうした問題に対応するには、重要な情報を絞り込み、集中して伝

える必要がある。具体的には、①将来の予測給付額とそれがコーホートごとの

平均余命により変化すること、②働いて所得を得て、そこから保険料を納める

ことで年金額が必ず増えること、③プレミアム年金だけでなく、企業年金や個

人年金を含めて老後の準備をすることの大切さ、を中心に据えて、理解を求め

るべきだという見解が強かった
12
。  

 また、通知の内容をわかりやすくするためには、残高を示す部分を、その推

移だけにして、合わせて（米国のSocial Security Statementのように）過去の賃

金の推移を示してはどうか、という意見があった。  

 第２に認知度や理解度の改善に限界がある。図表６－１のサーベイが示すよ

うに、通知が毎年送られてきて、その目新しさが薄れると、封筒の内容が読ま

れる割合がやや低下している。さらに「新しい年金制度の内容を知っている」

も「新しい制度を信頼している」というどちらの割合も、2001年に４割を超え

て以降、ほぼ頭打ちになっている。  

 一因としては、キャンペーンの規模が徐々に縮小されてきたことが指摘でき

る。記録や計算のためのコストを除いた、キャンペーンそのもののコストは、

1999年が600万ユーロ（約８億円、１人１ユーロ程度）、2000・2001年が400万ユ

ーロ（約５億円）、2002年が200万ユーロ（約３億円）であり、この数年減らさ

れている。  

 しかし、予算や規模の問題ではなく、通知やキャンペーンという手段自体に

限界があるという指摘もできよう。すなわち、Sundenはヒアリングの際、老後

への関心が低い理由として①制度そのものが難しい、②引退は一生に一度のこ

と で あ り 経 験 か ら は 学 べ な い 、 ③ 人 間 に は 現 状 を 維 持 し よ う と す る 傾 向

（ inertia）がある、④遠い将来のことは考えたくない（hyperbolic discounting）

などを指摘していた。どのような通知やキャンペーンでも、これらの全て、特

に②～④に完全に対処し、解消することは不可能であろう。  

(5) MinPension＝公的年 金と企業 年金 一体化の試み 

 最後に、公的年金と企業年金の通知を一体化する試みとして、 2004年12月か

ら、スウェーデン政府（家族省）の提案により、保険会社が始めた、企業年金

をも含めた受給予測額を知らせるサービス（MinPension）に触れておきたい。

スウェーデン保険連盟（SIF）の傘下30社の内、10社が2004年12月から始めたサ

ービスであり、21歳～ 65歳でオレンジの封筒を受け取っている550万人の内、２

                                      
1 2

 Amelie von Zweigbergk, Anika Sundenらのインタビューによる。  
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つのタイプの企業年金 ITPとSAF-LO
13
に加入している400万人を対象にして、イ

ンターネット上とメイルを通じて、62歳、65歳、67歳、70歳で引退した場合の

予測年金額の合計を知らせている。  

 このサイト（www.minpension.nu）に申し込んでから４、５日たつと、オレン

ジの封筒に掲載されている公的年金受給額と合わせた、給付予測額を知らせて

くれる
14
。その内、公的年金に関する通知はオレンジの封筒と同じ内容であり、

企業年金は昇給率０％、２％、資産の利回り 3.5％、６％の計４つのシナリオの

下での予測給付額を知らせているという。  

 このサービスが始まった背景にもやはり、公的年金の改革とともに企業年金

や個人年金の重要性が高まっていることがある。しかし、公的年金・企業年金

の給付額や残高の通知が、国やそれぞれの保険会社から別々に送られてくる
15
。

それでは、老後の生活設計に混乱を来す恐れがある。そこで、当初顧客情報を

流用されることを懸念していた保険会社を政府が説得して、こうした仕組みが

実現したという。  

 参加保険会社
16
は、当初 10社で、来年春には 12社、さらにその後５，６社が

参加すると見込まれている。25社程度が参加すれば、国民の97％程度をカバー

できる、とのことであった
17
。MinPensionからオレンジの封筒の情報を得られる

一方、 2005年からはオレンジの封筒の中の通知にもMinPensionのインターネッ

ト・サイトを紹介する予定である
18
。  

 

 

3. 米国の情報提供 

(1) 米国の公的 年金制 度 

 米国の公的年金の中心となるのが、一般の雇用者や一定年収以上の自営業者

を対象とする老齢・遺族・障害年金制度（OASDI）である。これは、所得比例

                                      
1 3

 ITPが民間ホワイトカラー向け、SAF-LOが民間ブルーカラー向けの制度で、労働組合と

経営者団体の協約により、スウェーデン企業連盟に加入しているほとんどの企業が、こ

れらの企業年金制度を持っている。  
1 4

 個人情報の保護については、各人とMinPension、MinPensionと保険会社の間で契約を結

ぶことで対処している。  
1 5

 企業年金でも、従来から毎年の年金額の通知が送られてきていた。  
1 6

 MinPensionを実施・運営している会社（Min Pension）は、スウェーデン保険連盟の 100％

出資により設立され、運営費用（当初は 1,400万クローナ（８億円）／年）は政府と保

険会社が折半して負担している。  
1 7

 Anders Lundstromの見解による。  
1 8

 2006年のオレンジの封筒の試作版には、MinPensionへの言及があった。  
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の老齢年金と遺族・障害年金を支給する制度であり、単純に社会保障（ Social 

Security）とも呼ばれる。  

 老齢年金は、給付建てであり、過去の加入期間の賃金を賃金上昇率で再評価

した後、高い方から35年分の平均額をもとに計算する。給付はただし、完全な

所得比例ではなく、低い所得に対しては高い支給乗率、高い所得に対しては低

い支給乗率が適用され、所得額が低い階層ほど代替率が高くなっている。支給

開始年齢は本来、65歳であるものの、62歳から70歳までの開始年齢を選択でき

る。  

 OASDIの財源は雇用者であれば労使折半、自営業者は全額自己負担の保険料

である。現在の保険料率は12.4％であり、社会保障税（Social Security Tax）と

よばれているように、実際の徴収は徴税機関である内国歳入庁 (IRS)が行う。こ

の他、連邦・州の公務員や鉄道会社の従業員の年金制度は別建てとなっている。  

 OASDIでは、支出の約３年分、１兆4000億ドル程度の積立金を持っているも

のの、全体としては賦課方式で運営されている。そのため、少子化や高齢化の

影響を受ける。米国では出生率はそれほど下がっていないものの、余命が伸び、

ベビーブーマーがこれから受給世代に差し掛かる。その結果、現在、受給者１

人あたりの働き手が3.3人であるのに対して、40年後にはそれが２人になるとい

う。そのため、現在の政府の見通しでは、2018年にはOASDIの給付（支出）が

収入保険料の額を上回り、運用収入を除いた収支が、単年度で赤字に転落する。

さらに2042年には積立金（信託基金）が尽きてしまう。  

 こうした財政の悪化を解決するために、何らかの改革が必要だと言われてい

る。現在の制度の枠組みを維持するのであれば、①保険料の引き上げ、②支給

開始年齢のさらなる引き上げ、③給付の再評価率を賃金上昇率から物価上昇率

に代える、などが考えられる。それに止まらず、より抜本的な改革案の１つが

さる２月にブッシュ政権から提案された、個人別の拠出建て年金の導入である。

すなわち、希望する被保険者には、12.4％の保険料の内から、４％を自ら運用

する個人型年金に拠出できるようにするという。その拠出額が、国債利回り＋

３％で運用できたと仮定して、その人たちの給付建て年金を減額するというの

である。  

 民主党の強い反対があるため、成否は微妙であるものの、もしもこの案が改

革案として導入されれば、公的年金の財政に全く新たな枠組みを取り入れるこ

とになる。  

 

 

143



 

(2) 現在の年金 通知（Social Security Statement）に至るまでの経緯と送 付の目的 

 議会での審議過程や新聞記事
19
などから確認すると、社会保険庁（ Social 

Security Administration, SSA）が年金通知（当初はPersonal Earnings and Benefit 

Statementという名称でSocial Security Statementではなかった）を送付し始めた

のは、1988年のことである。１つの契機は、当時、有料で年金額を計算するサ

ービス業者が現れたことであった。そのサービスこそが、社会保険庁（ SSA）

の仕事ではないか、という議論が強くなったのである。さらに老後に備えて計

画を立てる上でも、こうした通知が必要であると言われた。  

 その後、 1989年に法律が制定され、 SSAは 10年後の 1999年をめどに、被保険

者全員に通知を送付することになった。10年間はシステムなどの準備期間であ

った。この改正社会保障法（Social Security Act）では、同時に1990年10月から、

25歳以上の被保険者には希望があれば、さらに1994年から（実際には1995年か

ら）60歳以上の被保険者700万人に、もれなく通知を送ることを定めた。  

 当初の通知は、通常の引退年齢の65歳の他、70歳で受給を開始した場合の給

付の予測額、障害年金・遺族年金の額、過去の報酬と保険料納付の履歴を示す、

６ページのものであった。  

 その後 1996年に、会計検査院（General Accounting Office，GAO)から、情報

量が多すぎる上、内容も難しいという指摘を受けた（GAO（1996)）。そこで、

外部の業者を雇って、４つの案（プロトタイプ）を作ってもらい、世論調査な

どで反響を確かめた後、現在と同じ内容の４ページからなる通知を選択し、1999

年10月からそれを加入者全員に送るようにした。  

 当時から、通知を受けた側の評判は非常に良く、老後の計画が立てやすくな

ったという感謝のメールを多数受け取ったということであった
20
。有識者も、

例えばSalisbury(2000)では、米国民は①公的年金の額を過大評価している、②自

分の支給開始年齢を理解している人はわずか 16％である、③公的年金制度に不

安を抱いている、などの傾向があるという。これらの問題に対処する上で、通

知を被保険者全員に送ることの効果がある、というのである。  

 現在、通知の対象は 25歳以上の現役加入者全員であり、受給者は希望者だけ

に送付する。25歳以上にしたのは、この年齢になれば大学を出てほとんどの人

がOASDIに加入しているから、ということが理由だという。  

 

                                      
1 9

 トマス（ http://thomas. loc.gov）,New York Times, 1991年 10月 19日“A Valuable Government 

Document! Free!” ,  The Washington Post,1999年９月 30日 ,  Robert J. Samuelson,“ Social 

Security 'Reassurance”  
2 0

 Rita Bontzへのヒアリングによる。  
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(3) 通知の内容 

 現在の通知は４ページからなる（資料３－４参照）。  

 １ページ目は「あなたにとって社会保障とは何か」ということで、保険料と

給付、財政方式など公的年金制度の仕組みについての説明である。社会保険庁

のホームページアドレスが出ている。説明の中には2017年に保険料収入を給付

額が上回り、2041年には積立資産がゼロになることが明記されている。  

 ２ページ目は、予測給付額の算定である。まず、１年に 870ドルの所得があれ

ば１クレジット、3480ドル以上の所得があれば４クレジットが得られ、40クレ

ジットで老齢年金の受給権が発生すること、その場合には年金額が平均給与を

もとに計算されること、予測年金額は将来の所得や法制度の変更によって実際

とは異なること、が説明されている。  

 その上で、過去２年の所得水準が続くという仮定の下で62歳、65歳、70歳で

引退した場合に予測される老齢年金、障害年金、遺族年金の支給額、老齢医療

の受給資格の有無が示されている。  

 ３ページ目には働き始めてからこれまでの課税対象となった報酬額と支払っ

た年金保険料・医療保険料の合計額の見積もりが記載されている。同じページ

には、もしも、記録に誤りがあった場合の連絡先電話番号がある。  

 ４ページ目は、社会保障・医療保障全体についての説明である。老齢、障害、

遺族年金とは何かという説明の他、社会保険庁が６種類のパンフレットを発行

していることや、情報が必要な場合の電話番号が記されている。  

 この中で、現状のままでは、公的年金の財政の収支が赤字となり、積立金が

底をつく恐れがあるという警告は、1999年までは盛り込まれていなかった。し

かし、全員の通知が始まった時点で、記載するべきだという批判
21
があり、そ

れを受けて取り入れられた経緯がある。また、２ページ目にも、 2041年には保

険料収入が給付の73％にしかならないという記述がある。年金財政を改革しな

いと、給付の減額や保険料の増額が避けられないことを良く理解してもらおう

という意図であろう。  

 この他、55歳以上の被保険者には、さらに２ページが追加され、６ページの

通知が送付されている（資料３－５参照）。５ページ目の内容は、生年別の標準

支給開始年齢（Full Retirement Age）
22
と繰り上げ受給した場合の減額割合であ

                                      
2 1

 GAO(2000)他。この他に、支払った保険料に対する受給額の収益率を知らせるべきだと

いう意見もあったものの、計算方法が確立されていないことや、内容が技術的かつ複雑

になりすぎることから、実現していない。  
2 2

 米国のOASDIによる老齢年金の支給開始年齢は、2003年から 2027年の間に、２ヶ月ずつ、

65歳から 67歳へと引き上げられる過程にある。  
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る。６ページ目には、標準支給開始年齢以前に働いて一定額以上の所得を得て

いた場合には、支給額が減額される
23
という説明がある。つづいて、引退を遅

らせた場合の増額割合が示されている。最後が裁定（支給）開始を請求するた

めの手続きであり、ホームページのアドレスや電話番号、さらに説明書の入手

できるインターネット・サイトが掲載されている。  

 現在の送付対象者数は１億 4000万人であり、内0.5%はスペイン語の通知を送

っている。送付コストを１人当たりでみると、印刷費用が４セント、郵送が 27

セントであり、外部の業者への委託費を含めて合計１人当たり 40セント～50セ

ントになる。それに対象人数を乗じると年間 5600万ドル（約60億円）～7000万

ドル（約74億円）になる。  

 データの処理・加工には、年金通知のプログラムが始まった時にすでに完成

していたデータ・ベースを使っているので、追加的なコストは生じていない。

ただ、社会保険庁（ SSA）は社会保障の記録の管理・処理を受け持っている機

関であり、個人の住所を持っていない。そこで加入者の住所と名前は保険料（社

会保障税）の徴収機関である IRS（内国歳入庁）から受け取っている。  

(4) 通知への評価 

 ヒアリングやGAO（2000）によると、この通知の目標は、①被保険者が老後

の生活についての計画を立てやすくすること、②記録を確認して誤りがあれば、

訂正を申し出て貰うこと
24
、③制度への関心と信頼を高めること、の３点だと

されている。  

 １点目については、すでに1990年代から、この通知を請求して老後の計画に

活用すべきであるという意見がかなり多かった。ただし、米国の年金は最も高

い35年の所得から計算される。ところが、この通知では、現在の所得が引退ま

で続くという前提で、予測額を計算しているので、生涯の内で所得の低い時期

にいる若年層では、年金の額が低すぎるという議論もある。  

 ３点目についていえば、米国でも現在、１：3.4の受給者対現役比率が、ベビ

ーブーマーが引退した後の2020年には１対２程度にまで低下する。そのため、

OASDIの財政が悪化する。それについての理解を得るために、放っておくとま

ずキャッシュフローがマイナスになり、さらに2042年には積立資産がなくなる

ことを通知の１ページ目に記載している。これも、将来何らかの変更が必要な

ことを含めて、制度への理解を深めてもらうためである。  

                                      
2 3

 その部分は、標準引退年齢以降に増額される。  
2 4

 GAO(1989)によると、 1978年から 1984年の報酬総額を、 SSAは税当局（ IRA）よりも 585

億ドル少なく見積もっていた。  
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 そのために、社会保険庁では通知の他、①全国に1,300あるコミュニティ・オ

フィス（ディストリクト・オフィス）の人間が各地方のロータリークラブなど

で講演する、②大都市中心にコミュニケーション（PR）担当が活動する、など

の活動を実施している。講演の内容は、①今後の財政の課題、②それでも社会

保障を信頼すべきこと、③社会保障が非常に重要であること、などである。コ

ミュニティ・オフィスは各地方にあり、各事務所で１人から数人が社会保険へ

の加入・社会保障番号の取得手続きを受け持っている。OASDIに加入する際に

は、雇用者がその手続きをし、年金を受給するためには、必ず１人１人が地方

のコミュニティ・オフィスを訪れ、登録して社会保障番号を取得しなければな

らない。  

 これらの活動により、人々は財政上の問題を抱えていることや、通知された

給付額が予測であり、増減しうることを、よく理解するようになりつつあると

いう。  

 ただ、SSAとしては、年金制度を今後どのように改革すべきかという点には、

キャンペーンや講演などでも触れない。①社会保障税を引き上げる、②支給開

始年齢を引き上げたり、満額給付に必要な加入期間を35年から37年に延長した

りする、など給付を実質的に引き下げる、などの方法が考えられるが、どの選

択肢を取るかは政治の問題だというスタンスである。  

 

4. まとめ（わが国への示唆） 

 以上ヒアリングを行った３ヶ国の状況と、さらにインターネット・サイトか

ら、通知についての情報（資料３－６）を知ることのできた、カナダについて

まとめたのが図表６－３である（ドイツでは「年金情報」を念頭に置いた）。  

 この表からわかるように、給付予測額の通知が始まってから、どの国もまだ

10年経過していない。特にスウェーデン、ドイツは制度改革により、公的年金

以外の老後準備が重要になり、そうした準備を助ける意味で通知が始まった。

わが国でも、モデル代替率が50％まで低下するなど、私的準備の重要性が増加

しつつある。時間の余裕がある間に準備をしてもらうという意味では、若年層

も含めた広範な通知をする必要があるだろう。  
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図表６－３ 被保険 者 に対する通知の状況 

 

ドイツ スウェーデン 米国 ＜参考＞カナダ

名称
Renteninformation
(Rentenauskunft) Den Allmanna Pensionen Social Security Statement Statement of

Contributions

ページ数 ３頁 ６頁(一部の人は４頁)
全６頁（60歳未満は４
頁）

１頁

根拠法 2001年高齢者財産法 （1998年改革） 1989年改正社会保障法 不明

開始年
2004（2001から試験
的）

1999
1999（要求ベースでは
1988）

1997

対象 27歳以上の加入者 16歳以上の加入者 27歳以上の加入者 18歳以上の加入者

予測年金額

その時点以降、所得が
なかった場合と、過去
５年間の所得が65歳ま
で続いた場合の年金
額。さらにそれを1.5％
と2.5％で再評価した場
合の年金額

61歳、65歳、70歳から
受給開始した場合の年
金額（個人と雇用者の
平均年収の伸びを０％
または２％、プレミア
ム年金の利回りを3.5％
または６％と仮定）

62歳、67歳、70歳で引
退した際の予想老齢年
金額（今後、過去２年
の平均と同じ収入を得
たと仮定）

それまでの拠出が65歳
まで続いた場合の年金
額

年金点数（障害年金の
計算にも必要）

年金点数（早期年金・
遺族年金の計算に必
要）

障害・遺族・老齢医療
年金額

遺族・障害年金の額

引退のタイミングに伴
う支給額の増減（67歳
以前・以降に受給した
場合の増減）

過去の報酬履歴 なし
なしーその年の年収だ
け（標準報酬による上
限あり）

年金・医療保険の対象
となる過去の所得

年金の対象となる過去
の所得

保険料の額
過去、労使で支払った
保険料とそれによる年
金ポイント数。

過去分はなく、その年
の概念上の拠出及びプ
レミア年金の掛け金

これまでの拠出額の合
計(本人負担、事業主負
担別)

これまでの拠出額

その他
年金額算定の仕組み
（ポイント制）

計算上の確定拠出年金
における期首の残高か
ら期末の残高への推移
（＋その年の利息±指
数による変動－運営管
理費用）

各給付制度の仕組み・
解説

法律・制度改正によ
り、年金額が変動しう
ること

実際の確定拠出年金
（プレミアム年金）に
おける期首の残高から
期末の残高への推移
（＋運用収益±価格変
動－運用費用）

このままでは2017年に
給付が掛け金を上回
り、2041年に積立金が
枯渇すること。

公的年金以外の老後準
備（補足的老後準備）
の必要性

育児期間など年金に影
響する事由全て

支給申し込みや情報請
求の手続き、情報請求
先の電話・住所・メイ
ルアドレスなど

 

問い合わせの方法
情報請求先の電話、住
所、インターネットア
ドレス

企業年金と合算した情
報提供先
（minpension）のアド
レス  
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 その上で、これらの国に共通する特徴を３点指摘しておきたい。  

 第１に予測給付額の通知が、情報提供の核となっている。しかも、 65歳まで

の所得など、前提を明らかにした上で、若年層にも通知をしている。わが国で

は、従来、受給間近の人だけを通知の対象としていた。それは予測額と実際の

受給額との誤差が大きいからかもしれない。また、わが国では、制度への信頼

感の回復という文脈で、通知が語られることが多い。しかし、若年層に年金制

度による老後の準備を自分のこととして理解してもらうためには、当然に若年

層に予測給付額を知らせるべきことになる。  

 その際にポイント制を使うかどうかが問題になる。海外諸国の例をみると、

ポイント制を使っているドイツでも、保険料と予測給付額の実額を合わせて通

知している。そうであれば、ポイント制が必要かどうか、かえって受け手の理

解を混乱させるという懸念もあろう。少なくともポイントだけを通知しても、

理解は得られにくい。  

 第２に、年金額の通知では、読みやすさを重視している。通知に盛り込む情

報は重要なものに限定し、さらに詳しい情報への要求には、他の方法で対応す

る。また、通知に対する反応を毎年あるいは何年かに一度、サーベイして、そ

の結果により、さらに読みやすく、わかりやすい通知になるよう、その内容を

修正していく手法がとられている。また、年齢や職種に応じて形式や内容を変

える工夫も講じている。  

 第３に、受給額の通知と、制度全体を理解して貰うための、他の情報提供や

広報活動が一体としてとらえられている。特に制度改正があった場合などには、

新聞などメディアを使うほか、インターネット・電話・事務所での対面、によ

る相談など、あらゆる方法を使って、年金制度や予測額についての理解を深め

ようとしている。通知の中に電話番号やＵＲＬを入れたり、電話相談の際に使

いやすいように、通知の項目によって色や形を変えたりして、さまざまなメデ

ィアを有機的に結びつける工夫がみられる。さらに対象者の属性（年齢・性別

などの他、使用言語や障害の有無など）により内容を変える、きめ細かい対応

が有効なようである。  

 わが国で通知制度を開始するにあたっては、これらの点に十分配慮する必要

があろう。  
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第 7章 公的年金の通知に関するファイナンス基礎実験
北村智紀，中嶋邦夫，臼杵政治

1 はじめに

1.1 公的年金に対する通知実験

1.1.1 公的年金の通知と実験ファイナンス

本稿は，公的年金の通知がどのようなものであるべきかを検討するにあたって，実験

ファイナンスの手法を用いた研究の中間報告である1．公的年金の通知に，何をどのよ

うなタイミングで通知すべきか考える際には，一つの方法として，背景となる理論を

参考に通知案を作成し，その通知が加入者にとって有効であるか検討を行う手法が考

えられる．通知が，加入者にとって本当に必要か，役立つかについては，加入者の反応

をアンケート調査を行ったりして調べたり，通知を開始した後の経験を分析して判断す

ることになる．

これと対極の考え方として，公的年金の加入者の行動を具に観察して，加入者がど

のようなタイミングで判断に迷ったか，あるいは，間違えた（効率的でない）判断を

行ったかについて分析することにより，加入者の判断に必要な通知を模索する方法も考

えられる．

前者の方法は，「あるべき」，「必要と思われる」通知を考えるのに対して，後者の方法

は，加入者が本当に必要としている通知を探索することが可能である．しかし，公的年

金のように加入から受給までに相当年数を要し，また，各年齢ごとに加入者が必要と

する情報が異なる事柄について，具に観察し検討することは容易ではない．特に，加入

者の行動を分析するにあたり，公的年金が，株式や投資信託と同じような特徴を持ち，

経済環境や証券市場の変動を受けて，将来の支給額や，保険料に影響を与えるような

場合，特定の人の加入から受給・死亡までの長期間を観察し，分析を行えたとしても，

それを他の人にも応用できるかについては疑問が残る．公的年金の通知は，将来が不

確実であることを前提としなければならないことが，難しい点と言える．

実験経済学（株式や派生証券などの金融商品を主として扱う実験の場合は，実験ファ

イナンスと呼ばれることも多い）は，コンピュータ等を用いて実験室内に適切な人工

1実験の実施と本稿作成にあたっては，研究会メンバーの他，中里宗敬教授（青山学院大学大学院国際
マネジメント研究科），湯前祥二主任研究員（ニッセイ基礎研究所）から示唆をいただいた．謝して記す．
もちろん，在り得べき誤りは筆者の責に帰す．
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的環境を作り，実際には観察できない事項などを，実験を行うことにより観察・分析し

て，必要な結論を得る手段の一つである．公的年金の通知に関しても，公的年金に相当

する制度や，市場を準備して，被験者に実際に年金や，それ他の金融資産への投資を

行ってもらい，どのような事項に被験者が躓くかについて，実験結果を理論や他の実験

と比較検討することができる．これにより，公的年金の通知として，何をどのようなタ

イミングで通知すべきか探求することが可能である．

特に実験は，証券市場のように将来が不確実な場合であっても，何回も繰り返すこと

によって，リスクのある環境を再現可能である．老後に備える年金のように，現実には

相当長い時間を要する事項に関しても，時間を区切ったり，証券市場を抽象化すること

により対応可能である．このように，公的年金の通知に関ししても，実験ファイナンス

による研究は非常に有用であると考えられる．

1.1.2 本稿の目的

本稿は，長期の投資家でもある公的年金の加入者に，何をどのようなタイミングで

通知すべきかを研究することが最終的な目的である．必要な情報がなければ，加入者

は将来の備えに関して適切に判断することは難しく，非効率的な投資行動を行う可能性

が高くなる．人々が適切に判断するのに必要な公的年金の情報開示について，実験ファ

イナンスの手法を用いて，実験室内に公的年金に関する環境を再現し，人々が投資判断

を行うことが難しい事項や，判断を誤りがちな事項に関して，明らかにすることを試

みた．今回，特に，(1)投資家（加入者）が投資判断を行う際，様々なリスクのある金

融商品の価格を適切に判断できるか，(2)リスクのある金融商品への資産配分を適切に

できるか，に着目して実験を行うことにより，加入者の傾向を探り，公的年金の通知へ

の示唆を検討した．また，できるだけ基礎的な実験を行うことにより，年金などの投資

期間が長期である金融資産に関わる実験手法を検討することも目的の一つとした．

公的年金に関する通知に関する研究を，ファイナンス実験やアンケート調査などで行

う場合，被験者（アンケート回答者）が，本当に年金のことを意識して実験参加（アン

ケート記入）したかどうかは，特に重要な問題である．年金に関わる投資意思決定は，

加入期間が非常に長期で，実際に受給が開始されるのが２０年以上先であることも普

通に考えられる．経済環境や証券市場の変動による影響は非常の大きなものとなるし，

想定したよりも長生きして，金融資産が尽きたからといって，若い頃のように働くこと

はできない．このように，年金に関する投資意思決定は，人生の様々なリスクを想定し

て行うはずのもであるのに対して，実験やアンケート調査への回答は，自分の人生を

152



考えるほど真剣には検討せず，短時間で容易に行いがちである．

しかし，年金を意識して実験やアンケート調査への回答を行ったものでなければ，こ

れらの結果は，年金の通知に何が必要かを検討するための材料とはなり得ない．老後

に備える年金のような投資に関しては，長期の投資期間を想定する必要があり，リスク

が発生した場合の影響も大きいため，人々はリスク回避的であると考えられる．年金の

通知実験を行うにあたり，このようなリスク回避的な投資家の行動を実験室内で再現で

きるような実験フレームワークが確立されている必要がある．

実際の投資期間に相当するような実験を行えば，実験室内においても，被験者の投

資行動をリスク回避的にすることは可能であろう．しかし，実験室では，そのような長

時間の実験を行うことは不可能である．実際には 2時間程度の実験で，被験者に長期的

な投資と同じような投資行動をしてもらいたいが，被験者の実験参加の目的は様々で

あり，老後の備えなどに関して，同じリスク回避度で，意思決定することは，通常は想

定できない．

そこで，適切な実験方法を用いて，短時間の実験でも，被験者が長期投資を行うのと

同じようなリスク選好を持つようにできるかが課題である．特に，被験者がリスク回

避的かどうかは，本研究の成果に大きな影響を及ぼす．仮に，被験者がリスク中立的で

あれば，その投資行動は期待値によってのみ決まり，リスクは意思決定に影響を及ぼさ

ない．リスク回避的であれば，リスクに関する通知は重要かもしれないが，リスク中立

的な被験者には必要のないものである．リスク中立的な被験者が多い実験結果をもと

に，本来必要な通知の内容が，どのようなものであるべきかを検討できない．つまり，

被験者の選好をコントロールすることは本研究の鍵と言える．そこで，今回の実験で

は，通知実験を行うにあたり，予備的・基礎的実験として，被験者の選好をリスク回避

的にする手法についても研究を行った．

同様に，実験環境は，通常想定できる市場環境を満たしている必要があろう．例え

ば，被験者の選好がコントロール可能で，リスク回避的な意思決定を行う実験環境を

作り出せても，実験市場が裁定機会に溢れていると，その結論は説得力に欠ける．なぜ

なら，投資行動の誤りが，適切な通知がないためか，市場が裁定機会に溢れているか，

区別できないからである．さらに，平均分散効率的（CAPMが成立）でない実験市場

により実験結果は，同様に，説得力に欠けると言えよう．このように，通知実験を行う

ための実験市場の必要条件として，

1. 被験者がリスク回避的

2. 実験市場に裁定の機会がない
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3. 実験市場が平均分散効率的

が考えられる．これらが満たされる実験市場で，年金に相当する商品を被験者が取

引した場合，どのような問題が生じるかについての分析を通して，公的年金の通知に

関する示唆を得ることが本稿の目的である．

1.2 先行研究

O’Brien and Srivastava(1991)[7]は，合理的期待仮説による証券価格と，取引実験に

よる価格の違いを分析し，金融市場で情報が累積され，取引に利用されるかどうかにつ

いての研究を行った．ファイナンス実験では，まず，証券価格に対する非公開情報を，

被験者に対して通知を行った．通知は，全員が同じ通知を受けるのではなく，被験者を

グループ分けし，各グループに対して，証券価格に関する非公開情報の一部のみを通

知した．被験者は，自分に通知された非公開情報と，市場で取引される証券価格を参考

に取引を行った．実験市場で取引時間が一定時間経過すると，被験者は，非公開情報

を一部しか得ていないにも関わらず，将来の証券価格を適切に予測できるようになる．

これは，取引情報が，市場で累積していくことを示している．

今回の実験結果も，試行回数が進むにつれ，価格の収束が早くなり，市場で情報が累

積されていることが確認できる．しかし，今回の実験では，市場で累積される情報は，

必ずしも，被験者が適切な価格を決めるのに役に立つものではなく，割高な価格形成を

維持させることになった．試行が進むにつれ，被験者は，証券のペイオフにリスクがあ

るにも関わらず，証券価格の期待値周辺で，あたかも，その値段が適正価格のように取

引が行われるようになった．

Bossaerts and Plott (1999)[3]は，学生に対するファイナンス実験により，実験市場

でのCAPMの成立と，状態価格と消費との順序関係の成立を示した．実験は 1期間，3

資産，3項モデルを利用して，実験終了後のポートフォリオ時価総額が最大になるよう

に，証券A，証券B，債券を取引させることによって，実験市場でCAPMの成立を検

証した．実験では，マーケット・ポートフォリオのシャープ・レシオと，被験者のポー

トフォリオのうち，シャープ・レシオが最大であるものとの差をシャープレシオ差とし

て，この値を，実験市場で取引が成立するたびに計算して，シャープレシオ差がラン

ダムウォークか，あるいは，ゼロに向かって収束しているか検証を行った．本稿でも，

彼らの手法を用いて実験市場でCAPMが成立するか検証している．本稿が彼らの実験

と異なる点は，実験市場に年金に相当する負債を導入していること，被験者の持つ効

用関数を実験経済学の手法を用いて，リスク回避的にコントロールしようとしている
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ことである．

Bossaerts,Plott, and Zame (2003)[2]は，Bossaerts and Plott (1999)[3]の実験環境

を利用し，平均分散効用関数，あるいは，2次効用関数を用いて，被験者の資産配分か

ら，市場全体のリスク回避度の推定を行っている．本稿も彼らのアイディアを利用して

市場全体のリスク回避度の推計を行っているが，本稿では，予め仮定した 2次効用関数

から直接，市場全体のリスク回避度の推計を行っている．

2 実験の内容

2.1 実験の設定

各実験の概要は図 1のとおりである．実験は 4回行った．実験１及び２は，2期間２

項モデルを用いて，各証券価格の変動を表した．3証券が取引され，各証券には「年

金」，「株式」，「現金」のという名前（ラベル）をつけた．「年金」というラベルをつける

ことで，被験者に，長期的な資産配分の実験であり，リスク回避的に行動する動機付け

を行った．2期間モデルであるので，被験者は，1試行ごとに 2回の取引セッションで，

取引を行った．1期間目（第 1セッション）には「35歳」，2期間目には「50歳」のラ

ベルが付けられ，被験者に，長い人生での投資意思決定であるかのような印象を与え

ることにした．

最初に被験者は，「初期ポジション」を得て，さらに，1期間と２期間目の取引の開始

寸前に「給与」として現金を得る．取引が開始されると，被験者は証券を取引して，自

分に相応しいポートフォリオの構築を行う．「年金」を購入すると，被験者は売買価格

とは別に保険料を支払う．保険料は年金１単位あたり年収の 10％とした．「株式」を購

入した場合の支払いは，購入金額のみでよい．取引は被験者間の市場で行われ，被験者

は「売り指値」，「買い指値」を市場に出すか，実験市場に既にある，「売り指値」に対し

て「買い」，あるいは，「買い指値」に対して「売り」を行うことで取引を成立させる．

被験者は，各証券のロングポジション，ショートポジションとも可能である．また，現

金の借入も可能である．

実験１のペイオフは図 2を参照．被験者は初期時点（35歳）で 500万円の給与を得

ている．貯蓄性向を 40％と仮定しているのいで，200万円が投資可能額となる．被験

者は，「年金」か「株式」に投資可能である．これらを購入しない場合は，全て「現金」

とされる．１期間後被験者は 50歳となり，再び取引を行う．この時の「年金」と「株

式」の価格も被験者間の取引で決まる．ただし，被験者は，給与が 1000万円になるか，
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500万円か，どちらの状態が実現したかがわかる．取引終了後，被験者は 65歳となる．

各証券のペイオフが明らかになり，そのペイオフを利用して，各被験者のポートフォリ

オが清算される．さらに，老後に必要な生活費が，被験者のポートフォリオから控除さ

れ，残りの金額が，被験者のこの試行での得点となる．

実験２のペイオフは図 3を参照．実験１と実験２の違いは，実験１では年金の受取

額が 250，125，63万円で，老後の生活費と完全に連動した年金が受け取れるのに対し

て，実験２では，年金の受取額が 220，125，55万円であり，老後の生活費と連動して

いない点である．これは「マクロ経済スライド」によって，年金の受け取り額が，実際

に必用な金額に対して，変動してしまうことを想定したものである．

実験３及び４においては，1期間 3項モデルを用いて，取引される証券の価格変動性

を表した．被験者は「証券Ａ」と「証券Ｂ」が取引可能である．まず被験者には「初期

ポジション」が与えられる．取引が開始されると，被験者は，自分に相応しいポート

フォリオを構築するために，被験者間で取引を行う．各証券ともロング・ポジション，

ショート・ポジションが可能である．また，現金の借入も可能である．実験 3の各証券

のペイオフは図 4，実験４のペイオフは図 5を参照．実験３と実験４の違いは，「証券

Ａ」のペイオフが実験３では，8，10，12万円で，「支出」に完全に連動しているのに対

して，実験４では，ペイオフが 7，10，12万円で，「支出」とは全には連動していない

点である．

2.1.1 実験の流れ

実験の流れは，Fridman and Sunder (川越等訳）(1999)[8]を参考とした．被験者は

実験室の受付で登録した後，指定された席に着く．実験者は，最初に，今回の実験参加

に対する挨拶をした後，実験内容の説明を行った．取引ソフトウエアに関する説明と取

引練習を１回行い，説明時間は約 60分であった．ソフトウエアの操作方法を習得して

もらうために，当研究会メンバーや，弊社職員，大学院生にソフトウエアの操作方法に

ついて，被験者へのアドバイスをお願いした．10分間ほど休憩をとり本実験を始めた．

実験 1及び 2は 3試行行った．実験 3及び 4では 9試行を行った．実験での 1回の取

引時間は 240秒で，実験 1及び 2は 2期間モデルであるので，1回の試行で 2回の取引

が行われる．管理に要する時間を含めて 1回の試行は約 20分程度であった．実験 3及

び 4では 1期間モデルであるから，1回の試行で取引は 1回である．管理に要する時間

を含めて，1回の試行に要する時間は 10分程度であった．実験中においても，取引ソ

フトウエアの操作方法が分からない場合に質問方法を受け付けた．実験終了後，謝礼を
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図 1: 通知基礎実験の概要：実験１と 2，実験 3と 4とが対となり，比較検討を行う．実
験１と実験２の違いは，「年金」のペイオフが実験１では，「老後の生活費」に完全に連動
しているのに対して，実験２では，完全には連動していない．同様に，実験 3と実験 4

との違いは，実験 3では「証券A」が「支出」に完全に連動しているのに対して，実験
４では「証券A」は「支出」には完全には連動していない．１回実験の所要時間は約 2

時間 30分であり，実験 1，2，3が 20：00～22：30，実験４が 19：30～22：00で行われ
た．被験者は，青山学院大学大学院生，ニッセイ基礎研究所職員，JARIP会員とその
友人が中心であり．比較的，証券取引やファイナンス理論を知っている者が多かった．
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図 2: 実験１における各証券のペイオフ：被験者は，初期時点（35歳）で 200万円保
有し，「証券A」，「証券 B」，「現金」へ投資可能である．「証券」と「証券 B」の価格は，
被験者間の取引によって決まる．取引終了後，被験者は 50歳となり，再び取引が可能
である．その後，被験者は 65歳（老後）となり，各証券のペイオフを利用してポート
フォリオが清算され，「老後の支出」を控除して，残った金額が得点となる．
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図 3: 実験２における各証券のペイオフ：実験１と異なるところは，実験１では「年金」
のペイオフが 250，125，63万円で，「将来の支出」に完全に連動しているのに対して，
実験２では年金」のペイオフは 220，125，55万円で完全には連動していない，
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図 4: 実験 3における各証券のペイオフ：「証券A」と「支出」は完全に相関．「証券B」
と「支出」は，負の完全相関．金利は 0% ．被験者は初期時点で 90万円に相当するポ
ジションを得て，「証券A」，「証券B」，「現金」へ投資を行う．取引終了後，各証券のペ
イオフに従い各被験者のポートフォリオを清算し，さらに「支出」を控除して最終清算
価値を算出．これをもとに得点を計算した．
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図 5: 実験 4における各証券のペイオフ：実験 3と異なる点は，「証券 A」のペイオフ
が 8，10，12万円ではなくて，7，10，12万円となっている以外，全て実験 3と同じで
ある．
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支払う準備の間に，被験者の特徴を把握するためのアンケートを実施した．アンケー

ト回収後に謝礼を支払い，解散した．実験時間は，各回，約 2時間 30分であった．

2.2 被験者

ニッセイ基礎研究所金融研究部門職員，青山学院大学国際マネジメント研究科中里

教授の協力で被験者を集めた．Ｅメールや電子掲示板を利用して実験の主な内容を紹

介し，参加可能者からのＥメールに対して，コンファメーションを返信した．なお，被

験者募集等で利用した個人情報については厳密に管理している．主な被験者は，

1. 青山学院大学院国際マネジメント研究科学生（社会人学生で金融関係に勤務の者

が主体）

2. ニッセイ基礎研究所，ニッセイアセットマネジメント職員

3. JARIP（日本保険・年金リスク学会）会員

4. その友人

が中心である2．被験者の中には，ファイナンス理論に詳しい者や，証券取引，資産

運用を業務として行っている者も多くいた．

2.3 実験市場での取引ルール

各被験者は，取引ソフトウエアを用いて，ダブルオークション方式で，必要な証券の

取引を行う．被験者は，各証券に対して，Bid（買い指値）及びAsk（売り指値）を行

うことが可能である．Bid（買い指値）あるいはAsk（売り指値）を行う場合，被験者

は，取引ソフトウエアに，Bid価格あるいはAsk価格と数量をインプットする．既に市

場に Bid（Ask）がある場合に，それより高い Bid（安いAsk)が，市場で優先される．

また，同じ価格であれば，先に注文を行った方が優先される．これは，通常の証券取引

所での取引ルールと同じ仕組みである．

被験者は，市場に Bidあるいは Askがある場合，成り行き注文を，市場にある Bid

や Askの数量まで行うことができる．なお，証券取引所にある，売り気配，買い気配

のような制度や，寄り付き，引け時の板寄せなどの仕組みは採用しなかった．このソ

2実験に参加していただいた方々，青山学院における研究会参加者に対して，ここに感謝の意を表した
い．
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フトウエアの表記は英語であり，取引の慣習もアメリカ市場のものとなっているため，

一部の被験者が，混乱した側面もあった．

2.4 被験者のコンピュータ画面

各被験者は取引ソフトウエアを利用して，必要な証券の売買，資産配分を決定する．

全ての証券は被験者間で取引される．被験者のコンピュータ画面には，

1. 各証券の現在の Bid及びAsk価格と数量

2. 過去の Bid及びAsk価格の推移グラフ，取引が成立した価格の推移グラフ

3. 板情報

4. 各証券の予想ペイオフ

さらに，実験３及び４では，上記に加え，

5. 現在のポートフォリオを維持して取引が終了した場合の，各状態でのポートフォ

リオの予想ペイオフ

6. 予想点数

実験３及び４では，各被験者は，現在のポートフォリオを維持して取引が終了した場

合，状態毎に，どのような最終清算価値になり，その結果，点数を何点とることになる

かが，わかるようになっている．この情報を見て，各被験者は，どのようにポートフォ

リオを入れ替えればよいか，判断できるようになっている．

2.5 謝礼

実験１及び２では，各被験者ごと，1回の施行ごとに，まず，各証券のペイオフに応

じて，ポートフォリオ全体の最終清算金額を算出する．さらに，試行ごとにこの最終

清算金額を累積する．実験終了後，累積された最終清算金額の高い順から上位 10% に

20000円，下位 40% に 7000円，その他に 10000円の謝礼を支払った．

実験３及び４では，各被験者ごと，1回の施行ごとに，まず，各証券のペイオフに応

じてポートフォリオ全体の最終清算金額を算出する．次に，最終清算金額から，満点が

1点，最低点がゼロ点である点数に変換する．この変換は凹関数を用いて行う．各試行

ごと最終清算金額から点数を計算して，これらを累積する．実験終了後，累積点数を実
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験回数で除して，高い方の謝礼（10000円）を受け取る確率を計算する．被験者が一様

乱数のくじを引き，くじの目が，高い謝礼を得る確率より低ければ 10000円，そうで

ない場合は 7000円の謝礼を支払った．最後に，被験者の中から抽選で 1名に 10000円

の謝礼を追加に支払った．

謝礼の水準は，(1)被験者が社会人であること，(2)実験時間が 19：00以降と，通常

であれば，残業時間に相当する時間に行うこと，(3）実験の内容が，概ね経営大学院で

行うファイナンスの講義に近く，理解に比較的高度の知識や経験が必要なこと，(4）交

通費が込みであること，(5)実験に積極的に参加してもらえること，(6)拘束時間が約

3時間であること，を考慮して決めた．

3 実験結果

3.1 被験者の選好統制

3.1.1 選好統制の実験ファイナンスへの応用

被験者の選好を実験室内で如何に統制するかは，実験経済学で重要な問題である．ファ

イナンス実験においても，被験者の選好をコントロールして，リスク回避的な投資行動

をとらせるためには工夫が必要であり，本研究の課題の一つである．被験者がリスク回

避的な投資行動をとらないとしたら，公的年金の通知に関する効果をファイナンス実験

で検証することはできないであろう．なぜなら，公的年金のリスクに関する通知を行う

とした場合，リスク中立的な被験者にとっては，期待値のみがその関心事であるから，

リスクに関する通知は，情報として価値がないという分析結果を導くことになる．これ

に対して，リスク回避的な被験者であれば，そのリスクの影響を考慮して，証券価格や

資産配分を検討するため，リスクの通知は非常に価値があるはずである．このように，

ファイナンス実験を行う場合には，被験者のリスクに対する態度をコントロールするこ

とが重要である．しかし，被験者の選好は様々である．また，現実の投資の場面ではリ

スク回避的な人が，実験室内でも同じくリスク回避的に行動すかどうかはわからない．

実験経済学においては，実験室内で被験者の選好を統制する方法が研究されており，

一つの例として，Bereg et al.(1986)[1]が，被験者をリスク回避的，リスク中立的，リ

スク好意的に行動させる方法を示した．本稿では，この方法がファイナンス実験にも利

用可能かを検討する．この方法について，社団法人経済企画協会 [9]の記述に従って説

明する．

Aを被験者の実験での投資行動の集合，X を実験でのポートフォリオ清算価値の集
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合，a ∈ Aを各試行での被験者の投資行動，x ∈ Xを各試行での清算価値する．nはあ

る被験者を表す．

f (x|a)を投資行動 aを取ったとき，清算価値が xとなる確率を表す確率密度関数，

q1, q2 (q1 > q2) を実験によって被験者が受け取る賞金額（実験では 10000 円か 7000

円），U (n) (q1)，U (n) (q2)を賞金額に対する被験者の効用で，U (n) (q1) > U (n) (q2)と

仮定する．さらに，P (q1|x)を被験者が清算価値 xを得たときに賞金 q1を得る確率で，

P (q2|x) = 1− P (q1|x)とする．α > 0, β > 0を定数として，G (x) ≡ α + βP (q1|x)と

すれば，被験者はあたかも選好がG (x)であるかのように行動することを示すことがで

きる．

被験者が解く問題は，

max
a

∫

X

f (x|a)
[
P (q1|x) U (n) (q1) +

(
1 − P (q2|x) U (n) (q2)

)]
dx. (1)

効用関数は正のアフィン変換に関して一意に決まるから，U (n) (q1) = 1，U (n) (q2) = 0

としても一般性を失わない．従って，被験者の問題は，

max
a

∫

X

f (x|a) P (q1|x) dx. (2)

となる．さらに，P (q1|x)をG (x)の正のアフィン関数として構成するので，被験者の

問題は，

max
a

∫

X

f (x|a) G (x) dx. (3)

と同等な問題となる．すなわち，被験者は個々人の効用関数 U (n) (x)ではなく，あた

かも効用関数G (x)を持っているかのように行動することになるはずである．ここで，

G (x)を xに関する凹関数（コンケイブ関数）とすれば，被験者はあたかもリスク回避

的な選好をもっているかのように行動するはずである．

ファイナンス実験においても，被験者がリスク回避的な選好を持つように統制可能で

あろうか．実験１及び２では，被験者が年金と同じように長期的観点から，投資判断を

してもらうように，取引する証券を「年金」，取引時点を「35歳」「50歳」「65歳」な

どと表示したり，実験に対する説明で長期的観点から投資するように説明したりして，

リスク回避的行動をするように促した．これに対して，実験３及び４においては，上述

の実験経済学の選好統制方法を利用して，実験を行った．

実験３及び４では，ポートフォリオの最終清算価値 xの範囲は x ∈ [−80, 120]であ
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る．各被験者の効用関数 g (x)を，2次効用関数

g (x) ≡ x −
γ

2
x2. (4)

と仮定する．式 3のG (x)を

G (x) = P (q1|x) ≡ a + bg (x) . (5)

と定義する．ここで，

a ≡ −
g (80)

g (120) − g (80)
, (6)

b ≡
1

g (120) − g (80)
. (7)

とおくと，γを適切に定めれば，x ∈ [−80, 120]で，G (x)は値域 [0, 1]をとる凹関数と

なり（図 6），式 4を前提とすれば，被験者は清算価値 xを得た時に報酬 q1を得る確率

を効用関数として持ち，リスク回避的に行動するはずである．

実験の謝礼は，試行毎にポートフォリオの最終清算価値より，G(x)に従って点数（そ

の試行における高い謝礼を得る確率）を計算する．この点数は試行毎に累積する．実験

終了後，累積清算価値を実験回数で除して，高い謝礼を得る確率を算出する．G(x)が

コンケイブ関数であるから，被験者が相場を張って，0点，1点などの極端な点数を繰

り返してとるよりも，リスク回避的行動をとり，0.6点などの中間の点数を取り続けた

ほうが，高い謝礼を得る確率は増えることになっている．従って，高い謝礼を受け取り

たい被験者は，リスク回避的に行動するはずである．

3.1.2 被験者はリスク回避的であったか

実験３及び４においては，実験室内で被験者の選好をリスク回避的に統制する方法

を用いて，実験を行ったが，被験者がリスク回避的であったか検証するために，資産価

格とリスク回避度の関係を導出する．

時刻 t+1での，第 i証券のペイオフをxi,t+1とする．この証券の理論価格は，Cochrane(2001)[4]

より，

Pi = E
[
βU ′(yt+1)xi,t+1

]
, (8)

ここで，βは主観的割引率，yは総消費，U は投資家の効用関数で U ′ > 0，U
′′

< 0を
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図 6: 関数 g(x)とG(x)：g(x)は被験者のポートフォリオの最終清算価値 xを効用かえ
る関数，G(x)は xを点数にかえる関数．各被験者，各試行ごとに最終清算価値から，
G (x)を利用して点数を算出し，これを累積する．実験終了後に累積点数を実験回数で
除して，高い謝礼を得る確率を計算する．
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満たすものとする，期待値は主観的確率での期待値である．効用関数を，

U (y) ≡ y −
γ

2
y2, (9)

と仮定する．γは市場全体のリスク回避度を表す定数である．実験では，金利ゼロであ

るから β = 1と仮定する．また，総消費 yは，実験は 1期間モデルであるから，マー

ケット・ポートフォリオのペイオフと同じである．なお，実験では予め各証券の発行済

み株式数が分かっているので，マーケット・ポートフォリオのペイオフも既知である．

限界効用は，

U ′ (y) = 1 − γy, (10)

であるから，式 8は，

Pi = E [(1 − γyt+1) xi,t+1] . (11)

実験３及び４では，証券は「証券Ａ」と「証券Ｂ」の 2つである．取引時点 tにおける，

それぞれの取引価格を P̃A,t, P̃B,tとする．また，1期間 3項モデルであるから，ペイオ

フ時の状態数は３つある．証券Ａの各状態でのペイオフを x
(1)
A , x

(2)
A , x

(3)
A ，同様に，証券

Ｂのペイオフを x
(1)
B , x

(2)
B , x

(3)
B ，マーケット・ポートフォリオのペイオフを y(1), y(2), y(3)

とする．ここで各変数の右肩の添え字は，実現した状態を表す．各証券の理論価格は，

式 11より，

PA =
1

3

[(
1 − γy(1)

)
x

(1)
A +

(
1 − γy(2)

)
x

(2)
A +

(
1 − γy(3)

)
x

(3)
A

]
, (12a)

PB =
1

3

[(
1 − γy(1)

)
x

(1)
B +

(
1 − γy(2)

)
x

(2)
B +

(
1 − γy(3)

)
x

(3)
B

]
. (12b)

取引が成立した時刻を tとすると，理論価格と取引価格は

P̃k,t = Pk + εk,t, k = A,B. (13)

の関係があると仮定する．ただし，εk,tはプライシング・エラーで，平均ゼロ，分散 σ2
k

の正規分布に従うと仮定する．一つの証券の取引が成立した際，もう一つの証券は直

近に成立した価格を利用するとすれば，式 13より

ET

[
1

3

[(
1 − γy(1)

)
x

(1)
A +

(
1 − γy(2)

)
x

(2)
A +

(
1 − γy(3)

)
x

(3)
A

]
− P̃A,t

]
= 0, (14a)

ET

[
1

3

[(
1 − γy(1)

)
x

(1)
B +

(
1 − γy(2)

)
x

(2)
B +

(
1 − γy(3)

)
x

(3)
B

]
− P̃B,t

]
= 0, (14b)
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ただし，T を取引時間における総取引回数で，

ET [·] ≡
1

T

T∑
n=1

[·] . (15)

ＧＭＭ (Generalized Method of Moments)の手法を利用して，試行ごとに市場全体

のリスク回避度 γを推定する．ＧＭＭに関してはHayashi(2000)[6]を参照．取引時刻 t

におけるプライシング・エラーを

u
(k)
t (γ) ≡ εk,t = E [(1 − γy) xk] − P̃k,t, k = A,B. (16)

ut (γ)を 2行 1列のプライシング・エラーを表す行列

ut (γ) ≡


 u

(A)
t (γ)

u
(B)
t (γ)


 . (17)

とする．また，プライシング・エラーのサンプル平均を表す 2行 1列の行列 gT (γ)を，

gT (γ) ≡
1

T

T∑
n=1

[ut (γ)] = ET [ut (γ)] . (18)

として定義する．

第一段階の γ̂1推定は，プライシング・エラーのサンプル平均に関する 2次形式を最

小化する

γ̂1 = arg min
{γ}

gT (γ)T WgT (γ) . (19)

を選択する．W はウエイトを表す 2次の正方行列で，ここでは単位行列 Iを利用する．

次に，γ̂1を用いてプライシング・エラーの共分散行列

S ≡ ET

[
ut (γ̂1) ut (γ̂1)

T
]
. (20)

を推定する．この Sを用いて，第二段階の γ̂2推定は，プライシング・エラーのサンプ

ル平均に関する 2次形式を最小化する，

γ̂2 = arg min
{γ}

gT (γ)T S−1gT (γ) , (21)

を選択する．γ2の分散は，

var (γ̂2) =
1

T

(
dT S−1d

)−1
, (22)
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ただし，

d ≡
dgT (γ)

dγ

∣∣∣∣
γ=γ̂2

. (23)

効用関数を式 9とすれば，市場全体のリスク回避度の推定値が γ̂2 > 0であれば，市

場がリスク回避的であると考えることができる．また，γ̂2 = 0の場合はリスク中立的，

γ̂2 < 0の場合はリスク愛好的と考えられる．

式 21，22を用いて，

t ≡
γ̂2√

var (γ̂2)
∼ N (0, 1) , as T → ∞. (24)

であることを利用して，帰無仮説：γ̂2 = 0を検定する．

実験３及び４について市場全体のリスク回避度に関して推定した結果が，図 7である

(実験１及び２に関しても，ほぼ同様なこといえる）．実験３では，９回の試行のうち 5

回で，γ̂2 > 0でかつ，有意水準 5％で帰無仮説が棄却された．市場全体のリスク回避

度がプラスで，リスク回避的に証券価格が付けられたと分析できる．しかし，3回がリ

スク愛好的 (γ̂2 < 0)で有意となり，1回（試行４）では帰無仮説が棄却されなかった．

これに対して，実験４では，9回の試行のうち 2回で，γ̂2 > 0でかつ，有意水準 5

％で帰無仮説が棄却され，市場がリスク回避的であったと考えられるが，それ以外の試

行では，市場全体のリスク回避度が中立的か愛好的な価格が付けられた．ただし，ここ

での結論は，効用関数を式 9を仮定した場合の検証結果であって，別の効用関数（例え

ば，べき型効用関数や指数効用関数）を利用した場合には，異なる結果となる．

上述した実験経済学における選好統制を，ファイナンス実験に応用したが，期待され

た成果は得られなかった．その理由として，以下のようなことが考えられる．

1. 式 5で表される効用関数のコンケイブの度合い（歪曲度）が緩かったため，被験

者がリスク回避的か中立的かについて，式 5の効用関数によってコントロールで

きなかった．歪曲度を強くすれば，運用に失敗した場合のペナルティーが大きく

なり，また，運用に大きく成功しても，そこそこ成功しても，得られる点数が同

じ程度であるから，被験者はリスク回避的になるはずである．従って，効用関数

の歪曲度を強くして再実験を行う必要がある．

2. 高い謝礼１万円と，低い謝礼７千円とでは，被験者にとって大きな差がなかった．

そのため，被験者は，７千円さえ獲得できれば，１万円か得ても得なくても，効

用がそれほど変わらないので，リスク回避的な資産配分を行わないで，実験市場

でギャンブル性の高い投資行動をとった可能性がある．被験者にリスク回避的な
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Std( ) t 5%
3 1 -0.0000077052 0.000000644 -11.97 *
3 2 0.0000055681 0.000000423 13.16 *
3 3 0.0000019882 0.000000364 5.47 *
3 4 0.0000001401 0.000000439 0.32
3 5 0.0000008423 0.000000173 4.87 *
3 6 0.0000024031 0.000000390 6.17 *
3 7 0.0000005067 0.000000138 3.68 *
3 8 -0.0000000941 0.000000024 -3.97 *
3 9 -0.0000000572 0.000000006 -8.87 *

Std( ) t 5%
4 1 -0.0000003 0.0000015 -0.17
4 2 -0.0000015 0.0000009 -1.61
4 3 0.0000066 0.0000005 12.32 *
4 4 -0.0000072 0.0000013 -5.63 *
4 5 -0.0000029 0.0000008 -3.58 *
4 6 0.0000016 0.0000005 2.97 *
4 7 -0.0000019 0.0000009 -2.13 *
4 8 -0.0000006 0.0000008 -0.76
4 9 -0.0000036 0.0000010 -3.77 *

図 7: 市場全体のリスク回避度 γに関する検定：実験で取引された「証券Ａ」と「証券
Ｂ」の価格を用いて，効用関数のリスク回避度を推定．実験３では，概ねリスク回避的
な価格で取引されたが，実験４ではリスク回避的価格で取引されたのは，試行３と６
だけであった．

170



投資行動をとらせるためには，２つの謝礼に，もう少し格差をつけたほうが，実

験者の意図した投資行動となるのではないかと考えられる．あるいは，行動ファ

イナンスの参照点などの考え方を応用して，１万円，７千円の謝礼の組み合わせ

でも，最初に被験者に１万円を渡し，実験での点数が低ければ，３千円を返して

もらうような謝礼の支払い方を行うと，得られる結果が変わる可能性がある．

3. 以下に記述するように，実験４での市場では，裁定取引ができる可能性が多く存

在した．そのため，被験者がリスク回避的に行動するより，裁定機会を追求する

ためにリスク中立的や，リスク愛好的な行動をとった可能性がある．市場に裁定

の機会がない（少ない）ならば，あるいは，被験者のうち誰かが，積極的に裁定

取引を行って市場より高い利益を得ることができたならば，大多数の被験者は，

リスク回避的な投資行動をとったかもしれない．しかし，今回の実験では，裁定

取引をできる可能性が続いたため，被験者のリスク回避度に何らかの影響を及ぼ

した可能性が考えられる．実験を行う際には，実験市場で裁定の機会が少ないよ

うな環境を整えないと，実験結果の解釈が難しくなる．

4. 1期間 3項モデルを利用し，各状態が発生する確率を 1/3としたため，各証券の期

待値を算出することが容易になり，被験者が各証券の期待値のみに着目して取引

を行った可能性が高い．そのため，リスク回避的な価格形成がうまくいかなかっ

たのではないか．

5. 実験においては，目前の取引に興味を奪われ，本来の目的である，老後の備えの

ようなリスク回避的行動をとる環境ではなかった．この問題は，取引ソフトウエ

アに大きく関係すると思われる．取引ソフトウエアが資産配分を検討するための

ものではなく，証券取引による価格の変動性に着目するタイプのものであるため，

被験者が資産配分決定よりも取引を重視し，投資家というよりトレーダー感覚で

実験に参加した可能性がある．

6. ここでは詳細に示さないが，実験１及び２では，上述に実験経済学における選好

統制法を利用しないで，実験の説明によって，被験者のリスク回避的行動を促し

たが，実験３及び４と同様に，実験者が期待した成果は得ることができなかった．

説明によってリスク選好を管理することは，非常に難しいと思われる．

当分析からの公的年金の通知に関するインプリケーションとして，

1. 加入者は，将来の期待値について重視し，リスクを軽視する可能性がある．今回

の実験では，被験者が将来のペイオフやリスクについて，十分な情報を持ってい
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たにもかかわず，価格形成は期待値を中心としたものとなり，リスク回避的では

なかった．仮に，公的年金の通知が期待値のみを通知するのであれば，リスクを

軽視し，単に期待リターンが高い投資に向かう可能性があることを示唆している．

2. 通知は，取引や価格を示唆するものではなく，資産配分を考えさせるものである

べきであろう．そうでなければ，眼前の取引に注意が向き，将来に備えた適切な

資産配分ができなくなる可能性がある．従って，取引を誘発するような通知では

なく，将来の必要資金や，証券の期待リターン・リスクと，資産配分の影響など

を含んだ，教育的な通知が望ましいのではないかと考えられる．

3.2 市場では適切な価格で証券が取引されたか

3.2.1 ストキャスティック・ディスカウント・ファクターと状態価格

実験市場で裁定取引の可能性があったか検証するために，ストキャスティック・ディ

スカウント・ファクターと状態価格を導出する．実験３及び４のように１期間モデルを

考える．１期間後の離散の状態を sで表す．１期間後の各状態での総消費を y (s)，第 i

証券のペイオフを xi (s)とすると，第 i証券の価格を Piは，式 8より，

Pi = E
[
βU ′(y(s))xi (s)

]
, (25)

で表せる．βは主観的割引率である．ここで，

m (s) ≡ βU ′(y(s)). (26)

と定義すると，式 25は，

Pi = E [m (s) xi (s)] , (27)

と表せる．m (s)はストキャスティック・ディスカウント・ファクター（状態価格デフ

レータとも呼ばれる）である．

リスクフリー証券は，いつでも１円のペイオフを得られる証券である．その価格は，

式 27より，

1 = E [m (s) · 1] . (28)

同様に，各状態での証券Aのペイオフを xA (s)，証券Ｂのペイオフを xB (s)とすると，
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各証券の価格は，

PA = E [m (s) xA (s)] , (29a)

PB = E [m (s) xB (s)] . (29b)

と表せる．

実験３及び４は１期間３項モデルであったので状態を s = 1, 2, 3で表し，各状態 sが

発生する確率を

π (s) =
1

3
, s = 1, 2, 3. (30)

と仮定する．

実験３及び４において，ストキャスティック・ディスカウント・ファクターmを求め

る．式 28，29a，29bより，mは以下の連立方程式の解である．





1
3 [m (1) + m (2) + m (3)] = 1,

1
3 [xA (1)m (1) + xA (2)m (2) + xA (3)m (3)] = PA,

1
3 [xB (1)m (1) + xB (2)m (2) + xB (3)m (3)] = PB.

(31)

この式を行列表示を行うと，
1

3
FM = P, (32)

ただし，

F ≡




1 1 1

xA (1) xA (2) xA (3)

xB (1) xB (2) xB (3)


 , M ≡




m (1)

m (2)

m (3)


 , P ≡




1

PA

PB


 . (33a)

実験による証券価格 PA, PB は，被験者間の取引で決まる．この価格を利用してm

を逆算する．F に逆行列が存在すれば，ストキャスティック・ディスカウント・ファク

ターは，

M = 3F−1P (34)

として算出できる．

ステイトプライス（状態価格）とは，ある状態 sが発生した時のみ 1円が支払われ，

それ以外の状態 s′の時はゼロ円が支払われる条件の価格である．P (s)を状態価格とす
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る．状態価格は，式 27より，

P (s) = E [m (s) 1 (s)] , (35)

ただし，1 (s)はインディケータ関数で，

1 (s) ≡





1 if 状態が sの場合,

0 if それ以外.
(36)

状態 sが実現する確率を π (s)であったので，上式は，

P (s) = E [m (s) 1 (s)] =
∑
s

π (s) m (s) 1 (s)

= π (s) m (s) .

実験３及び４においては，各状態が発生する確率が π (s) = 1/3であったので，状態価

格は，

P (s) =
m (s)

3
. (37)

となる．

3.2.2 実験市場に裁定の機会はあったか

リスク回避的な投資行動を調べるための実験市場で裁定取引の機会が多く観察でき

るとしたなら，その実験結果に基づいた主張は説得感を欠くものとなろう．その主張

が，適切な実験により得られた結果か，あるいは，裁定機会が多く見られる”特殊”な

市場であったために得られた結果かが，よくわからないからである．ファイナンスの実

験においては，市場が無裁定（に近い）かどうかは，非常に重要な条件であると考え

られる．そこで，今回の実験においても，実験市場が無裁定であったか検証を行った．

以下，実験３及び４の検証結果を例として示す（実験１及び２においても，ほぼ同様な

結果が得られた）．検証には，Duffie(2001)[5]にある以下の理論を利用した．

「市場に裁定が存在しない（無裁定）ための必要十分条件は，0 < P (s) < 1となる

状態価格 P (s)が存在することである」

式 37で表される状態価格を求める．実験３及び４における式 33aにあるペイオフ行
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列を F (3), F (4)とすると，

F (3) ≡




1 1 1

8 10 12

15 10 5


 , F (4) ≡




1 1 1

7 10 12

15 10 5


 (38a)

ここで，各行列の行列式を計算すると，

∣∣∣F (3)
∣∣∣ = 0 (39a)

∣∣∣F (4)
∣∣∣ = −5 6= 0 (39b)

より，実験４では F (4)に逆行列が存在する．市場は完備であり，各証券の価格 PA及び

PB の価格が実験により決まれば，式 34より，ストキャスティック・ディスカウント・

ファクターmや，式 37の状態価格 P (s)を一意に決めることができる．実験４におけ

る各試行ごとの状態価格を，図 8～図 16に示す．

グラフを観察することにより，以下のように分析できる．

1. 実験取引当初は，裁定の機会を多く見受けられる．状態価格は，市場が無裁定で

あれば，0 < P (s) < 1でなくてはならないが，1円を大きく超えるものや，0円

を下回るものがあり，裁定の機会が観察できる．

2. しかし，実際に裁定取引が可能であったかは一概に言えない．状態価格は証券Ａ

と証券Ｂの直近価格をもとに算出しているが，裁定取引が可能な価格で証券Ａと

証券Ｂが同時に売買できたとは限らないと考えられる．

3. 試行回数が進むにつれて，状態価格が 0 < P (s) < 1の間に収まるようになり，

裁定の機会は減少する．被験者が取引に慣れ，市場での価格形成を見ながら取引

するようになるからだと推測される．しかし，取引開始直後においては，依然，

裁定取引の機会が存在している．取引開始直後は，様子を見ている被験者も多く，

価格形成が不安定であるが，取引時間が経過するに従って，多くの被験者が取引

に参加するからだと推測される．
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-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

196 175 150 113 60 10

(

p(1) p(2) p(3)

図 8: 実験４，試行１の状態価格：ｘ軸は残り取引時間（１回の取引は２４０秒），ｙ
軸は状態価格を表す．P (1)は状態１が出現した場合に１円を支払い，その他の場合で
は０円を支払う証券の価格（状態価格）である．このペイオフの最大値は１円であるか
ら，価格が１円以上になることは裁定の機会を示している．同様に，０円以下であれ
ば，買うときに，お金を支払わず，逆にお金をもらえることを意味するので，裁定の機
会である．
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-4
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192 166 139 111 85 55 17

p(1) p(2) p(3)

図 9: 実験４，試行２の状態価格：取引時間が経過すると，状態価格は 0から１の間に
集まるようになる．
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図 10: 実験４，試行３の状態価格
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図 11: 実験４，試行４の状態価格
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図 12: 実験４，試行５の状態価格
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図 13: 実験４，試行６の状態価格
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図 14: 実験４，試行７の状態価格
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図 15: 実験４，試行８の状態価格：試行が進むと，裁定の機会が減少していく．８回
目の試行でも，取引開始当初は裁定の機会が認められれるが，時間が経過するにつれ，
状態価格は 0から１の間に収まるようになる．
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図 16: 実験４，試行９の状態価格：状態２の状態価格が１円，それ以外の状態価格が
０円になっている．被験者は，期待値中心の価格形成をしたため，両端の状態（状態１
と状態３）が実現することを軽視して，価値を認めていないようである．
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4. 裁定の機会が収束したとしても，P (2) = 1，P (1) = P (3) = 0となり，被験者

が，状態２が発生することに対して価値を高く置き，両端の状態（状態１，状態

３）が発生することに対しては，そのリスクを無視した価格形成となっている．

以上の結果となった要因には，以下のようなものが考えられる．

1. 被験者に対して裁定取引のできる可能性を実験開始前で説明不足であり，裁定取

引の概念を知る被験者が少なかった．また，裁定の機会があっても，被験者が裁

定取引を行って利益を追求するための投資戦略を考える時間が十分になかった．

そのため，このような裁定の機会が市場に放置されたのではないか．

2. 1期間 3項モデルを利用したので，各証券のペイオフと確率から，証券の期待値を

算出することが容易であったため，期待値を中心に，リスクを考えない価格形成

となった．そのため，状態２の状態価格が１円となり，それ以外がゼロ円となっ

てしまったようである．リスクのない証券と，リスクがある証券が取引されてい

る場合，リスクのある証券は，リスクプレミアムがある分，期待値以下で取引し

なければならない理屈であるが，実際に取引を行う際には，期待値程度で取引で

きれば，それほど問題ないと考えた被験者が多かったようである．

3. 実験について説明する際に，被験者の価格形成を誤らせる情報があった．

4. 実験では，損失が発生しても，その範囲が限られているため，実際よりリスクを

過少に評価する可能性もある．

公的年金の通知に対する示唆としては，以下のようなこと考えられる．

1. 加入者は，年金や証券価格の期待値を重視して，リスクを軽視する可能性がある．

そのため，期待値のみの通知を行うと，リスク中立的な価格形成を招く可能性が

ある．仮にリスクに対する情報開示があったしても，それを軽視して，期待リター

ンが高い証券への投資に向かう可能性が考えられる．

2. 公的年金には，個人の資産運用の失敗や，長生きのリスクなどを軽減するなど，

加入者にとって有利な点も多い．しかし，加入者が期待値による評価だけでは，

期待リターンの高い代替金融資産の有利性が大きいことから，公的年金の魅力が

低減したように考えるかもしれない．通知にあたっては，期待値だけでなく，そ

のリスクと，公的年金に加入することでそれらリスクにどのように対応可能かに

ついて情報提供することを検討すべきであろう．
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実験４に対して，実験３では，ペイオフ行列 F (3)に逆行列は存在しないので，スト

キャスティック・ディスカウント・ファクターを一意に決めることはできない．しかし，

実験３では，ペイオフ行列より，

5PA + 2PB = 70. (40)

の関係が成立していることがわかる．つまり，証券Aを５単位，証券 Bを２単位購入

することは，リスクフリー証券の購入と同じペイオフとなる．例えば，証券 Aの価格

が１０である場合，証券 Bの価格も１０でなければならないことを表している．仮に

証券 Aの価格が１０で，証券 Bの価格が９である場合，証券 Aを５単位，証券 Bを

２単位購入するポートフォリオの時価は６８であるが，１期間後，このポートフォリオ

は７０をリスクフリーで得ることができる．このポートフォリオを無限に組むことで，

投資家は無限の利益を得ることができる．この関係を考慮すると，状態価格デフレー

タは， 



m (1) + m (2) + m (3) = 3,

m (1) + 3m (2) + 5m (3) = 21.
(41)

の関係を満たすm > 0であればよいため，状態価格を一意に決めることはできない．

しかし，実験３において裁定機会が存在したかを検討するには，式 40が成立していた

か検証すればよいはずである．グラフによって検証したのが，図 17～図 25である．

グラフを観察することにより，以下のように分析できる．

1. 実験開始当初は，証券 A，証券 Bの価格の関係式 40が認識されず，裁定の機会

が多く見受けられるが，試行回数が進むにつれ，取引価格が式 40を満たすよう

になり，裁定の機会はなくなった．

2. 裁定の機会が，存在するように見えても，証券 Aと証券 Bを裁定取引できる価

格で同時に取引できたかはわからない．しかし，取引データを詳細に分析しても，

被験者が裁定取引を行った形跡はない．

3. 式 40の関係を満たすように価格が形成されたのではなく，単純に，3項モデルの

期待値（証券A＝１０，証券 B＝１０）で取引されたため，結果的に式 40が満

たされるような取引になったのではないかと推測される．

4. ただし，実験４と比較して，裁定の機会は非常に少ない．そのため，両実験とも

期待値による価格形成が行われことは確かであろうが，別の要因も市場に存在し

たようである．
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図 17: 実験３における証券 Aと証券 Bの価格の関係（試行１）：２つの証券の価格が
5PA + 2PB = 70を満たしていれば，市場に裁定の機会がなかったと言える．試行１で
は上記の関係を満たしている取引は少なく，裁定の機会が多かったと言える．
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図 18: 実験３における証券Aと証券 Bの価格の関係（試行２）：
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図 19: 実験３における証券Aと証券 Bの価格の関係（試行３）：
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図 20: 実験３における証券Aと証券 Bの価格の関係（試行４）：
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図 21: 実験３における証券Aと証券 Bの価格の関係（試行５）：
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図 22: 実験３における証券Aと証券 Bの価格の関係（試行６）：
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図 23: 実験３における証券Aと証券 Bの価格の関係（試行７）：
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図 24: 実験３における証券Aと証券 Bの価格の関係（試行８）：
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図 25: 実験３における証券 Aと証券 Bの価格の関係（試行９）：試行が進むにつれ，
5PA + 2PB = 70の関係が満たされていく．試行９では，証券 Aと証券 Bとも１０で
取引されることが多く，裁定の機会はほとんどない．しかし，これが，上記の関係式が
満たされるように取引された結果なのか，単に，ペイオフの期待値で取引されるよう
になっために，上式が満たされたのか，因果関係はわからない．
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3.3 実験市場は効率的であったか

3.3.1 実験市場とCAPM

実験市場が無裁定であるか確認するのと同様に，市場が平均分散効率的（CAPMが

成立）か確認することも重要であると思われる．実験市場においては，CAPMの成立

は検証可能であり，仮に CAPMが成立するはずの市場で実験を行い，CAPMが成立

していない場合の実験結果を用いて，何らかの主張を行うことは，説得力に欠けると

思われる．まず，実験３及び４のフレームワークで CAPMを導出する．

状態 sでの，第 i証券のリターン (1 + ri(s))をRi (s)とすると，この証券のリターン

は，式 25より，

E [m (s) Ri (s)] = 1, (42)

を満たす．ここで，

m (s) ≡ πU ′(y(s)). (43)

（これまでは割引率を βで表したが，CAPMの βと記号が同じになるため，割引率に

は πを用いる）

E [ab] = E [a]E [b] + cov (a, b)であることを利用すると，上式は，

1 = E [m (s) Ri (s)] (44)

= E [m (s)]E [Ri (s)] + cov (m,Ri) .

さらに，Rf = 1/E [m (s)]であることを利用して，

Rf = E [Ri (s)] + cov

(
m

E [m (s)]
, Ri

)
. (45)

整理すると，

E [Ri (s) − Rf ] = −cov

(
m

E [m (s)]
, Ri

)

= −cov

(
πU ′ (y)

Rf

, Ri

)
. (46)

超過リターン E [R (s) − Rf ]は，総消費に対する限界効用 U ′ (x)と，第 i証券のリ

ターン Ri の共分散に依存し，この二つの共分散が低いほど，期待リターンが高まり，

また，リスクフリーレートがRf が高まると，超過リターンは高まることがわかる．

189



yを総消費とする．実験では，被験者の効用関数を２次効用 (quadratic)関数

U (y) ≡ y −
γ

2
y2, (47)

と仮定する．ただし，γ ≥ 0とする．限界効用は，

U ′ (y) = 1 − γy. (48)

これを，超過リターンを表す式 46へ代入すると，

E [Ri (s) − Rf ] = −cov

(
πU ′ (y)

Rf

, Ri

)
(49)

= −cov

(
π (1 − γy)

Rf

, Ri

)

=
πγ

Rf

cov (y, Ri) .

実験ではマーケット・ポートフォリオは既知である．PM をマーケット・ポートフォ

リオの価格とする．実験は１期間モデル考えているので，証券市場全体のペイオフは全

て消費されることになるから，マーケット・ポートフォリオのペイオフは総消費 yに一

致する．マーケット・ポートフォリオのリターンをRM とすると，RM = y
PM
となる．

式 49をマーケット・ポートフォリオ Rmに適用し，さらに，y = PMRM を利用す

ると，

E [RM (s) − Rf ] =
πγ

Rf

cov (y, RM ) (50)

=
πγ

Rf

cov (RMPM , RM )

=
πγPM

Rf

var (RM ) .

この式を πγ/Rf について解くと，

πγ

Rf

=
E [RM (s) − Rf ]

PMvar (RM )
. (51)
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これを，さらに，式 49へ代入すると，

E [Ri (s) − Rf ] =
E [RM (s) − Rf ]

PMvar (RM )
cov (y, Ri) (52)

=
E [RM (s) − Rf ]

var (RM )
cov (RM , Ri)

= βiME [RM (s) − Rf ] ,

ただし，

βiM ≡
cov (RM , Ri)

var (RM )
. (53)

これは，マーケット・ポートフォリオのリターンを利用した伝統的な CAPMである．

実験でのマーケット・ポートフォリオのリターンは，証券 Aの発行済み株式数（実験

市場での総流通量）を θ̂A，証券Bの総流通量を θ̂Bとすると，マーケット・ポートフォ

リオのペイオフは xA (s) θ̂A + xB (s) θ̂B，価格が PAθ̂A + PB θ̂B であることから，

RM (s) ≡
xA (s) θ̂A + xB (s) θ̂B

PAθ̂A + PB θ̂B

. (54)

で表される．ただし，フロンティア上の任意のポートフォリオRp (s)を利用しても，

E [Ri (s) − Rf ] = βipE [Rp (s) − Rf ] . (55)

が成立している．TOPIXなどの代表的な指数のリターンを用いて，式 52が成立して

いるか確認しても，CAPMが成立していることを示すのではなく，TOPIXが効率的

フロンティアにのっているか（平均分散的に効率的か）について検証しているに過ぎな

い．一般にマーケット・ポートフォリオは特定されることは不可能である．しかし，実

験市場においては，マーケットポートフォリオが既知であるために，実験でCAMPが

成立するか検証可能である．

3.3.2 実験市場でCAPMが成立したか

実験市場でCAPMが成立するか検証する方法として，Bossaerts, Plott, Zame(2003)[2]

は，マーケット・ポートフォリオのシャープレシオ

SRM ≡
µM − rf

σM
. (56)
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を利用した．ここで，µM はマーケット・ポートフォリオの期待リターンで，σM はそ

のリスク，rf はリスクフリー・レートである．同様にここでは，CAPMの検証として，

以下の検証方法を利用する．

「CAPMが成立しているならば，マーケット・ポートフォリオのシャープレシオが

最大となっている」

マーケット・ポートフォリオのシャープレシオと，各被験者のポートフォリオのシャー

プ・レシオのうち最大のものとの差を比較して，この差がゼロに近ければ，実験市場で

CAPMが成立している（平均分散効率的）と考えられる．

実験市場におけるマーケット・ポートフォリオの期待リターンは，

µM ≡ E [RM − 1] = E

[
xAθ̂A + xB θ̂B

PAθ̂A + PB θ̂B

− 1

]
(57)

=
E [xA] θ̂A + E [xB] θ̂B

PAθ̂A + PB θ̂B

− 1.

同様に，分散は，

σ2
M ≡ var [RM ] = var

[
xAθ̂A + xB θ̂B

PAθ̂A + PB θ̂B

]
(58)

=

[
θ̂2
Avar (xA) + θ̂2

Bvar (xB) + 2cov (xA, xB) θ̂Aθ̂B

]

[
PAθ̂A + PB θ̂B

]2 .

式 57，式 58を式 56へ代入して，マーケット・ポートフォリオのシャープ・レシオを

算出する．各被験者のシャープレシオも，θ̂Aや θ̂Bを，各被験者のポートフォリオ θ
(n)
A

や θ
(n)
B に入れ替えて，シャープ・レシオ SR(n)を算出する．各被験者のシャープ・レ

シオのうち最大のものと，マーケット・ポートフォリオのシャープ・レシオとの差，

D ≡ max
n

(
SR(n) − SRM

)
(59)

がゼロへ収束すれば，実験市場は平均分散効率的であったと言える．

実験４について，式 59をグラフ化したものが，図表 26～図 34である（実験１，２，

３においても同様な傾向が見られる）．

グラフを観察することにより，以下のことが分析できる．

1. 実験市場は，実験開始直後では平均分散効率的でなかったが，試行が進むにつれ

効率的となった．
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図 26: 実験４，試行１，シャープレシオ差：試行１及び２では，シャープ・レシオは
０より離れているが，試行が進むにつれ，０に近づくようになる．
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図 27: 実験４，試行２，シャープレシオ差：
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図 28: 実験４，試行３，シャープレシオ差：
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図 29: 実験４，試行４，シャープレシオ差：
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図 30: 実験４，試行５，シャープレシオ差：
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図 31: 実験４，試行６，シャープレシオ差：
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図 32: 実験４，試行７，シャープレシオ差：
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図 33: 実験４，試行８，シャープレシオ差：
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図 34: 実験４，試行９，シャープレシオ差：取引開始直後は，シャープレシオ差は比
較的開いているが，すぐに０に近づく．実験市場の平均分散効率性は高い言える．

2. 取引開始直後は，平均分散効率的ではないが，取引時間が進むにつれ効率的とな

る．この傾向は，程度の差はあれるが，試行が進んでも観察できる．

3. 平均分散効率性は，投資家の選好管理や，実験市場が無裁定であることよりも，

容易に満たすことができるのではないかと考えられる．ただし，シャープレシオ

差が完全にはゼロにならないが．その理由は今後の課題である．

本実験では，被験者にマーケット・ポートフォリオは開示していない．仮にマーケッ

ト・ポートフォリオを開示した場合，ファイナンスに詳しい被験者もいるので，効率的

な投資を行うため，中には，マーケット・ポートフォリオと同じ配分比率を維持する者

もでてくる可能性もある．その場合，シャープレシオ差が小さくなることも考えられ

る．しかし，今回の実験では，被験者は実験市場にどれだけの証券が流通しているかわ

からないので，マーケット・ポートフォリオと同じ配分比率でポートフォリオを構築す

ることはできない．それにも関わらず，マーケット・ポートフォリオに近いシャープ・

レシオを達成した被験者もいて，実験市場は平均分散効率性は高かったと言える．

3.4 実験での被験者の資産配分は適切か

3.4.1 最適資産配分の導出
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実験市場における最適資産配分を導出する．実験４のケースに関して検討する．xを

清算時点の被験者のペイオフとする．被験者は期待効用

U (x) ≡ E
[
x −

γ

2
x2

]
, (60)

を最大化すると仮定する．

取引開始前の現金 ĉを、証券Aへの初期配分を θ̂A，証券 Bへの初期配分を θ̂B とす

ると，取引終了後の現金 cは，

c ≡ ĉ − PA

(
θA − θ̂A

)
− PB

(
θB − θ̂B

)
. (61)

被験者の各状態 sでのペイオフ x (s)は，d (s)を「将来の支出」とすると，金利はゼロ

であるので，

x (s) ≡ c + θAxA (s) + θBxB (s) + d (s) (62)

=
[
ĉ − PA

(
θA − θ̂A

)
− PB

(
θB − θ̂B

)]
+ θAxA (s) + θBxB (s) + d (s)

≡ ψ + θA (xA (s) − PA) + θB (xB (s) − PB) + d (s) ,

ただし，各被験者の初期ポジションを

ψ ≡ ĉ + PAθ̂A + PB θ̂B. (63)

従って，ペイオフの期待値は，

E [x] = E [ψ + θA (xA (s) − PA) + θB (xB (s) − PB) + d (s)] (64)

= ψ + θA (E [xA] − PA) + θB (E [xB] − PB) − E [d]

= θ′Y + ψ − E [d] ,

ただし，

θ ≡


 θA

θB


 , Y ≡


 E [xA] − PA

E [xB] − PB


 . (65a)
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次に，各状態でのペイオフの二乗は，

x (s)2 = (θA (xA (s) − PA) + θB (xB (s) − PB) + (ψ + d (s)))2 (66)

= θ2
A (xA (s) − PA)2 + θ2

B (xB (s) − PB)2 + (ψ + d (s))2

+ 2θAθB (xA (s) − PA) (xB (s) − PB)

+ 2θA (ψ + d (s)) (xA (s) − PA)

+ 2θB (ψ + d (s)) (xB (s) − PB) .

これを行列表示すると，

x (s)2 = θ′X (s) θ + (ψ + d (s))2 + 2ψY (s) θ + 2Z (s) θ, (67)

ただし，

X (s) ≡


 (xA (s) − PA)2 (xA (s) − PA) (xB (s) − PB)

(xA (s) − PA) (xB (s) − PB) (xB (s) − PB)2


 , (68a)

Y (s) ≡


 xA (s) − PA

xB (s) − PB


 , Z (s) ≡


 d (s) (xA (s) − PA)

d (s) (xB (s) − PB)


 . (68b)

従って，ペイオフの 2次のモーメントは，

E
[
x (s)2

]
= E

[
θ′X (s) θ + (ψ + d (s))2 + 2ψY (s) θ + 2Z (s) θ

]
(69)

= θ′Xθ + 2θ′ (ψY + Z) +
(
ψ2 + ψE [d] + E

[
d2

])
,

ただし，

X ≡


 E

(
xA(s) − PA

)2
E (xA (s) − PA) (xB (s) − PB)

E (xA (s) − PA) (xB (s) − PB) E (xB (s) − PB)2


 , (70a)

Y ≡


 E (xA (s) − PA)

E (xB (s) − PB)


 , Z ≡


 E [xAd] − PAE [d]

E [xBd] − PBE [d]


 . (70b)
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証券価格 P を所与とする．各被験者は効用関数

U (x) ≡ E
[
x −

γ

2
x2

]
= E [x] −

γ

2
E

[
x2

]

=
(
θ′Y + ψ(j) − E [d]

)

−
γ(j)

2

(
θ′Xθ + 2θ′ (ψY + Z) +

(
ψ2 + ψE [d] + E

[
d2

]))
,

を最大とする資産配分を決定する．最適性の一階条件は，

dU (x)

dθ
= Y − γ (Xθ + (ψY + Z)) = 0. (71)

整理して，

Xθ =

(
1

γ
− ψ

)
Y + Z. (72)

X に逆行列が存在すれば，最適資産配分は，

θ∗ (P ) = X−1

[(
1

γ
− ψ

)
Y + Z

]
. (73)

この式で， 1
γ
X−1Y は通常のマートン型資産配分問題と同形式の解である．−ψX−1Y

は，初期ポジションに対する修正項，X−1Z は消費に対する修正項と考えることがで

きる．

仮に ψが，全ての被験者で大きく変わらないとすれば，式 35より，被験者間での資

産配分の違いは，リスク回避度 γの違いによって説明できる．

3.4.2 実験における資産配分

実験４において，取引終了時点での証券Aへの資産配分（株数）を表しのたのが．図

35である．資産配分を観察すると，2つのタイプの被験者がいることがわかる．一つ

は，証券Aを大きくロングポジションやショートポジションを取ったり，試行毎に，戦

略を違えてくるトレーダータイプの被験者と，概ね，一定のポジションをとる投資家タ

イプの被験者である．

トレーダータイプの投資家を除いて考えても，図 35で表される実験による被験者の

資産配分と，資産配分の理論値を表す式 73には，リスク回避度 γの違いでは説明でき

ない大きな隔たりがある．この理由については今後の課題としたい．
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図 35: 実験４における各被験者の資産配分：証券Aを大きくロングポジションやショー
トポジションを取ったり，試行毎に，戦略を違えてくるトレーダータイプの被験者と，
概ね，一定のポジションを達成しようとする投資家タイプの被験者が観察できる．
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4 結論と今後の課題

本稿の実験設定では，被験者の選好統制法による選好管理が期待したほどうまく機

能しなかったが，(1)ポートフォリオ清算価値から，実験の点数に換算する関数の歪曲

性を強くする，(2)謝礼の支払い方を工夫する，(3)証券の期待値が，ペイオフと同じ

にならないようにする，などの設定を変えてさらに実験を継続したい．

裁定の機会が生じにくい実験市場とするためには，(1)状態の数，証券のペイオフ，

取引方法などの実験設定を見直す，(2)実験を開始する前に裁定取引について説明する，

(3)大学，大学院でファイナンスを専攻した被験者を増やす，(4)被験者に取引戦略を

考える余裕を与える，などが考えられる．資産配分については，理論的資産配分と，被

験者の実験による資産配分の違いに関する分析を進める必要がある．

被験者は，リスクに対する十分な情報を持っているにもかからず，期待値を中心とし

た価格評価を行い，その結果，リスクを軽視した証券価格の形成を行ったようである．

また，期待値のみに着目した取引，資産選択を行う傾向があることが確認された．その

ため，(1)資産価格をリスク回避的であるよりも割高に評価する，(2)リスクを無視し

て期待リターンのみに着目した資産配分を行う，(3)年金のような，リスクに強い資産

を軽視する，などの投資を行う可能性が高いと推測される．

以上，ファイナンス実験の結果から，公的年金の通知への示唆として，(1)将来の期

待値のみの通知は望ましくなく，(2)年金のリスクとともに，その他金融商品のリスク

とも比較して，年金の有利な点，不利な点が理解でき，(3)加入者のリスク回避的行動

を促し，(４）資産配分に対する意識を生むような教育的通知内容が，望ましいのでは

ないかと考えられる，しかし，より望ましい通知の具体的なタイプを知るためには，ア

ンケート調査や実験に主眼をおいた研究が引き続き必要である．
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【名義データ】 ※濃い網かけ部分は、当該設問には存在しない選択肢。

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
被験者群 被験者グループ 219 0% 25% 26% 25% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
女性dm 女性ダミー 219 37% 63% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
通知 通知のタイプ 219 0% 16% 17% 17% 17% 17% 16% 0% 0% 0% 0%
問2 好きな季節 219 0% 33% 29% 30% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問3 任意加入での納付意思 (通知前) 219 0% 3% 23% 21% 19% 25% 9% 0% 0% 0% 0%
問4 任意加入での納付意思 (通知後) 219 0% 5% 31% 22% 20% 16% 7% 0% 0% 0% 0%
問5 ３種類中で好きなゲーム 219 0% 8% 15% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問6 好きなゲーム (確実選好) 219 0% 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問7 好きなゲーム (損失回避) 219 0% 88% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問8 過去２年間の納付実績 (免除も納付とカウント) 219 0% 38% 9% 8% 10% 22% 9% 5% 0% 0% 0%
問9 主観的余命 (平均) 219 0% 12% 17% 18% 21% 17% 8% 3% 2% 2% 0%
問11 保険料浪費説の支持 219 0% 50% 26% 21% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問12 主観的余命 (最高) 219 0% 2% 2% 6% 10% 18% 19% 19% 8% 16% 0%
問13 給付減or負担増必要説の支持 219 0% 29% 34% 15% 10% 7% 5% 0% 0% 0% 0%
問14 運動選好 219 0% 30% 24% 25% 16% 4% 1% 0% 0% 0% 0%
問15 老後生活費としての遺産への期待 219 0% 4% 6% 14% 24% 27% 25% 0% 0% 0% 0%
問16 危険回避度 (虎穴or君子) 219 0% 9% 16% 25% 29% 18% 4% 0% 0% 0% 0%
問17_1 使途の重要度 (生活費・家賃) 219 0% 61% 22% 10% 2% 4% 1% 0% 0% 0% 0%
問17_2 使途の重要度 (旅行・趣味) 219 0% 17% 37% 26% 8% 9% 2% 0% 0% 0% 0%
問17_3 使途の重要度 (教育費) 219 0% 22% 11% 14% 6% 10% 37% 0% 0% 0% 0%
問17_4 使途の重要度 (納税) 219 0% 12% 16% 34% 16% 16% 6% 0% 0% 0% 0%
問17_5 使途の重要度 (自家用車購入やローン) 219 0% 5% 12% 12% 15% 20% 37% 0% 0% 0% 0%
問17_6 使途の重要度 (住宅ローンや購入用の貯蓄) 219 0% 16% 18% 18% 12% 13% 22% 0% 0% 0% 0%
問17_7 使途の重要度 (国民年金保険料) 219 0% 7% 14% 26% 19% 18% 17% 0% 0% 0% 0%
問17_8 使途の重要度 (国民年金以外の老後準備) 219 0% 29% 23% 20% 8% 9% 11% 0% 0% 0% 0%
問17_9 使途の重要度 (その他の貯蓄) 219 0% 31% 33% 24% 5% 6% 2% 0% 0% 0% 0%
問18 健康管理への配慮 219 0% 8% 43% 28% 12% 8% 1% 0% 0% 0% 0%
問19 国民年金保険料を支払う余裕 219 0% 0% 3% 16% 28% 24% 29% 0% 0% 0% 0%
問20 老後生活費のうち国民年金で賄える割合 219 0% 0% 10% 27% 45% 11% 7% 0% 0% 0% 0%
問20_枝0 国民年金以外で大きな老後収入 (枝問非該当) 219 84% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問20_枝1 国民年金以外で大きな老後収入 (他の公的年金) 219 79% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問20_枝2 国民年金以外で大きな老後収入 (私的年金) 219 79% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

問20_枝3
国民年金以外で大きな老後収入 (利子・配当・不
動産賃料)

219 83% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

問20_枝4
国民年金以外で大きな老後収入 (貯蓄取り崩しや
資産売却)

219 59% 41% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

問20_枝5 国民年金以外で大きな老後収入 (稼働所得) 219 48% 52% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問20_枝6 国民年金以外で大きな老後収入 (その他) 219 97% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問30 性別 219 0% 63% 37% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問32 現在の職業 219 0% 0% 17% 8% 29% 5% 26% 2% 7% 6% 0%
問33 婚姻状況 219 0% 19% 81% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問34 親との同居 219 0% 30% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

問35
これまでの国民年金保険料納付期間 (含む免除
期間)判明／不明

219 0% 65% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

問36 厚生年金加入歴 219 0% 49% 50% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問37 保険料や年金額を知りたいか 219 0% 45% 21% 23% 1% 9% 2% 0% 0% 0% 0%
問38 個人の税込収入 219 0% 8% 38% 29% 15% 5% 2% 1% 0% 0% 2%
問39 世帯人数 (本人含み) 219 1% 34% 17% 16% 20% 7% 1% 1% 0% 0% 0%
問40 世帯の税込年収 219 0% 3% 10% 19% 18% 8% 13% 7% 5% 1% 17%
問41 住居の形態 219 0% 6% 5% 22% 66% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
問42 世帯の金融資産額 219 0% 31% 17% 6% 7% 4% 5% 31% 0% 0% 0%
問43 個人の金融資産のうち株式の割合 (判明/不明) 219 0% 65% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
問44 世帯の金融資産額 219 0% 31% 16% 7% 7% 3% 4% 32% 0% 0% 0%
問45 金融資産に国民年金受給額を含めたか 219 0% 7% 93% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

問45_枝0
金融資産に国民年金受給額を含めない理由 (枝
問非該当)

219 93% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

問45_枝1
金融資産に国民年金受給額を含めない理由 (情
報がない)

219 53% 47% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

問45_枝2
金融資産に国民年金受給額を含めない理由 (給
付があてにならない)

219 49% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

問45_枝3
金融資産に国民年金受給額を含めない理由 (強
制加入)

219 95% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

問45_枝4
金融資産に国民年金受給額を含めない理由 (保
険料を払っていない)

219 73% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

問45_枝5
金融資産に国民年金受給額を含めない理由 (そ
の他)

219 91% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

設問番号 項目
回答の選択肢

N
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【尺度データ】
設問番号 項目 有効N 平均値 標準偏差 最小値 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 最大値

問1 傘を携帯する予想降水確率（％） 219 53.04 19.01 0 40 50 70 100
問10 親への月間架電回数 219 3.55 4.82 0 1 2 5 25
問31_年 生まれた年（昭和） 219 47.49 9.64 20 40 49 56 59

（生年月をもとに計算した年齢） 219 31.58 9.65 20 23 30 39 59

問35_年
これまでの国民年金保険料納付期間（含む免除期
間）年数（不明は欠損値）

142 5.35 7.08 0.0 1.0 2.5 7.0 33.8

問43_％ 個人の金融資産のうち株式の割合（不明は欠損値） 142 8% 21% 0% 0% 0% 0% 100%

問21 時間選好率 (10年後・１万円） 215 20% 20% 0% 6% 10% 20% 100%
問22 時間選好率 (10年後・７万円） 215 13% 14% 0% 4% 8% 20% 100%
問23 時間選好率 (10年後・80万円） 215 9% 12% 0% 2% 6% 10% 100%
問24 時間選好率 (１年後・１万円） 150 49% 37% 0% 10% 50% 100% 100%
問25 時間選好率 (１年後・７万円） 197 36% 35% 0% 6% 20% 50% 100%
問26 時間選好率 (１年後・80万円） 209 18% 23% 0% 4% 8% 20% 100%
問27 時間選好率 (１週間後・１万円） 83 106% 70% 0% 50% 100% 200% 200%
問28 時間選好率 (１週間後・７万円） 163 74% 63% 0% 20% 50% 100% 200%
問29 時間選好率 (１週間後・80万円） 208 42% 57% 0% 6% 10% 50% 200%
q21－q24 双曲割引 (10年後－１年後・１万円） 150 -34% 34% -96% -50% -30% -2% 40%
q22－q25 双曲割引 (10年後－１年後・７万円） 197 -25% 31% -94% -44% -12% 0% 14%
q23－q26 双曲割引 (10年後－１年後・80万円） 209 -10% 18% -80% -12% -2% 0% 40%
q24－q27 双曲割引 (1年後－1週間後・１万円） 76 -69% 64% -190% -100% -65% -9% 50%
q25－q28 双曲割引 (1年後－1週間後・７万円） 158 -43% 59% -194% -80% -30% 0% 96%
q26－q29 双曲割引 (1年後－1週間後・80万円） 205 -25% 49% -190% -42% -4% 0% 92%
q22－q21 マグニチュード効果 (10年後・７万円－１万円） 215 -7% 14% -80% -12% -2% 0% 50%
q23－q22 マグニチュード効果 (10年後・80万円－７万円） 215 -3% 6% -30% -4% -1% 0% 6%
q25－q24 マグニチュード効果 (１年後・７万円－１万円） 149 -24% 29% -100% -42% -14% 0% 50%
q26－q25 マグニチュード効果 (１年後・80万円－７万円） 196 -20% 27% -92% -40% -7% 0% 50%
q28－q27 マグニチュード効果 (１週間後・７万円－１万円） 83 -68% 62% -192% -100% -80% -5% 100%
q29－q28 マグニチュード効果 (１週間後・80万円－７万円） 163 -51% 55% -192% -92% -44% -6% 100%
問21v2 選好率 (10年後・１万円）v2 (上限値を最大値に) 218 21% 22% 0% 6% 20% 20% 100%
問22v2 選好率 (10年後・７万円）v2 (上限値を最大値に) 218 14% 17% 0% 4% 8% 20% 100%
問23v2 選好率 (10年後・80万円）v2 (上限値を最大値に) 218 11% 16% 0% 2% 6% 10% 100%
問24v2 選好率 (１年後・１万円）v2 (上限値を最大値に) 218 65% 39% 0% 20% 100% 100% 100%
問25v2 選好率 (１年後・７万円）v2 (上限値を最大値に) 218 42% 39% 0% 8% 20% 100% 100%
問26v2 選好率 (１年後・80万円）v2 (上限値を最大値に) 217 21% 28% 0% 4% 8% 20% 100%
問27v2 選好率 (１週間後・１万円）v2 (上限値を最大値に) 217 164% 63% 0% 100% 200% 200% 200%
問28v2 選好率 (１週間後・７万円）v2 (上限値を最大値に) 217 105% 77% 0% 50% 100% 200% 200%
問29v2 選好率 (１週間後・80万円）v2 (上限値を最大値に) 217 49% 64% 0% 6% 20% 100% 200%
q21_24v2 双曲割引 (10年後－１年後・１万円）v2 218 -43% 35% -100% -80% -46% -6% 40%
q22_25v2 双曲割引 (10年後－１年後・７万円）v2 218 -28% 32% -94% -48% -13% 0% 14%
q23_26v2 双曲割引 (10年後－１年後・80万円）v2 217 -11% 19% -92% -12% -2% 0% 40%
q24_27v2 双曲割引 (1年後－1週間後・１万円）v2 217 -100% 54% -199% -150% -100% -94% 50%
q25_28v2 双曲割引 (1年後－1週間後・７万円）v2 217 -63% 66% -196% -100% -50% -4% 96%
q26_29v2 双曲割引 (1年後－1週間後・80万円）v2 217 -27% 52% -190% -46% -4% 0% 92%
q23_29v2 双曲割引 (10年後－1週間後・80万円）v2 217 -38% 58% -194% -50% -7% 0% 50%
q21_27v2 双曲割引（10年後－1週間後・１万円）v2 217 -143% 60% -200% -191% -180% -97% 20%
q22_28v2 双曲割引（10年後－1週間後・10万円）v2 217 -91% 72% -200% -180% -90% -30% 16%
q22_21v2 マグニチュード効果 (10年後・７万円－１万円）v2 218 -7% 14% -80% -12% -2% 0% 50%
q23_22v2 マグニチュード効果 (10年後・80万円－７万円）v2 218 -3% 6% -30% -4% -1% 0% 6%
q25_24v2 マグニチュード効果 (１年後・７万円－１万円）v2 218 -23% 29% -100% -50% -6% 0% 50%
q26_25v2 マグニチュード効果 (１年後・80万円－７万円）v2 217 -21% 27% -92% -40% -6% 0% 50%
q28_27v2 マグニチュード効果 (１週間後・７万円－１万円）v2 217 -59% 63% -199% -100% -50% 0% 100%
q29_28v2 マグニチュード効果 (１週間後・80万円－７万円）v2 217 -57% 58% -192% -99% -44% -3% 100%
q23_21v2 マグニチュード効果（10年後・80万円－１万円）v2 218 -11% 16% -92% -14% -4% 0% 30%
q26_24v2 マグニチュード効果（１年後・80万円－１万円）v2 217 -43% 35% -98% -80% -46% -6% 30%
q29_27v2 マグニチュード効果（1週間後・80万円－１万円）v2 217 -115% 72% -199% -190% -100% -49% 1%
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 219 53 19 0 20 40 50 70 80 100

男性 138 53 21 0 20 40 50 60 100 100
女性 81 53 16 20 30 40 50 70 80 90
20～24歳 70 56 21 20 30 40 50 70 100 100
25～29歳 39 55 16 30 30 40 50 60 90 100
30～34歳 35 55 19 20 20 40 60 70 80 100
35～39歳 24 46 21 0 10 30 45 65 80 80
40～44歳 25 49 19 20 20 40 50 60 80 100
45歳以上 26 50 14 20 30 40 50 50 70 80
自営 56 49 17 20 20 40 50 60 80 100
非正規 75 52 18 0 20 40 50 60 80 100
学生 56 59 21 20 30 50 60 70 100 100
無職・その他 32 52 20 10 20 40 50 65 80 100
収入はない 18 55 23 20 20 30 50 70 100 100
130万円未満 84 55 19 20 30 40 50 70 90 100
130万円以上300万円未満 63 53 16 20 30 40 50 70 80 90
300万円以上500万円未満 32 46 19 10 20 30 50 60 80 100
500万円以上700万円未満 10 52 25 0 0 40 50 70 80 80
700万円以上1000万円未満 5 54 15 40 40 40 50 70 70 70
1000万円以上1500万円未満 2 45 7 40 40 40 45 50 50 50
わからない 5 59 25 35 35 50 50 60 100 100
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 54 21 10 20 40 50 70 90 100
だいたい納めた 19 51 18 20 20 40 50 60 80 80
半分くらい納めた 18 47 15 30 30 30 50 60 80 80
あまり納めなかった 22 55 17 30 30 40 50 60 80 100
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 54 20 0 20 40 50 70 80 100
未加入なので、納めていない 19 56 18 20 20 50 60 70 80 80
わからない 10 51 18 30 30 40 45 70 80 80
絶対に支払う 7 44 21 20 20 20 50 50 80 80
たぶん支払う 50 55 19 10 30 40 50 70 80 100
どちらかといえば支払う 45 55 17 20 20 50 50 70 80 90
どちらかといえば支払わない 42 47 19 20 30 30 50 60 70 100
たぶん支払わない 55 53 20 0 20 40 50 60 90 100
絶対に支払わない 20 59 20 30 30 40 60 70 90 100

Ｎ
度数 春 夏 秋 冬 合計

全体 　 219 33.3% 29.2% 29.7% 7.8% 100.0%
男性 138 31.2% 31.2% 30.4% 7.2% 100.0%
女性 81 37.0% 25.9% 28.4% 8.6% 100.0%
20～24歳 70 28.6% 42.9% 20.0% 8.6% 100.0%
25～29歳 39 25.6% 25.6% 33.3% 15.4% 100.0%
30～34歳 35 22.9% 31.4% 40.0% 5.7% 100.0%
35～39歳 24 33.3% 12.5% 45.8% 8.3% 100.0%
40～44歳 25 44.0% 32.0% 24.0% － 100.0%
45歳以上 26 61.5% 7.7% 26.9% 3.8% 100.0%
自営 56 50.0% 19.6% 26.8% 3.6% 100.0%
非正規 75 30.7% 28.0% 34.7% 6.7% 100.0%
学生 56 26.8% 44.6% 19.6% 8.9% 100.0%
無職・その他 32 21.9% 21.9% 40.6% 15.6% 100.0%
収入はない 18 16.7% 33.3% 44.4% 5.6% 100.0%
130万円未満 84 39.3% 34.5% 21.4% 4.8% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 30.2% 27.0% 30.2% 12.7% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 28.1% 25.0% 37.5% 9.4% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 40.0% 20.0% 40.0% － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 60.0% － 40.0% － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% 50.0% － － 100.0%
わからない 5 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 36.1% 26.5% 31.3% 6.0% 100.0%
だいたい納めた 19 26.3% 36.8% 26.3% 10.5% 100.0%
半分くらい納めた 18 38.9% 33.3% 22.2% 5.6% 100.0%
あまり納めなかった 22 13.6% 27.3% 40.9% 18.2% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 39.6% 25.0% 31.3% 4.2% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 31.6% 31.6% 21.1% 15.8% 100.0%
わからない 10 30.0% 50.0% 20.0% － 100.0%
絶対に支払う 7 28.6% 28.6% 42.9% － 100.0%
たぶん支払う 50 42.0% 28.0% 22.0% 8.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 37.8% 22.2% 35.6% 4.4% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 21.4% 33.3% 31.0% 14.3% 100.0%
たぶん支払わない 55 34.5% 27.3% 30.9% 7.3% 100.0%
絶対に支払わない 20 25.0% 45.0% 25.0% 5.0% 100.0%

 
問1  危険回避度（傘を携帯する降水確率）

性別

年齢層

 
問2  好きな季節

性別

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

任意加
入での
納付意
思(通
知前)

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
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Ｎ
度数 絶対に

支払う
たぶん
支払う

どちら
かとい
えば支
払う

どちら
かとい
えば支
払わな

い

たぶん
支払わ
ない

絶対に
支払わ
ない

合計

全体 　 219 3.2% 22.8% 20.5% 19.2% 25.1% 9.1% 100.0%
男性 138 3.6% 26.8% 15.2% 18.8% 26.8% 8.7% 100.0%
女性 81 2.5% 16.0% 29.6% 19.8% 22.2% 9.9% 100.0%
20～24歳 70 4.3% 31.4% 17.1% 15.7% 22.9% 8.6% 100.0%
25～29歳 39 － 20.5% 23.1% 25.6% 25.6% 5.1% 100.0%
30～34歳 35 2.9% 5.7% 28.6% 20.0% 22.9% 20.0% 100.0%
35～39歳 24 － 29.2% 8.3% 25.0% 29.2% 8.3% 100.0%
40～44歳 25 4.0% 8.0% 28.0% 8.0% 44.0% 8.0% 100.0%
45歳以上 26 7.7% 34.6% 19.2% 23.1% 11.5% 3.8% 100.0%
自営 56 3.6% 30.4% 17.9% 21.4% 23.2% 3.6% 100.0%
非正規 75 2.7% 10.7% 25.3% 22.7% 25.3% 13.3% 100.0%
学生 56 3.6% 32.1% 17.9% 12.5% 26.8% 7.1% 100.0%
無職・その他 32 3.1% 21.9% 18.8% 18.8% 25.0% 12.5% 100.0%
収入はない 18 11.1% 5.6% 16.7% 11.1% 27.8% 27.8% 100.0%
130万円未満 84 1.2% 28.6% 25.0% 15.5% 21.4% 8.3% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 1.6% 20.6% 14.3% 23.8% 28.6% 11.1% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 － 18.8% 18.8% 31.3% 28.1% 3.1% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 20.0% 20.0% 20.0% 10.0% 30.0% － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － 40.0% 40.0% － 20.0% － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － 100.0% － － － － 100.0%
わからない 5 20.0% － 40.0% 20.0% 20.0% － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 3.6% 36.1% 22.9% 12.0% 19.3% 6.0% 100.0%
だいたい納めた 19 5.3% 36.8% 15.8% 21.1% 15.8% 5.3% 100.0%
半分くらい納めた 18 5.6% 11.1% 16.7% 38.9% 22.2% 5.6% 100.0%
あまり納めなかった 22 4.5% 18.2% 18.2% 36.4% 18.2% 4.5% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 － 8.3% 18.8% 16.7% 47.9% 8.3% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 5.3% 5.3% 15.8% 21.1% 26.3% 26.3% 100.0%
わからない 10 － 20.0% 40.0% 10.0% － 30.0% 100.0%
絶対に支払う 7 100.0% － － － － － 100.0%
たぶん支払う 50 － 100.0% － － － － 100.0%
どちらかといえば支払う 45 － － 100.0% － － － 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 － － － 100.0% － － 100.0%
たぶん支払わない 55 － － － － 100.0% － 100.0%
絶対に支払わない 20 － － － － － 100.0% 100.0%
合計 219 3.2% 22.8% 20.5% 19.2% 25.1% 9.1% 100.0%

Ｎ
度数 絶対に

支払う
たぶん
支払う

どちら
かとい
えば支
払う

どちら
かとい
えば支
払わな

い

たぶん
支払わ
ない

絶対に
支払わ
ない

合計

全体 　 219 5.0% 31.1% 21.9% 19.6% 15.5% 6.8% 100.0%
男性 138 5.1% 33.3% 21.0% 18.1% 15.2% 7.2% 100.0%
女性 81 4.9% 27.2% 23.5% 22.2% 16.0% 6.2% 100.0%
20～24歳 70 7.1% 40.0% 20.0% 14.3% 14.3% 4.3% 100.0%
25～29歳 39 2.6% 38.5% 23.1% 15.4% 15.4% 5.1% 100.0%
30～34歳 35 5.7% 11.4% 31.4% 20.0% 14.3% 17.1% 100.0%
35～39歳 24 － 33.3% 4.2% 41.7% 16.7% 4.2% 100.0%
40～44歳 25 4.0% 12.0% 28.0% 20.0% 28.0% 8.0% 100.0%
45歳以上 26 7.7% 38.5% 23.1% 19.2% 7.7% 3.8% 100.0%
自営 56 3.6% 33.9% 19.6% 19.6% 17.9% 5.4% 100.0%
非正規 75 2.7% 17.3% 29.3% 28.0% 13.3% 9.3% 100.0%
学生 56 7.1% 46.4% 19.6% 12.5% 8.9% 5.4% 100.0%
無職・その他 32 9.4% 31.3% 12.5% 12.5% 28.1% 6.3% 100.0%
収入はない 18 11.1% 11.1% 11.1% 22.2% 27.8% 16.7% 100.0%
130万円未満 84 2.4% 38.1% 26.2% 17.9% 9.5% 6.0% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 4.8% 31.7% 15.9% 19.0% 20.6% 7.9% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 3.1% 21.9% 25.0% 28.1% 15.6% 6.3% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － 60.0% 40.0% － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － 100.0% － － － － 100.0%
わからない 5 20.0% － 40.0% 20.0% 20.0% － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 7.2% 47.0% 20.5% 15.7% 7.2% 2.4% 100.0%
だいたい納めた 19 5.3% 47.4% 15.8% 5.3% 21.1% 5.3% 100.0%
半分くらい納めた 18 5.6% 22.2% 27.8% 27.8% 11.1% 5.6% 100.0%
あまり納めなかった 22 4.5% 18.2% 27.3% 27.3% 18.2% 4.5% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 2.1% 14.6% 22.9% 22.9% 29.2% 8.3% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 5.3% 10.5% 15.8% 31.6% 15.8% 21.1% 100.0%
わからない 10 － 30.0% 30.0% 10.0% 10.0% 20.0% 100.0%
絶対に支払う 7 85.7% 14.3% － － － － 100.0%
たぶん支払う 50 2.0% 92.0% 4.0% 2.0% － － 100.0%
どちらかといえば支払う 45 － 26.7% 64.4% 6.7% 2.2% － 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 2.4% 9.5% 21.4% 61.9% 4.8% － 100.0%
たぶん支払わない 55 3.6% 9.1% 14.5% 21.8% 47.3% 3.6% 100.0%
絶対に支払わない 20 5.0% － － 5.0% 25.0% 65.0% 100.0%

 

問3  任意加入での納付意思(通知前)

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

問4  任意加入での納付意思(通知後)

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ

度数 2人で
やる

じゃん
けん

将棋 トランプ 合計 じゃん
けんに
勝って
も、負
けて

も、確
実に1
万円も
らえる
ゲーム

じゃん
けんに
勝つと2
万円も
らえ、
負ける
と何も
もらえ
ない

ゲーム

合計 じゃん
けんに
勝つと2
万円も
らえ、
負ける
と何も
もらえ
ないム

じゃん
けんに
勝つと3
万円も
らえ、
負ける
と1万円
取られ
るゲー

ム

合計

全体 　 219 7.8% 14.6% 77.6% 100.0% 75.3% 24.7% 100.0% 87.7% 12.3% 100.0%
男性 138 8.0% 20.3% 71.7% 100.0% 73.2% 26.8% 100.0% 84.1% 15.9% 100.0%
女性 81 7.4% 4.9% 87.7% 100.0% 79.0% 21.0% 100.0% 93.8% 6.2% 100.0%
20～24歳 70 8.6% 10.0% 81.4% 100.0% 72.9% 27.1% 100.0% 88.6% 11.4% 100.0%
25～29歳 39 2.6% 15.4% 82.1% 100.0% 82.1% 17.9% 100.0% 87.2% 12.8% 100.0%
30～34歳 35 5.7% 11.4% 82.9% 100.0% 85.7% 14.3% 100.0% 85.7% 14.3% 100.0%
35～39歳 24 4.2% 16.7% 79.2% 100.0% 79.2% 20.8% 100.0% 87.5% 12.5% 100.0%
40～44歳 25 12.0% 28.0% 60.0% 100.0% 72.0% 28.0% 100.0% 84.0% 16.0% 100.0%
45歳以上 26 15.4% 15.4% 69.2% 100.0% 57.7% 42.3% 100.0% 92.3% 7.7% 100.0%
自営 56 7.1% 12.5% 80.4% 100.0% 67.9% 32.1% 100.0% 87.5% 12.5% 100.0%
非正規 75 8.0% 17.3% 74.7% 100.0% 82.7% 17.3% 100.0% 88.0% 12.0% 100.0%
学生 56 10.7% 14.3% 75.0% 100.0% 73.2% 26.8% 100.0% 87.5% 12.5% 100.0%
無職・その他 32 3.1% 12.5% 84.4% 100.0% 75.0% 25.0% 100.0% 87.5% 12.5% 100.0%
収入はない 18 － 16.7% 83.3% 100.0% 72.2% 27.8% 100.0% 83.3% 16.7% 100.0%
130万円未満 84 9.5% 10.7% 79.8% 100.0% 81.0% 19.0% 100.0% 89.3% 10.7% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 7.9% 14.3% 77.8% 100.0% 74.6% 25.4% 100.0% 90.5% 9.5% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 6.3% 18.8% 75.0% 100.0% 68.8% 31.3% 100.0% 81.3% 18.8% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 － 30.0% 70.0% 100.0% 60.0% 40.0% 100.0% 90.0% 10.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 20.0% 20.0% 60.0% 100.0% 80.0% 20.0% 100.0% 100.0% － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% － 100.0% 100.0% － 100.0%
わからない 5 20.0% － 80.0% 100.0% 60.0% 40.0% 100.0% 60.0% 40.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 8.4% 16.9% 74.7% 100.0% 72.3% 27.7% 100.0% 83.1% 16.9% 100.0%
だいたい納めた 19 5.3% 10.5% 84.2% 100.0% 78.9% 21.1% 100.0% 89.5% 10.5% 100.0%
半分くらい納めた 18 11.1% 11.1% 77.8% 100.0% 77.8% 22.2% 100.0% 100.0% － 100.0%
あまり納めなかった 22 9.1% 13.6% 77.3% 100.0% 63.6% 36.4% 100.0% 86.4% 13.6% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 6.3% 8.3% 85.4% 100.0% 77.1% 22.9% 100.0% 91.7% 8.3% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 5.3% 31.6% 63.2% 100.0% 89.5% 10.5% 100.0% 89.5% 10.5% 100.0%
わからない 10 10.0% 10.0% 80.0% 100.0% 80.0% 20.0% 100.0% 80.0% 20.0% 100.0%
絶対に支払う 7 14.3% 28.6% 57.1% 100.0% 42.9% 57.1% 100.0% 71.4% 28.6% 100.0%
たぶん支払う 50 8.0% 20.0% 72.0% 100.0% 72.0% 28.0% 100.0% 86.0% 14.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 13.3% 20.0% 66.7% 100.0% 77.8% 22.2% 100.0% 91.1% 8.9% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 2.4% 9.5% 88.1% 100.0% 83.3% 16.7% 100.0% 92.9% 7.1% 100.0%
たぶん支払わない 55 7.3% 5.5% 87.3% 100.0% 78.2% 21.8% 100.0% 83.6% 16.4% 100.0%
絶対に支払わない 20 5.0% 20.0% 75.0% 100.0% 65.0% 35.0% 100.0% 90.0% 10.0% 100.0%

問6  好きなゲーム（確実
選好）

問7  好きなゲーム（損失
回避）

性別

 

問5  ３種類中で好きなゲーム

任意加
入での
納付意
思(通
知前)

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
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Ｎ
度数 全て

（1ヶ月
も欠か
さず）納

めた

だいた
い納め

た

半分く
らい納
めた

あまり
納めな
かった

まったく
（1ヶ月
も）納
めな

かった

未加入
なの

で、納
めてい
ない

わから
ない

合計

全体 　 219 37.9% 8.7% 8.2% 10.0% 21.9% 8.7% 4.6% 100.0%
男性 138 43.5% 8.7% 9.4% 10.1% 18.1% 5.8% 4.3% 100.0%
女性 81 28.4% 8.6% 6.2% 9.9% 28.4% 13.6% 4.9% 100.0%
20～24歳 70 50.0% 14.3% 5.7% 5.7% 14.3% － 10.0% 100.0%
25～29歳 39 23.1% 10.3% 10.3% 12.8% 30.8% 7.7% 5.1% 100.0%
30～34歳 35 14.3% 5.7% 8.6% 22.9% 28.6% 17.1% 2.9% 100.0%
35～39歳 24 33.3% － 8.3% 8.3% 37.5% 12.5% － 100.0%
40～44歳 25 44.0% 8.0% 16.0% 4.0% 12.0% 16.0% － 100.0%
45歳以上 26 57.7% 3.8% 3.8% 7.7% 15.4% 11.5% － 100.0%
自営 56 48.2% 7.1% 8.9% 7.1% 19.6% 7.1% 1.8% 100.0%
非正規 75 17.3% 4.0% 12.0% 17.3% 28.0% 17.3% 4.0% 100.0%
学生 56 62.5% 10.7% 5.4% 1.8% 14.3% － 5.4% 100.0%
無職・その他 32 25.0% 18.8% 3.1% 12.5% 25.0% 6.3% 9.4% 100.0%
収入はない 18 66.7% － － 5.6% 16.7% 11.1% － 100.0%
130万円未満 84 35.7% 10.7% 7.1% 3.6% 23.8% 9.5% 9.5% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 22.2% 9.5% 9.5% 19.0% 30.2% 7.9% 1.6% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 43.8% 6.3% 12.5% 12.5% 12.5% 9.4% 3.1% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 70.0% － 10.0% － 20.0% － － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 80.0% 20.0% － － － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% 50.0% － － － － － 100.0%
わからない 5 20.0% － 20.0% 40.0% － 20.0% － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 100.0% － － － － － － 100.0%
だいたい納めた 19 － 100.0% － － － － － 100.0%
半分くらい納めた 18 － － 100.0% － － － － 100.0%
あまり納めなかった 22 － － － 100.0% － － － 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 － － － － 100.0% － － 100.0%
未加入なので、納めていない 19 － － － － － 100.0% － 100.0%
わからない 10 － － － － － － 100.0% 100.0%
合計 219 37.9% 8.7% 8.2% 10.0% 21.9% 8.7% 4.6% 100.0%
絶対に支払う 7 42.9% 14.3% 14.3% 14.3% － 14.3% － 100.0%
たぶん支払う 50 60.0% 14.0% 4.0% 8.0% 8.0% 2.0% 4.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 42.2% 6.7% 6.7% 8.9% 20.0% 6.7% 8.9% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 23.8% 9.5% 16.7% 19.0% 19.0% 9.5% 2.4% 100.0%
たぶん支払わない 55 29.1% 5.5% 7.3% 7.3% 41.8% 9.1% － 100.0%
絶対に支払わない 20 25.0% 5.0% 5.0% 5.0% 20.0% 25.0% 15.0% 100.0%

Ｎ
度数 65歳未

満
65歳～
69歳

70歳～
74歳

75歳～
79歳

80歳～
84歳

85歳～
89歳

90歳～
94歳

95歳～
99歳

100歳
以上

合計

全体 　 219 12.3% 16.9% 17.8% 20.5% 17.4% 8.2% 3.2% 1.8% 1.8% 100.0%
男性 138 11.6% 15.9% 18.8% 24.6% 13.0% 8.0% 3.6% 1.4% 2.9% 100.0%
女性 81 13.6% 18.5% 16.0% 13.6% 24.7% 8.6% 2.5% 2.5% － 100.0%
20～24歳 70 8.6% 10.0% 21.4% 24.3% 17.1% 10.0% 2.9% 1.4% 4.3% 100.0%
25～29歳 39 15.4% 20.5% 10.3% 12.8% 25.6% 7.7% 5.1% 2.6% － 100.0%
30～34歳 35 14.3% 17.1% 22.9% 22.9% 11.4% 8.6% 2.9% － － 100.0%
35～39歳 24 20.8% 20.8% 12.5% 12.5% 20.8% 8.3% － 4.2% － 100.0%
40～44歳 25 16.0% 28.0% 16.0% 20.0% 12.0% 4.0% 4.0% － － 100.0%
45歳以上 26 3.8% 15.4% 19.2% 26.9% 15.4% 7.7% 3.8% 3.8% 3.8% 100.0%
自営 56 10.7% 16.1% 21.4% 23.2% 17.9% 5.4% 3.6% － 1.8% 100.0%
非正規 75 21.3% 21.3% 18.7% 14.7% 13.3% 5.3% 1.3% 1.3% 2.7% 100.0%
学生 56 5.4% 10.7% 21.4% 28.6% 17.9% 10.7% 3.6% － 1.8% 100.0%
無職・その他 32 6.3% 18.8% 3.1% 15.6% 25.0% 15.6% 6.3% 9.4% － 100.0%
収入はない 18 11.1% 16.7% 22.2% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 5.6% － 100.0%
130万円未満 84 9.5% 15.5% 14.3% 26.2% 21.4% 8.3% 1.2% － 3.6% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 15.9% 23.8% 19.0% 14.3% 14.3% 7.9% 1.6% 3.2% － 100.0%
300万円以上500万円未満 32 9.4% 12.5% 25.0% 31.3% 12.5% － 6.3% 3.1% － 100.0%
500万円以上700万円未満 10 30.0% － 20.0% 10.0% 30.0% 10.0% － － － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － 20.0% － 20.0% 40.0% 20.0% － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% － － － － － － － 50.0% 100.0%
わからない 5 － 20.0% 20.0% － － 40.0% 20.0% － － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 6.0% 10.8% 13.3% 30.1% 18.1% 12.0% 6.0% 1.2% 2.4% 100.0%
だいたい納めた 19 10.5% 15.8% 15.8% 15.8% 26.3% 10.5% － 5.3% － 100.0%
半分くらい納めた 18 22.2% 5.6% 33.3% 16.7% 16.7% 5.6% － － － 100.0%
あまり納めなかった 22 22.7% 18.2% 13.6% 18.2% 18.2% 9.1% － － － 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 18.8% 27.1% 12.5% 16.7% 14.6% 4.2% 4.2% － 2.1% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 5.3% 26.3% 42.1% 5.3% 10.5% － － 10.5% － 100.0%
わからない 10 10.0% 20.0% 20.0% 10.0% 20.0% 10.0% － － 10.0% 100.0%
絶対に支払う 7 14.3% 14.3% 28.6% 14.3% 14.3% 14.3% － － － 100.0%
たぶん支払う 50 6.0% 16.0% 14.0% 22.0% 24.0% 8.0% 4.0% － 6.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 8.9% 22.2% 11.1% 20.0% 15.6% 13.3% 6.7% 2.2% － 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 11.9% 11.9% 35.7% 19.0% 14.3% 4.8% － 2.4% － 100.0%
たぶん支払わない 55 16.4% 14.5% 12.7% 27.3% 16.4% 7.3% 3.6% 1.8% － 100.0%
絶対に支払わない 20 25.0% 25.0% 15.0% 5.0% 15.0% 5.0% － 5.0% 5.0% 100.0%

 

問8  過去２年間の納付実績（免除も納付とカウント）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）

任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

問9  主観的余命（平均）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 219 4 5 0 0 1 2 5 15 25

男性 138 3 4 0 0 1 2 3 10 20
女性 81 5 6 0 0 1 3 5 20 25
20～24歳 70 4 5 0 0 1 3 5 20 20
25～29歳 39 3 3 0 0 1 3 5 10 15
30～34歳 35 3 4 0 0 1 2 4 15 20
35～39歳 24 4 6 0 0 0 2 3 20 25
40～44歳 25 3 5 0 0 1 1 2 20 20
45歳以上 26 4 6 0 0 0 1 4 15 20
自営 56 3 5 0 0 0 2 4 20 20
非正規 75 3 5 0 0 0 2 5 15 20
学生 56 4 5 0 0 1 3 5 20 20
無職・その他 32 4 6 0 0 1 2 5 15 25
収入はない 18 5 6 0 0 1 2 6 25 25
130万円未満 84 4 5 0 0 1 3 5 15 20
130万円以上300万円未満 63 3 4 0 0 1 2 4 10 20
300万円以上500万円未満 32 4 6 0 0 1 2 4 20 20
500万円以上700万円未満 10 3 6 0 0 0 1 3 20 20
700万円以上1000万円未満 5 2 2 0 0 0 1 2 5 5
1000万円以上1500万円未満 2 3 4 0 0 0 3 5 5 5
わからない 5 3 2 1 1 1 4 5 5 5
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 4 5 0 0 1 2 5 20 20
だいたい納めた 19 3 3 0 0 1 2 3 15 15
半分くらい納めた 18 3 3 0 0 1 2 4 10 10
あまり納めなかった 22 4 6 0 0 1 2 4 20 20
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 3 4 0 0 0 2 5 15 20
未加入なので、納めていない 19 5 7 0 0 0 2 5 25 25
わからない 10 3 2 0 0 0 3 5 5 5
絶対に支払う 7 4 5 0 0 0 1 10 10 10
たぶん支払う 50 4 5 0 0 1 2 5 20 20
どちらかといえば支払う 45 4 4 0 0 1 3 5 10 15
どちらかといえば支払わない 42 4 6 0 0 1 2 5 20 20
たぶん支払わない 55 3 5 0 0 0 1 3 20 20
絶対に支払わない 20 2 5 0 0 0 1 2 15 25

Ｎ
度数 まったく

その通
りだと
思う

だいた
いその
通りだ
と思う

どちら
かとい
えばそ
の通り
だと思

う

どちら
かとい
えば間
違って
いると
思う

だいた
い間

違って
いると
思う

まったく
間違っ
ている
と思う

合計

全体 　 219 49.8% 26.0% 21.0% 2.7% 0.5% － 100.0%
男性 138 48.6% 23.9% 24.6% 2.9% － － 100.0%
女性 81 51.9% 29.6% 14.8% 2.5% 1.2% － 100.0%
20～24歳 70 32.9% 24.3% 35.7% 5.7% 1.4% － 100.0%
25～29歳 39 64.1% 15.4% 15.4% 5.1% － － 100.0%
30～34歳 35 51.4% 34.3% 14.3% － － － 100.0%
35～39歳 24 58.3% 29.2% 12.5% － － － 100.0%
40～44歳 25 60.0% 32.0% 8.0% － － － 100.0%
45歳以上 26 53.8% 26.9% 19.2% － － － 100.0%
自営 56 53.6% 32.1% 14.3% － － － 100.0%
非正規 75 56.0% 26.7% 12.0% 5.3% － － 100.0%
学生 56 32.1% 21.4% 41.1% 3.6% 1.8% － 100.0%
無職・その他 32 59.4% 21.9% 18.8% － － － 100.0%
収入はない 18 61.1% 5.6% 16.7% 11.1% 5.6% － 100.0%
130万円未満 84 41.7% 31.0% 25.0% 2.4% － － 100.0%
130万円以上300万円未満 63 58.7% 23.8% 15.9% 1.6% － － 100.0%
300万円以上500万円未満 32 65.6% 25.0% 6.3% 3.1% － － 100.0%
500万円以上700万円未満 10 20.0% 30.0% 50.0% － － － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 20.0% 20.0% 60.0% － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% 50.0% － － － － 100.0%
わからない 5 20.0% 40.0% 40.0% － － － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 42.2% 25.3% 28.9% 2.4% 1.2% － 100.0%
だいたい納めた 19 52.6% 21.1% 26.3% － － － 100.0%
半分くらい納めた 18 44.4% 27.8% 16.7% 11.1% － － 100.0%
あまり納めなかった 22 40.9% 36.4% 18.2% 4.5% － － 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 54.2% 33.3% 10.4% 2.1% － － 100.0%
未加入なので、納めていない 19 78.9% 5.3% 15.8% － － － 100.0%
わからない 10 60.0% 20.0% 20.0% － － － 100.0%
絶対に支払う 7 28.6% 42.9% 14.3% － 14.3% － 100.0%
たぶん支払う 50 44.0% 10.0% 42.0% 4.0% － － 100.0%
どちらかといえば支払う 45 35.6% 42.2% 20.0% 2.2% － － 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 59.5% 26.2% 7.1% 7.1% － － 100.0%
たぶん支払わない 55 56.4% 29.1% 14.5% － － － 100.0%
絶対に支払わない 20 65.0% 15.0% 20.0% － － － 100.0%

 
問10  親への月間架電回数

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

問11  保険料浪費説の支持

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ
度数 65歳未

満
65歳～
69歳

70歳～
74歳

75歳～
79歳

80歳～
84歳

85歳～
89歳

90歳～
94歳

95歳～
99歳

100歳
以上

合計

全体 　 219 1.8% 2.3% 6.4% 10.0% 18.3% 19.2% 18.7% 7.8% 15.5% 100.0%
男性 138 0.7% 2.9% 7.2% 10.1% 18.1% 18.8% 17.4% 6.5% 18.1% 100.0%
女性 81 3.7% 1.2% 4.9% 9.9% 18.5% 19.8% 21.0% 9.9% 11.1% 100.0%
20～24歳 70 1.4% 1.4% 4.3% 2.9% 15.7% 18.6% 21.4% 10.0% 24.3% 100.0%
25～29歳 39 － － 5.1% 7.7% 20.5% 10.3% 28.2% 12.8% 15.4% 100.0%
30～34歳 35 2.9% － 8.6% 14.3% 25.7% 28.6% 2.9% 5.7% 11.4% 100.0%
35～39歳 24 4.2% 4.2% 4.2% 12.5% 20.8% 16.7% 20.8% 8.3% 8.3% 100.0%
40～44歳 25 4.0% 12.0% 16.0% 24.0% 8.0% 8.0% 24.0% － 4.0% 100.0%
45歳以上 26 － － 3.8% 11.5% 19.2% 34.6% 11.5% 3.8% 15.4% 100.0%
自営 56 1.8% 7.1% 7.1% 7.1% 14.3% 28.6% 16.1% 3.6% 14.3% 100.0%
非正規 75 2.7% － 8.0% 17.3% 26.7% 14.7% 13.3% 8.0% 9.3% 100.0%
学生 56 1.8% － 5.4% 3.6% 10.7% 23.2% 21.4% 10.7% 23.2% 100.0%
無職・その他 32 － 3.1% 3.1% 9.4% 18.8% 6.3% 31.3% 9.4% 18.8% 100.0%
収入はない 18 5.6% － 11.1% 11.1% 16.7% 11.1% 27.8% 11.1% 5.6% 100.0%
130万円未満 84 2.4% 3.6% 6.0% 7.1% 11.9% 19.0% 21.4% 10.7% 17.9% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 － 3.2% 6.3% 11.1% 30.2% 17.5% 9.5% 6.3% 15.9% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 － － 3.1% 15.6% 15.6% 25.0% 25.0% 3.1% 12.5% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 10.0% － 10.0% 10.0% 10.0% 40.0% 10.0% － 10.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － － － 20.0% 20.0% 20.0% 40.0% － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － － － － － － － － 100.0% 100.0%
わからない 5 － － 20.0% － 20.0% － 20.0% 20.0% 20.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 2.4% 1.2% 4.8% 7.2% 9.6% 22.9% 25.3% 8.4% 18.1% 100.0%
だいたい納めた 19 － 5.3% － 5.3% 15.8% 15.8% 10.5% 10.5% 36.8% 100.0%
半分くらい納めた 18 － － 11.1% 11.1% 16.7% 16.7% 33.3% 5.6% 5.6% 100.0%
あまり納めなかった 22 － － 4.5% 9.1% 31.8% 27.3% － 13.6% 13.6% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 4.2% 6.3% 12.5% 6.3% 29.2% 10.4% 18.8% － 12.5% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 － － 5.3% 36.8% 15.8% 21.1% 5.3% 10.5% 5.3% 100.0%
わからない 10 － － － 10.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 10.0% 100.0%
絶対に支払う 7 － － 28.6% － 14.3% 42.9% － － 14.3% 100.0%
たぶん支払う 50 － 2.0% 6.0% 4.0% 18.0% 24.0% 20.0% 6.0% 20.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 － 2.2% 2.2% 15.6% 13.3% 15.6% 22.2% 20.0% 8.9% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 － 2.4% 7.1% 16.7% 16.7% 21.4% 14.3% 2.4% 19.0% 100.0%
たぶん支払わない 55 3.6% 3.6% 5.5% 5.5% 21.8% 18.2% 21.8% 5.5% 14.5% 100.0%
絶対に支払わない 20 10.0% － 10.0% 15.0% 25.0% 5.0% 15.0% 5.0% 15.0% 100.0%

Ｎ
度数 まったく

その通
りだと
思う

だいた
いその
通りだ
と思う

どちら
かとい
えばそ
の通り
だと思

う

どちら
かとい
えば間
違って
いると
思う

だいた
い間

違って
いると
思う

まったく
間違っ
ている
と思う

合計

全体 　 219 29.2% 33.8% 15.1% 9.6% 6.8% 5.5% 100.0%
男性 138 29.7% 34.1% 13.0% 11.6% 5.8% 5.8% 100.0%
女性 81 28.4% 33.3% 18.5% 6.2% 8.6% 4.9% 100.0%
20～24歳 70 30.0% 34.3% 15.7% 7.1% 5.7% 7.1% 100.0%
25～29歳 39 23.1% 46.2% 20.5% 5.1% 2.6% 2.6% 100.0%
30～34歳 35 34.3% 17.1% 17.1% 14.3% 11.4% 5.7% 100.0%
35～39歳 24 20.8% 45.8% 8.3% 8.3% 12.5% 4.2% 100.0%
40～44歳 25 36.0% 28.0% 8.0% 24.0% － 4.0% 100.0%
45歳以上 26 30.8% 30.8% 15.4% 3.8% 11.5% 7.7% 100.0%
自営 56 21.4% 39.3% 12.5% 17.9% 7.1% 1.8% 100.0%
非正規 75 34.7% 29.3% 16.0% 6.7% 10.7% 2.7% 100.0%
学生 56 32.1% 35.7% 16.1% 5.4% 3.6% 7.1% 100.0%
無職・その他 32 25.0% 31.3% 15.6% 9.4% 3.1% 15.6% 100.0%
収入はない 18 33.3% 22.2% 16.7% 5.6% 11.1% 11.1% 100.0%
130万円未満 84 28.6% 33.3% 15.5% 9.5% 7.1% 6.0% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 25.4% 34.9% 19.0% 6.3% 7.9% 6.3% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 37.5% 34.4% 6.3% 15.6% 3.1% 3.1% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 20.0% 80.0% － － － － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% － － － 50.0% － 100.0%
わからない 5 20.0% － 40.0% 40.0% － － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 28.9% 27.7% 20.5% 9.6% 4.8% 8.4% 100.0%
だいたい納めた 19 21.1% 31.6% 21.1% 10.5% 5.3% 10.5% 100.0%
半分くらい納めた 18 27.8% 50.0% 16.7% 5.6% － － 100.0%
あまり納めなかった 22 31.8% 40.9% 9.1% 9.1% 4.5% 4.5% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 25.0% 41.7% 8.3% 8.3% 12.5% 4.2% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 47.4% 15.8% 10.5% 10.5% 15.8% － 100.0%
わからない 10 30.0% 40.0% 10.0% 20.0% － － 100.0%
絶対に支払う 7 28.6% 42.9% － － 28.6% － 100.0%
たぶん支払う 50 20.0% 34.0% 16.0% 14.0% 6.0% 10.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 26.7% 33.3% 22.2% 11.1% 4.4% 2.2% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 33.3% 38.1% 9.5% 7.1% 4.8% 7.1% 100.0%
たぶん支払わない 55 25.5% 36.4% 16.4% 9.1% 7.3% 5.5% 100.0%
絶対に支払わない 20 60.0% 15.0% 10.0% 5.0% 10.0% － 100.0%

 

問12  主観的余命（最高）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

問13  給付減or負担増必要説の支持

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

232



Ｎ
度数 非常に

好き
好き どちら

かとい
うと好

き

どちら
かとい
うと嫌

い

嫌い 非常に
嫌い

合計

全体 　 219 29.7% 23.7% 24.7% 16.4% 4.1% 1.4% 100.0%
男性 138 36.2% 26.1% 24.6% 9.4% 1.4% 2.2% 100.0%
女性 81 18.5% 19.8% 24.7% 28.4% 8.6% － 100.0%
20～24歳 70 55.7% 22.9% 14.3% 7.1% － － 100.0%
25～29歳 39 10.3% 28.2% 30.8% 15.4% 12.8% 2.6% 100.0%
30～34歳 35 25.7% 17.1% 20.0% 25.7% 8.6% 2.9% 100.0%
35～39歳 24 12.5% 16.7% 37.5% 29.2% － 4.2% 100.0%
40～44歳 25 24.0% 24.0% 32.0% 16.0% 4.0% － 100.0%
45歳以上 26 15.4% 34.6% 30.8% 19.2% － － 100.0%
自営 56 21.4% 25.0% 39.3% 12.5% 1.8% － 100.0%
非正規 75 16.0% 20.0% 25.3% 26.7% 9.3% 2.7% 100.0%
学生 56 60.7% 25.0% 8.9% 3.6% － 1.8% 100.0%
無職・その他 32 21.9% 28.1% 25.0% 21.9% 3.1% － 100.0%
収入はない 18 38.9% 16.7% 22.2% 22.2% － － 100.0%
130万円未満 84 40.5% 22.6% 20.2% 10.7% 6.0% － 100.0%
130万円以上300万円未満 63 22.2% 23.8% 19.0% 23.8% 6.3% 4.8% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 18.8% 28.1% 43.8% 9.4% － － 100.0%
500万円以上700万円未満 10 20.0% 20.0% 20.0% 40.0% － － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 20.0% 40.0% 40.0% － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － － 100.0% － － － 100.0%
わからない 5 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% － － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 36.1% 25.3% 21.7% 14.5% 2.4% － 100.0%
だいたい納めた 19 42.1% 31.6% 15.8% 10.5% － － 100.0%
半分くらい納めた 18 16.7% 33.3% 33.3% 11.1% － 5.6% 100.0%
あまり納めなかった 22 22.7% 31.8% 27.3% 13.6% 4.5% － 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 22.9% 12.5% 27.1% 25.0% 10.4% 2.1% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 15.8% 21.1% 31.6% 26.3% 5.3% － 100.0%
わからない 10 50.0% 20.0% 20.0% － － 10.0% 100.0%
絶対に支払う 7 14.3% 28.6% 14.3% 42.9% － － 100.0%
たぶん支払う 50 40.0% 32.0% 20.0% 6.0% 2.0% － 100.0%
どちらかといえば支払う 45 24.4% 20.0% 28.9% 22.2% 4.4% － 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 28.6% 28.6% 19.0% 14.3% 7.1% 2.4% 100.0%
たぶん支払わない 55 25.5% 16.4% 30.9% 20.0% 5.5% 1.8% 100.0%
絶対に支払わない 20 35.0% 20.0% 25.0% 15.0% － 5.0% 100.0%

Ｎ
度数 非常に

あてに
なると
思う

まあま
あ あて
になる
と思う

どちら
かとい
うとあ
てにな
ると思

う

どちら
かとい
うとあ
てにな
らない
と思う

あまり
あてに
ならな
いと思

う

まったく
あてに
ならな
いと思

う

合計

全体 　 219 4.1% 5.9% 14.2% 23.7% 27.4% 24.7% 100.0%
男性 138 5.8% 3.6% 11.6% 21.7% 32.6% 24.6% 100.0%
女性 81 1.2% 9.9% 18.5% 27.2% 18.5% 24.7% 100.0%
20～24歳 70 2.9% 7.1% 20.0% 25.7% 24.3% 20.0% 100.0%
25～29歳 39 － 5.1% 15.4% 23.1% 23.1% 33.3% 100.0%
30～34歳 35 5.7% 8.6% 17.1% 31.4% 25.7% 11.4% 100.0%
35～39歳 24 － 4.2% 8.3% 25.0% 33.3% 29.2% 100.0%
40～44歳 25 8.0% 4.0% 8.0% 16.0% 36.0% 28.0% 100.0%
45歳以上 26 11.5% 3.8% 3.8% 15.4% 30.8% 34.6% 100.0%
自営 56 5.4% 3.6% 7.1% 23.2% 30.4% 30.4% 100.0%
非正規 75 1.3% 4.0% 17.3% 24.0% 29.3% 24.0% 100.0%
学生 56 3.6% 7.1% 16.1% 30.4% 23.2% 19.6% 100.0%
無職・その他 32 9.4% 12.5% 15.6% 12.5% 25.0% 25.0% 100.0%
収入はない 18 11.1% 11.1% 16.7% 27.8% 16.7% 16.7% 100.0%
130万円未満 84 4.8% 8.3% 15.5% 25.0% 25.0% 21.4% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 1.6% 4.8% 12.7% 17.5% 28.6% 34.9% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 3.1% 3.1% 6.3% 37.5% 34.4% 15.6% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 － － 30.0% 10.0% 20.0% 40.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － － 20.0% 20.0% 60.0% － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% － － － － 50.0% 100.0%
わからない 5 － － 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 7.2% 4.8% 16.9% 24.1% 26.5% 20.5% 100.0%
だいたい納めた 19 5.3% 10.5% 21.1% 21.1% 21.1% 21.1% 100.0%
半分くらい納めた 18 － － 11.1% 38.9% 33.3% 16.7% 100.0%
あまり納めなかった 22 － 4.5% 9.1% 22.7% 31.8% 31.8% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 4.2% 2.1% 14.6% 22.9% 29.2% 27.1% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 － 15.8% 5.3% 15.8% 31.6% 31.6% 100.0%
わからない 10 － 20.0% 10.0% 20.0% 10.0% 40.0% 100.0%
絶対に支払う 7 － － 14.3% 28.6% 14.3% 42.9% 100.0%
たぶん支払う 50 8.0% 2.0% 14.0% 16.0% 32.0% 28.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 2.2% 6.7% 22.2% 28.9% 28.9% 11.1% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 － 9.5% 11.9% 33.3% 23.8% 21.4% 100.0%
たぶん支払わない 55 3.6% 3.6% 12.7% 20.0% 25.5% 34.5% 100.0%
絶対に支払わない 20 10.0% 15.0% 5.0% 20.0% 30.0% 20.0% 100.0%

 

問14  運動選好

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

問15  老後生活費としての遺産への期待

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ
度数 「虎穴

に入ら
ずんば
虎児を
得ず」
に、非
常に近

い

「虎穴
に入ら
ずんば
虎児を
得ず」
に、近

い

「虎穴
に入ら
ずんば
虎児を
得ず」
に、ど
ちらか
というと

近い

「君子
は危う
きに近
寄ら

ず」に、
どちら
かとい
うと近

い

「君子
は危う
きに近
寄ら

ず」に、
近い

「君子
は危う
きに近
寄ら

ず」に、
非常に
近い

合計

全体 　 219 8.7% 15.5% 24.7% 28.8% 18.3% 4.1% 100.0%
男性 138 11.6% 13.8% 21.0% 26.1% 23.9% 3.6% 100.0%
女性 81 3.7% 18.5% 30.9% 33.3% 8.6% 4.9% 100.0%
20～24歳 70 10.0% 17.1% 22.9% 25.7% 14.3% 10.0% 100.0%
25～29歳 39 7.7% 10.3% 35.9% 30.8% 15.4% － 100.0%
30～34歳 35 8.6% 22.9% 11.4% 31.4% 22.9% 2.9% 100.0%
35～39歳 24 8.3% 12.5% 33.3% 33.3% 8.3% 4.2% 100.0%
40～44歳 25 12.0% 12.0% 24.0% 24.0% 28.0% － 100.0%
45歳以上 26 3.8% 15.4% 23.1% 30.8% 26.9% － 100.0%
自営 56 7.1% 14.3% 25.0% 25.0% 26.8% 1.8% 100.0%
非正規 75 8.0% 18.7% 20.0% 33.3% 16.0% 4.0% 100.0%
学生 56 10.7% 16.1% 23.2% 25.0% 16.1% 8.9% 100.0%
無職・その他 32 9.4% 9.4% 37.5% 31.3% 12.5% － 100.0%
収入はない 18 22.2% 5.6% 11.1% 33.3% 22.2% 5.6% 100.0%
130万円未満 84 7.1% 13.1% 22.6% 34.5% 15.5% 7.1% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 6.3% 17.5% 34.9% 20.6% 17.5% 3.2% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 12.5% 28.1% 15.6% 34.4% 9.4% － 100.0%
500万円以上700万円未満 10 － － 30.0% 10.0% 60.0% － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － 50.0% － － 50.0% － 100.0%
わからない 5 20.0% － 20.0% 40.0% 20.0% － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 8.4% 10.8% 26.5% 27.7% 22.9% 3.6% 100.0%
だいたい納めた 19 5.3% 10.5% 26.3% 31.6% 21.1% 5.3% 100.0%
半分くらい納めた 18 11.1% 16.7% 16.7% 27.8% 22.2% 5.6% 100.0%
あまり納めなかった 22 9.1% 31.8% 36.4% 9.1% 13.6% － 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 4.2% 14.6% 25.0% 33.3% 16.7% 6.3% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 15.8% 21.1% 15.8% 36.8% 10.5% － 100.0%
わからない 10 20.0% 20.0% 10.0% 40.0% － 10.0% 100.0%
絶対に支払う 7 － － － 28.6% 57.1% 14.3% 100.0%
たぶん支払う 50 6.0% 16.0% 26.0% 26.0% 20.0% 6.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 6.7% 20.0% 22.2% 33.3% 13.3% 4.4% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 7.1% 9.5% 38.1% 26.2% 14.3% 4.8% 100.0%
たぶん支払わない 55 9.1% 12.7% 25.5% 29.1% 21.8% 1.8% 100.0%
絶対に支払わない 20 25.0% 30.0% 5.0% 30.0% 10.0% － 100.0%

 

問16  危険回避度（虎穴or君子）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ
度数 非常に

重要
まあま
あ重要

どちら
かとい
えば重
要であ

る

どちら
かとい
えば重
要でな

い

あまり
重要で
はない

まったく
重要で
ない

合計

全体 　 219 60.7% 21.9% 10.0% 2.3% 4.1% 0.9% 100.0%
男性 138 60.9% 24.6% 8.0% 2.2% 3.6% 0.7% 100.0%
女性 81 60.5% 17.3% 13.6% 2.5% 4.9% 1.2% 100.0%
20～24歳 70 60.0% 21.4% 8.6% 2.9% 7.1% － 100.0%
25～29歳 39 48.7% 30.8% 12.8% 2.6% 2.6% 2.6% 100.0%
30～34歳 35 74.3% 11.4% 5.7% － 5.7% 2.9% 100.0%
35～39歳 24 62.5% 25.0% 12.5% － － － 100.0%
40～44歳 25 76.0% 16.0% 4.0% 4.0% － － 100.0%
45歳以上 26 46.2% 26.9% 19.2% 3.8% 3.8% － 100.0%
自営 56 60.7% 26.8% 8.9% 3.6% － － 100.0%
非正規 75 66.7% 18.7% 9.3% － 5.3% － 100.0%
学生 56 62.5% 17.9% 10.7% 3.6% 5.4% － 100.0%
無職・その他 32 43.8% 28.1% 12.5% 3.1% 6.3% 6.3% 100.0%
収入はない 18 66.7% 11.1% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 100.0%
130万円未満 84 60.7% 17.9% 13.1% 2.4% 4.8% 1.2% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 58.7% 27.0% 9.5% 1.6% 3.2% － 100.0%
300万円以上500万円未満 32 59.4% 28.1% 6.3% － 6.3% － 100.0%
500万円以上700万円未満 10 70.0% 20.0% － 10.0% － － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 60.0% 20.0% 20.0% － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% 50.0% － － － － 100.0%
わからない 5 60.0% 20.0% 20.0% － － － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 66.3% 18.1% 8.4% 3.6% 3.6% － 100.0%
だいたい納めた 19 47.4% 47.4% 5.3% － － － 100.0%
半分くらい納めた 18 66.7% 22.2% 11.1% － － － 100.0%
あまり納めなかった 22 68.2% 22.7% － 4.5% 4.5% － 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 56.3% 20.8% 12.5% 2.1% 8.3% － 100.0%
未加入なので、納めていない 19 47.4% 21.1% 26.3% － － 5.3% 100.0%
わからない 10 60.0% 10.0% 10.0% － 10.0% 10.0% 100.0%
絶対に支払う 7 71.4% 14.3% － 14.3% － － 100.0%
たぶん支払う 50 74.0% 14.0% 8.0% 2.0% 2.0% － 100.0%
どちらかといえば支払う 45 57.8% 22.2% 11.1% 2.2% 6.7% － 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 45.2% 40.5% 9.5% 2.4% 2.4% － 100.0%
たぶん支払わない 55 61.8% 21.8% 10.9% 1.8% 3.6% － 100.0%
絶対に支払わない 20 60.0% 5.0% 15.0% － 10.0% 10.0% 100.0%

Ｎ
度数 非常に

重要
まあま
あ重要

どちら
かとい
えば重
要であ

る

どちら
かとい
えば重
要でな

い

あまり
重要で
はない

まったく
重要で
ない

合計

全体 　 219 17.4% 37.4% 26.5% 7.8% 9.1% 1.8% 100.0%
男性 138 13.0% 38.4% 27.5% 8.0% 10.9% 2.2% 100.0%
女性 81 24.7% 35.8% 24.7% 7.4% 6.2% 1.2% 100.0%
20～24歳 70 21.4% 40.0% 22.9% 7.1% 7.1% 1.4% 100.0%
25～29歳 39 33.3% 30.8% 30.8% 2.6% 2.6% － 100.0%
30～34歳 35 － 48.6% 25.7% 14.3% 11.4% － 100.0%
35～39歳 24 20.8% 41.7% 33.3% － 4.2% － 100.0%
40～44歳 25 12.0% 28.0% 28.0% 12.0% 12.0% 8.0% 100.0%
45歳以上 26 7.7% 30.8% 23.1% 11.5% 23.1% 3.8% 100.0%
自営 56 14.3% 41.1% 26.8% 5.4% 10.7% 1.8% 100.0%
非正規 75 14.7% 33.3% 32.0% 13.3% 5.3% 1.3% 100.0%
学生 56 19.6% 42.9% 23.2% 7.1% 5.4% 1.8% 100.0%
無職・その他 32 25.0% 31.3% 18.8% － 21.9% 3.1% 100.0%
収入はない 18 11.1% 44.4% 16.7% 5.6% 11.1% 11.1% 100.0%
130万円未満 84 23.8% 38.1% 23.8% 7.1% 6.0% 1.2% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 12.7% 36.5% 28.6% 6.3% 14.3% 1.6% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 18.8% 37.5% 25.0% 9.4% 9.4% － 100.0%
500万円以上700万円未満 10 10.0% 20.0% 60.0% 10.0% － － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － 100.0% － － － － 100.0%
わからない 5 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% － － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 16.9% 38.6% 27.7% 9.6% 4.8% 2.4% 100.0%
だいたい納めた 19 10.5% 63.2% 15.8% 5.3% 5.3% － 100.0%
半分くらい納めた 18 － 16.7% 55.6% － 27.8% － 100.0%
あまり納めなかった 22 18.2% 40.9% 18.2% 13.6% 4.5% 4.5% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 22.9% 35.4% 27.1% 2.1% 10.4% 2.1% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 21.1% 26.3% 26.3% 15.8% 10.5% － 100.0%
わからない 10 30.0% 40.0% － 10.0% 20.0% － 100.0%
絶対に支払う 7 14.3% 42.9% 14.3% 28.6% － － 100.0%
たぶん支払う 50 20.0% 44.0% 20.0% 8.0% 6.0% 2.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 13.3% 40.0% 31.1% 11.1% 4.4% － 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 19.0% 26.2% 33.3% 4.8% 16.7% － 100.0%
たぶん支払わない 55 16.4% 36.4% 25.5% 7.3% 10.9% 3.6% 100.0%
絶対に支払わない 20 20.0% 40.0% 25.0% － 10.0% 5.0% 100.0%

 

問17_1  使途の重要度（生活費・家賃）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

問17_2  使途の重要度（旅行・趣味）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ
度数 非常に

重要
まあま
あ重要

どちら
かとい
えば重
要であ

る

どちら
かとい
えば重
要でな

い

あまり
重要で
はない

まったく
重要で
ない

合計

全体 　 219 21.9% 11.4% 13.7% 6.4% 10.0% 36.5% 100.0%
男性 138 23.2% 10.9% 16.7% 5.1% 8.7% 35.5% 100.0%
女性 81 19.8% 12.3% 8.6% 8.6% 12.3% 38.3% 100.0%
20～24歳 70 20.0% 5.7% 14.3% 4.3% 11.4% 44.3% 100.0%
25～29歳 39 23.1% 5.1% 17.9% 5.1% 10.3% 38.5% 100.0%
30～34歳 35 14.3% 8.6% 14.3% 14.3% 14.3% 34.3% 100.0%
35～39歳 24 12.5% 29.2% 12.5% 8.3% 8.3% 29.2% 100.0%
40～44歳 25 32.0% 16.0% 20.0% 4.0% 4.0% 24.0% 100.0%
45歳以上 26 34.6% 19.2% － 3.8% 7.7% 34.6% 100.0%
自営 56 30.4% 19.6% 12.5% 5.4% 5.4% 26.8% 100.0%
非正規 75 14.7% 10.7% 17.3% 9.3% 8.0% 40.0% 100.0%
学生 56 19.6% 3.6% 10.7% 7.1% 16.1% 42.9% 100.0%
無職・その他 32 28.1% 12.5% 12.5% － 12.5% 34.4% 100.0%
収入はない 18 16.7% 11.1% 11.1% 5.6% 11.1% 44.4% 100.0%
130万円未満 84 20.2% 11.9% 10.7% 6.0% 14.3% 36.9% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 22.2% 3.2% 17.5% 9.5% 7.9% 39.7% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 18.8% 15.6% 18.8% － 9.4% 37.5% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 30.0% 20.0% 10.0% － － 40.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 60.0% 20.0% － 20.0% － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% 50.0% － － － － 100.0%
わからない 5 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% － － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 26.5% 10.8% 8.4% 6.0% 12.0% 36.1% 100.0%
だいたい納めた 19 36.8% 15.8% 21.1% 10.5% － 15.8% 100.0%
半分くらい納めた 18 5.6% 16.7% 22.2% 11.1% 5.6% 38.9% 100.0%
あまり納めなかった 22 36.4% 9.1% 13.6% 4.5% 4.5% 31.8% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 12.5% 10.4% 14.6% 6.3% 16.7% 39.6% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 10.5% 15.8% 21.1% 5.3% 10.5% 36.8% 100.0%
わからない 10 20.0% － 10.0% － － 70.0% 100.0%
絶対に支払う 7 42.9% － 14.3% － － 42.9% 100.0%
たぶん支払う 50 44.0% 8.0% 10.0% 2.0% 8.0% 28.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 17.8% 17.8% 13.3% 6.7% 6.7% 37.8% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 9.5% 16.7% 16.7% 7.1% 11.9% 38.1% 100.0%
たぶん支払わない 55 16.4% 3.6% 10.9% 10.9% 16.4% 41.8% 100.0%
絶対に支払わない 20 10.0% 20.0% 25.0% 5.0% 5.0% 35.0% 100.0%

Ｎ
度数 非常に

重要
まあま
あ重要

どちら
かとい
えば重
要であ

る

どちら
かとい
えば重
要でな

い

あまり
重要で
はない

まったく
重要で
ない

合計

全体 　 219 11.9% 16.0% 33.8% 15.5% 16.4% 6.4% 100.0%
男性 138 13.8% 13.8% 31.9% 11.6% 19.6% 9.4% 100.0%
女性 81 8.6% 19.8% 37.0% 22.2% 11.1% 1.2% 100.0%
20～24歳 70 8.6% 11.4% 28.6% 14.3% 25.7% 11.4% 100.0%
25～29歳 39 15.4% 17.9% 25.6% 28.2% 7.7% 5.1% 100.0%
30～34歳 35 8.6% 14.3% 31.4% 11.4% 25.7% 8.6% 100.0%
35～39歳 24 4.2% 12.5% 62.5% 12.5% 8.3% － 100.0%
40～44歳 25 16.0% 24.0% 36.0% 12.0% 8.0% 4.0% 100.0%
45歳以上 26 23.1% 23.1% 34.6% 11.5% 7.7% － 100.0%
自営 56 16.1% 25.0% 41.1% 8.9% 8.9% － 100.0%
非正規 75 9.3% 9.3% 36.0% 25.3% 10.7% 9.3% 100.0%
学生 56 10.7% 8.9% 25.0% 16.1% 30.4% 8.9% 100.0%
無職・その他 32 12.5% 28.1% 31.3% 3.1% 18.8% 6.3% 100.0%
収入はない 18 5.6% － 22.2% 5.6% 55.6% 11.1% 100.0%
130万円未満 84 8.3% 16.7% 31.0% 22.6% 14.3% 7.1% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 12.7% 15.9% 36.5% 17.5% 7.9% 9.5% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 12.5% 21.9% 37.5% 3.1% 25.0% － 100.0%
500万円以上700万円未満 10 20.0% 10.0% 50.0% 10.0% 10.0% － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 40.0% 20.0% 40.0% － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% 50.0% － － － － 100.0%
わからない 5 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% － － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 16.9% 13.3% 34.9% 9.6% 20.5% 4.8% 100.0%
だいたい納めた 19 5.3% 31.6% 31.6% 15.8% 15.8% － 100.0%
半分くらい納めた 18 5.6% 16.7% 44.4% 11.1% 22.2% － 100.0%
あまり納めなかった 22 13.6% 13.6% 36.4% 18.2% 4.5% 13.6% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 10.4% 18.8% 27.1% 20.8% 18.8% 4.2% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 5.3% 10.5% 42.1% 31.6% 10.5% － 100.0%
わからない 10 10.0% 10.0% 20.0% 10.0% － 50.0% 100.0%
絶対に支払う 7 57.1% － 42.9% － － － 100.0%
たぶん支払う 50 24.0% 12.0% 40.0% 6.0% 16.0% 2.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 13.3% 17.8% 44.4% 13.3% 8.9% 2.2% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 2.4% 21.4% 35.7% 21.4% 11.9% 7.1% 100.0%
たぶん支払わない 55 5.5% 18.2% 18.2% 21.8% 29.1% 7.3% 100.0%
絶対に支払わない 20 － 10.0% 30.0% 20.0% 15.0% 25.0% 100.0%

 

問17_3  使途の重要度（教育費）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

問17_4  使途の重要度（納税）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ
度数 非常に

重要
まあま
あ重要

どちら
かとい
えば重
要であ

る

どちら
かとい
えば重
要でな

い

あまり
重要で
はない

まったく
重要で
ない

合計

全体 　 219 5.0% 12.3% 11.9% 14.6% 19.6% 36.5% 100.0%
男性 138 6.5% 13.8% 13.8% 13.0% 23.2% 29.7% 100.0%
女性 81 2.5% 9.9% 8.6% 17.3% 13.6% 48.1% 100.0%
20～24歳 70 5.7% 20.0% 22.9% 15.7% 11.4% 24.3% 100.0%
25～29歳 39 7.7% 5.1% 2.6% 15.4% 10.3% 59.0% 100.0%
30～34歳 35 5.7% － 5.7% 17.1% 14.3% 57.1% 100.0%
35～39歳 24 － 12.5% 4.2% 12.5% 29.2% 41.7% 100.0%
40～44歳 25 4.0% 16.0% 4.0% 20.0% 40.0% 16.0% 100.0%
45歳以上 26 3.8% 15.4% 19.2% 3.8% 34.6% 23.1% 100.0%
自営 56 5.4% 17.9% 16.1% 8.9% 35.7% 16.1% 100.0%
非正規 75 2.7% 5.3% 1.3% 18.7% 16.0% 56.0% 100.0%
学生 56 7.1% 21.4% 25.0% 10.7% 8.9% 26.8% 100.0%
無職・その他 32 6.3% 3.1% 6.3% 21.9% 18.8% 43.8% 100.0%
収入はない 18 － 11.1% 11.1% 16.7% 22.2% 38.9% 100.0%
130万円未満 84 6.0% 11.9% 16.7% 14.3% 11.9% 39.3% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 4.8% 14.3% 3.2% 14.3% 20.6% 42.9% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 6.3% 9.4% 18.8% 9.4% 28.1% 28.1% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 － 20.0% 10.0% 10.0% 30.0% 30.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － － 20.0% 20.0% 60.0% － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － 50.0% － － 50.0% － 100.0%
わからない 5 20.0% － － 60.0% － 20.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 2.4% 16.9% 19.3% 12.0% 22.9% 26.5% 100.0%
だいたい納めた 19 5.3% 15.8% 15.8% 26.3% 15.8% 21.1% 100.0%
半分くらい納めた 18 － 22.2% 5.6% 27.8% － 44.4% 100.0%
あまり納めなかった 22 13.6% － 4.5% 13.6% 31.8% 36.4% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 4.2% 10.4% 4.2% 6.3% 20.8% 54.2% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 5.3% － 10.5% 26.3% 21.1% 36.8% 100.0%
わからない 10 20.0% 10.0% 10.0% 10.0% － 50.0% 100.0%
絶対に支払う 7 28.6% 14.3% － 14.3% 14.3% 28.6% 100.0%
たぶん支払う 50 4.0% 18.0% 12.0% 18.0% 18.0% 30.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 4.4% 8.9% 17.8% 17.8% 22.2% 28.9% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 4.8% 14.3% 14.3% 7.1% 26.2% 33.3% 100.0%
たぶん支払わない 55 3.6% 10.9% 9.1% 10.9% 20.0% 45.5% 100.0%
絶対に支払わない 20 5.0% 5.0% 5.0% 25.0% 5.0% 55.0% 100.0%

Ｎ
度数 非常に

重要
まあま
あ重要

どちら
かとい
えば重
要であ

る

どちら
かとい
えば重
要でな

い

あまり
重要で
はない

まったく
重要で
ない

合計

全体 　 219 16.4% 18.3% 17.8% 11.9% 13.2% 22.4% 100.0%
男性 138 17.4% 20.3% 16.7% 9.4% 13.8% 22.5% 100.0%
女性 81 14.8% 14.8% 19.8% 16.0% 12.3% 22.2% 100.0%
20～24歳 70 17.1% 18.6% 11.4% 14.3% 8.6% 30.0% 100.0%
25～29歳 39 12.8% 17.9% 20.5% 12.8% 12.8% 23.1% 100.0%
30～34歳 35 8.6% 14.3% 22.9% 5.7% 20.0% 28.6% 100.0%
35～39歳 24 25.0% 8.3% 20.8% 12.5% 16.7% 16.7% 100.0%
40～44歳 25 16.0% 28.0% 8.0% 16.0% 16.0% 16.0% 100.0%
45歳以上 26 23.1% 23.1% 30.8% 7.7% 11.5% 3.8% 100.0%
自営 56 25.0% 19.6% 23.2% 14.3% 12.5% 5.4% 100.0%
非正規 75 10.7% 16.0% 22.7% 8.0% 16.0% 26.7% 100.0%
学生 56 17.9% 19.6% 10.7% 8.9% 8.9% 33.9% 100.0%
無職・その他 32 12.5% 18.8% 9.4% 21.9% 15.6% 21.9% 100.0%
収入はない 18 22.2% 16.7% － 11.1% 11.1% 38.9% 100.0%
130万円未満 84 16.7% 15.5% 20.2% 14.3% 10.7% 22.6% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 7.9% 15.9% 22.2% 11.1% 15.9% 27.0% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 21.9% 31.3% 15.6% 6.3% 15.6% 9.4% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 30.0% 20.0% 10.0% 10.0% 10.0% 20.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 20.0% 40.0% 20.0% － 20.0% － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% － － － 50.0% － 100.0%
わからない 5 20.0% － 20.0% 40.0% － 20.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 22.9% 14.5% 14.5% 8.4% 13.3% 26.5% 100.0%
だいたい納めた 19 21.1% 31.6% 10.5% 21.1% 10.5% 5.3% 100.0%
半分くらい納めた 18 － 44.4% 11.1% 11.1% 22.2% 11.1% 100.0%
あまり納めなかった 22 18.2% 13.6% 27.3% 9.1% 18.2% 13.6% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 8.3% 12.5% 27.1% 18.8% 12.5% 20.8% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 21.1% 10.5% 21.1% 5.3% 10.5% 31.6% 100.0%
わからない 10 10.0% 30.0% － 10.0% － 50.0% 100.0%
絶対に支払う 7 42.9% 28.6% 14.3% － － 14.3% 100.0%
たぶん支払う 50 22.0% 18.0% 14.0% 16.0% 8.0% 22.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 11.1% 22.2% 22.2% 15.6% 8.9% 20.0% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 14.3% 21.4% 23.8% 11.9% 14.3% 14.3% 100.0%
たぶん支払わない 55 14.5% 14.5% 16.4% 9.1% 20.0% 25.5% 100.0%
絶対に支払わない 20 15.0% 10.0% 10.0% 5.0% 20.0% 40.0% 100.0%

 

問17_5  使途の重要度（自家用車購入やローン）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

問17_6  使途の重要度（住宅ローンや購入用の貯蓄）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ
度数 非常に

重要
まあま
あ重要

どちら
かとい
えば重
要であ

る

どちら
かとい
えば重
要でな

い

あまり
重要で
はない

まったく
重要で
ない

合計

全体 　 219 7.3% 13.7% 25.6% 18.7% 17.8% 16.9% 100.0%
男性 138 8.0% 11.6% 24.6% 18.1% 18.1% 19.6% 100.0%
女性 81 6.2% 17.3% 27.2% 19.8% 17.3% 12.3% 100.0%
20～24歳 70 10.0% 11.4% 24.3% 18.6% 17.1% 18.6% 100.0%
25～29歳 39 5.1% 15.4% 28.2% 25.6% 7.7% 17.9% 100.0%
30～34歳 35 2.9% 8.6% 20.0% 17.1% 22.9% 28.6% 100.0%
35～39歳 24 4.2% 8.3% 33.3% 12.5% 37.5% 4.2% 100.0%
40～44歳 25 4.0% 12.0% 32.0% 20.0% 16.0% 16.0% 100.0%
45歳以上 26 15.4% 30.8% 19.2% 15.4% 11.5% 7.7% 100.0%
自営 56 5.4% 23.2% 28.6% 23.2% 7.1% 12.5% 100.0%
非正規 75 4.0% 8.0% 30.7% 17.3% 21.3% 18.7% 100.0%
学生 56 12.5% 7.1% 17.9% 21.4% 23.2% 17.9% 100.0%
無職・その他 32 9.4% 21.9% 21.9% 9.4% 18.8% 18.8% 100.0%
収入はない 18 11.1% － 11.1% 5.6% 33.3% 38.9% 100.0%
130万円未満 84 7.1% 10.7% 31.0% 21.4% 15.5% 14.3% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 3.2% 17.5% 19.0% 23.8% 17.5% 19.0% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 6.3% 18.8% 31.3% 12.5% 15.6% 15.6% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 10.0% 20.0% 30.0% 20.0% 20.0% － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 20.0% 40.0% － 20.0% 20.0% － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% － － － － 50.0% 100.0%
わからない 5 20.0% － 60.0% － 20.0% － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 14.5% 20.5% 27.7% 14.5% 12.0% 10.8% 100.0%
だいたい納めた 19 － 21.1% 42.1% 15.8% 10.5% 10.5% 100.0%
半分くらい納めた 18 5.6% 5.6% 33.3% 22.2% 16.7% 16.7% 100.0%
あまり納めなかった 22 9.1% 9.1% 27.3% 22.7% 9.1% 22.7% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 － 8.3% 16.7% 20.8% 29.2% 25.0% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 － － 15.8% 26.3% 42.1% 15.8% 100.0%
わからない 10 10.0% 20.0% 20.0% 20.0% － 30.0% 100.0%
絶対に支払う 7 42.9% － 28.6% 14.3% 14.3% － 100.0%
たぶん支払う 50 16.0% 24.0% 30.0% 12.0% 6.0% 12.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 2.2% 15.6% 48.9% 22.2% 6.7% 4.4% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 － 14.3% 21.4% 35.7% 23.8% 4.8% 100.0%
たぶん支払わない 55 1.8% 9.1% 12.7% 16.4% 32.7% 27.3% 100.0%
絶対に支払わない 20 15.0% － 5.0% － 20.0% 60.0% 100.0%

Ｎ
度数 非常に

重要
まあま
あ重要

どちら
かとい
えば重
要であ

る

どちら
かとい
えば重
要でな

い

あまり
重要で
はない

まったく
重要で
ない

合計

全体 　 219 29.2% 22.8% 19.6% 8.2% 8.7% 11.4% 100.0%
男性 138 26.8% 25.4% 17.4% 8.0% 7.2% 15.2% 100.0%
女性 81 33.3% 18.5% 23.5% 8.6% 11.1% 4.9% 100.0%
20～24歳 70 20.0% 17.1% 5.7% 11.4% 14.3% 31.4% 100.0%
25～29歳 39 35.9% 17.9% 25.6% 7.7% 10.3% 2.6% 100.0%
30～34歳 35 28.6% 22.9% 28.6% 8.6% 5.7% 5.7% 100.0%
35～39歳 24 29.2% 33.3% 29.2% 4.2% 4.2% － 100.0%
40～44歳 25 32.0% 28.0% 24.0% 8.0% 8.0% － 100.0%
45歳以上 26 42.3% 30.8% 23.1% 3.8% － － 100.0%
自営 56 35.7% 26.8% 26.8% 5.4% 5.4% － 100.0%
非正規 75 29.3% 22.7% 22.7% 9.3% 8.0% 8.0% 100.0%
学生 56 17.9% 17.9% 5.4% 12.5% 14.3% 32.1% 100.0%
無職・その他 32 37.5% 25.0% 25.0% 3.1% 6.3% 3.1% 100.0%
収入はない 18 33.3% 5.6% 16.7% 16.7% 5.6% 22.2% 100.0%
130万円未満 84 25.0% 19.0% 17.9% 9.5% 10.7% 17.9% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 28.6% 25.4% 22.2% 6.3% 11.1% 6.3% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 40.6% 28.1% 18.8% 3.1% 3.1% 6.3% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 20.0% 30.0% 30.0% 10.0% 10.0% － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 20.0% 80.0% － － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% 50.0% － － － － 100.0%
わからない 5 40.0% － 40.0% 20.0% － － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 30.1% 21.7% 15.7% 8.4% 8.4% 15.7% 100.0%
だいたい納めた 19 42.1% 26.3% 5.3% 10.5% 5.3% 10.5% 100.0%
半分くらい納めた 18 33.3% 22.2% 27.8% 5.6% － 11.1% 100.0%
あまり納めなかった 22 27.3% 36.4% 22.7% 4.5% － 9.1% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 22.9% 25.0% 27.1% 2.1% 18.8% 4.2% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 36.8% 10.5% 21.1% 26.3% 5.3% － 100.0%
わからない 10 10.0% 10.0% 20.0% 10.0% 10.0% 40.0% 100.0%
絶対に支払う 7 57.1% － 42.9% － － － 100.0%
たぶん支払う 50 34.0% 24.0% 10.0% 8.0% 8.0% 16.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 26.7% 31.1% 22.2% 6.7% 6.7% 6.7% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 33.3% 21.4% 23.8% 9.5% 2.4% 9.5% 100.0%
たぶん支払わない 55 20.0% 21.8% 23.6% 9.1% 14.5% 10.9% 100.0%
絶対に支払わない 20 30.0% 15.0% 10.0% 10.0% 15.0% 20.0% 100.0%

 

問17_7  使途の重要度（国民年金保険料）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

問17_8  使途の重要度（国民年金以外の老後準備）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ
度数 非常に

重要
まあま
あ重要

どちら
かとい
えば重
要であ

る

どちら
かとい
えば重
要でな

い

あまり
重要で
はない

まったく
重要で
ない

合計

全体 　 219 30.6% 32.9% 24.2% 4.6% 5.9% 1.8% 100.0%
男性 138 26.8% 30.4% 25.4% 5.8% 8.7% 2.9% 100.0%
女性 81 37.0% 37.0% 22.2% 2.5% 1.2% － 100.0%
20～24歳 70 25.7% 31.4% 22.9% 5.7% 11.4% 2.9% 100.0%
25～29歳 39 38.5% 41.0% 17.9% 2.6% － － 100.0%
30～34歳 35 25.7% 34.3% 31.4% 2.9% － 5.7% 100.0%
35～39歳 24 33.3% 45.8% 16.7% － 4.2% － 100.0%
40～44歳 25 32.0% 16.0% 36.0% 4.0% 12.0% － 100.0%
45歳以上 26 34.6% 26.9% 23.1% 11.5% 3.8% － 100.0%
自営 56 28.6% 32.1% 26.8% 5.4% 7.1% － 100.0%
非正規 75 33.3% 34.7% 24.0% 4.0% － 4.0% 100.0%
学生 56 17.9% 35.7% 25.0% 7.1% 12.5% 1.8% 100.0%
無職・その他 32 50.0% 25.0% 18.8% － 6.3% － 100.0%
収入はない 18 27.8% 16.7% 44.4% － 11.1% － 100.0%
130万円未満 84 28.6% 32.1% 23.8% 6.0% 6.0% 3.6% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 28.6% 42.9% 19.0% 3.2% 4.8% 1.6% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 43.8% 31.3% 25.0% － － － 100.0%
500万円以上700万円未満 10 20.0% 20.0% 30.0% 10.0% 20.0% － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% 50.0% － － － － 100.0%
わからない 5 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 30.1% 28.9% 25.3% 6.0% 8.4% 1.2% 100.0%
だいたい納めた 19 42.1% 36.8% 10.5% 5.3% 5.3% － 100.0%
半分くらい納めた 18 16.7% 50.0% 22.2% － 5.6% 5.6% 100.0%
あまり納めなかった 22 40.9% 27.3% 27.3% － 4.5% － 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 22.9% 45.8% 20.8% 4.2% 6.3% － 100.0%
未加入なので、納めていない 19 36.8% 15.8% 36.8% 10.5% － － 100.0%
わからない 10 40.0% 10.0% 30.0% － － 20.0% 100.0%
絶対に支払う 7 57.1% － 28.6% － 14.3% － 100.0%
たぶん支払う 50 36.0% 32.0% 18.0% 4.0% 10.0% － 100.0%
どちらかといえば支払う 45 28.9% 35.6% 33.3% 2.2% － － 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 28.6% 38.1% 21.4% 4.8% 4.8% 2.4% 100.0%
たぶん支払わない 55 25.5% 36.4% 20.0% 9.1% 7.3% 1.8% 100.0%
絶対に支払わない 20 30.0% 20.0% 35.0% － 5.0% 10.0% 100.0%

Ｎ
度数 非常に

気をつ
けてい

る

まあま
あ気を
つけて
いる

どちら
かとい
えば気
をつけ
ている

どちら
かとい
えば気
をつけ
ていな

い

あまり
気をつ
けてい
ない

まったく
気をつ
けてい
ない

合計

全体 　 219 7.8% 42.9% 28.3% 11.9% 7.8% 1.4% 100.0%
男性 138 8.7% 42.0% 23.2% 13.0% 10.9% 2.2% 100.0%
女性 81 6.2% 44.4% 37.0% 9.9% 2.5% － 100.0%
20～24歳 70 8.6% 48.6% 24.3% 10.0% 7.1% 1.4% 100.0%
25～29歳 39 2.6% 43.6% 33.3% 12.8% 7.7% － 100.0%
30～34歳 35 5.7% 34.3% 34.3% 14.3% 8.6% 2.9% 100.0%
35～39歳 24 4.2% 37.5% 33.3% 16.7% 8.3% － 100.0%
40～44歳 25 16.0% 40.0% 28.0% 8.0% 8.0% － 100.0%
45歳以上 26 11.5% 46.2% 19.2% 11.5% 7.7% 3.8% 100.0%
自営 56 10.7% 42.9% 28.6% 10.7% 7.1% － 100.0%
非正規 75 5.3% 36.0% 32.0% 13.3% 10.7% 2.7% 100.0%
学生 56 10.7% 50.0% 23.2% 8.9% 7.1% － 100.0%
無職・その他 32 3.1% 46.9% 28.1% 15.6% 3.1% 3.1% 100.0%
収入はない 18 22.2% 33.3% 27.8% 11.1% 5.6% － 100.0%
130万円未満 84 4.8% 50.0% 31.0% 10.7% 2.4% 1.2% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 6.3% 33.3% 28.6% 12.7% 17.5% 1.6% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 6.3% 56.3% 15.6% 9.4% 9.4% 3.1% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 － 40.0% 40.0% 20.0% － － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 20.0% 40.0% 40.0% － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% － － 50.0% － － 100.0%
わからない 5 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% － － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 10.8% 43.4% 30.1% 9.6% 4.8% 1.2% 100.0%
だいたい納めた 19 5.3% 63.2% 21.1% 10.5% － － 100.0%
半分くらい納めた 18 5.6% 72.2% 5.6% 5.6% 11.1% － 100.0%
あまり納めなかった 22 9.1% 59.1% 13.6% 9.1% 4.5% 4.5% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 2.1% 20.8% 43.8% 18.8% 14.6% － 100.0%
未加入なので、納めていない 19 15.8% 31.6% 26.3% 21.1% 5.3% － 100.0%
わからない 10 － 40.0% 30.0% － 20.0% 10.0% 100.0%
絶対に支払う 7 42.9% 42.9% 14.3% － － － 100.0%
たぶん支払う 50 12.0% 46.0% 30.0% 10.0% 2.0% － 100.0%
どちらかといえば支払う 45 4.4% 33.3% 37.8% 20.0% － 4.4% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 2.4% 59.5% 23.8% 7.1% 7.1% － 100.0%
たぶん支払わない 55 7.3% 36.4% 25.5% 10.9% 20.0% － 100.0%
絶対に支払わない 20 5.0% 40.0% 25.0% 15.0% 10.0% 5.0% 100.0%

 

問17_9  使途の重要度（その他の貯蓄）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

問18  健康管理への配慮

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ
度数 非常に

余裕が
ある

かなり
余裕が
ある

どちら
かとい
えば余
裕があ

る

どちら
かとい
えば余
裕がな

い

かなり
余裕が
ない

まったく
余裕が
ない

合計

全体 　 219 － 2.7% 16.4% 27.9% 24.2% 28.8% 100.0%
男性 138 － 3.6% 17.4% 31.9% 21.7% 25.4% 100.0%
女性 81 － 1.2% 14.8% 21.0% 28.4% 34.6% 100.0%
20～24歳 70 － 2.9% 8.6% 22.9% 40.0% 25.7% 100.0%
25～29歳 39 － 2.6% 17.9% 33.3% 17.9% 28.2% 100.0%
30～34歳 35 － － 8.6% 25.7% 34.3% 31.4% 100.0%
35～39歳 24 － 4.2% 16.7% 33.3% 8.3% 37.5% 100.0%
40～44歳 25 － － 20.0% 36.0% 12.0% 32.0% 100.0%
45歳以上 26 － 7.7% 42.3% 23.1% 3.8% 23.1% 100.0%
自営 56 － 5.4% 28.6% 32.1% 8.9% 25.0% 100.0%
非正規 75 － 1.3% 9.3% 25.3% 26.7% 37.3% 100.0%
学生 56 － 3.6% 8.9% 26.8% 37.5% 23.2% 100.0%
無職・その他 32 － － 25.0% 28.1% 21.9% 25.0% 100.0%
収入はない 18 － 5.6% 22.2% 16.7% 16.7% 38.9% 100.0%
130万円未満 84 － － 10.7% 25.0% 32.1% 32.1% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 － 1.6% 11.1% 25.4% 25.4% 36.5% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 － 3.1% 18.8% 46.9% 18.8% 12.5% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 － 10.0% 50.0% 30.0% － 10.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － 40.0% 60.0% － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － － 50.0% 50.0% － － 100.0%
わからない 5 － － 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 － 4.8% 20.5% 32.5% 25.3% 16.9% 100.0%
だいたい納めた 19 － － 15.8% 47.4% 26.3% 10.5% 100.0%
半分くらい納めた 18 － 5.6% 27.8% 16.7% 27.8% 22.2% 100.0%
あまり納めなかった 22 － 4.5% 9.1% 27.3% 31.8% 27.3% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 － － 8.3% 18.8% 20.8% 52.1% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 － － 21.1% 26.3% 15.8% 36.8% 100.0%
わからない 10 － － 10.0% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0%
絶対に支払う 7 － 28.6% 14.3% 28.6% 14.3% 14.3% 100.0%
たぶん支払う 50 － 2.0% 20.0% 34.0% 30.0% 14.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 － 2.2% 20.0% 22.2% 26.7% 28.9% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 － － 16.7% 35.7% 19.0% 28.6% 100.0%
たぶん支払わない 55 － 3.6% 9.1% 25.5% 21.8% 40.0% 100.0%
絶対に支払わない 20 － － 20.0% 15.0% 25.0% 40.0% 100.0%

Ｎ
度数 ほとん

ど全部
全部で
はない
が、半
分より
高い

およそ
全部

ゼロで
はない
が、半
分より
低い

ほとん
どゼロ

わから
ない

合計

全体 　 219 － 9.6% 26.9% 45.2% 11.0% 7.3% 100.0%
男性 138 － 13.0% 27.5% 44.2% 7.2% 8.0% 100.0%
女性 81 － 3.7% 25.9% 46.9% 17.3% 6.2% 100.0%
20～24歳 70 － 17.1% 40.0% 41.4% 1.4% － 100.0%
25～29歳 39 － 5.1% 30.8% 48.7% 7.7% 7.7% 100.0%
30～34歳 35 － － 25.7% 48.6% 11.4% 14.3% 100.0%
35～39歳 24 － 4.2% 12.5% 54.2% 12.5% 16.7% 100.0%
40～44歳 25 － 12.0% 20.0% 32.0% 28.0% 8.0% 100.0%
45歳以上 26 － 11.5% 7.7% 50.0% 23.1% 7.7% 100.0%
自営 56 － 5.4% 21.4% 48.2% 16.1% 8.9% 100.0%
非正規 75 － 6.7% 21.3% 48.0% 14.7% 9.3% 100.0%
学生 56 － 19.6% 42.9% 37.5% － － 100.0%
無職・その他 32 － 6.3% 21.9% 46.9% 12.5% 12.5% 100.0%
収入はない 18 － 11.1% 16.7% 44.4% 16.7% 11.1% 100.0%
130万円未満 84 － 11.9% 32.1% 41.7% 11.9% 2.4% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 － 6.3% 31.7% 39.7% 11.1% 11.1% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 － 6.3% 18.8% 62.5% 6.3% 6.3% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 － － 20.0% 70.0% － 10.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － 60.0% － 40.0% － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － － 50.0% － 50.0% － 100.0%
わからない 5 － － － 40.0% 20.0% 40.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 － 15.7% 31.3% 43.4% 3.6% 6.0% 100.0%
だいたい納めた 19 － 5.3% 42.1% 47.4% － 5.3% 100.0%
半分くらい納めた 18 － 5.6% 11.1% 61.1% 22.2% － 100.0%
あまり納めなかった 22 － 4.5% 27.3% 63.6% － 4.5% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 － 6.3% 25.0% 37.5% 20.8% 10.4% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 － － 10.5% 42.1% 36.8% 10.5% 100.0%
わからない 10 － 20.0% 30.0% 30.0% － 20.0% 100.0%
絶対に支払う 7 － － 14.3% 57.1% 14.3% 14.3% 100.0%
たぶん支払う 50 － 18.0% 26.0% 46.0% 2.0% 8.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 － 8.9% 37.8% 40.0% 8.9% 4.4% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 － 4.8% 23.8% 50.0% 9.5% 11.9% 100.0%
たぶん支払わない 55 － 5.5% 23.6% 45.5% 20.0% 5.5% 100.0%
絶対に支払わない 20 － 15.0% 25.0% 40.0% 15.0% 5.0% 100.0%

 

問19  国民年金保険料を支払う余裕

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

問20  老後生活費のうち国民年金で賄える割合

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ
度数 問20枝

0  枝問
非該当

問20枝
1  他の
公的年

金

問20枝
2  私的
年金

問20枝
3  利
子・配
当・不
動産賃

料

問20枝
4  貯蓄
取り崩
しや資
産売却

問20枝
5  稼働
所得

問20枝
6  その

他

全体 　 219 16.7% 21.3% 21.3% 17.6% 41.7% 52.3% 2.8%
男性 138 20.7% 22.2% 20.0% 17.8% 40.0% 52.6% 1.5%
女性 81 9.9% 19.8% 23.5% 17.3% 44.4% 51.9% 4.9%
20～24歳 70 15.9% 33.3% 27.5% 15.9% 44.9% 34.8% 2.9%
25～29歳 39 13.2% 18.4% 15.8% 21.1% 39.5% 60.5% 2.6%
30～34歳 35 14.3% 11.4% 11.4% 17.1% 48.6% 51.4% 5.7%
35～39歳 24 20.8% 12.5% 16.7% 8.3% 33.3% 62.5% －
40～44歳 25 20.8% 12.5% 29.2% 16.7% 37.5% 66.7% 4.2%
45歳以上 26 19.2% 23.1% 23.1% 26.9% 38.5% 65.4% －
自営 56 14.5% 18.2% 30.9% 25.5% 41.8% 69.1% 1.8%
非正規 75 16.0% 17.3% 14.7% 17.3% 44.0% 49.3% 5.3%
学生 56 18.2% 30.9% 25.5% 12.7% 41.8% 36.4% 1.8%
無職・その他 32 19.4% 19.4% 12.9% 12.9% 35.5% 58.1% －
収入はない 18 22.2% 22.2% 16.7% 5.6% 38.9% 38.9% －
130万円未満 84 13.4% 25.6% 20.7% 12.2% 43.9% 47.6% 4.9%
130万円以上300万円未満 63 17.5% 15.9% 20.6% 20.6% 39.7% 50.8% 3.2%
300万円以上500万円未満 32 12.5% 18.8% 21.9% 28.1% 56.3% 75.0% －
500万円以上700万円未満 10 11.1% 44.4% 44.4% 33.3% 11.1% 66.7% －
700万円以上1000万円未満 5 60.0% － 20.0% － － 40.0% －
1000万円以上1500万円未満 2 － 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% －
わからない 5 40.0% － － 20.0% 40.0% 40.0% －
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 21.0% 25.9% 27.2% 17.3% 44.4% 50.6% 2.5%
だいたい納めた 19 10.5% 42.1% 21.1% 26.3% 47.4% 36.8% －
半分くらい納めた 18 5.6% 16.7% 27.8% 16.7% 66.7% 66.7% －
あまり納めなかった 22 9.1% 13.6% 13.6% 13.6% 40.9% 63.6% 4.5%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 16.7% 12.5% 14.6% 14.6% 29.2% 50.0% 6.3%
未加入なので、納めていない 19 10.5% 21.1% 21.1% 26.3% 47.4% 57.9% －
わからない 10 44.4% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 44.4% －
絶対に支払う 7 14.3% 57.1% 57.1% 14.3% 57.1% 28.6% －
たぶん支払う 50 24.5% 22.4% 20.4% 14.3% 38.8% 49.0% －
どちらかといえば支払う 45 13.6% 22.7% 27.3% 15.9% 36.4% 61.4% 6.8%
どちらかといえば支払わない 42 16.7% 23.8% 21.4% 21.4% 42.9% 52.4% －
たぶん支払わない 55 10.9% 16.4% 18.2% 18.2% 47.3% 52.7% 5.5%
絶対に支払わない 20 21.1% 10.5% 5.3% 21.1% 36.8% 47.4% －

有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 215 20.2% 20.3% 0.0% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%

男性 135 22.9% 21.8% 0.0% 2.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0% 100.0%
女性 80 15.7% 16.6% 0.0% 1.0% 6.0% 9.0% 20.0% 50.0% 100.0%
20～24歳 70 20.5% 18.8% 0.0% 2.0% 8.0% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0%
25～29歳 39 12.2% 11.2% 0.0% 0.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
30～34歳 35 25.2% 22.4% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0% 100.0%
35～39歳 22 21.4% 24.3% 1.0% 1.0% 6.0% 9.0% 20.0% 50.0% 100.0%
40～44歳 25 22.6% 26.4% 2.0% 2.0% 8.0% 20.0% 20.0% 100.0% 100.0%
45歳以上 24 21.5% 19.6% 0.0% 1.0% 5.0% 15.0% 50.0% 50.0% 50.0%
自営 55 22.7% 23.0% 0.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 50.0% 100.0%
非正規 73 19.6% 19.2% 0.0% 1.0% 8.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
学生 56 18.1% 18.2% 1.0% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
無職・その他 31 21.0% 21.4% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0%
収入はない 18 25.2% 18.8% 6.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0% 50.0%
130万円未満 83 16.3% 16.8% 0.0% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
130万円以上300万円未満 62 19.0% 18.8% 0.0% 4.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
300万円以上500万円未満 30 18.6% 18.6% 1.0% 2.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
500万円以上700万円未満 10 37.4% 36.7% 8.0% 8.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 29.2% 19.8% 6.0% 6.0% 20.0% 20.0% 50.0% 50.0% 50.0%
1000万円以上1500万円未満 2 35.0% 21.2% 20.0% 20.0% 20.0% 35.0% 50.0% 50.0% 50.0%
わからない 5 42.0% 34.9% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 18.0% 19.5% 0.0% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
だいたい納めた 19 21.2% 25.1% 0.0% 0.0% 4.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
半分くらい納めた 17 22.9% 19.1% 0.0% 0.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0% 50.0%
あまり納めなかった 22 27.7% 29.1% 4.0% 6.0% 8.0% 15.0% 50.0% 100.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 46 17.3% 15.4% 1.0% 1.0% 8.0% 10.0% 20.0% 50.0% 50.0%
未加入なので、納めていない 19 22.3% 18.1% 1.0% 1.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0% 50.0%
わからない 10 24.8% 18.5% 2.0% 2.0% 10.0% 20.0% 50.0% 50.0% 50.0%
絶対に支払う 7 34.9% 34.4% 8.0% 8.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払う 50 19.6% 23.1% 0.0% 1.0% 6.0% 9.0% 20.0% 50.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 44 20.1% 21.4% 1.0% 2.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
どちらかといえば支払わない 41 17.6% 15.2% 1.0% 4.0% 6.0% 20.0% 20.0% 50.0% 50.0%
たぶん支払わない 53 19.1% 18.2% 0.0% 4.0% 8.0% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0%
絶対に支払わない 20 25.0% 18.2% 0.0% 0.5% 14.0% 20.0% 50.0% 50.0% 50.0%

 

問20枝問  国民年金以外で大きな老後収入（複数回答）
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 215 12.8% 13.7% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%

男性 135 14.6% 14.8% 0.0% 1.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
女性 80 9.8% 11.0% 0.0% 1.0% 4.0% 7.0% 10.0% 35.0% 50.0%
20～24歳 70 12.4% 13.2% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
25～29歳 39 10.9% 11.5% 0.0% 0.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
30～34歳 35 12.4% 11.6% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
35～39歳 22 13.3% 13.9% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
40～44歳 25 19.5% 22.2% 1.0% 2.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
45歳以上 24 10.5% 7.2% 0.0% 1.0% 6.0% 7.0% 20.0% 20.0% 20.0%
自営 55 14.0% 12.3% 0.0% 2.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
非正規 73 13.0% 12.4% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
学生 56 10.1% 11.3% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 50.0% 50.0%
無職・その他 31 15.4% 20.9% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
収入はない 18 16.3% 13.7% 4.0% 4.0% 8.0% 10.0% 20.0% 50.0% 50.0%
130万円未満 83 10.7% 12.7% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 50.0% 50.0%
130万円以上300万円未満 62 11.5% 9.9% 0.0% 1.0% 6.0% 8.0% 20.0% 20.0% 50.0%
300万円以上500万円未満 30 11.1% 10.3% 1.0% 1.0% 4.0% 7.0% 20.0% 20.0% 50.0%
500万円以上700万円未満 10 20.8% 16.6% 6.0% 6.0% 8.0% 20.0% 20.0% 50.0% 50.0%
700万円以上1000万円未満 5 21.2% 17.2% 6.0% 6.0% 10.0% 20.0% 20.0% 50.0% 50.0%
1000万円以上1500万円未満 2 15.0% 7.1% 10.0% 10.0% 10.0% 15.0% 20.0% 20.0% 20.0%
わからない 5 36.8% 39.5% 6.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 11.5% 12.6% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 20.0% 50.0% 50.0%
だいたい納めた 19 10.6% 11.7% 1.0% 1.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 50.0%
半分くらい納めた 17 17.8% 16.4% 4.0% 4.0% 8.0% 10.0% 20.0% 50.0% 50.0%
あまり納めなかった 22 18.6% 22.6% 0.0% 2.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 46 11.2% 10.8% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 20.0% 50.0%
未加入なので、納めていない 19 12.1% 7.4% 1.0% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 20.0% 20.0%
わからない 10 16.0% 14.8% 0.0% 0.0% 4.0% 20.0% 20.0% 50.0% 50.0%
絶対に支払う 7 28.0% 35.6% 4.0% 4.0% 6.0% 8.0% 50.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払う 50 10.4% 10.5% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 20.0% 20.0% 50.0%
どちらかといえば支払う 44 11.1% 12.7% 0.0% 0.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 50.0%
どちらかといえば支払わない 41 13.6% 13.8% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
たぶん支払わない 53 12.5% 11.4% 1.0% 2.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
絶対に支払わない 20 16.8% 13.4% 1.0% 1.5% 7.0% 20.0% 20.0% 50.0% 50.0%

有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 215 9.4% 12.3% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0%

男性 135 11.0% 14.0% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0%
女性 80 6.8% 8.5% 0.0% 0.5% 2.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0%
20～24歳 70 8.6% 11.3% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 8.0% 50.0% 50.0%
25～29歳 39 8.0% 9.1% 0.0% 0.0% 2.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0%
30～34歳 35 8.7% 9.6% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0%
35～39歳 22 11.2% 14.2% 1.0% 1.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 50.0%
40～44歳 25 15.2% 21.9% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
45歳以上 24 7.2% 4.8% 1.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 20.0% 20.0%
自営 55 10.3% 11.2% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 10.0% 50.0% 50.0%
非正規 73 8.5% 9.5% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0%
学生 56 7.4% 9.6% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0%
無職・その他 31 13.6% 21.2% 0.0% 0.0% 4.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0%
収入はない 18 8.4% 5.6% 2.0% 2.0% 6.0% 7.0% 8.0% 20.0% 20.0%
130万円未満 83 7.7% 10.9% 0.0% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0%
130万円以上300万円未満 62 8.1% 8.0% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0%
300万円以上500万円未満 30 8.3% 9.4% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0%
500万円以上700万円未満 10 17.6% 18.1% 4.0% 4.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
700万円以上1000万円未満 5 19.2% 18.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 20.0% 50.0% 50.0%
1000万円以上1500万円未満 2 14.0% 8.5% 8.0% 8.0% 8.0% 14.0% 20.0% 20.0% 20.0%
わからない 5 36.4% 39.9% 4.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 8.3% 9.9% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0%
だいたい納めた 19 9.1% 11.6% 0.0% 0.0% 1.0% 8.0% 10.0% 50.0% 50.0%
半分くらい納めた 17 12.3% 15.1% 1.0% 1.0% 4.0% 6.0% 8.0% 50.0% 50.0%
あまり納めなかった 22 13.7% 22.1% 0.0% 1.0% 2.0% 8.0% 10.0% 50.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 46 8.2% 10.4% 0.0% 0.0% 2.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0%
未加入なので、納めていない 19 8.2% 6.0% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 10.0% 20.0% 20.0%
わからない 10 12.3% 15.0% 1.0% 1.0% 2.0% 7.0% 20.0% 50.0% 50.0%
絶対に支払う 7 21.4% 35.1% 4.0% 4.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払う 50 8.4% 10.3% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0%
どちらかといえば支払う 44 6.1% 8.2% 0.0% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0%
どちらかといえば支払わない 41 10.2% 12.7% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 50.0% 50.0%
たぶん支払わない 53 9.8% 11.2% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 8.0% 50.0% 50.0%
絶対に支払わない 20 12.1% 11.5% 1.0% 1.0% 4.0% 9.0% 20.0% 35.0% 50.0%
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問23  時間選好率（10年後・80万円）
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 150 48.6% 37.2% 0.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%

男性 86 52.2% 37.9% 0.0% 4.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
女性 64 43.7% 36.0% 1.0% 6.0% 10.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0%
20～24歳 39 42.3% 34.8% 0.0% 1.0% 10.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0%
25～29歳 32 50.4% 38.1% 0.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
30～34歳 23 58.5% 42.6% 6.0% 10.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
35～39歳 17 45.5% 38.9% 6.0% 6.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0%
40～44歳 20 40.5% 35.4% 4.0% 4.0% 10.0% 35.0% 50.0% 100.0% 100.0%
45歳以上 19 57.4% 33.7% 1.0% 1.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
自営 40 54.7% 37.0% 1.0% 4.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
非正規 52 47.7% 36.4% 0.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
学生 34 39.4% 35.9% 1.0% 1.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
無職・その他 24 53.1% 40.7% 0.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
収入はない 13 65.8% 40.4% 6.0% 6.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
130万円未満 56 41.8% 35.8% 0.0% 1.0% 10.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0%
130万円以上300万円未満 39 49.3% 36.4% 0.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
300万円以上500万円未満 25 49.6% 38.5% 4.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
500万円以上700万円未満 8 54.3% 41.4% 4.0% 4.0% 15.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 3 56.7% 40.4% 20.0% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 75.0% 35.4% 50.0% 50.0% 50.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0%
わからない 4 42.5% 42.7% 10.0% 10.0% 10.0% 30.0% 75.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 59 37.2% 32.5% 0.0% 1.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
だいたい納めた 13 46.9% 40.5% 0.0% 0.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
半分くらい納めた 10 55.0% 41.4% 10.0% 10.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
あまり納めなかった 14 68.3% 39.9% 6.0% 6.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 31 50.6% 38.6% 2.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
未加入なので、納めていない 17 58.6% 35.2% 6.0% 6.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
わからない 6 68.3% 37.6% 10.0% 10.0% 50.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払う 6 75.0% 27.4% 50.0% 50.0% 50.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払う 34 44.9% 34.0% 0.0% 1.0% 10.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 34 40.2% 37.8% 2.0% 4.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
どちらかといえば支払わない 30 58.3% 37.3% 10.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払わない 35 42.4% 36.3% 0.0% 1.0% 10.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払わない 11 64.2% 42.6% 6.0% 6.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 197 35.8% 35.2% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%

男性 121 42.2% 36.1% 0.0% 4.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
女性 76 25.6% 31.5% 0.0% 1.0% 5.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0%
20～24歳 66 45.4% 39.9% 0.0% 1.0% 6.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
25～29歳 35 25.4% 28.2% 0.0% 0.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
30～34歳 31 43.9% 37.7% 4.0% 4.0% 6.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
35～39歳 19 23.9% 25.3% 2.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
40～44歳 24 35.8% 38.0% 1.0% 2.0% 4.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
45歳以上 22 22.2% 18.2% 1.0% 6.0% 10.0% 15.0% 50.0% 50.0% 50.0%
自営 51 35.2% 33.4% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
非正規 64 33.1% 33.4% 1.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
学生 54 40.7% 39.3% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0%
無職・その他 28 33.6% 35.4% 0.0% 0.0% 7.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
収入はない 17 49.8% 41.1% 0.0% 0.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
130万円未満 78 32.7% 34.5% 1.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
130万円以上300万円未満 55 37.0% 37.2% 0.0% 2.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
300万円以上500万円未満 28 31.0% 30.8% 0.0% 4.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
500万円以上700万円未満 9 42.0% 29.7% 4.0% 4.0% 20.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 4 32.0% 21.4% 8.0% 8.0% 14.0% 35.0% 50.0% 50.0% 50.0%
1000万円以上1500万円未満 2 55.0% 63.6% 10.0% 10.0% 10.0% 55.0% 100.0% 100.0% 100.0%
わからない 4 33.5% 44.8% 4.0% 4.0% 7.0% 15.0% 60.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 79 32.2% 34.8% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
だいたい納めた 18 48.1% 41.6% 0.0% 0.0% 6.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
半分くらい納めた 14 37.7% 32.5% 6.0% 6.0% 10.0% 35.0% 50.0% 100.0% 100.0%
あまり納めなかった 18 39.1% 36.5% 4.0% 4.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 43 34.8% 35.4% 0.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
未加入なので、納めていない 17 35.3% 31.0% 4.0% 4.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
わからない 8 38.8% 40.4% 4.0% 4.0% 8.0% 20.0% 75.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払う 7 78.6% 26.7% 50.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払う 45 30.6% 34.2% 0.0% 1.0% 8.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 42 28.2% 32.1% 1.0% 1.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0%
どちらかといえば支払わない 37 34.1% 31.6% 0.0% 4.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払わない 49 35.2% 34.9% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払わない 17 56.0% 41.3% 2.0% 2.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 
問24  時間選好率（１年後・１万円）
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 209 18.4% 23.5% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%

男性 130 21.8% 26.6% 0.0% 2.0% 4.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
女性 79 12.8% 15.7% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 50.0%
20～24歳 69 20.3% 24.0% 0.0% 1.0% 4.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
25～29歳 38 14.6% 16.8% 0.0% 0.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
30～34歳 33 20.5% 28.8% 1.0% 2.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%
35～39歳 21 18.1% 24.8% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
40～44歳 24 19.7% 24.0% 1.0% 1.0% 4.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
45歳以上 24 15.3% 22.3% 1.0% 2.0% 4.0% 8.0% 15.0% 50.0% 100.0%
自営 54 19.3% 23.5% 1.0% 2.0% 4.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
非正規 70 18.6% 24.9% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%
学生 56 18.0% 22.6% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
無職・その他 29 17.1% 22.5% 0.0% 0.0% 2.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
収入はない 18 26.7% 26.2% 2.0% 2.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
130万円未満 81 15.1% 19.0% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0%
130万円以上300万円未満 60 18.2% 25.7% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%
300万円以上500万円未満 30 19.7% 23.4% 0.0% 1.0% 4.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
500万円以上700万円未満 9 14.3% 14.9% 1.0% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 50.0%
700万円以上1000万円未満 5 29.6% 39.6% 8.0% 8.0% 10.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 27.0% 32.5% 4.0% 4.0% 4.0% 27.0% 50.0% 50.0% 50.0%
わからない 4 33.0% 45.2% 4.0% 4.0% 6.0% 14.0% 60.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 16.9% 22.6% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
だいたい納めた 19 19.7% 25.8% 0.0% 0.0% 2.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
半分くらい納めた 16 20.8% 25.7% 4.0% 4.0% 7.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
あまり納めなかった 19 22.7% 25.8% 1.0% 1.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 45 16.8% 20.0% 0.0% 2.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 18.2% 24.5% 2.0% 2.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%
わからない 9 24.9% 34.5% 2.0% 2.0% 4.0% 4.0% 50.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払う 7 30.3% 34.3% 6.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払う 50 15.2% 18.2% 0.0% 1.0% 4.0% 7.0% 20.0% 50.0% 50.0%
どちらかといえば支払う 43 14.3% 20.4% 0.0% 1.0% 2.0% 4.0% 20.0% 50.0% 100.0%
どちらかといえば支払わない 39 20.0% 27.2% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払わない 51 17.3% 19.4% 1.0% 1.0% 4.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
絶対に支払わない 19 31.5% 34.2% 2.0% 2.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%

有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 83 106.3% 69.8% 0.0% 4.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%

男性 42 114.7% 75.0% 0.0% 4.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
女性 41 97.6% 63.8% 0.0% 4.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
20～24歳 26 139.6% 71.8% 1.0% 8.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
25～29歳 17 74.1% 49.5% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
30～34歳 11 97.3% 73.4% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
35～39歳 9 124.4% 62.3% 20.0% 20.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
40～44歳 12 86.2% 65.0% 4.0% 4.0% 35.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
45歳以上 8 88.4% 78.0% 1.0% 1.0% 28.0% 75.0% 150.0% 200.0% 200.0%
自営 19 103.7% 75.7% 1.0% 1.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
非正規 30 103.2% 62.7% 0.0% 6.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
学生 22 125.0% 76.3% 1.0% 8.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
無職・その他 12 83.7% 64.7% 0.0% 0.0% 50.0% 75.0% 100.0% 200.0% 200.0%
収入はない 5 124.0% 76.7% 20.0% 20.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
130万円未満 36 118.9% 68.5% 1.0% 1.0% 75.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
130万円以上300万円未満 22 95.9% 66.4% 0.0% 4.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
300万円以上500万円未満 11 102.7% 70.3% 10.0% 10.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
500万円以上700万円未満 4 43.5% 42.2% 4.0% 4.0% 12.0% 35.0% 75.0% 100.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 2 150.0% 70.7% 100.0% 100.0% 100.0% 150.0% 200.0% 200.0% 200.0%
1000万円以上1500万円未満 1 6.0% . 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
わからない 2 100.0% 141.4% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 36 95.0% 75.3% 0.0% 0.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
だいたい納めた 6 76.3% 67.2% 8.0% 8.0% 50.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
半分くらい納めた 5 150.0% 70.7% 50.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
あまり納めなかった 4 67.5% 39.5% 20.0% 20.0% 35.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 18 101.2% 62.4% 1.0% 1.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
未加入なので、納めていない 9 133.3% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
わからない 5 180.0% 44.7% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
絶対に支払う 2 104.0% 135.8% 8.0% 8.0% 8.0% 104.0% 200.0% 200.0% 200.0%
たぶん支払う 18 114.3% 77.6% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
どちらかといえば支払う 23 97.6% 78.8% 0.0% 1.0% 10.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
どちらかといえば支払わない 15 116.7% 64.5% 50.0% 50.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
たぶん支払わない 18 105.0% 59.3% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
絶対に支払わない 7 95.7% 55.9% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
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問27  時間選好率（１週間後・１万円）
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 163 73.9% 62.8% 0.0% 1.0% 20.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%

男性 97 92.2% 64.4% 0.0% 2.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
女性 66 47.0% 49.9% 0.0% 1.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0% 200.0%
20～24歳 55 74.6% 59.2% 1.0% 1.0% 20.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
25～29歳 28 48.3% 48.6% 0.0% 0.0% 8.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0%
30～34歳 26 81.0% 64.1% 0.0% 4.0% 20.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
35～39歳 17 76.2% 69.7% 8.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
40～44歳 18 78.8% 73.5% 4.0% 4.0% 20.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
45歳以上 19 93.4% 69.5% 1.0% 1.0% 8.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
自営 41 89.5% 61.7% 1.0% 4.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
非正規 57 66.7% 61.8% 0.0% 1.0% 10.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
学生 44 75.0% 64.2% 1.0% 1.0% 20.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
無職・その他 21 60.6% 62.8% 0.0% 0.0% 6.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
収入はない 11 82.7% 65.9% 20.0% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
130万円未満 67 59.0% 51.6% 1.0% 1.0% 10.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
130万円以上300万円未満 48 86.1% 65.7% 0.0% 2.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
300万円以上500万円未満 25 84.6% 64.4% 0.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
500万円以上700万円未満 7 97.4% 97.1% 4.0% 4.0% 8.0% 50.0% 200.0% 200.0% 200.0%
700万円以上1000万円未満 2 29.0% 29.7% 8.0% 8.0% 8.0% 29.0% 50.0% 50.0% 50.0%
1000万円以上1500万円未満 1 2.0% . 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
わからない 2 100.0% 141.4% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 63 69.7% 64.3% 0.0% 1.0% 10.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
だいたい納めた 16 72.4% 50.8% 0.0% 0.0% 50.0% 75.0% 100.0% 200.0% 200.0%
半分くらい納めた 13 97.8% 66.9% 1.0% 1.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
あまり納めなかった 10 82.6% 72.3% 8.0% 8.0% 10.0% 75.0% 100.0% 200.0% 200.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 37 70.8% 63.7% 1.0% 1.0% 10.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
未加入なので、納めていない 16 83.0% 67.6% 8.0% 8.0% 20.0% 75.0% 100.0% 200.0% 200.0%
わからない 8 56.5% 46.8% 4.0% 4.0% 14.0% 60.0% 100.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払う 4 100.0% 70.7% 50.0% 50.0% 50.0% 75.0% 150.0% 200.0% 200.0%
たぶん支払う 38 77.4% 61.8% 0.0% 1.0% 20.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
どちらかといえば支払う 32 47.7% 50.5% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 100.0% 100.0% 200.0%
どちらかといえば支払わない 31 73.0% 56.4% 0.0% 1.0% 20.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
たぶん支払わない 42 89.6% 72.7% 4.0% 8.0% 50.0% 50.0% 200.0% 200.0% 200.0%
絶対に支払わない 16 72.3% 61.1% 6.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%

有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 208 42.2% 56.7% 0.0% 1.0% 6.0% 10.0% 50.0% 200.0% 200.0%

男性 129 52.9% 61.6% 0.0% 1.0% 8.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
女性 79 24.9% 42.6% 0.0% 1.0% 2.0% 8.0% 20.0% 100.0% 200.0%
20～24歳 67 38.2% 52.7% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 50.0% 200.0% 200.0%
25～29歳 38 31.3% 46.6% 0.0% 0.0% 2.0% 8.0% 50.0% 100.0% 200.0%
30～34歳 35 52.8% 64.0% 1.0% 1.0% 6.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
35～39歳 21 45.9% 61.3% 1.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 200.0% 200.0%
40～44歳 24 63.0% 72.6% 1.0% 2.0% 6.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
45歳以上 23 31.0% 44.1% 1.0% 1.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 200.0%
自営 53 48.3% 62.5% 1.0% 1.0% 8.0% 20.0% 50.0% 200.0% 200.0%
非正規 71 38.4% 55.9% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 50.0% 200.0% 200.0%
学生 54 38.9% 52.1% 1.0% 1.0% 6.0% 9.0% 50.0% 200.0% 200.0%
無職・その他 30 46.5% 57.2% 0.0% 0.0% 2.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
収入はない 16 53.8% 57.4% 2.0% 2.0% 6.0% 35.0% 100.0% 200.0% 200.0%
130万円未満 81 29.9% 45.3% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 50.0% 100.0% 200.0%
130万円以上300万円未満 61 48.0% 61.8% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
300万円以上500万円未満 29 46.3% 67.6% 0.0% 1.0% 8.0% 20.0% 50.0% 200.0% 200.0%
500万円以上700万円未満 10 46.6% 57.3% 2.0% 2.0% 20.0% 35.0% 50.0% 200.0% 200.0%
700万円以上1000万円未満 5 82.8% 80.3% 6.0% 6.0% 8.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.5% 70.0% 1.0% 1.0% 1.0% 50.5% 100.0% 100.0% 100.0%
わからない 4 62.8% 47.4% 1.0% 1.0% 25.5% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 79 41.1% 59.3% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 50.0% 200.0% 200.0%
だいたい納めた 19 29.8% 38.8% 0.0% 0.0% 8.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0%
半分くらい納めた 16 56.9% 66.5% 1.0% 1.0% 7.0% 35.0% 100.0% 200.0% 200.0%
あまり納めなかった 20 65.6% 67.8% 1.0% 1.5% 8.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 45 34.1% 49.8% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 50.0% 100.0% 200.0%
未加入なので、納めていない 19 41.8% 49.0% 1.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 200.0% 200.0%
わからない 10 42.3% 64.3% 1.0% 1.0% 2.0% 8.0% 50.0% 200.0% 200.0%
絶対に支払う 7 59.1% 65.3% 6.0% 6.0% 8.0% 50.0% 50.0% 200.0% 200.0%
たぶん支払う 50 39.5% 52.7% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 200.0% 200.0%
どちらかといえば支払う 43 43.1% 58.4% 1.0% 1.0% 2.0% 8.0% 100.0% 200.0% 200.0%
どちらかといえば支払わない 36 35.2% 50.9% 0.0% 1.0% 7.0% 8.0% 50.0% 200.0% 200.0%
たぶん支払わない 52 43.9% 60.6% 1.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 200.0% 200.0%
絶対に支払わない 20 49.6% 63.7% 1.0% 1.5% 4.0% 15.0% 100.0% 200.0% 200.0%

 
問28  時間選好率（１週間後・７万円）
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問29  時間選好率（１週間後・80万円）
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 218 21.3% 22.2% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0%

男性 137 24.0% 23.5% 0.0% 2.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0% 100.0%
女性 81 16.7% 19.0% 0.0% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
20～24歳 70 20.5% 18.8% 0.0% 2.0% 8.0% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0%
25～29歳 39 12.2% 11.2% 0.0% 0.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
30～34歳 35 25.2% 22.4% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0% 100.0%
35～39歳 24 27.9% 32.2% 1.0% 1.0% 6.0% 15.0% 50.0% 100.0% 100.0%
40～44歳 25 22.6% 26.4% 2.0% 2.0% 8.0% 20.0% 20.0% 100.0% 100.0%
45歳以上 25 24.7% 24.8% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 50.0% 100.0%
自営 56 24.1% 25.1% 0.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
非正規 75 21.8% 23.0% 0.0% 1.0% 8.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
学生 56 18.1% 18.2% 1.0% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
無職・その他 31 21.0% 21.4% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0%
収入はない 18 25.2% 18.8% 6.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0% 50.0%
130万円未満 84 17.3% 19.1% 0.0% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 20.3% 21.2% 0.0% 4.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
300万円以上500万円未満 31 21.3% 23.4% 1.0% 2.0% 4.0% 8.0% 50.0% 50.0% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 37.4% 36.7% 8.0% 8.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 29.2% 19.8% 6.0% 6.0% 20.0% 20.0% 50.0% 50.0% 50.0%
1000万円以上1500万円未満 2 35.0% 21.2% 20.0% 20.0% 20.0% 35.0% 50.0% 50.0% 50.0%
わからない 5 42.0% 34.9% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 18.0% 19.5% 0.0% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
だいたい納めた 19 21.2% 25.1% 0.0% 0.0% 4.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
半分くらい納めた 18 27.2% 26.0% 0.0% 0.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
あまり納めなかった 22 27.7% 29.1% 4.0% 6.0% 8.0% 15.0% 50.0% 100.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 20.7% 22.5% 1.0% 1.0% 8.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 22.3% 18.1% 1.0% 1.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0% 50.0%
わからない 10 24.8% 18.5% 2.0% 2.0% 10.0% 20.0% 50.0% 50.0% 50.0%
絶対に支払う 7 34.9% 34.4% 8.0% 8.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払う 50 19.6% 23.1% 0.0% 1.0% 6.0% 9.0% 20.0% 50.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 44 20.1% 21.4% 1.0% 2.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 19.5% 19.7% 1.0% 4.0% 6.0% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0%
たぶん支払わない 55 22.1% 23.5% 0.0% 4.0% 8.0% 20.0% 20.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払わない 20 25.0% 18.2% 0.0% 0.5% 14.0% 20.0% 50.0% 50.0% 50.0%

有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 218 14.0% 17.0% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%

男性 137 15.9% 17.9% 0.0% 1.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
女性 81 10.9% 14.9% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 10.0% 50.0% 100.0%
20～24歳 70 12.4% 13.2% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
25～29歳 39 10.9% 11.5% 0.0% 0.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
30～34歳 35 12.4% 11.6% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
35～39歳 24 20.5% 27.8% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%
40～44歳 25 19.5% 22.2% 1.0% 2.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
45歳以上 25 14.1% 19.2% 0.0% 1.0% 6.0% 8.0% 20.0% 20.0% 100.0%
自営 56 15.6% 16.7% 0.0% 2.0% 6.0% 9.0% 20.0% 50.0% 100.0%
非正規 75 15.3% 18.7% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
学生 56 10.1% 11.3% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 50.0% 50.0%
無職・その他 31 15.4% 20.9% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
収入はない 18 16.3% 13.7% 4.0% 4.0% 8.0% 10.0% 20.0% 50.0% 50.0%
130万円未満 84 11.7% 15.9% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 15.0% 50.0% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 13.0% 14.9% 0.0% 1.0% 6.0% 8.0% 20.0% 20.0% 100.0%
300万円以上500万円未満 31 14.0% 18.9% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 20.8% 16.6% 6.0% 6.0% 8.0% 20.0% 20.0% 50.0% 50.0%
700万円以上1000万円未満 5 21.2% 17.2% 6.0% 6.0% 10.0% 20.0% 20.0% 50.0% 50.0%
1000万円以上1500万円未満 2 15.0% 7.1% 10.0% 10.0% 10.0% 15.0% 20.0% 20.0% 20.0%
わからない 5 36.8% 39.5% 6.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 11.5% 12.6% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 20.0% 50.0% 50.0%
だいたい納めた 19 10.6% 11.7% 1.0% 1.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 50.0%
半分くらい納めた 18 22.3% 25.1% 4.0% 4.0% 8.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
あまり納めなかった 22 18.6% 22.6% 0.0% 2.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 14.9% 20.8% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 12.1% 7.4% 1.0% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 20.0% 20.0%
わからない 10 16.0% 14.8% 0.0% 0.0% 4.0% 20.0% 20.0% 50.0% 50.0%
絶対に支払う 7 28.0% 35.6% 4.0% 4.0% 6.0% 8.0% 50.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払う 50 10.4% 10.5% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 20.0% 20.0% 50.0%
どちらかといえば支払う 44 11.1% 12.7% 0.0% 0.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 50.0%
どちらかといえば支払わない 42 15.6% 19.1% 0.0% 1.0% 4.0% 9.0% 20.0% 50.0% 100.0%
たぶん支払わない 55 15.6% 20.0% 1.0% 2.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
絶対に支払わない 20 16.8% 13.4% 1.0% 1.5% 7.0% 20.0% 20.0% 50.0% 50.0%

 
問21v2  選好率（10年後・１万円）2 (上限値を最大値に)
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問22v2  選好率（10年後・７万円）2 (上限値を最大値に)
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 218 10.6% 16.2% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0%

男性 137 12.3% 17.5% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0%
女性 81 7.9% 13.3% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 8.0% 20.0% 100.0%
20～24歳 70 8.6% 11.3% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 8.0% 50.0% 50.0%
25～29歳 39 8.0% 9.1% 0.0% 0.0% 2.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0%
30～34歳 35 8.7% 9.6% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0%
35～39歳 24 18.6% 28.5% 1.0% 1.0% 3.0% 6.0% 20.0% 100.0% 100.0%
40～44歳 25 15.2% 21.9% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
45歳以上 25 10.9% 19.2% 1.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 20.0% 100.0%
自営 56 11.9% 16.3% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 10.0% 50.0% 100.0%
非正規 75 10.9% 17.5% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0%
学生 56 7.4% 9.6% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0%
無職・その他 31 13.6% 21.2% 0.0% 0.0% 4.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0%
収入はない 18 8.4% 5.6% 2.0% 2.0% 6.0% 7.0% 8.0% 20.0% 20.0%
130万円未満 84 8.8% 14.8% 0.0% 0.0% 1.0% 5.0% 8.0% 50.0% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 9.5% 14.1% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 20.0% 100.0%
300万円以上500万円未満 31 11.3% 18.9% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 17.6% 18.1% 4.0% 4.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
700万円以上1000万円未満 5 19.2% 18.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 20.0% 50.0% 50.0%
1000万円以上1500万円未満 2 14.0% 8.5% 8.0% 8.0% 8.0% 14.0% 20.0% 20.0% 20.0%
わからない 5 36.4% 39.9% 4.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 8.3% 9.9% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0%
だいたい納めた 19 9.1% 11.6% 0.0% 0.0% 1.0% 8.0% 10.0% 50.0% 50.0%
半分くらい納めた 18 17.2% 25.4% 1.0% 1.0% 4.0% 7.0% 20.0% 100.0% 100.0%
あまり納めなかった 22 13.7% 22.1% 0.0% 1.0% 2.0% 8.0% 10.0% 50.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 12.1% 21.2% 0.0% 0.0% 2.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 8.2% 6.0% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 10.0% 20.0% 20.0%
わからない 10 12.3% 15.0% 1.0% 1.0% 2.0% 7.0% 20.0% 50.0% 50.0%
絶対に支払う 7 21.4% 35.1% 4.0% 4.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払う 50 8.4% 10.3% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0%
どちらかといえば支払う 44 6.1% 8.2% 0.0% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0%
どちらかといえば支払わない 42 12.3% 18.7% 0.0% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0%
たぶん支払わない 55 13.1% 20.3% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 10.0% 50.0% 100.0%
絶対に支払わない 20 12.1% 11.5% 1.0% 1.0% 4.0% 9.0% 20.0% 35.0% 50.0%

有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 218 64.6% 39.0% 0.0% 6.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

男性 137 70.0% 37.9% 0.0% 6.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
女性 81 55.5% 39.4% 1.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
20～24歳 70 67.8% 38.7% 0.0% 2.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
25～29歳 39 59.3% 39.5% 0.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
30～34歳 35 72.7% 39.6% 6.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
35～39歳 24 61.4% 41.2% 6.0% 8.0% 20.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0%
40～44歳 25 52.4% 39.8% 4.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
45歳以上 25 67.6% 34.6% 1.0% 10.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
自営 56 67.7% 37.4% 1.0% 4.0% 35.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
非正規 75 63.7% 38.7% 0.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
学生 56 63.2% 40.8% 1.0% 2.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
無職・その他 31 63.7% 40.8% 0.0% 6.0% 10.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
収入はない 18 75.3% 37.4% 6.0% 6.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
130万円未満 84 61.2% 40.1% 0.0% 2.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 68.6% 37.8% 0.0% 6.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
300万円以上500万円未満 31 59.4% 40.0% 4.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 63.4% 41.3% 4.0% 4.0% 20.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 74.0% 37.1% 20.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 75.0% 35.4% 50.0% 50.0% 50.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0%
わからない 5 54.0% 45.1% 10.0% 10.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 54.8% 39.5% 0.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
だいたい納めた 19 63.7% 41.7% 0.0% 0.0% 10.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
半分くらい納めた 18 75.0% 37.9% 10.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
あまり納めなかった 22 79.8% 35.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 68.1% 39.0% 2.0% 6.0% 35.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 62.9% 35.6% 6.0% 6.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
わからない 10 81.0% 32.5% 10.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払う 7 78.6% 26.7% 50.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払う 50 62.6% 38.1% 0.0% 1.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 44 53.8% 41.7% 2.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 70.2% 36.7% 10.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払わない 55 63.3% 40.2% 0.0% 6.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払わない 20 80.3% 35.9% 6.0% 8.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 
問23v2  選好率（10年後・80万円）2 (上限値を最大値に)
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問24v2  選好率（１年後・１万円）2 (上限値を最大値に)
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 218 42.0% 38.5% 0.0% 1.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0%

男性 137 48.9% 38.7% 0.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
女性 81 30.2% 35.4% 0.0% 1.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0%
20～24歳 70 48.5% 40.7% 0.0% 1.0% 6.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
25～29歳 39 33.1% 35.2% 0.0% 0.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
30～34歳 35 50.3% 39.8% 4.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
35～39歳 24 39.8% 38.7% 2.0% 4.0% 7.0% 20.0% 75.0% 100.0% 100.0%
40～44歳 25 38.4% 39.4% 1.0% 2.0% 4.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
45歳以上 25 31.6% 30.9% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
自営 56 41.0% 36.9% 1.0% 4.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
非正規 75 42.9% 38.9% 1.0% 2.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0%
学生 56 42.8% 40.1% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0%
無職・その他 31 40.0% 39.1% 0.0% 0.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0%
収入はない 18 52.6% 41.6% 0.0% 0.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
130万円未満 84 37.5% 37.5% 1.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 45.0% 40.6% 0.0% 2.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0%
300万円以上500万円未満 31 37.7% 35.8% 0.0% 4.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 47.8% 33.5% 4.0% 4.0% 20.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 45.6% 35.6% 8.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 55.0% 63.6% 10.0% 10.0% 10.0% 55.0% 100.0% 100.0% 100.0%
わからない 5 46.8% 48.9% 4.0% 4.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 34.7% 36.4% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
だいたい納めた 19 50.8% 42.1% 0.0% 0.0% 6.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
半分くらい納めた 18 51.6% 38.9% 6.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
あまり納めなかった 22 50.2% 40.7% 4.0% 4.0% 20.0% 35.0% 100.0% 100.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 41.6% 39.0% 0.0% 2.0% 9.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 42.1% 35.6% 4.0% 4.0% 10.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0%
わからない 10 51.0% 44.0% 4.0% 4.0% 10.0% 35.0% 100.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払う 7 78.6% 26.7% 50.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払う 50 37.5% 38.7% 0.0% 1.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 44 31.5% 34.8% 1.0% 1.0% 4.0% 15.0% 50.0% 100.0% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 42.0% 36.7% 0.0% 6.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払わない 55 42.3% 38.7% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払わない 20 62.6% 41.2% 2.0% 4.0% 15.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0%

有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 217 21.4% 27.7% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%

男性 136 25.3% 30.6% 0.0% 2.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0%
女性 81 14.9% 20.6% 0.0% 1.0% 2.0% 6.0% 20.0% 50.0% 100.0%
20～24歳 70 21.4% 25.7% 0.0% 1.0% 4.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
25～29歳 38 14.6% 16.8% 0.0% 0.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 50.0%
30～34歳 35 25.0% 33.7% 1.0% 2.0% 4.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
35～39歳 24 28.3% 36.1% 1.0% 1.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0%
40～44歳 25 22.9% 28.5% 1.0% 1.0% 4.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
45歳以上 25 18.7% 27.6% 1.0% 2.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%
自営 56 22.1% 27.6% 1.0% 2.0% 4.0% 10.0% 35.0% 100.0% 100.0%
非正規 74 23.0% 30.5% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%
学生 56 18.0% 22.6% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
無職・その他 31 22.5% 30.0% 0.0% 0.0% 2.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
収入はない 18 26.7% 26.2% 2.0% 2.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
130万円未満 83 17.1% 22.9% 0.0% 1.0% 2.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 22.1% 30.6% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%
300万円以上500万円未満 31 22.3% 27.1% 0.0% 1.0% 4.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 22.9% 30.5% 1.0% 1.0% 6.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 29.6% 39.6% 8.0% 8.0% 10.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 27.0% 32.5% 4.0% 4.0% 4.0% 27.0% 50.0% 50.0% 50.0%
わからない 5 46.4% 49.3% 4.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 16.9% 22.6% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0%
だいたい納めた 19 19.7% 25.8% 0.0% 0.0% 2.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
半分くらい納めた 18 29.6% 35.2% 4.0% 4.0% 8.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0%
あまり納めなかった 21 30.0% 33.8% 1.0% 4.0% 6.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 22.0% 28.1% 0.0% 2.0% 4.0% 9.0% 20.0% 100.0% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 18.2% 24.5% 2.0% 2.0% 4.0% 8.0% 20.0% 100.0% 100.0%
わからない 10 32.4% 40.3% 2.0% 2.0% 4.0% 6.0% 50.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払う 7 30.3% 34.3% 6.0% 6.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払う 50 15.2% 18.2% 0.0% 1.0% 4.0% 7.0% 20.0% 50.0% 50.0%
どちらかといえば支払う 43 14.3% 20.4% 0.0% 1.0% 2.0% 4.0% 20.0% 50.0% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 25.7% 33.5% 0.0% 2.0% 4.0% 9.0% 20.0% 100.0% 100.0%
たぶん支払わない 55 23.3% 28.6% 1.0% 1.0% 4.0% 10.0% 20.0% 100.0% 100.0%
絶対に支払わない 20 34.9% 36.6% 2.0% 3.0% 8.0% 20.0% 50.0% 100.0% 100.0%

 
問25v2  選好率（１年後・７万円）2 (上限値を最大値に)
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問26v2  選好率（１年後・80万円）2 (上限値を最大値に)
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 217 164.1% 62.7% 0.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%

男性 136 173.7% 57.2% 0.0% 20.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
女性 81 148.2% 68.5% 0.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
20～24歳 70 177.6% 52.3% 1.0% 50.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
25～29歳 38 143.7% 71.3% 0.0% 4.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
30～34歳 35 167.7% 62.6% 0.0% 20.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
35～39歳 24 171.7% 52.4% 20.0% 100.0% 150.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
40～44歳 25 145.4% 72.8% 4.0% 10.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
45歳以上 25 164.3% 67.8% 1.0% 6.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
自営 56 167.3% 63.2% 1.0% 6.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
非正規 74 160.8% 62.0% 0.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
学生 56 170.5% 59.9% 1.0% 20.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
無職・その他 31 155.0% 69.7% 0.0% 4.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
収入はない 18 178.9% 51.1% 20.0% 20.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
130万円未満 83 164.8% 60.3% 1.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
130万円以上300万円未満 63 163.7% 63.2% 0.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
300万円以上500万円未満 31 165.5% 62.3% 10.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
500万円以上700万円未満 10 137.4% 84.4% 4.0% 4.0% 50.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
700万円以上1000万円未満 5 180.0% 44.7% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
1000万円以上1500万円未満 2 103.0% 137.2% 6.0% 6.0% 6.0% 103.0% 200.0% 200.0% 200.0%
わからない 5 160.0% 89.4% 0.0% 0.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 153.9% 72.1% 0.0% 4.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
だいたい納めた 19 160.9% 68.9% 8.0% 8.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
半分くらい納めた 18 186.1% 41.3% 50.0% 50.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
あまり納めなかった 21 174.8% 55.5% 20.0% 50.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 162.9% 61.2% 1.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
未加入なので、納めていない 19 168.4% 47.8% 100.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
わからない 10 190.0% 31.6% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
絶対に支払う 7 172.6% 72.6% 8.0% 8.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
たぶん支払う 50 169.1% 61.8% 0.0% 6.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
どちらかといえば支払う 43 145.2% 76.9% 0.0% 4.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
どちらかといえば支払わない 42 170.2% 55.3% 50.0% 50.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
たぶん支払わない 55 168.9% 56.0% 20.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
絶対に支払わない 20 163.5% 59.9% 20.0% 35.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%

有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 217 105.3% 77.1% 0.0% 2.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%

男性 136 123.1% 73.1% 0.0% 4.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
女性 81 75.4% 74.8% 0.0% 1.0% 8.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
20～24歳 70 101.4% 73.7% 1.0% 4.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
25～29歳 38 88.2% 79.4% 0.0% 0.0% 10.0% 50.0% 200.0% 200.0% 200.0%
30～34歳 35 111.6% 76.2% 0.0% 4.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
35～39歳 24 112.3% 81.7% 8.0% 8.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
40～44歳 25 112.7% 83.1% 4.0% 8.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
45歳以上 25 119.0% 76.0% 1.0% 2.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
自営 56 119.1% 72.2% 1.0% 4.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
非正規 74 97.4% 78.2% 0.0% 4.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
学生 56 101.8% 76.8% 1.0% 1.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
無職・その他 31 105.5% 83.8% 0.0% 0.0% 8.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
収入はない 18 128.3% 77.6% 20.0% 20.0% 50.0% 150.0% 200.0% 200.0% 200.0%
130万円未満 83 86.2% 72.6% 1.0% 1.0% 20.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
130万円以上300万円未満 63 113.2% 75.3% 0.0% 4.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
300万円以上500万円未満 31 106.9% 73.9% 0.0% 8.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
500万円以上700万円未満 10 128.2% 93.5% 4.0% 4.0% 20.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
700万円以上1000万円未満 5 131.6% 94.8% 8.0% 8.0% 50.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
1000万円以上1500万円未満 2 101.0% 140.0% 2.0% 2.0% 2.0% 101.0% 200.0% 200.0% 200.0%
わからない 5 160.0% 89.4% 0.0% 0.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 99.9% 78.9% 0.0% 1.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
だいたい納めた 19 92.5% 66.6% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
半分くらい納めた 18 126.2% 73.3% 1.0% 1.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
あまり納めなかった 21 144.1% 77.2% 8.0% 8.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 100.4% 78.2% 1.0% 4.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
未加入なので、納めていない 19 101.5% 75.7% 8.0% 8.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
わからない 10 85.2% 73.2% 4.0% 4.0% 20.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
絶対に支払う 7 142.9% 73.2% 50.0% 50.0% 50.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0%
たぶん支払う 50 106.8% 75.4% 0.0% 1.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
どちらかといえば支払う 43 86.6% 80.0% 0.0% 1.0% 8.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
どちらかといえば支払わない 42 106.3% 74.3% 0.0% 6.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
たぶん支払わない 55 115.7% 79.1% 4.0% 8.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%
絶対に支払わない 20 97.8% 75.5% 6.0% 13.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0% 200.0%

 
問27v2  選好率（１週間後・１万円）2 (上限値を最大値に)
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問28v2  選好率（１週間後・７万円）2 (上限値を最大値に)
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 217 48.8% 63.8% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%

男性 136 60.4% 68.3% 0.0% 1.0% 8.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
女性 81 29.2% 50.2% 0.0% 1.0% 2.0% 8.0% 20.0% 100.0% 200.0%
20～24歳 70 45.1% 61.2% 1.0% 1.0% 6.0% 9.0% 50.0% 200.0% 200.0%
25～29歳 38 31.3% 46.6% 0.0% 0.0% 2.0% 8.0% 50.0% 100.0% 200.0%
30～34歳 35 52.8% 64.0% 1.0% 1.0% 6.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
35～39歳 24 65.2% 77.3% 1.0% 1.0% 6.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
40～44歳 25 68.5% 76.2% 1.0% 2.0% 8.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
45歳以上 25 44.6% 63.0% 1.0% 1.0% 8.0% 20.0% 50.0% 200.0% 200.0%
自営 56 56.4% 69.9% 1.0% 1.0% 8.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
非正規 74 45.0% 63.5% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 50.0% 200.0% 200.0%
学生 56 44.7% 59.4% 1.0% 1.0% 6.0% 10.0% 50.0% 200.0% 200.0%
無職・その他 31 51.5% 62.6% 0.0% 0.0% 2.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
収入はない 18 70.0% 71.7% 2.0% 2.0% 6.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
130万円未満 83 34.0% 51.9% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 50.0% 200.0% 200.0%
130万円以上300万円未満 63 52.9% 66.4% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
300万円以上500万円未満 31 56.3% 75.8% 0.0% 1.0% 8.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
500万円以上700万円未満 10 46.6% 57.3% 2.0% 2.0% 20.0% 35.0% 50.0% 200.0% 200.0%
700万円以上1000万円未満 5 82.8% 80.3% 6.0% 6.0% 8.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.5% 70.0% 1.0% 1.0% 1.0% 50.5% 100.0% 100.0% 100.0%
わからない 5 90.2% 73.9% 1.0% 1.0% 50.0% 100.0% 100.0% 200.0% 200.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 82 46.9% 65.5% 0.0% 1.0% 4.0% 8.0% 50.0% 200.0% 200.0%
だいたい納めた 19 29.8% 38.8% 0.0% 0.0% 8.0% 10.0% 50.0% 100.0% 100.0%
半分くらい納めた 18 72.8% 77.7% 1.0% 1.0% 8.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
あまり納めなかった 21 72.0% 72.3% 1.0% 2.0% 8.0% 50.0% 100.0% 200.0% 200.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 44.4% 63.0% 1.0% 1.0% 4.0% 8.0% 75.0% 200.0% 200.0%
未加入なので、納めていない 19 41.8% 49.0% 1.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 200.0% 200.0%
わからない 10 42.3% 64.3% 1.0% 1.0% 2.0% 8.0% 50.0% 200.0% 200.0%
絶対に支払う 7 59.1% 65.3% 6.0% 6.0% 8.0% 50.0% 50.0% 200.0% 200.0%
たぶん支払う 50 39.5% 52.7% 0.0% 1.0% 6.0% 20.0% 50.0% 200.0% 200.0%
どちらかといえば支払う 43 43.1% 58.4% 1.0% 1.0% 2.0% 8.0% 100.0% 200.0% 200.0%
どちらかといえば支払わない 42 58.8% 75.0% 0.0% 1.0% 8.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
たぶん支払わない 55 52.5% 68.9% 1.0% 1.0% 6.0% 20.0% 100.0% 200.0% 200.0%
絶対に支払わない 20 49.6% 63.7% 1.0% 1.5% 4.0% 15.0% 100.0% 200.0% 200.0%

Ｎ
度数 男性 女性 合計

全体 　 219 63.0% 37.0% 100.0%
男性 138 100.0% － 100.0%
女性 81 － 100.0% 100.0%
合計 219 63.0% 37.0% 100.0%
20～24歳 70 68.6% 31.4% 100.0%
25～29歳 39 38.5% 61.5% 100.0%
30～34歳 35 57.1% 42.9% 100.0%
35～39歳 24 66.7% 33.3% 100.0%
40～44歳 25 84.0% 16.0% 100.0%
45歳以上 26 69.2% 30.8% 100.0%
自営 56 78.6% 21.4% 100.0%
非正規 75 50.7% 49.3% 100.0%
学生 56 71.4% 28.6% 100.0%
無職・その他 32 50.0% 50.0% 100.0%
収入はない 18 55.6% 44.4% 100.0%
130万円未満 84 52.4% 47.6% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 61.9% 38.1% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 81.3% 18.8% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 90.0% 10.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 100.0% － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 100.0% － 100.0%
わからない 5 60.0% 40.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 72.3% 27.7% 100.0%
だいたい納めた 19 63.2% 36.8% 100.0%
半分くらい納めた 18 72.2% 27.8% 100.0%
あまり納めなかった 22 63.6% 36.4% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 52.1% 47.9% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 42.1% 57.9% 100.0%
わからない 10 60.0% 40.0% 100.0%
絶対に支払う 7 71.4% 28.6% 100.0%
たぶん支払う 50 74.0% 26.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 46.7% 53.3% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 61.9% 38.1% 100.0%
たぶん支払わない 55 67.3% 32.7% 100.0%
絶対に支払わない 20 60.0% 40.0% 100.0%

 
問29v2  選好率（１週間後・80万円）2 (上限値を最大値に)

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 
問30  性別

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 219 48.04 9.62 20.83 29.50 40.92 50.00 56.75 58.58 59.92

男性 138 47.04 10.41 20.83 26.50 39.08 48.04 57.17 58.58 58.83
女性 81 49.74 7.88 29.50 33.92 45.83 52.33 56.33 58.58 59.92
20～24歳 70 57.60 1.01 55.17 55.58 56.92 57.63 58.42 58.83 59.92
25～29歳 39 53.10 1.44 50.25 50.25 52.17 53.42 54.25 55.08 55.08
30～34歳 35 47.69 1.45 45.17 45.75 46.25 47.67 49.00 50.00 50.00
35～39歳 24 42.96 1.39 40.50 40.67 41.83 43.21 44.25 44.58 44.67
40～44歳 25 37.84 1.10 35.67 35.75 37.25 37.92 38.83 39.33 39.67
45歳以上 26 29.70 4.51 20.83 21.17 26.50 30.29 33.92 35.08 35.08
自営 56 37.59 8.30 20.83 25.33 32.38 37.46 41.46 54.50 56.58
非正規 75 49.04 5.74 35.00 37.92 45.83 49.00 54.00 57.50 58.58
学生 56 57.39 2.71 39.33 53.92 57.29 57.83 58.50 59.42 59.92
無職・その他 32 47.62 8.87 21.17 24.67 43.71 50.67 53.88 56.33 57.17
収入はない 18 52.04 7.37 37.33 37.33 47.42 56.04 57.67 59.92 59.92
130万円未満 84 52.25 8.16 26.50 35.00 48.46 56.71 57.96 58.75 59.58
130万円以上300万円未満 63 48.52 7.56 26.83 34.00 45.75 50.00 54.00 58.00 58.75
300万円以上500万円未満 32 40.82 9.62 20.83 21.17 35.46 42.54 46.71 55.08 56.42
500万円以上700万円未満 10 36.43 7.06 21.50 21.50 35.08 37.88 41.33 44.42 44.42
700万円以上1000万円未満 5 33.42 6.32 24.67 24.67 31.00 32.58 37.92 40.92 40.92
1000万円以上1500万円未満 2 35.54 13.61 25.92 25.92 25.92 35.54 45.17 45.17 45.17
わからない 5 45.92 8.70 37.08 37.08 37.25 46.25 53.42 55.58 55.58
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 47.34 11.63 20.83 25.92 38.17 52.50 57.67 58.58 59.42
だいたい納めた 19 52.27 7.61 34.00 34.00 48.92 55.58 57.17 58.67 58.67
半分くらい納めた 18 46.94 8.90 27.92 27.92 39.00 48.29 54.67 58.33 58.33
あまり納めなかった 22 48.31 7.82 29.83 32.17 45.75 49.33 54.92 57.00 58.08
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 48.21 8.11 25.33 30.58 43.25 49.75 54.17 58.75 59.92
未加入なので、納めていない 19 43.27 6.57 33.25 33.25 37.25 44.58 47.83 54.58 54.58
わからない 10 55.48 4.03 46.42 46.42 52.25 56.96 58.50 58.58 58.58
絶対に支払う 7 43.30 14.82 21.50 21.50 27.92 45.83 56.42 58.67 58.67
たぶん支払う 50 48.61 10.90 24.67 26.50 41.33 54.29 57.42 58.75 58.83
どちらかといえば支払う 45 47.16 10.17 20.83 25.33 39.08 48.33 56.33 58.58 59.58
どちらかといえば支払わない 42 48.21 8.77 29.83 30.58 42.50 50.46 55.58 58.33 58.58
たぶん支払わない 55 48.33 8.60 29.50 32.58 39.67 49.25 57.17 58.75 59.92
絶対に支払わない 20 49.11 7.58 33.25 36.04 44.25 49.04 57.04 58.46 58.58

有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 219 32 10 20 21 23 30 39 50 59

男性 138 33 10 21 21 22 32 41 53 59
女性 81 30 8 20 21 23 27 34 46 50
20～24歳 70 22 1 20 21 21 22 23 24 24
25～29歳 39 27 1 25 25 25 26 27 29 29
30～34歳 35 32 1 30 30 31 32 33 34 34
35～39歳 24 37 1 35 35 35 37 38 39 39
40～44歳 25 42 1 40 40 41 42 42 44 44
45歳以上 26 50 4 45 45 46 50 53 58 59
自営 56 42 8 23 25 38 42 47 54 59
非正規 75 31 6 21 22 26 31 34 42 45
学生 56 22 3 20 20 21 22 22 26 40
無職・その他 32 32 9 22 23 26 29 36 55 58
収入はない 18 28 7 20 20 22 24 32 42 42
130万円未満 84 27 8 20 21 22 23 31 45 53
130万円以上300万円未満 63 31 8 21 22 26 30 34 46 53
300万円以上500万円未満 32 39 10 23 25 33 37 44 58 59
500万円以上700万円未満 10 43 7 35 35 38 42 45 58 58
700万円以上1000万円未満 5 46 6 39 39 42 47 49 55 55
1000万円以上1500万円未満 2 44 14 34 34 34 44 54 54 54
わからない 5 34 9 24 24 26 33 42 43 43
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 32 12 20 21 22 27 41 54 59
だいたい納めた 19 27 8 21 21 22 24 31 46 46
半分くらい納めた 18 33 9 21 21 25 32 41 52 52
あまり納めなかった 22 31 8 22 23 25 31 34 47 50
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 31 8 20 21 26 30 37 49 54
未加入なので、納めていない 19 36 7 25 25 32 35 42 46 46
わからない 10 24 4 21 21 21 23 27 33 33
絶対に支払う 7 36 15 21 21 23 34 52 58 58
たぶん支払う 50 31 11 21 21 22 26 38 53 55
どちらかといえば支払う 45 32 10 20 21 23 31 41 54 59
どちらかといえば支払わない 42 31 9 21 21 24 30 37 49 50
たぶん支払わない 55 31 9 20 21 22 30 40 47 50
絶対に支払わない 20 30 8 21 21 23 31 36 44 46

 
問31年数  生まれた年月(昭和●年)

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 
実年齢  生年月をもとに計算した満年齢(切り捨て)

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ
度数 農林漁

業の自
営業
者・家
族従事

者

商工・
サービ
ス業の
自営
者・家
族従事

者

自由業 パート・
アルバ
イト（学
生を除
く）・契
約社員

派遣社
員

学生 無職
（失業
保険を
受給し
ている）

無職
（失業
保険を
受給し
ていな

い）

その他 合計

全体 　 219 － 17.4% 8.2% 29.2% 5.0% 25.6% 1.8% 6.8% 5.9% 100.0%
男性 138 － 22.5% 9.4% 26.1% 1.4% 29.0% 1.4% 5.8% 4.3% 100.0%
女性 81 － 8.6% 6.2% 34.6% 11.1% 19.8% 2.5% 8.6% 8.6% 100.0%
20～24歳 70 － － 1.4% 15.7% － 75.7% － 2.9% 4.3% 100.0%
25～29歳 39 － 2.6% 10.3% 46.2% 5.1% 5.1% 5.1% 12.8% 12.8% 100.0%
30～34歳 35 － 8.6% － 57.1% 20.0% － 2.9% 8.6% 2.9% 100.0%
35～39歳 24 － 12.5% 25.0% 37.5% 4.2% － 4.2% 16.7% － 100.0%
40～44歳 25 － 40.0% 24.0% 20.0% 4.0% 4.0% － 4.0% 4.0% 100.0%
45歳以上 26 － 80.8% 3.8% 3.8% － － － － 11.5% 100.0%
自営 56 － 67.9% 32.1% － － － － － － 100.0%
非正規 75 － － － 85.3% 14.7% － － － － 100.0%
学生 56 － － － － － 100.0% － － － 100.0%
無職・その他 32 － － － － － － 12.5% 46.9% 40.6% 100.0%
収入はない 18 － － － 5.6% － 55.6% － 33.3% 5.6% 100.0%
130万円未満 84 － 6.0% 7.1% 32.1% 2.4% 46.4% － 2.4% 3.6% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 － 15.9% 4.8% 39.7% 12.7% 9.5% 4.8% 3.2% 9.5% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 － 37.5% 21.9% 21.9% 3.1% 3.1% － 9.4% 3.1% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 － 60.0% 20.0% 10.0% － － － 10.0% － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － 60.0% － 20.0% － － － － 20.0% 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － 100.0% － － － － － － － 100.0%
わからない 5 － － － 40.0% － － 20.0% 20.0% 20.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 － 25.3% 7.2% 13.3% 2.4% 42.2% 1.2% 3.6% 4.8% 100.0%
だいたい納めた 19 － 10.5% 10.5% 15.8% － 31.6% 5.3% 10.5% 15.8% 100.0%
半分くらい納めた 18 － 16.7% 11.1% 38.9% 11.1% 16.7% 5.6% － － 100.0%
あまり納めなかった 22 － 9.1% 9.1% 40.9% 18.2% 4.5% － 9.1% 9.1% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 － 14.6% 8.3% 37.5% 6.3% 16.7% 2.1% 8.3% 6.3% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 － 15.8% 5.3% 68.4% － － － 10.5% － 100.0%
わからない 10 － － 10.0% 30.0% － 30.0% － 20.0% 10.0% 100.0%
絶対に支払う 7 － 28.6% － 28.6% － 28.6% － － 14.3% 100.0%
たぶん支払う 50 － 20.0% 14.0% 14.0% 2.0% 36.0% － 6.0% 8.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 － 15.6% 6.7% 35.6% 6.7% 22.2% 2.2% 2.2% 8.9% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 － 21.4% 7.1% 33.3% 7.1% 16.7% 2.4% 7.1% 4.8% 100.0%
たぶん支払わない 55 － 14.5% 9.1% 29.1% 5.5% 27.3% 1.8% 9.1% 3.6% 100.0%
絶対に支払わない 20 － 10.0% － 45.0% 5.0% 20.0% 5.0% 15.0% － 100.0%

 

問32  現在の職業

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ
度数 はい いいえ 合計 自分の

親と同
居して
いる

配偶者
の親と
同居し
ている

自分と
配偶者
の両方
の親と
同居

親とは
同居し
ていな

い

合計

全体 　 219 18.7% 81.3% 100.0% 30.1% － － 69.9% 100.0%
男性 138 20.3% 79.7% 100.0% 25.4% － － 74.6% 100.0%
女性 81 16.0% 84.0% 100.0% 38.3% － － 61.7% 100.0%
20～24歳 70 － 100.0% 100.0% 32.9% － － 67.1% 100.0%
25～29歳 39 7.7% 92.3% 100.0% 48.7% － － 51.3% 100.0%
30～34歳 35 17.1% 82.9% 100.0% 28.6% － － 71.4% 100.0%
35～39歳 24 20.8% 79.2% 100.0% 25.0% － － 75.0% 100.0%
40～44歳 25 52.0% 48.0% 100.0% 24.0% － － 76.0% 100.0%
45歳以上 26 53.8% 46.2% 100.0% 7.7% － － 92.3% 100.0%
自営 56 46.4% 53.6% 100.0% 21.4% － － 78.6% 100.0%
非正規 75 9.3% 90.7% 100.0% 41.3% － － 58.7% 100.0%
学生 56 1.8% 98.2% 100.0% 26.8% － － 73.2% 100.0%
無職・その他 32 21.9% 78.1% 100.0% 25.0% － － 75.0% 100.0%
収入はない 18 22.2% 77.8% 100.0% 33.3% － － 66.7% 100.0%
130万円未満 84 13.1% 86.9% 100.0% 33.3% － － 66.7% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 14.3% 85.7% 100.0% 33.3% － － 66.7% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 21.9% 78.1% 100.0% 31.3% － － 68.8% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 50.0% 50.0% 100.0% － － － 100.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 80.0% 20.0% 100.0% － － － 100.0% 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% 50.0% 100.0% － － － 100.0% 100.0%
わからない 5 － 100.0% 100.0% 20.0% － － 80.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 24.1% 75.9% 100.0% 27.7% － － 72.3% 100.0%
だいたい納めた 19 15.8% 84.2% 100.0% 31.6% － － 68.4% 100.0%
半分くらい納めた 18 16.7% 83.3% 100.0% 33.3% － － 66.7% 100.0%
あまり納めなかった 22 4.5% 95.5% 100.0% 36.4% － － 63.6% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 20.8% 79.2% 100.0% 29.2% － － 70.8% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 21.1% 78.9% 100.0% 36.8% － － 63.2% 100.0%
わからない 10 － 100.0% 100.0% 20.0% － － 80.0% 100.0%
絶対に支払う 7 14.3% 85.7% 100.0% 28.6% － － 71.4% 100.0%
たぶん支払う 50 22.0% 78.0% 100.0% 26.0% － － 74.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 24.4% 75.6% 100.0% 26.7% － － 73.3% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 14.3% 85.7% 100.0% 38.1% － － 61.9% 100.0%
たぶん支払わない 55 14.5% 85.5% 100.0% 27.3% － － 72.7% 100.0%
絶対に支払わない 20 20.0% 80.0% 100.0% 40.0% － － 60.0% 100.0%

Ｎ

度数 およそ
●年

●ヶ月

わから
ない

合計

全体 　 219 64.8% 35.2% 100.0%
男性 138 63.8% 36.2% 100.0%
女性 81 66.7% 33.3% 100.0%
20～24歳 70 68.6% 31.4% 100.0%
25～29歳 39 66.7% 33.3% 100.0%
30～34歳 35 62.9% 37.1% 100.0%
35～39歳 24 66.7% 33.3% 100.0%
40～44歳 25 56.0% 44.0% 100.0%
45歳以上 26 61.5% 38.5% 100.0%
自営 56 58.9% 41.1% 100.0%
非正規 75 69.3% 30.7% 100.0%
学生 56 69.6% 30.4% 100.0%
無職・その他 32 56.3% 43.8% 100.0%
収入はない 18 72.2% 27.8% 100.0%
130万円未満 84 63.1% 36.9% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 69.8% 30.2% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 59.4% 40.6% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 70.0% 30.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 80.0% 20.0% 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% 50.0% 100.0%
わからない 5 20.0% 80.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 77.1% 22.9% 100.0%
だいたい納めた 19 52.6% 47.4% 100.0%
半分くらい納めた 18 50.0% 50.0% 100.0%
あまり納めなかった 22 63.6% 36.4% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 70.8% 29.2% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 52.6% 47.4% 100.0%
わからない 10 10.0% 90.0% 100.0%
絶対に支払う 7 57.1% 42.9% 100.0%
たぶん支払う 50 76.0% 24.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 62.2% 37.8% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 59.5% 40.5% 100.0%
たぶん支払わない 55 60.0% 40.0% 100.0%
絶対に支払わない 20 70.0% 30.0% 100.0%

個人の
税込年
収

 

問34  親との同居

性別

年齢層

職業

問33  婚姻状況

 

問35  これまでの国民年
金保険料納付期間（含
む免除期間）判明／不

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 142 5.35 7.08 0.00 0.00 1.00 2.46 7.00 21.00 33.83

男性 88 6.38 8.17 0.00 0.00 1.00 2.21 9.33 22.00 33.83
女性 54 3.65 4.37 0.00 0.00 0.50 2.83 5.00 12.00 26.08
20～24歳 48 1.68 1.18 0.00 0.00 1.00 1.75 2.29 4.00 5.00
25～29歳 26 3.64 2.81 0.00 0.00 0.17 4.00 6.00 8.00 8.00
30～34歳 22 4.52 4.32 0.00 0.00 1.00 2.92 8.00 12.33 13.00
35～39歳 16 6.70 7.00 0.00 0.00 0.25 4.00 14.33 17.75 17.75
40～44歳 14 7.77 8.25 0.00 0.00 1.08 2.83 18.00 21.00 21.00
45歳以上 16 16.77 11.13 0.00 0.00 6.50 19.50 25.04 33.83 33.83
自営 33 10.90 10.08 0.00 0.00 2.00 7.58 19.00 30.00 32.33
非正規 52 3.86 4.24 0.00 0.00 0.08 2.92 5.54 13.00 18.00
学生 39 1.99 2.34 0.00 0.00 1.00 1.83 2.33 4.00 15.00
無職・その他 18 6.72 7.98 0.00 0.00 1.00 5.38 7.50 33.83 33.83
収入はない 13 4.39 4.62 0.00 0.00 1.58 2.33 5.00 15.00 15.00
130万円未満 53 2.58 4.44 0.00 0.00 0.50 1.58 2.67 12.00 26.08
130万円以上300万円未満 44 5.17 6.28 0.00 0.00 0.38 3.83 7.04 19.00 30.00
300万円以上500万円未満 19 9.68 9.16 0.00 0.00 2.00 7.00 15.83 32.33 32.33
500万円以上700万円未満 7 7.69 9.62 0.00 0.00 0.00 3.67 21.00 22.00 22.00
700万円以上1000万円未満 4 19.90 10.01 10.00 10.00 13.88 17.88 25.92 33.83 33.83
1000万円以上1500万円未満 1 7.58 . 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
わからない 1 13.00 . 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 64 7.75 8.22 0.25 1.25 2.00 4.00 11.17 26.08 33.83
だいたい納めた 10 5.11 4.97 1.00 1.00 2.00 3.88 6.00 18.00 18.00
半分くらい納めた 9 5.40 6.81 0.83 0.83 1.00 2.83 7.00 22.00 22.00
あまり納めなかった 14 3.00 3.15 0.17 0.17 0.50 2.00 4.75 11.08 11.08
全く（1ヶ月も）納めなかった 34 3.10 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 22.00 24.00
未加入なので、納めていない 10 1.40 2.07 0.00 0.00 0.00 0.50 2.00 6.00 6.00
わからない 1 2.00 . 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
絶対に支払う 4 8.06 9.43 1.25 1.25 2.63 4.50 13.50 22.00 22.00
たぶん支払う 38 6.71 8.75 0.00 0.50 1.25 3.13 7.08 32.33 33.83
どちらかといえば支払う 28 8.11 7.37 0.00 1.00 3.08 4.88 12.50 24.00 26.08
どちらかといえば支払わない 25 5.83 7.07 0.00 0.00 0.83 2.33 8.00 21.00 22.00
たぶん支払わない 33 2.09 2.97 0.00 0.00 0.00 1.83 2.58 10.00 12.33
絶対に支払わない 14 2.17 3.98 0.00 0.00 0.00 0.63 2.33 15.00 15.00

Ｎ
度数 加入し

たこと
はない

加入し
たこと
がある
が、現
在は加
入して
いない

現在も
加入し
ている

合計 非常に
知りた

い

かなり
知りた

い

どちら
かとい
えば知
りたい

どちら
かとい
えば知
りたくな

い

それほ
ど知り
たくな

い

まったく
知りたく

ない

合計

全体 　 219 49.3% 49.8% 0.9% 100.0% 45.2% 20.5% 22.8% 0.9% 8.7% 1.8% 100.0%
男性 138 49.3% 50.0% 0.7% 100.0% 47.1% 23.2% 16.7% 0.7% 10.1% 2.2% 100.0%
女性 81 49.4% 49.4% 1.2% 100.0% 42.0% 16.0% 33.3% 1.2% 6.2% 1.2% 100.0%
20～24歳 70 92.9% 7.1% － 100.0% 51.4% 30.0% 10.0% － 7.1% 1.4% 100.0%
25～29歳 39 53.8% 43.6% 2.6% 100.0% 51.3% 17.9% 23.1% － 7.7% － 100.0%
30～34歳 35 37.1% 60.0% 2.9% 100.0% 31.4% 11.4% 34.3% － 17.1% 5.7% 100.0%
35～39歳 24 8.3% 91.7% － 100.0% 37.5% 8.3% 33.3% － 16.7% 4.2% 100.0%
40～44歳 25 4.0% 96.0% － 100.0% 48.0% 32.0% 12.0% 4.0% 4.0% － 100.0%
45歳以上 26 23.1% 76.9% － 100.0% 42.3% 11.5% 42.3% 3.8% － － 100.0%
自営 56 26.8% 73.2% － 100.0% 50.0% 16.1% 28.6% 1.8% 3.6% － 100.0%
非正規 75 40.0% 57.3% 2.7% 100.0% 41.3% 17.3% 24.0% － 12.0% 5.3% 100.0%
学生 56 94.6% 5.4% － 100.0% 46.4% 30.4% 16.1% － 7.1% － 100.0%
無職・その他 32 31.3% 68.8% － 100.0% 43.8% 18.8% 21.9% 3.1% 12.5% － 100.0%
収入はない 18 61.1% 38.9% － 100.0% 44.4% 11.1% 33.3% － 11.1% － 100.0%
130万円未満 84 71.4% 28.6% － 100.0% 41.7% 27.4% 25.0% 1.2% 4.8% － 100.0%
130万円以上300万円未満 63 41.3% 55.6% 3.2% 100.0% 52.4% 11.1% 17.5% － 14.3% 4.8% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 28.1% 71.9% － 100.0% 40.6% 25.0% 21.9% 3.1% 6.3% 3.1% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 － 100.0% － 100.0% 60.0% 20.0% 10.0% － 10.0% － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － 100.0% － 100.0% 40.0% 20.0% 40.0% － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% 50.0% － 100.0% 50.0% － 50.0% － － － 100.0%
わからない 5 20.0% 80.0% － 100.0% 20.0% 40.0% 20.0% － 20.0% － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 55.4% 44.6% － 100.0% 49.4% 25.3% 20.5% 1.2% 3.6% － 100.0%
だいたい納めた 19 57.9% 42.1% － 100.0% 47.4% 26.3% 21.1% － 5.3% － 100.0%
半分くらい納めた 18 33.3% 66.7% － 100.0% 44.4% 38.9% 11.1% － 5.6% － 100.0%
あまり納めなかった 22 36.4% 59.1% 4.5% 100.0% 63.6% 13.6% 9.1% － 9.1% 4.5% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 50.0% 47.9% 2.1% 100.0% 37.5% 8.3% 33.3% 2.1% 16.7% 2.1% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 21.1% 78.9% － 100.0% 21.1% 10.5% 42.1% － 21.1% 5.3% 100.0%
わからない 10 90.0% 10.0% － 100.0% 50.0% 30.0% 10.0% － － 10.0% 100.0%
絶対に支払う 7 57.1% 42.9% － 100.0% 57.1% 14.3% 14.3% － － 14.3% 100.0%
たぶん支払う 50 68.0% 32.0% － 100.0% 58.0% 24.0% 16.0% － 2.0% － 100.0%
どちらかといえば支払う 45 42.2% 57.8% － 100.0% 35.6% 24.4% 35.6% 2.2% 2.2% － 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 45.2% 52.4% 2.4% 100.0% 42.9% 19.0% 26.2% － 11.9% － 100.0%
たぶん支払わない 55 43.6% 54.5% 1.8% 100.0% 43.6% 21.8% 16.4% 1.8% 14.5% 1.8% 100.0%
絶対に支払わない 20 40.0% 60.0% － 100.0% 40.0% 5.0% 25.0% － 20.0% 10.0% 100.0%

 

問35年na  これまでの国民年金保険料納付期間（含む免除期間）年数（わからない
は欠損値）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

問36  厚生年金加入歴 問37  保険料や年金額を知りたいか

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収
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Ｎ
度数 収入は

ない
130万
円未満

130万
円以上
300万
円未満

300万
円以上
500万
円未満

500万
円以上
700万
円未満

700万
円以上
1,000万
円未満

1,000万
円以上
1,500万
円未満

わから
ない

合計

全体 　 219 8.2% 38.4% 28.8% 14.6% 4.6% 2.3% 0.9% 2.3% 100.0%
男性 138 7.2% 31.9% 28.3% 18.8% 6.5% 3.6% 1.4% 2.2% 100.0%
女性 81 9.9% 49.4% 29.6% 7.4% 1.2% － － 2.5% 100.0%
20～24歳 70 14.3% 68.6% 14.3% 1.4% － － － 1.4% 100.0%
25～29歳 39 2.6% 28.2% 53.8% 12.8% － － － 2.6% 100.0%
30～34歳 35 11.4% 25.7% 48.6% 8.6% － － 2.9% 2.9% 100.0%
35～39歳 24 4.2% 25.0% 20.8% 33.3% 12.5% 4.2% － － 100.0%
40～44歳 25 8.0% 16.0% 20.0% 28.0% 16.0% 4.0% － 8.0% 100.0%
45歳以上 26 － 23.1% 19.2% 30.8% 11.5% 11.5% 3.8% － 100.0%
自営 56 － 19.6% 23.2% 33.9% 14.3% 5.4% 3.6% － 100.0%
非正規 75 1.3% 38.7% 44.0% 10.7% 1.3% 1.3% － 2.7% 100.0%
学生 56 17.9% 69.6% 10.7% 1.8% － － － － 100.0%
無職・その他 32 21.9% 15.6% 34.4% 12.5% 3.1% 3.1% － 9.4% 100.0%
収入はない 18 100.0% － － － － － － － 100.0%
130万円未満 84 － 100.0% － － － － － － 100.0%
130万円以上300万円未満 63 － － 100.0% － － － － － 100.0%
300万円以上500万円未満 32 － － － 100.0% － － － － 100.0%
500万円以上700万円未満 10 － － － － 100.0% － － － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － － － － － 100.0% － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － － － － － － 100.0% － 100.0%
わからない 5 － － － － － － － 100.0% 100.0%
合計 219 8.2% 38.4% 28.8% 14.6% 4.6% 2.3% 0.9% 2.3% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 14.5% 36.1% 16.9% 16.9% 8.4% 4.8% 1.2% 1.2% 100.0%
だいたい納めた 19 － 47.4% 31.6% 10.5% － 5.3% 5.3% － 100.0%
半分くらい納めた 18 － 33.3% 33.3% 22.2% 5.6% － － 5.6% 100.0%
あまり納めなかった 22 4.5% 13.6% 54.5% 18.2% － － － 9.1% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 6.3% 41.7% 39.6% 8.3% 4.2% － － － 100.0%
未加入なので、納めていない 19 10.5% 42.1% 26.3% 15.8% － － － 5.3% 100.0%
わからない 10 － 80.0% 10.0% 10.0% － － － － 100.0%
絶対に支払う 7 28.6% 14.3% 14.3% － 28.6% － － 14.3% 100.0%
たぶん支払う 50 2.0% 48.0% 26.0% 12.0% 4.0% 4.0% 4.0% － 100.0%
どちらかといえば支払う 45 6.7% 46.7% 20.0% 13.3% 4.4% 4.4% － 4.4% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 4.8% 31.0% 35.7% 23.8% 2.4% － － 2.4% 100.0%
たぶん支払わない 55 9.1% 32.7% 32.7% 16.4% 5.5% 1.8% － 1.8% 100.0%
絶対に支払わない 20 25.0% 35.0% 35.0% 5.0% － － － － 100.0%

Ｎ
度数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計

全体 　 219 0.9% 34.2% 17.4% 16.4% 20.1% 7.3% 1.4% 1.4% 0.5% 0.5% 100.0%
男性 138 0.7% 37.0% 14.5% 16.7% 19.6% 7.2% 1.4% 2.2% － 0.7% 100.0%
女性 81 1.2% 29.6% 22.2% 16.0% 21.0% 7.4% 1.2% － 1.2% － 100.0%
20～24歳 70 2.9% 21.4% 2.9% 21.4% 28.6% 14.3% 2.9% 4.3% 1.4% － 100.0%
25～29歳 39 － 41.0% 25.6% 7.7% 20.5% 5.1% － － － － 100.0%
30～34歳 35 － 45.7% 28.6% 25.7% － － － － － － 100.0%
35～39歳 24 － 58.3% 20.8% 4.2% 12.5% 4.2% － － － － 100.0%
40～44歳 25 － 28.0% 24.0% 8.0% 32.0% 8.0% － － － － 100.0%
45歳以上 26 － 26.9% 19.2% 23.1% 19.2% 3.8% 3.8% － － 3.8% 100.0%
自営 56 － 28.6% 25.0% 14.3% 23.2% 5.4% 1.8% － － 1.8% 100.0%
非正規 75 － 48.0% 21.3% 16.0% 13.3% 1.3% － － － － 100.0%
学生 56 3.6% 17.9% 1.8% 17.9% 26.8% 21.4% 3.6% 5.4% 1.8% － 100.0%
無職・その他 32 － 40.6% 21.9% 18.8% 18.8% － － － － － 100.0%
収入はない 18 － 5.6% 11.1% 33.3% 38.9% 11.1% － － － － 100.0%
130万円未満 84 1.2% 26.2% 15.5% 14.3% 23.8% 13.1% 2.4% 2.4% 1.2% － 100.0%
130万円以上300万円未満 63 1.6% 46.0% 22.2% 17.5% 7.9% 3.2% － 1.6% － － 100.0%
300万円以上500万円未満 32 － 43.8% 18.8% 9.4% 21.9% 3.1% 3.1% － － － 100.0%
500万円以上700万円未満 10 － 40.0% 20.0% 10.0% 30.0% － － － － － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － 20.0% 20.0% － 40.0% － － － － 20.0% 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － － － 100.0% － － － － － － 100.0%
わからない 5 － 80.0% － 20.0% － － － － － － 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 1.2% 27.7% 8.4% 18.1% 30.1% 8.4% 2.4% 1.2% 1.2% 1.2% 100.0%
だいたい納めた 19 － 31.6% 15.8% 15.8% 21.1% 10.5% － 5.3% － － 100.0%
半分くらい納めた 18 － 38.9% 27.8% 11.1% 16.7% 5.6% － － － － 100.0%
あまり納めなかった 22 － 54.5% 9.1% 18.2% 13.6% 4.5% － － － － 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 2.1% 31.3% 31.3% 14.6% 10.4% 8.3% － 2.1% － － 100.0%
未加入なので、納めていない 19 － 42.1% 21.1% 21.1% 10.5% 5.3% － － － － 100.0%
わからない 10 － 40.0% 20.0% 10.0% 20.0% － 10.0% － － － 100.0%
絶対に支払う 7 － 28.6% 14.3% 28.6% 14.3% 14.3% － － － － 100.0%
たぶん支払う 50 － 34.0% 6.0% 18.0% 28.0% 8.0% 2.0% 2.0% － 2.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 － 40.0% 20.0% 4.4% 26.7% 4.4% 2.2% － 2.2% － 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 － 35.7% 26.2% 16.7% 16.7% 2.4% － 2.4% － － 100.0%
たぶん支払わない 55 1.8% 34.5% 18.2% 18.2% 12.7% 10.9% 1.8% 1.8% － － 100.0%
絶対に支払わない 20 5.0% 20.0% 20.0% 30.0% 15.0% 10.0% － － － － 100.0%

 

問38  個人の税込年収

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 
問39  世帯人数（本人含み）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

255



Ｎ
度数 収入は

ない
130万
円未満

130万
円以上
300万
円未満

300万
円以上
500万
円未満

500万
円以上
700万
円未満

700万
円以上
1,000万
円未満

1,000万
円以上
1,500万
円未満

1,500万
円以上
2,000万
円未満

2,000万
円以上

わから
ない

合計

全体 　 219 2.7% 9.6% 18.7% 17.8% 8.2% 12.8% 7.3% 5.0% 0.9% 16.9% 100.0%
男性 138 2.9% 8.0% 16.7% 20.3% 10.1% 15.2% 6.5% 4.3% 0.7% 15.2% 100.0%
女性 81 2.5% 12.3% 22.2% 13.6% 4.9% 8.6% 8.6% 6.2% 1.2% 19.8% 100.0%
20～24歳 70 － 12.9% 11.4% 2.9% 4.3% 15.7% 17.1% 8.6% 1.4% 25.7% 100.0%
25～29歳 39 － 5.1% 28.2% 17.9% 7.7% 7.7% 2.6% 10.3% 2.6% 17.9% 100.0%
30～34歳 35 5.7% 14.3% 42.9% 14.3% 2.9% 5.7% － － － 14.3% 100.0%
35～39歳 24 8.3% 8.3% 16.7% 37.5% 16.7% 4.2% － － － 8.3% 100.0%
40～44歳 25 8.0% 4.0% 8.0% 36.0% 16.0% 16.0% － － － 12.0% 100.0%
45歳以上 26 － 7.7% 3.8% 26.9% 11.5% 26.9% 11.5% 3.8% － 7.7% 100.0%
自営 56 1.8% 3.6% 8.9% 39.3% 16.1% 16.1% 7.1% － － 7.1% 100.0%
非正規 75 2.7% 13.3% 37.3% 13.3% 6.7% 8.0% 2.7% 2.7% 1.3% 12.0% 100.0%
学生 56 1.8% 12.5% 7.1% 3.6% 5.4% 17.9% 14.3% 10.7% 1.8% 25.0% 100.0%
無職・その他 32 6.3% 6.3% 12.5% 15.6% 3.1% 9.4% 6.3% 9.4% － 31.3% 100.0%
収入はない 18 16.7% 5.6% － 11.1% 11.1% － 11.1% 11.1% － 33.3% 100.0%
130万円未満 84 1.2% 23.8% 10.7% 6.0% 4.8% 17.9% 9.5% 4.8% 1.2% 20.2% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 1.6% － 49.2% 15.9% 4.8% 7.9% 6.3% 3.2% 1.6% 9.5% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 － － 3.1% 68.8% 3.1% 9.4% － 9.4% － 6.3% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 10.0% － － － 80.0% － 10.0% － － － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － － － － － 100.0% － － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － － － － － － 50.0% － － 50.0% 100.0%
わからない 5 － － － － － － － － － 100.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 3.6% 9.6% 9.6% 19.3% 9.6% 15.7% 8.4% 7.2% 1.2% 15.7% 100.0%
だいたい納めた 19 － 10.5% 10.5% 10.5% － 15.8% 10.5% 10.5% － 31.6% 100.0%
半分くらい納めた 18 － 5.6% 27.8% 22.2% 16.7% 11.1% 5.6% － － 11.1% 100.0%
あまり納めなかった 22 9.1% － 45.5% 18.2% － 9.1% 4.5% 4.5% － 9.1% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 － 14.6% 20.8% 18.8% 10.4% 12.5% 4.2% 4.2% － 14.6% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 5.3% 10.5% 26.3% 15.8% 10.5% 10.5% － － 5.3% 15.8% 100.0%
わからない 10 － 10.0% 10.0% 10.0% － － 30.0% － － 40.0% 100.0%
絶対に支払う 7 － － 14.3% － 14.3% 14.3% 28.6% 14.3% － 14.3% 100.0%
たぶん支払う 50 2.0% 6.0% 18.0% 14.0% 6.0% 14.0% 12.0% 8.0% 2.0% 18.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 － 17.8% 17.8% 13.3% 8.9% 11.1% 6.7% 4.4% － 20.0% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 2.4% 4.8% 26.2% 23.8% 9.5% 11.9% 4.8% 4.8% － 11.9% 100.0%
たぶん支払わない 55 5.5% 9.1% 14.5% 23.6% 7.3% 12.7% 5.5% 3.6% 1.8% 16.4% 100.0%
絶対に支払わない 20 5.0% 15.0% 20.0% 15.0% 10.0% 15.0% － － － 20.0% 100.0%

 

問40  世帯の税込年収

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ

およそ
●％

わから
ない

合計

全体 　 219 5.9% 5.5% 21.9% 65.8% 0.9% 100.0% 64.8% 35.2% 100.0%
男性 138 5.8% 7.2% 18.8% 67.4% 0.7% 100.0% 72.5% 27.5% 100.0%
女性 81 6.2% 2.5% 27.2% 63.0% 1.2% 100.0% 51.9% 48.1% 100.0%
20～24歳 70 1.4% 2.9% 27.1% 68.6% － 100.0% 57.1% 42.9% 100.0%
25～29歳 39 － － 33.3% 66.7% － 100.0% 59.0% 41.0% 100.0%
30～34歳 35 － 2.9% 17.1% 80.0% － 100.0% 62.9% 37.1% 100.0%
35～39歳 24 12.5% 4.2% 8.3% 70.8% 4.2% 100.0% 75.0% 25.0% 100.0%
40～44歳 25 12.0% 4.0% 20.0% 64.0% － 100.0% 80.0% 20.0% 100.0%
45歳以上 26 23.1% 26.9% 11.5% 34.6% 3.8% 100.0% 73.1% 26.9% 100.0%
自営 56 14.3% 16.1% 14.3% 53.6% 1.8% 100.0% 76.8% 23.2% 100.0%
非正規 75 2.7% － 30.7% 66.7% － 100.0% 68.0% 32.0% 100.0%
学生 56 1.8% 3.6% 17.9% 76.8% － 100.0% 62.5% 37.5% 100.0%
無職・その他 32 6.3% 3.1% 21.9% 65.6% 3.1% 100.0% 40.6% 59.4% 100.0%
収入はない 18 5.6% 5.6% 22.2% 66.7% － 100.0% 44.4% 55.6% 100.0%
130万円未満 84 3.6% 2.4% 27.4% 66.7% － 100.0% 63.1% 36.9% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 4.8% 1.6% 22.2% 69.8% 1.6% 100.0% 63.5% 36.5% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 3.1% 12.5% 18.8% 65.6% － 100.0% 75.0% 25.0% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 10.0% 20.0% － 70.0% － 100.0% 80.0% 20.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 40.0% 20.0% － 20.0% 20.0% 100.0% 100.0% － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 50.0% 50.0% － － － 100.0% 100.0% － 100.0%
わからない 5 20.0% － 20.0% 60.0% － 100.0% 40.0% 60.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 6.0% 12.0% 24.1% 56.6% 1.2% 100.0% 72.3% 27.7% 100.0%
だいたい納めた 19 5.3% 10.5% 21.1% 63.2% － 100.0% 52.6% 47.4% 100.0%
半分くらい納めた 18 5.6% － 27.8% 66.7% － 100.0% 72.2% 27.8% 100.0%
あまり納めなかった 22 4.5% － 18.2% 77.3% － 100.0% 40.9% 59.1% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 4.2% － 16.7% 77.1% 2.1% 100.0% 68.8% 31.3% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 15.8% － 26.3% 57.9% － 100.0% 63.2% 36.8% 100.0%
わからない 10 － － 20.0% 80.0% － 100.0% 50.0% 50.0% 100.0%
絶対に支払う 7 － 14.3% 28.6% 57.1% － 100.0% 14.3% 85.7% 100.0%
たぶん支払う 50 12.0% 8.0% 18.0% 62.0% － 100.0% 56.0% 44.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 2.2% 11.1% 20.0% 66.7% － 100.0% 55.6% 44.4% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 2.4% 4.8% 26.2% 66.7% － 100.0% 69.0% 31.0% 100.0%
たぶん支払わない 55 5.5% － 18.2% 72.7% 3.6% 100.0% 85.5% 14.5% 100.0%
絶対に支払わない 20 10.0% － 35.0% 55.0% － 100.0% 60.0% 40.0% 100.0%

有効N 平均値 標準偏差 最小値 5%ﾀｲﾙ 25%ﾀｲﾙ 中央値 75%ﾀｲﾙ 95%ﾀｲﾙ 最大値
全体 　 142 0.08 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00

男性 100 0.09 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 1.00
女性 42 0.04 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.80
20～24歳 40 0.03 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.60
25～29歳 23 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
30～34歳 22 0.04 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
35～39歳 18 0.16 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.90 0.90
40～44歳 20 0.19 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.90 1.00
45歳以上 19 0.11 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.70 0.70
自営 43 0.10 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.60 0.90
非正規 51 0.09 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 1.00
学生 35 0.04 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.60
無職・その他 13 0.06 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75
収入はない 8 0.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.50 0.50
130万円未満 53 0.02 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.70
130万円以上300万円未満 40 0.06 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 1.00
300万円以上500万円未満 24 0.20 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.80 0.90
500万円以上700万円未満 8 0.09 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.50 0.50
700万円以上1000万円未満 5 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10
1000万円以上1500万円未満 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
わからない 2 0.40 0.57 0.00 0.00 0.00 0.40 0.80 0.80 0.80
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 60 0.10 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.90
だいたい納めた 10 0.06 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
半分くらい納めた 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
あまり納めなかった 9 0.12 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80
全く（1ヶ月も）納めなかった 33 0.04 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 1.00
未加入なので、納めていない 12 0.14 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.80 0.80
わからない 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
絶対に支払う 1 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
たぶん支払う 28 0.09 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.75
どちらかといえば支払う 25 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20
どちらかといえば支払わない 29 0.05 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.70
たぶん支払わない 47 0.12 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 1.00
絶対に支払わない 12 0.05 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50

合計その他賃貸住
宅（借
家な
ど）

持家
（自分
または
配偶者
以外の
名義

(親など
の名
義)）

持家
（自分
または
配偶者
の名義
で、住
宅ロー
ン支払
いなし）

持家
（自分
または
配偶者
の名義
で、住
宅ロー
ン支払
い中）

度数

 

問43  個人の金融資産
のうち株式の割合（判明

／不明）

問41  住居の形態

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 
問43％na  個人の金融資産のうち株式の割合（わからないは欠損値）

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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Ｎ
度数 100万

円未満
100万
円以上
500万
円未満

500万
円以上
1,000万
円未満

1,000万
円以上
2,000万
円未満

2,000万
円以上
3,000万
円未満

3,000万
円以上

わから
ない

合計

全体 　 219 30.6% 16.0% 7.3% 6.8% 3.2% 4.1% 32.0% 100.0%
男性 138 29.0% 17.4% 8.7% 10.1% 3.6% 2.2% 29.0% 100.0%
女性 81 33.3% 13.6% 4.9% 1.2% 2.5% 7.4% 37.0% 100.0%
20～24歳 70 15.7% 12.9% 2.9% 1.4% 2.9% 2.9% 61.4% 100.0%
25～29歳 39 38.5% 17.9% 7.7% 2.6% － 5.1% 28.2% 100.0%
30～34歳 35 45.7% 20.0% 5.7% － － － 28.6% 100.0%
35～39歳 24 58.3% 16.7% 4.2% 8.3% 4.2% － 8.3% 100.0%
40～44歳 25 24.0% 12.0% 20.0% 20.0% － 12.0% 12.0% 100.0%
45歳以上 26 19.2% 19.2% 11.5% 23.1% 15.4% 7.7% 3.8% 100.0%
自営 56 35.7% 16.1% 8.9% 19.6% 7.1% 5.4% 7.1% 100.0%
非正規 75 46.7% 17.3% 8.0% 2.7% 2.7% － 22.7% 100.0%
学生 56 12.5% 14.3% 1.8% 1.8% 1.8% 3.6% 64.3% 100.0%
無職・その他 32 15.6% 15.6% 12.5% 3.1% － 12.5% 40.6% 100.0%
収入はない 18 － 16.7% 16.7% － － 11.1% 55.6% 100.0%
130万円未満 84 34.5% 10.7% 3.6% － 4.8% 1.2% 45.2% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 36.5% 25.4% 3.2% 3.2% 1.6% 4.8% 25.4% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 34.4% 12.5% 12.5% 18.8% 3.1% 9.4% 9.4% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 30.0% 20.0% 10.0% 40.0% － － － 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 － 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － － 100.0% － － － － 100.0%
わからない 5 20.0% － － 20.0% － － 60.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 15.7% 18.1% 12.0% 13.3% 3.6% 3.6% 33.7% 100.0%
だいたい納めた 19 15.8% 5.3% 10.5% 5.3% 5.3% 15.8% 42.1% 100.0%
半分くらい納めた 18 50.0% 11.1% 5.6% － － － 33.3% 100.0%
あまり納めなかった 22 40.9% 18.2% 4.5% 4.5% 9.1% － 22.7% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 47.9% 18.8% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 25.0% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 42.1% 21.1% 5.3% 5.3% － 10.5% 15.8% 100.0%
わからない 10 20.0% － － － － － 80.0% 100.0%
絶対に支払う 7 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 100.0%
たぶん支払う 50 24.0% 20.0% 6.0% 10.0% 2.0% 2.0% 36.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 31.1% 13.3% 11.1% 6.7% － － 37.8% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 40.5% 11.9% 4.8% 4.8% 4.8% 9.5% 23.8% 100.0%
たぶん支払わない 55 32.7% 14.5% 7.3% 7.3% 5.5% 1.8% 30.9% 100.0%
絶対に支払わない 20 25.0% 25.0% 5.0% － － 10.0% 35.0% 100.0%

Ｎ

度数 含めた 含めて
いない

合計 問45枝
0  枝問
非該当

問45枝
1  情報
がない

問45枝
2  給付
があて
になら
ない

問45枝
3  強制
加入

問45枝
4  保険

料を
払って
いない

問45枝
5  その

他

合計

全体 　 219 6.8% 93.2% 100.0% 7.3% 47.5% 50.7% 5.0% 26.9% 9.1% 100.0%
男性 138 5.8% 94.2% 100.0% 6.5% 52.9% 49.3% 5.8% 18.8% 9.4% 100.0%
女性 81 8.6% 91.4% 100.0% 8.6% 38.3% 53.1% 3.7% 40.7% 8.6% 100.0%
20～24歳 70 15.7% 84.3% 100.0% 17.1% 47.1% 31.4% 1.4% 7.1% 11.4% 100.0%
25～29歳 39 2.6% 97.4% 100.0% 2.6% 38.5% 61.5% 5.1% 33.3% 10.3% 100.0%
30～34歳 35 2.9% 97.1% 100.0% 2.9% 40.0% 60.0% 8.6% 48.6% 11.4% 100.0%
35～39歳 24 － 100.0% 100.0% － 54.2% 62.5% 4.2% 37.5% － 100.0%
40～44歳 25 4.0% 96.0% 100.0% 4.0% 56.0% 64.0% 8.0% 36.0% － 100.0%
45歳以上 26 3.8% 96.2% 100.0% 3.8% 57.7% 50.0% 7.7% 23.1% 15.4% 100.0%
自営 56 3.6% 96.4% 100.0% 3.6% 53.6% 55.4% 8.9% 28.6% 8.9% 100.0%
非正規 75 1.3% 98.7% 100.0% 1.3% 40.0% 61.3% 5.3% 44.0% 8.0% 100.0%
学生 56 14.3% 85.7% 100.0% 16.1% 51.8% 30.4% 1.8% 1.8% 10.7% 100.0%
無職・その他 32 12.5% 87.5% 100.0% 12.5% 46.9% 53.1% 3.1% 28.1% 9.4% 100.0%
収入はない 18 11.1% 88.9% 100.0% 11.1% 55.6% 22.2% 5.6% 16.7% 5.6% 100.0%
130万円未満 84 10.7% 89.3% 100.0% 11.9% 38.1% 40.5% 1.2% 27.4% 10.7% 100.0%
130万円以上300万円未満 63 3.2% 96.8% 100.0% 3.2% 39.7% 66.7% 9.5% 31.7% 7.9% 100.0%
300万円以上500万円未満 32 － 100.0% 100.0% － 78.1% 62.5% 6.3% 34.4% 6.3% 100.0%
500万円以上700万円未満 10 － 100.0% 100.0% － 70.0% 50.0% 10.0% 20.0% 10.0% 100.0%
700万円以上1000万円未満 5 20.0% 80.0% 100.0% 20.0% 60.0% 60.0% － － － 100.0%
1000万円以上1500万円未満 2 － 100.0% 100.0% － 50.0% 50.0% － － 50.0% 100.0%
わからない 5 20.0% 80.0% 100.0% 20.0% 20.0% 40.0% － － 20.0% 100.0%
全て（1ヶ月も欠かさず）納めた 83 8.4% 91.6% 100.0% 8.4% 57.8% 49.4% 6.0% 2.4% 9.6% 100.0%
だいたい納めた 19 15.8% 84.2% 100.0% 21.1% 42.1% 68.4% 5.3% － 5.3% 100.0%
半分くらい納めた 18 － 100.0% 100.0% － 55.6% 66.7% 11.1% 38.9% 5.6% 100.0%
あまり納めなかった 22 4.5% 95.5% 100.0% 4.5% 45.5% 54.5% 9.1% 31.8% 13.6% 100.0%
全く（1ヶ月も）納めなかった 48 4.2% 95.8% 100.0% 4.2% 33.3% 45.8% 2.1% 60.4% 4.2% 100.0%
未加入なので、納めていない 19 － 100.0% 100.0% － 42.1% 42.1% － 68.4% 10.5% 100.0%
わからない 10 20.0% 80.0% 100.0% 20.0% 40.0% 30.0% － 10.0% 30.0% 100.0%
絶対に支払う 7 28.6% 71.4% 100.0% 42.9% 28.6% 28.6% － 14.3% － 100.0%
たぶん支払う 50 12.0% 88.0% 100.0% 12.0% 46.0% 42.0% 2.0% 12.0% 12.0% 100.0%
どちらかといえば支払う 45 6.7% 93.3% 100.0% 6.7% 48.9% 53.3% 2.2% 24.4% 8.9% 100.0%
どちらかといえば支払わない 42 2.4% 97.6% 100.0% 2.4% 45.2% 66.7% 14.3% 23.8% 14.3% 100.0%
たぶん支払わない 55 3.6% 96.4% 100.0% 3.6% 52.7% 49.1% 5.5% 41.8% 3.6% 100.0%
絶対に支払わない 20 5.0% 95.0% 100.0% 5.0% 45.0% 45.0% － 40.0% 10.0% 100.0%

 

問44  世帯の金融資産額

性別

年齢層

職業

個人の
税込年
収

問45枝問  金融資産に国民年金受給額を含めない理由
（複数回答）

問45  金融資産に国民
年金受給額を含めたか

性別

年齢層

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)

 

職業

個人の
税込年
収

過去２
年間の
納付実
績（免
除も納
付ｶｳﾝ
ﾄ）
任意加
入での
納付意
思(通
知前)
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ドイツ年金保険 
 

xxxxxxxxxxxxxxx 
 
エーファ・ムスターマン様 
アイセンエックシュトラーセ 55 
60322 フランクフルト 
 
 
 
 
 
 
保険番号              区分 
65 060960 F 008         xxxx 
かならず番号をお知らせください 

部  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
 
電話     xxxxxxxxxxxxx 
ファックス   xxxxxxxxxxxxx 
 
事務時間： 
月～水 8：00～16：00、木 8：00～18：00、
金 8：00～12：00 または予約時間 
 
日付 
2004 年 6 月 30 日 

 
 

あなたの年金情報 
  
ムスターマン様 
 
拝啓 
この年金情報は、ドイツ年金保険があなたに対して、1977 年 9 月 6 日から 2004 年 12 月

31 日までに記録されたデータを基礎として、現行の年金法に基づき作成したものです。 
したがって、人的な変更や法改正によって、期待される年金給付が変更される可能性があ

ります。年金から、医療保険料および介護保険料、場合により税金も支払う必要がありま

すのでご注意ください。裏面にも、各情報に関する重要な解説があります。 
 
完全稼得能力低下年金 
あなたの稼得能力が、今日の時点で完全に低下していると仮定した場合、 
あなたは毎月、次の額の年金をドイツ年金保険から受け取るでしょう。 
                            
将来的な老齢年金額 
あなたがこれまでに得た年金期待権に基づけば、あなたは 65 歳から 
毎月、次の額の老齢年金を、ドイツ年金保険から受け取るでしょう。 
                            
あなたに対して 65 歳まで、過去 5 暦年の平均保険料が支払われると 
仮定した場合、年金調整を考慮しなければ、あなたは毎月、次の額の 
老齢年金を、ドイツ年金保険から受け取るでしょう。 
                            

1,197.67 ユーロ

822.68 ユーロ

1,847.23 ユーロ
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年金調整 
あなたの老齢年金額は 1,847.23 ユーロと算定されていますが、将来的な年金調整に基づき、

実際には引き上げがあると予想されます。残念ながら引き上げ幅は、ドイツ年金保険でも

予測できません。そこであなたに対し、2 つの可能なバリエーションを算定しました。仮に

毎年のスライド率を 1.5％とした場合、65 歳以降の年金月額（購買力の低下は考慮しませ

ん）は、約 2,480 ユーロとなります。また毎年のスライド率が 2.5％の場合には、約 3,020
ユーロの年金月額となるでしょう。 
 
付加的準備金の必要性 
年金は賃金と比べて、将来的に上昇率が低く、したがって稼得所得とのギャップが今後、

大きくなることから（年金ギャップ）、付加的な老齢援護がより重要になります。補足的老

齢準備金についても、― 期待される年金給付と同様に ― 生計費の上昇とこれに伴う貨幣

価値下落（インフレーション）に注意が必要です。 
 
この情報は、年金書類といっしょに保管してください。 

敬具 
 
ドイツ年金保険    裏面もご覧ください 
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法律改正 
法定年金保険は資金調達を確保するために、経済的・社会的な枠組み条件の変化に対し、

柔軟な調整をします。過去に実施された最終調整は、年金保険持続法による調整、とくに

訓練教育期間の評価の低下、ならびに年金調整における人口動態の変化の考慮による調整

です。この改正によって、これまであなたに対して年金情報で算定した年金額と、ずれが

生じる可能性があります。 
 
年金算定の基礎 
年金の額は基本的に、あなたの労働所得、あるいは労働所得に基づき支払われた保険料に

よって決まります。これらを報酬点数に換算します。あなたが一年間、全被保険者の平均

所得（現時点では 29,428.00 ユーロ）と同じ額を得ている場合には、報酬点数 1 点をあな

たの年金口座の貸方勘定に記入します。そのほかにも特定の期間に対して、報酬点数を貸

方記入することができます。たとえば保険料を全く支払っていない期間（専門実業教育の

ため等）、または保険料を国、職業紹介機関、疾病金庫もしくはその他の機関（兵役もしく

は非軍事的役務、児童養育、失業、疾病等に関連する機関）が、あなたに対して支払った

期間がこれに該当します。65 歳から支給される年金額を算定するためには、すべての報酬

点数を合算し、いわゆる現実年金価値を掛け合わせます。現実年金価値は現在、旧連邦州

で 26.13 ユーロ、新連邦州で 22.97 ユーロです。これはすなわち、報酬点数 1 点が現在、

たとえば旧連邦州において年金月額 26.13 ユーロに相当するということです。年金の受給

が 65 歳より前または後に開始される場合には、年金が減額あるいは増額されます。  
 
年金保険料と報酬点数 
これまでドイツ年金保険は、あなたの年金口座に対して 
次の保険料を受け取りました： 
あなたからの納入： 
                        
あなたの使用者からの納入： 
                        
公的金庫（疾病金庫、職業紹介機関等）からの支払い： 
                        
あなたの児童養育期間に対し、連邦から一括保険料の支払いが 
ありました。 
受け取った保険料、およびあなたのその他の保険期間から、 
あなたがこれまでに得た報酬点数の合計は次の通りです。 
                        

32,783.18 ユーロ

32,359.66 ユーロ

4,716.67 ユーロ

31.4841

 
完全稼得能力低下年金 
60 歳未満の被保険者の場合、完全稼得能力低下年金の計算において考慮されるのは、口座

の貸方にこれまで記入された報酬点数だけではありません。完全稼得能力低下の開始から

60 歳に達するまでの期間に対して、これまで獲得した報酬点数の平均に基づいて、追加報

酬点数が加算されます。ただし稼得能力低下年金は、― 稼得能力低下が開始し、かつ適時

に申請した上で ― 特定の保険受給条件（原則として稼得能力低下前の 5 年間に、3 年間の

強制保険料支払い期間）を満たしている場合のみに支払われます。 
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あなたの将来の老齢年金額 
年金額 822.68 ユーロは、あなたの将来的な年金額とは恐らく一致しないでしょう。むしろ、

今後数年間にあなたが築く年金期待権、ならびに将来的な年金調整も、考慮する必要があ

ります。したがってドイツ年金保険は算定において、あなたの年金口座の過去 5 暦年から、

職業訓練期間および児童養育期間を考慮せずに平均して算出される報酬点数が、あなたに

対して 65 歳に達するまで毎年、プラスされると仮定しました。  
 
年金調整 
年金調整とは、年金のスライド調整（増額）を意味します。原則として年金調整は、賃金

の変化に従います。賃金の変化は、年金計算に対しては － とくに人口動態の変化を基礎

として－ 縮小的にのみ、考慮されます。しかし将来的な年金調整を、確実に予想すること

は不可能です。ドイツ年金保険では、あなたの老齢年金のスライド算定を、連邦政府の賃

金変化予測を考慮して実施しました。しかし算定額は、－ 今後得られるあらゆる所得と同

様に（たとえば生命保険から得た所得など）－ 生計費の上昇とこれに伴う貨幣価値下落（イ

ンフレーション）のために － 購買能力の点で、今日の同じ額の所得とは比較できません。

すなわち、インフレ率がたとえば 1.5％である場合、あなたが 65 歳の時点で 100 ユーロは、

恐らく今日の価値に基づけば、約 64 ユーロの購買能力にしか相当しないでしょう。 
 
その他の情報 
年金情報や年金保険の給付に関するご質問は、お気軽にドイツ年金保険までお電話くださ

い。ドイツ年金保険の事務時間に、サービス電話番号までお問合せください（国内無料）。

またドイツ年金保険の 1000 以上ある情報・相談機関でも、対面あるいは電話、またはイン

ターネットで情報を提供しています。ドイツ年金保険では、国が助成する付加的な老齢準

備金や、社会的基本保障に関するご質問にもお答えしています。 
 
【用紙左欄外の横向きロゴ】 
年金情報 2005 
 
【用紙下欄外のロゴ】 
世代にわたる安心 

法定年金 
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連邦職員保険庁 
 

  
連邦職員保険庁 10704 ベルリン 

事務所：ルールシュトラーセ 2、 
    10709 ベルリン（ヴィルマースドルフ）

    Tel.：030 865-1、Fax.：030 865-27240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
被保険者番号               
64 060849 Ｌ 500  

1 頁

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
 
 
アナ・テスト様 
ルールシュトラーセ 2 
10704 ベルリン 
 
 
  

被保険者番号               
64 060849 Ｌ 500 
 
お問合せの際は、かならずこの番号を 
お知らせください 
 
ベルリン、2005 年 3 月 1 日 
 
 

－保険書類－ 
大切に保管してください 

 
年金通知－年金決定なし 
  
アナ・テスト様 
 
この年金通知は、現行の水準に基づき次の内容をお知らせするものです。 
－ 完全稼得能力低下年金額 
－ 65 歳以降の年金額（通常老齢年金） 
－ 記録された年金受給資格期間（添付資料 2 を参照） 
－ 各種年金給付に対する条件をどれだけ満たしているか 
－ 個人報酬点数（添付資料 6 を参照） 
 
完全稼得能力低下年金額 は、2005 年 3 月 1 日 に給付事例が発生すると仮定した場合、 
毎月 1,130.59 ユーロ となるでしょう。 
 
この額には、60 歳に達するまでの期間が考慮されています（加算期間）。 
 
部分的稼得能力低下年金は、上記算定額の二分の一となるでしょう。 
稼得能力低下の有無については、当庁では確認していません。 
 
65 歳以降の老齢年金額は、これまで記録された年金受給資格期間ならびに現在の現実年金

価値のみを基礎として算定する場合、毎月 1,103.56 ユーロとなるでしょう。 
 
算定方法については、添付資料 1 をご参照ください。 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Forms BFASTD-V03-08/02 電話番号（代表）：030 865-1、サービス電話番号：0800 3331919、

インターネット：www.bfa.de、E-mail：bfa@bfa.de  
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被保険者番号               
64 060849 Ｌ 500  

2 頁

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
算定は、保険履歴（添付資料 2 を参照）に記録される期間を基礎としています。2005 年 3
月 1 日までに、明らかでない期間があります（「保険履歴に関する注意事項」の項を参照）。

保険履歴が完全で正しいかどうかをご確認ください。 
 
あなたに対して 65 歳まで、過去 5 暦年の平均保険料が支払われると仮定した場合、年金調

整を考慮しなければ、あなたが毎月、受け取る老齢年金の額は 1,424.27 ユーロとなるでし

ょう。 
 
将来的な調整： 
あなたの老齢年金額は 1,424.27 ユーロと算定されていますが、将来的な年金調整に基づき、

実際には引き上げがあると予想されます。ただし、引き上げ幅は予測できません。そこで

当庁はあなたに対し、――購買力の低下は考慮せずに――二種類の可能なバリエーション

を算定しました。仮に毎年のスライド率を 1.5％とした場合、65 歳以降の年金月額は、約

1,650 ユーロとなるでしょう。また毎年のスライド率が 2.5％の場合には、年金月額は約

1,820 ユーロとなるでしょう。 
 
年金と請求要件に関する注意事項は、この通知の次の各章をお読みください： 
A 年金額と医療保険料／介護保険料 
B 年金の申請と支給開始 
C 待機期間月数 
D 稼得能力低下年金 
E 老齢年金 
F 失業または高齢者パートタイム就労による老齢年金の早期受給 
G 女性に対する老齢年金の早期受給 
H 重度障害者に対する老齢年金の早期受給 
I 長期被保険者に対する老齢年金の早期受給 
J 遺族年金 
K 保険履歴に関する注意事項 
L 個人型老齢準備金 
M 老齢保障の課税 
N 情報提供と相談 
O 年金情報の添付資料 
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被保険者番号               
64 060849 Ｌ 500  

3 頁

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
A 年金額と医療保険料／介護保険料 
年金期待権は、現行の規定に基づき算定されています。算定額の減少は、とくに障害年金

が支給される場合に考慮されます。さらに国籍を変更した場合、または外国に転居した場

合には、変更の可能性があります。将来的に有効となる新しい法規定、または超国家法お

よび国際法の適用によっても、変更される可能性があります。 
したがって、この年金通知に法的拘束力はありません。 
 
年金受給中に医療保険加入義務がある場合、年金支給月額は、年金受給者が負担すべき医

療保険料の半額分と介護保険料分が減額されます。 
医療保険料の負担額は、受給権者が年金受給中に所属する疾病金庫の保険料率によって異

なります。 
年金額が 1,103.56 ユーロのとき、たとえば保険料率 14.3％を考慮すると、78.90 ユーロと

なります。 
介護保険料は 18.76 ユーロ（1.70％）となるでしょう。 
任意または個人で医療保険に加入する場合は、医療保険の費用に対して補助金が支給され

ます。 
 
B 年金の申請と支給開始 
年金は、待機期間、人的条件および特定の保険受給要件を満たしており、かつ年金申請を

行った場合にのみ、支給されます。被保険者年金の最も早期の支給開始は、受給要件を満

たしてから 3 暦月以内に申請をした場合にのみ、可能となります。 
これより遅く申請をする場合には、申請をした暦月からはじめて支給されます。待機期間

を満たしただけでは、年金請求権は発生しません。 
 
C 待機期間月数 
年金の種類によって異なる、年金受給資格期間を含む待機期間を満たさなければなりませ

ん。以下の月数データとこれに基づく年金請求権に対する推定はすべて、これまで記録さ

れた期間のみを基礎としています。たとえば昨年と今年にすでに支払われたものの、保険

履歴にはまだ記録されていない保険料は、算入していません。 
以上に基づき考慮される月数： 
－ 保険料納付済期間 453 月 
 
D 稼得能力低下年金 
部分的または完全稼得能力低下が発生する前に、待機期間ならびに特定の保険受給要件を

満たしている場合にのみ、年金が支給されます。原則として期限付きで支給され、最も早

い場合、稼得能力低下の発生後、第 7 月の暦月初日をもって支給されます。 
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この年金に必要な、保険料納付済期間および代替期間を含む 5 年の待機期間は満たしてい

ます。 
稼得能力低下年金は、稼得能力低下前の過去 5 年間に、3 年以上の強制保険料を負担してい

る場合に支給されます。5 年の算出においては特定期間が算入されないため、その分、期間

は長くなります。 
1984 年 1 月以降、今日まで任意保険料を支払っている場合にも、この要件を満たすことが

できます。 
 
算定の基礎となる年金支給開始日の 2005 年 4 月 1 日時点では、63 歳に達していないので、

36 月に基づく 10.8％の年金減額を考慮しました。年金支給開始日が変更される場合には、

年金減額も変更される可能性があります。 
 
年金額には、54 月の加算期間を考慮しました。2005 年 3 月 1 日より後に給付事例が発生す

る場合には、加算期間が短縮されます。ただし加算期間のかわりに保険料納付済期間また

は算入期間が、加算期間と等価で考慮される場合には、年金額は減額されません。 
 
追加報酬に関する注意事項 
稼得能力低下年金は、追加報酬限度額を超えていない場合にのみ、全額が支給されます。

これは税込みの労働報酬、税込みの労働所得、同等の所得ならびに同等の給付を基準とし

ます。 
 
完全稼得能力低下年金の支給に対する追加報酬限度額は、現時点では月額 345.00 ユーロで

す。 
 
追加報酬限度額を超える場合は、稼得した追加報酬に応じて、年金全額の四分の三または

二分の一または四分の一を支給可能であるかどうかを審査します。 
 
この年金通知で仮定する 2005 年 3 月 1 日の給付事例の場合には、完全稼得能力低下年金の

部分的支給に対する毎月の追加報酬限度額が、次のように定められています。 
支給額   旧連邦州  新連邦州 
－ 四分の三：  1,560.20 ユーロ  1,371.52 ユーロ 
－ 二分の一：  2,070.26 ユーロ  1,819.90 ユーロ 
－ 四分の一：  2,580.32 ユーロ  2,268.28 ユーロ 
 
部分的稼得能力低下年金の額も、稼得した追加報酬によって異なります。当該の年金は、

全額または半額で支給されます。部分的稼得能力低下年金に対しては、次の追加報酬限度

額が定められています。 
支給額   旧連邦州  新連邦州 
－ 全額：  2,070.26 ユーロ  1,819.90 ユーロ 
－ 二分の一：  2,580.32 ユーロ  2,268.28 ユーロ 

286



 
被保険者番号               
64 060849 Ｌ 500  

5 頁

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
年金の種類に対して適用される最大追加報酬限度額を超える場合には、稼得能力低下年金

は支給されません。 
 
完全または部分的稼得能力低下年金の、部分受給者に対する追加報酬限度額の大きな算定

要素は、現実年金価値です。現実年金価値は年金調整によって変わるため、年金調整後は

異なる追加報酬限度額が適用されます。 
 
年間で――そのつどの年金額に影響を及ぼさず――二回、そのつど基準となる追加報酬限

度額の二倍までを稼得することが許されます。 
 
就業不能である場合には、その他の要件を満たす限りにおいて、65 歳に達するまでの部分

的稼得能力低下年金の請求権が発生する可能性がありますので、ご留意ください。 
 
E 老齢年金 
65 歳以降の通常老齢年金に対する待機期間は、保険料納付済期間および代替期間を含む 5
年です。この待機期間は満たしています。 
 
65 歳以降に支給される通常老齢年金のほか、老齢年金の早期受給を請求することができま

す。ただし早期受給によって、老齢年金の全受給期間に対しても、また場合によって後続

する遺族年金に対しても、年金が減額される可能性があります。 
年金減額率は、老齢年金を早期に請求する各暦月に対して 0.3％です。ただしこの減額率は、

年金保険に特別な保険料を支払うことによって、全額あるいは一部を相殺することができ

ます。 
 
老齢年金の早期請求の要件は、その他の人的条件および保険受給要件を満たしていること

です。受給要件の詳細と、あなたに適用される減額については、以下に続く各種老齢年金

に関する説明をご参照ください。 
 
追加報酬に関する注意事項 
老齢年金は、完全年金として、または部分年金として受給することができます。部分年金

は完全年金の三分の一、二分の一、または三分の二となります。65 歳以降の老齢年金に対

しては、追加報酬は限度なく稼得することができます。65 歳未満の場合は、追加報酬限度

額を超えない場合にのみ、老齢年金が支給されます。その算定は、税込みの労働報酬、税

込みの労働所得、ならびに同等の所得を基準とします。  
 
完全年金および部分年金に対しては、異なる追加報酬限度額が適用されます。限度額は、

暦年によって変化する価値に左右されます。追加報酬限度に関する詳細は、当庁までお問

合せください。 
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年間で――そのつどの年金額に影響を及ぼさず――二回、そのつど基準となる追加報酬限

度額の二倍までを稼得することが許されます。 
 
F 失業または高齢者パートタイム就労による老齢年金の早期受給 
失業または高齢者パートタイム就労による老齢年金に対する待機期間は、保険料納付済期

間および代替期間を含む 15 年です。この待機期間は満たしています。 
 
この老齢年金は、基準となる年齢に達しており、58 歳 6 ヶ月に達した後に合計で 52 週間

ならびに年金受給開始時に失業状態にあり、または高齢者パートタイム就労法に基づき労

働時間を 24 暦月以上にわたり短縮し、かつ追加報酬限度額を超えていない場合に、受給す

ることができます。さらに年金受給開始前の 10 年間に 8 年以上、強制保険料を支払ってい

る必要があります。10 年の算出には特定期間が算入されませんので、その分、この期間は

長くなります。 
 
前述の要件を満たしているかどうかについては、確認できませんでした。 
 
年金減額および早期受給に関する法規定から、あなたには次のことが該当します： 
この老齢年金を早期受給する場合には、年金額がかならず減額されます。 
年金減額を伴う、最も早期の受給開始は、2012 年 9 月 1 日からとなります。 
この老齢年金に必要な信頼保護規定の要件は、満たしていません。 
上述の時点でこの老齢年金を早期請求する場合、年金は 7.2％が減額されるでしょう。 
 
早期請求に対する受給最低年齢 60 歳は、2004 年 1 月 1 日の時点で失業していた、または

無職であった被保険者に対しては、引き上げられません。 
このことは、2004 年 1 月 1 日より前に行われた解約告知または合意に基づき、2004 年 1
月 1 日以降に雇用関係が終了した被保険者に対しても適用されます。 
2004 年 1 月 1 日より前に合意された雇用関係の期限または期限付きの労働市場政策上の措

置への同意も、2004 年 1 月 1 日より前に結ばれた雇用関係の終了に関する合意に等しいも

のとします。2004 年 1 月 1 日より前に高齢者パートタイム就労法の意味における高齢者パ

ートタイム就労に合意した、または解雇された鉱山被用者に対する調整手当を受給した被

保険者にも、これは準用されます。  
 
この信頼保護規定の要件を満たしているかどうかについては、確認できませんでした。 
 
G 女性に対する老齢年金の早期受給 
女性に対する老齢年金に対する待機期間は、保険料納付済期間および代替期間を含む 15 年

です。この待機期間は満たしています。 
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この老齢年金は、40 歳以降に 10 年を超える強制保険料納付済期間がある場合に、受給する

ことができます。これまでに、当該期間に対する 185 月の強制保険料納付済期間がありま

す。この老齢年金は、基準となる年齢に達し、かつ追加報酬限度額を超えていない場合に

支給されます。 
 
法規定により、あなたに対しては次の年金減額が定められています： 
この老齢年金を早期受給する場合には、年金額がかならず減額されます。  
年金減額を伴う、最も早期の受給開始は、2009 年 9 月 1 日からとなります。 
上述の時点でこの老齢年金を早期請求する場合、年金は 18.0％が減額されるでしょう。 
 
H 重度障害者に対する老齢年金の早期受給 
重度障害者、就労不能者および稼得不能者に対する老齢年金に対する待機期間は、保険料

納付済期間、代替期間、加算期間および考慮期間を含む 35 年です。この待機期間は満たし

ています。 
 
この老齢年金は待機期間を満たしているとき、基準となる年齢に達しており、年金受給開

始時に重度障害者、就労不能者または稼得不能者であり、かつ追加報酬限度額を超えてい

ない場合に支給されます。 
 
法規定により、あなたに対しては次の年金減額が定められています： 
年金減額のない年金受給開始は、2012 年 9 月 1 日からとなります。 
年金減額を伴う、最も早期の受給開始は、2009 年 9 月 1 日からとなります。 
上述の時点でこの老齢年金を早期請求する場合、年金は 10.8％が減額されるでしょう。 
 
受給最低年齢は、2000 年 11 月 16 日の時点で重度障害者、就労不能者または稼得不能者で

あった被保険者に対しては、引き上げられません。この信頼保護規定の要件を満たしてい

るかどうかについては、確認できませんでした。 
 
I  長期被保険者に対する老齢年金の早期受給 
長期被保険者に対する老齢年金に対する待機期間は、保険料納付済期間、代替期間、加算

期間および考慮期間を含む 35 年です。この待機期間は満たしています。 
 
この老齢年金は待機期間を満たしているとき、基準となる年齢に達しており、かつ追加報

酬限度額を超えていない場合に支給されます。 
 
法規定により、あなたに対しては次の年金減額が定められています： 
この老齢年金を早期受給する場合には、年金額がかならず減額されます。 
年金減額を伴う、最も早期の受給開始は、2011 年 11 月 1 日からとなります。 
上述の時点でこの老齢年金を早期請求する場合、年金は 10.2％が減額されるでしょう。 
 
信頼保護規定に関する注意事項 
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上に説明される老齢年金に対する保護規定に掲げる構成要件、および当庁がこれまで確認

することができなかった構成要件に、あなたが該当する場合には、照会があれば個別に、

その要件があなたのケースで影響を及ぼすか、及ぼすとしたらどのような影響かをご説明

します。  
 
J 遺族年金 
死亡を理由とする年金に対する待機期間は、保険料納付済期間および代替期間を含む 5 年

です。この待機期間は満たしています。 
 
あなたの配偶者は、あなたが死亡した時点で夫である場合には、あなたの保険口座から、

寡婦年金を受給します。寡夫年金は、高額遺族年金または小額遺族年金として受給するこ

とができます。高額遺族年金の請求権はとくに、寡婦が 45 歳に達している場合、または未

成年の子供を養育しているか、障害のある子供を扶養している場合、または稼得能力が低

い場合に発生します。 
 
寡婦年金は、完全稼得能力低下年金額 1,130.59 ユーロに準じます。死亡後、第 3 月の暦月

末日まで、この額の寡夫年金が支給されます。 
 
寡婦年金に対する請求要件ならびに年金額は、特定の基準日（婚姻日あるいは配偶者の誕

生日）によって異なります。この日付は、当庁では関知いたしません。以下の説明の中か

ら、あなたに該当する説明をご参照ください： 
 
2002 年 1 月 1 日より前に結婚した場合 
高額寡婦年金に対する要件を満たさない場合、少額寡婦年金のみが支給されます。 
 
算入すべき所得を考慮しない場合、少額寡婦年金は 1,130.59 ユーロの 25％、すなわち

282.65 ユーロとなるでしょう。高額寡婦年金は 1,130.59 ユーロの 60％、すなわち 678.35
ユーロとなるでしょう。 
 
2002 年 1 月 1 日以降に結婚した場合 
寡婦年金受給の基本要件は、婚姻年数が 1 年以上であることです。婚姻年数が 1 年未満の

場合には、受給が唯一の結婚理由、または主な結婚理由ではない場合、または事故による

死亡の場合にのみ請求権が発生します。 
 
高額寡婦年金に対する要件を満たさない場合、最長で死亡後、最初の 24 暦月に対して少額

寡婦年金を受給することができます。 
 
算入すべき所得を考慮しない場合、少額寡婦年金は 1,130.59 ユーロの 25％、すなわち

282.65 ユーロとなるでしょう。高額寡婦年金は 1,130.59 ユーロの 55％、すなわち 621.82
ユーロとなるでしょう。この額は育児手当分、増額される可能性があります。 
 
算入すべき所得 
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寡婦年金には、寡婦個人の所得が、毎年増える控除額を考慮の上で算入されます。これは

被保険者の死亡後、第 3 月の暦月末日まで適用されません。どの所得からどの程度が算入

されるかは、当庁までお問合せください。 
 
K 保険履歴に関する注意事項 
添付の保険履歴に、あなたの保険口座にあなたに対して記録されたデータが記載されてい

ます。将来的な年金を迅速に正しい額で確定するためには、保険履歴が完全で正しくなけ

ればなりません。 
 
2005 年 3 月 1 日までで明らかでない期間は次の通りです。 
1965 年 8 月から 1967 年 3 月まで 
 
添付の保険履歴に、昨年と今年の保険料納付済期間がまだ反映されていない場合には、こ

の期間の報告をまだ受けていません。次回の保険履歴には反映されるでしょう。 
 
保険料支払いの内訳 
当庁はこれまで、次の保険料を受け取りました： 
あなたからの支払い      76,602.92 ユーロ 
あなたの雇用者からの支払い     76,602.92 ユーロ 
あなたの育児期間に対し、連邦から一括保険料の支払いがありました。 
 
L 個人型老齢準備金 
年金改革 2001 の核となるのが、追加的老齢準備金の設計に対する国の助成です。 

> 追加的老齢準備金は、任意です。助成を請求するかどうか、またどの準備金タイプを

選択するかは、あなた自身が決定します。 
 
> 助成の対象となるのは、個人型準備金の認定商品ならびに企業型老齢準備金の特定の

タイプです。 
 
> 助成が請求できるのは、たとえば法定年金保険の強制被保険者である等の請求権者の

みです。助成の請求権があるかどうかは、あなたの年金保険者にご確認ください。 
 
> 国の助成とは、追加手当あるいは特別支出控除の枠内における保険料の考慮です。 

 
M 老齢保障の課税 
2005 年の初めから、老齢準備金――たとえば年金保険料――に対する費用と、その結果と

して得られる高齢者所得――とくに法定年金保険から受給する年金――の、税法上の取扱

いが変わりました。 
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保険料支払い者は、自分の年金保険料を特別支出として、限度額まで控除することができ

ます。最初は部分控除、2025 年以降は全額控除となります。保険料支払い者にとっては年

を追うごとに、負担が軽減されるしくみです。逆に年金は、年金受給開始年に応じて納税

義務が強化され、2040 年以降は全額に納税義務が課せられます。 
 
N 情報提供と相談 
年金通知に関するもっと詳しい説明をご希望の場合は、当庁の情報・相談機関や保険アド

バイザー、お近くの保険事務所、市町村の行政機関が無料相談を行っております。 
 
また当庁では電話とインターネットで、年金通知に関する詳しい情報と説明を提供してい

ます。 
サービス電話番号：0800 3331919（無料） 
   受付時間：月曜～木曜 7：30～19：30、金曜 7：30～15：30 
インターネット：www.bfa.de 
 
O 年金情報の添付資料 
あなたにとって重要な、次の算定資料を添付しています。 
1 ＝ 年金月額の算定 
2 ＝ 保険履歴 
3 ＝ 保険料納付済期間に対する報酬点数 
6 ＝ 個人報酬点数 
 

連邦職員保険庁 
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この添付資料は、通常老齢年金がどのように算定されるかを説明します。 
本通知のその他の添付資料を読む手引きとなるものです。 
 

年金月額の算定 
年金月額は 
－ 個人報酬点数 
－ 年金種類要素 
－ 現実年金価値 
を、通知時点の値において掛け合わせた積です。 
 
保険履歴（添付資料 2）に記録される期間を基礎として、保険料納付済期間（添付資料 3）
に対する報酬点数ならびに受給開始要素（添付資料 6）から、個人報酬点数を算定します。 
 
年金は次の値から算定されます。 
 
個人報酬点数（添付資料 6）   42.2334 
老齢年金に対する年金種類要素   1.0 
現実年金価値（月毎）    26.13 ユーロ 
 
以上から算定される年金月額は   1,103.56 ユーロ 
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保険履歴 
 
次のリストは、確定と給付のために重要な、保険口座に記録されたデータを記載したもの

です。 
 
職員の年金保険 
VK 01 
VK 01 
VK 01 
VK 01 
 
 
VK 01 
VK 01 
 
 
 
 
VK 02 
VK 02 
VK 02 
SVN 
SVN 
DÜVO 
SVN 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 
DÜVO 

01.04.67－31.12.67 
01.01.68－31.12.68 
01.01.69－31.12.69 
01.01.70－31.01.70 
01.02.70－31.03.70 
 
01.02.70－31.03.70 
01.04.70－31.12.70 
01.04.70－31.12.70 
 
01.01.71－31.01.71 
 
01.01.71－31.01.71 
01.02.71－31.12.71 
01.01.72－31.12.72 
01.01.73－31.12.73 
01.01.74－30.09.74 
01.10.74－31.12.74 
01.01.75－30.09.75 
01.10.75－31.12.75 
01.01.76－31.12.76 
01.01.77－31.12.77 
01.01.78－31.12.78 
01.01.79－31.12.79 
01.01.80－31.12.80 
01.01.81－31.12.81 
01.01.82－31.12.82 
01.01.83－31.12.83 
01.01.84－31.12.84 
01.01.85－31.12.85 
01.01.86－31.12.86 
01.01.87－31.12.87 
01.01.88－31.12.88 
01.01.89－31.12.89 
01.01.90－31.12.90 
01.01.91－31.12.91 
01.01.92－31.12.92 
01.01.93－31.12.93 
01.01.94－31.12.94 
01.01.95－31.12.95 
01.01.96－31.12.96 

3,150.00 DM
4,761.00 DM
6,097.00 DM

562.00 DM

1,124.00 DM 
8,526.00 DM

1,160.00 DM
12,760.00 DM 
15,651.00 DM
17,500.00 DM
16,446.00 DM 
5,017.00 DM

16,784.00 DM
5,500.00 DM 

22,452.00 DM
25,250.00 DM
26,448.00 DM 
29,598.00 DM
31,561.00 DM
33,369.00 DM 
35,251.00 DM
36,562.00 DM
38,480.00 DM 
39,771.00 DM
41,913.00 DM
43,669.00 DM 
44,970.00 DM
50,058.00 DM
54,173.00 DM 
58,211.00 DM
60,672.00 DM
62,587.00 DM 
62,572.00 DM
65,084.00 DM
66,053.00 DM 

9 月

12 月

12 月

1 月

2 月

9 月

1 月

11 月

12 月

12 月

9 月

3 月

9 月

3 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
育児期間に対する 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
育児期間に対する 
強制保険料 
育児期間に対する 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
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職員の年金保険 
DÜVO 
DÜVO 
DEÜV 
DEÜV 
DEÜV 
DEÜV 
DEÜV 
DEÜV 

01.01.97－31.12.97 
01.01.98－31.12.98 
01.01.99－31.12.99 
01.01.00－31.12.00 
01.01.01－31.12.01 
01.01.02－31.12.02 
01.01.03－31.12.03 
01.01.04－31.12.04 

67,071.00 DM
64,856.00 DM
66,775.00 DM
68,000.00 DM 
70,000.00 DM

36,000.00 EUR
37,000.00 EUR 
38,000.00 EUR

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

12 月

強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 
強制保険料 

 
保険履歴にはさらに次の年金法上、重要な期間が記録されています： 
 
育児のための考慮期間 

01.01.70 － 31.12.79 
 
使用される略語の解説： 
VK ＝ 記録期間を含む保険カード番号（支払い証明） 
DÜVO ＝ データ送付令に基づき報告された期間；雇用者が証明済み 
DEÜV ＝ データ収集・送付令に基づき報告された期間；雇用者が証明済み 
SVN ＝ 社会保険被保険者手帳の証憑またはデータ収集令により報告された期間 
 
保険履歴に関する注意事項： 
「強制保険料」と記録されており、保険料等級の記録がない期間においては、賃金からの

控除手続において徴収された、実際に支払われた保険料のかわりに、保険料算定の基礎と

なる報酬額が記録されています。 
 
考慮期間は、当該期間中にその他の上位の年金受給資格期間が存在しない限りにおいて、

35 年の待機期間に算入されます。 
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保険料納付済期間に対する報酬点数 
 
保険期間中に保険料支払いの基礎となった所得に対して、報酬点数が算定されます。被保

険者の所得が全被保険者の年間の平均所得と等しい場合には、報酬点数は 1 点となります。

職業訓練期間に対する強制保険料は、保険料減額拠出期間として扱います。 
育児期間に対する強制保険料は、全被保険者の年間の平均所得に相当する価値と確定され

ています。その他の保険料納付済期間と並行する育児期間に対する強制保険料については、

合計でそのつどの保険料算定限度額までに限り、報酬点数が考慮されます。 
 
労働者と職員の年金保険 
 
強制保険料 
01.04.67－31.12.67 
01.01.68－31.12.68 
01.01.69－31.12.69 

3,150.00 DM
4,761.00 DM
6,097.00 DM

：

：

：

10,219 DM 
10,842 DM 
11,839 DM 

＝ 
＝ 
＝ 

0.3082 点

0.4391 点

0.5150 点

 
考慮期間と並行する強制保険料 
01.01.70－31.01.70 562.00 DM ： 13,343 DM ＝ 0.0421 点

 
考慮期間と並行する育児期間に対する強制保険料 
01.02.70－31.03.70       ＝  0.2508 点 
価値 0.0833 × 2 月     ＝ 0.1666 
証明 1,124.00 DM ： 13,343 DM ＝ 0.0842 
 
01.04.70－31.12.70       ＝  1.2141 点 
価値 0.0833 × 9 月 制限   ＝ 0.5751 
証明 8,526.00 DM ： 13,343 DM ＝ 0.6390 
 
01.01.71－31.01.71       ＝  0.1273 点 
価値 0.0833 制限       ＝ 0.0496 
証明 1,160.00 DM ： 14,931 DM ＝ 0.0777 
 
考慮期間と並行する強制保険料 
01.02.71－31.12.71 
01.01.72－31.12.72 
01.01.73－31.12.73 
01.01.74－31.08.74 
01.09.74－30.09.74 
01.10.74－31.12.74 
01.01.75－30.09.75 
01.10.75－31.12.75 
01.01.76－31.12.76 
01.01.77－31.12.77 
01.01.78－31.12.78 
01.01.79－31.12.79 

12,760.00 DM 
15,651.00 DM
17,500.00 DM
14,618.67 DM 
1,827.33 DM
5,017.00 DM

16,784.00 DM
5,500.00 DM 

22,452.00 DM
25,250.00 DM
26,448.00 DM 
29,598.00 DM

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

14,931 DM 
16,335 DM 
18,295 DM 
20,381 DM 
20,381 DM 
20,381 DM 
21,808 DM 
21,808 DM 
23,335 DM 
24,945 DM 
26,242 DM 
27,685 DM 

＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 

0.8546 点

0.9581 点

0.9565 点

0.7173 点

0.0897 点

0.2462 点

0.7696 点

0.2522 点

0.9622 点

1.0122 点

1.0079 点

1.0691 点
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保険料納付済期間に対する報酬点数 
 
労働者と職員の年金保険 
 
強制保険料 
01.01.80－31.12.80 
01.01.81－31.12.81 
01.01.82－31.12.82 
01.01.83－31.12.83 
01.01.84－31.12.84 
01.01.85－31.12.85 
01.01.86－31.12.86 
01.01.87－31.12.87 
01.01.88－31.12.88 
01.01.89－31.12.89 
01.01.90－31.12.90 
01.01.91－31.12.91 
01.01.92－31.12.92 
01.01.93－31.12.93 
01.01.94－31.12.94 
01.01.95－31.12.95 
01.01.96－31.12.96 
01.01.97－31.12.97 
01.01.98－31.12.98 
01.01.99－31.12.99 
01.01.00－31.12.00 
01.01.01－31.12.01 
01.01.02－31.12.02 
01.01.03－31.12.03 
01.01.04－31.12.04 

31,561.00 DM
33,369.00 DM 
35,251.00 DM
36,562.00 DM
38,480.00 DM 
39,771.00 DM
41,913.00 DM
43,669.00 DM 
44,970.00 DM
50,058.00 DM
54,173.00 DM 
58,211.00 DM
60,672.00 DM
62,587.00 DM 
62,572.00 DM
65,084.00 DM
66,053.00 DM
67,071.00 DM
64,856.00 DM
66,775.00 DM
68,000.00 DM 
70,000.00 DM

36,000.00 EUR
37,000.00 EUR 
38,000.00 EUR

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

29,485 DM 
30,900 DM 
32,198 DM 
33,293 DM 
34,292 DM 
35,286 DM 
36,627 DM 
37,726 DM 
38,896 DM 
40,063 DM 
41,946 DM 
44,421 DM 
46,820 DM 
48,178 DM 
49,142 DM 
50,665 DM 
51,678 DM 
52,143 DM 
52,925 DM 
53,507 DM 
54,256 DM 
55,216 DM 
28,626 EUR 
28,938 EUR 
29,428 EUR 

＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 
＝ 

1.0704 点

1.0799 点

1.0948 点

1.0982 点

1.1221 点

1.1271 点

1.1443 点

1.1575 点

1.1562 点

1.2495 点

1.2915 点

1.3104 点

1.2959 点

1.2991 点

1.2733 点

1.2846 点

1.2782 点

1.2863 点

1.2254 点

1.2480 点

1.2533 点

1.2677 点

1.2576 点

1.2786 点

1.2913 点

 
報酬点数 合計       42.2334 
 
内訳 
－ 完全資格強制保険料  453 月に対して報酬点数 42.2334 点 
（全体） 
－ 完全資格強制保険料  297 月に対して報酬点数 25.6941 点 
（1991 年 12 月 31 日まで） 

 
労働報酬が低い場合の最低報酬点数 

 
1991 年 12 月 31 日までに、保険料減額拠出期間でなく、かつ自己の保険から年金を受給し

た期間外に支払われた強制保険料（完全資格強制保険料）に対する報酬点数は、すべての

完全資格強制保険料の平均が、0.0625 点を下回る場合には、実際の平均値の 1.5 倍に、た

だし毎月 0.0625 点を超えない値に引き上げられます。 
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報酬点数 42.2334 点 ： 453 月 ＝ 0.0932 点 
 
すべての完全資格強制保険料の月平均は、0.0625 に達しています。 
報酬点数は追加算定されません。 
 
保険料納付済期間 453 月に対する報酬点数の合計   42.2334 
 
すべての報酬点数の合計は、育児期間に対する報酬点数を含みます。 
合計     報酬点数 0.7913 点 
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個人報酬点数 

 
年金月額を算定するための個人報酬点数は、考慮すべき報酬点数の合計に、受給開始要素

を掛け合わせて算出します。 
 
労働者と職員の年金保険からの個人報酬点数の算定 
 

報酬点数の合計 
 
報酬点数には、次のものが考慮されます： 
 
保険料納付済期間に対する報酬点数    42.2324 点 
そのうち、0.7913 点は育児期間の報酬点数です。 
 
すべての報酬点数の合計     ＝  42.2334 点 
 

受給開始要素 
 
受給開始要素      1.000 
 
個人報酬点数       42.2334 
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1

社会保険事務所とプレミアム年金庁からの報告

宛先
アンナ・アンダーション様
ヴェーゲン12
123 45　スタッツオッテン

あなたの基礎年金の見込額

この基礎年金の見込額は、あなたの定年後毎月どのくらいの基礎年金が支給されるかを見込んで計算
したものです。これは現在までにどのくらいの額があなたの基礎年金口座に積み立てされているかが
基本となっています。現在までの積み立て金額は２ページ目に提示してあります。

当事務所と当庁では、あなたの収入が引き続き同等であると仮定しました。従って2003年から同等
の年金権利額が定年するまでの間に積み立てられるものと想定しています。
あなたの2003年の年金権利額は５ページに提示してあります。

あなたが下記の年齢で基礎年金を受理する場合の年金見込額

満61歳 平均所得成長率0％で、月額  8900 kr 平均所得成長率2％で、月額12700 kr

満65歳 平均所得成長率0％で、月額11100 kr 平均所得成長率2％で、月額17700 kr

満70歳 平均所得成長率0％で、月額16000 kr 平均所得成長率2％で、月額28200 kr

あなたの満65歳時での基礎年金の税差引前金額は、平均所得成長率0％の場合（月額11100kr）、所得比例年金9300kr，
プレミアム年金1800krで構成される見込みになります。

あなたが受け取る年金は、様々な年金から成り立ちます
この通知は、あなた個人の基礎年金のみの見込額を提示したものです。多くの人々は、例えば個人で
加入する個人年金保険や、雇用主が加入している厚生年金保険などからも年金を受理します。
厚生年金保険については　www.minpension.se にて、さらに詳しい情報が掲載されています。
またこのホームページでは、厚生年金保険を扱っているほとんどの保険会社の情報も掲載されていま
す。

さらに詳しい年金見込額と年金に関するその他の情報
www.forsakringskassan.seでは、さらにあなたの将来の計画に対応した基礎年金見込額に関する情報を
得られます。www.forsakringskassan.se と www.ppm.nu のホームページでは、基礎年金に関する情報が
掲載されています。また社会保険事務所の自動応対電話　020－524524もご利用ください。
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宛先
アンナ・アンダーション様
ヴェーゲン12
123 45　スタッツオッテン

あなたの基礎年金、現在の口座高

2004年度のあなたの年金口座の変化              所得比例年金口座(kr)   プレミアム年金口座(kr)

2003年12月31日までの口座高 725429kr         22915kr＊

2003年の年金権利額  +44864kr         +7010kr
配当金 　  +445kr              +17kr
ファンド手数料の返還 　　 　　　－              +47kr
事務処理手数料     －386kr 　　　－70kr
平均所得成長率による口座高変化 +26532kr         +4914kr

2004年12月31日現在の口座高 796884kr 　　34833kr

＊　2002年度のプレミアム年金の年金権利額はこの額に含まれています。

2004年12月31日現在のあなたの年金口座高               あなたの基礎年金口座高合計

所得比例年金口座高796884kr　+　プレミアム年金口座高34833kr = 831717kr
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3

プレミアム年金庁
826 86 ソーデルハムン

パーソナル・ナンバー　650102-1243

宛先
アンナ・アンダーション様
ヴェーゲン12
123 45　スタッツオッテン

PPM（プレミアム年金庁の略 ）からの口座情報 : あなたのファンド所持

2004年12月31日現在のあなたのファンド所持

ファンド　ファンド銘柄　　　　　　 ファンド　　ファンド　　　相場　　価値計    現在の        購入時価値　価値変化  価値変化
ナンバー  配分率(%)      数（単位）　　(kr)         (kr) 　　配分率(%)       (kr)                (kr)               (%)

123456   AMF 年金株ファンド                                   10          82,8295       165,48         13707            11            13913             –206              -1
123456  ロブース コントゥーラ株ファンド               20          45,9295         44,06          2024            15               3478           –1809             -42
123456  ロブース ヨーロッパファンドメガ　　　   30     1332,5305            5,77          7689             28            10435            –2746            -26
123456  ロヴース コミュニケーションファンド　10        125,0403         16,02          2003             11              3478            –1475            -42
123456  AMF スウェーデン年金株ファンド　　　30         45,9295         44,07          2024             40             3479             –1809            -42　

2004年12月31日のあなたのプレミアム年金口座高　　　　　　          27447 ＊

あなたのプレミアム年金口座、スタート時からの価値変化

購入時価値(kr) 価値変化(kr) 価値変化(%) 現在の価値(kr)

34786 —7339　 －21 27447＊

各ファンドの価値変化は、あなたが2004年12月31日までに所持・運営してきたファンドをもとに計
算されています。ファンドの相場は、平常2004年12月31日以前の最終銀行営業日に決定された相場
にもとづいています。またファンドの価値計は四捨五入してありますので、多少の誤差が出ることが
ありますのでご了承ください。

毎年新しい額が、あなたの選んだファンドの銘柄や配分率であなたのプレミアム年金口座に積立てら
れます。またこれらのファンドは、ファンドの銘柄や配分率をいつでも無料で変更する事が出来ます
。

さらに詳しい情報は？
最新のファンド情報、またあなた個人のプレミアム年金口座に関する情報、またファンドの変更をし
たい場合は、www.ppm.nuのホームページ、またはPPMの自動応対電話020－776776をご利用くだ
さい。また電話番0771- 776 776では、オペレーターがあなたのご相談も受け付けております。

＊この額の中には2003年のプレミアム年金の年金権利額とその利子分は表示されておりません。それ
らの金額は2004年12月31日以後に振り込まれます。しかしながら２ページに提示しているプレミア
ム年金口座高においては年金権利額と利子分はすでに計算されています。
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５ページからの続き
2003年度におけるあなたの年金権利額はこのように計算されました

年金権利額
あなたの年金権利額は、あなたの合計年金
基本額　280400krをもとに計算されまし
た。この合計年金基本額は、あなたの勤労
所得による年金基本額と勤労所得外の年金
基本額の合計です。

あなたの勤労所得による年金基本額
あなたの2003年の勤労所得による年金基本
額は、あなたの勤労所得情報をもとに税務署
によって　239500krと決定されました。合
計年金基本額の最上限額は物価基礎額の7.5
倍です。（2003年度で306750kr）

所得比例年金の年金権利額
所得比例年金の年金権利額は、あなたの合
計年金基本額の16％になります。
ですからあなたの所得比例年金の年金権利
額は　280400krの16％で、計44864kr
となります。

プレミアム年金の年金権利額
プレミアム年金の年金権利額は、あなたの
合計年金基本額の2.5％になります。
ですからあなたのプレミアム年金の年金権
利額は　280400krの2.5％で7010krと
なります。

育児年
あなたは勤労所得外の年金基本額のうち、
育児年、選択肢３を獲得しました。
これによって実際の勤労所得額に、
40900krの額がプラスされる事になりま
す。

これらの決定の基礎となる規定は
勤労所得による年金基本額に関する規定は
勤労所得を基本とした年金法の第２条（1998
:674）に提示されています。また勤労所得外
の年金基本額に関する規定は、同法の第３条
に提示されています。さらに同法第４条では
年金権利額と年金ポイントをどのように決定
するかが提示されています。

あなたはこの決定に対して再検討を
申請する事が出来ます
もしこの決定された内容に関して再検討を要
求する場合には、社会保険事務所にその意向
を通知して下さい。その場合には、基礎年金
のどの決定に対しての再検討を求めるのか
（年金権利額、勤労所得による年金基本額、
勤労所得外の年金基本額の決定のいずれか）
またどのような変更を求め、なぜ再検討を要
求するのかを記入して下さい。もし勤労所得
による年金基本額に対しての再検討を申請し
た場合には、社会保険事務所から税務庁に取
り次がれます。また名前，パーソナルナンバ
ー、住所，電話番号を忘れずに記入して下さ
い。あなた、またはあなたの代理がその申請
書に署名するのも忘れずに。あなたの代理が
署名をするときは、その代理を認める委任書
も忘れずに同封して下さい。

再検討に関しての申請は2005年12月31日ま
でに、また2005年11月1日までに年金情報が
あなたの手元に届いていない場合には、届い
た日から2ヶ月以内に社会保険事務所に申請し
て下さい。

その他の情報
あなたの年金権利額の決定に対して何かご質
問はありますか？詳しくは社会保険事務所の
ホームページ　www.forsaklingskassan.seをご覧
になるか、当事務所の自動応対電話、
020—524524をご利用ください。
またwww.forsaklingskassan.seでは、年金に関す
る法律の最新情報が得られます。
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社会保障事務所
107 23 ストックホルム

決定　2004-12-12

宛先
アンナ・アンダーション様
ヴェーゲン12
123 45　スタッツオッテン

2003年度のあなたの年金権利額

毎年あなたが働いて収入を得ると基礎年金の年金権利額が積み立てられます。あなたの勤労所得によ
る年金基本額（最上限は基礎年金保険料を差し引いた後の年間所得、306750kr）と勤労所得外によ
る年金基本額に基づいて、社会保障事務所ではあなたの年金権利額を以下のように決定しました。

2003年度の所得比例年金の年金権利額　　2003年度のプレミア年金の年金権利額

あなたの今年の年金権利額は、これまでに積み立てられている年金権利額にプラスされます。
これまでにどのくらいの年金権利額があなたの年金口座に積み立てられているかは、２ページ目に提
示してあります。

税務署はあなたの2003年度の勤労所得による年金基本額を以下のように決定しました。

雇用による収入 　　　239500kr
その他の就業による収入 　 0kr

社会保険事務所はあなたの2003年度の勤労所得外の年金基本額を以下のように決定しました。

疾病手当、または労災手当 0kr
徴兵手当 0kr
学生年 0kr
育児年 　 　　　　40900kr

よって合計年金基本額は 　　　280400kr となります。

この決定に関してのさらに詳しい情報
4ページ目にあなたの年金権利額がどのようにして計算されたかの説明が提示されています。
また同ページに、決定に対しての再検討の申請方法などについの情報もあります。

7010kr44864kr
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何があなたの基礎年金額を左右するのでしょうか？

あなたの収入
　 　　↓

基礎年金保険料
　　=
年金権利額

年金権利額
　　+
　利子など
　　=
年金積立口座

　　　年金積立口座

　年金生活者としての年数
　　=あなたの年金／月額

2003年のあなたの年金権利額
毎年あなたが働いて収入を得るごとに、あなたは将来
受け取る基礎年金を積み立てていくことになります。
これらの振り込みは基礎年金保険料という形で行われ
ます。一部の基礎年金保険料はあなたの所得税から税
金という形で自動的に振り込まれ、また一部はあなた
の雇用主からやはり税金の形で振り込まれます。これ
らの基礎年金保険料の合計はあなたの収入額の18.5％
です。そのうちの16％は所得比例年金口座へ，2.5％
はプレミアム年金口座に自動的に振り込まれ積み立て
られるのです。
また乳幼児の育児、学業，徴兵や疾病手当てなども年
金権利額の基本となります。それらの社会保障などに
対しての基礎年金保険料は国の方から支払われます。

見込み予想額:あなたの基礎年金
あなたの年金権利額は、あなたの所得比例年金口座と
プレミアム年金口座に振り込まれます。これらの口座
高は毎年積み立てられるあなたの年金権利額と、それ
らがどのように運用されるかによります。所得比例年
金の利子はスウェーデン国の平均所得成長率によって
決定されます。2004年度は2.4％の利子がつく事が決
定されました。そしてプレミアム年金口座の口座高は
あなたが選んだファンドの相場とその価値に左右され
ます。あなたのもとに年に一度PPMからプレミアム年
金の口座情報が届き、あなたの選んだファンドの価値
が表示されています。さらにこれらの口座は配当金に
も左右されます。これは死亡したスウェーデン人の年
金口座の残高が、全ての予想年金授与者に配分される
事を意味します。

あなたの基礎年金の見込額
あなたが長く働けば働く程、年金が増加する事になり
ます。例えば67歳まで就業すれば、65歳で年金を受
理するよりもさらに長い期間積み立てを行う事になり
ます。また月額いくらの年金を受理出来るかは何歳時
に年金を受理し始めるかにもよります。年金を受け取
るのが遅くなればなるほど、あなたの年金口座からあ
なたが受理する年金の総合年数が短くなります。です
から受理する金額も多くなるのです。

基礎年金は所得比例年金、プレミアム年金と最低保障年金によって構成されています。所得比例年金
は基礎年金の大部分を示します。プレミアム年金はあなたが選んだファンドによって運用されます。
最低保障年金は所得の少ない者、又は所得の全くない者を保護する基本的保障です。
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This Social Security Statement will help you understand 
what Social Security means to you and your family. 
This Statement can help you better plan for your financial 
future. It gives you estimates of your Social Security 
benefits under current law. Each year, we will send you an 
updated Statement including your latest reported earnings.

Be sure to read this Statement carefully. If you think there 
may be a mistake, please let us know. That’s important 
because your benefits will be based on our record of your 
lifetime earnings. We recommend you keep a copy of this 
Statement with your financial records.
Social Security is for people of all ages… 
It can help you whether you’re young or old, male or 
female, single or with a family. It’s there for you when you 
retire, but it’s more than a retirement program. Social 
Security also can provide benefits if you become disabled 
and help support your family when you die. 
Work to build a secure future…
Social Security is the largest source of income for most 
elderly Americans today. It is very important to remember 
that Social Security was never intended to be your only 
source of income when you retire. Social Security can’t do it 
all. You also will need other savings, investments, pensions 
or retirement accounts to make sure you have enough 
money to live comfortably when you retire. 
About Social Security’s future…
Social Security is a compact between generations. For more 
than 60 years, America has kept the promise of security for 
its workers and their families. But now, the Social Security 
system is facing serious future financial problems, and 
action is needed soon to make sure that the system is sound 
when today’s younger workers are ready for retirement. 

Today there are almost 36 million Americans age 65 or 
older. Their Social Security retirement benefits are funded 
by today’s workers and their employers who jointly pay 
Social Security taxes—just as the money they paid into 
Social Security was used to pay benefits to those who retired 
before them. Unless action is taken soon to strengthen 
Social Security, in just 14 years we will begin paying more 
in benefits than we collect in taxes. Without changes, by 
2042 the Social Security Trust Fund will be exhausted.* By 
then, the number of Americans 65 or older is expected to 
have doubled. There won’t be enough younger people work-
ing to pay all of the benefits owed to those who are retiring. 
At that point, there will be enough money to pay only about 
73 cents for each dollar of scheduled benefits. We will need 
to resolve these issues soon to make sure Social Security 
continues to provide a foundation of protection for future 
generations as it has done in the past.
Social Security on the Net…
Visit www.socialsecurity.gov on the Internet to learn more 
about Social Security. You can read our publications, use the 
Social Security Benefit Calculators to calculate future 
benefits, apply for retirement, spouse’s or disability benefits, 
or subscribe to eNews for up-to-date information about 
Social Security.

Jo Anne B. Barnhart
Commissioner

*These estimates of the future financial status of the Social 
Security program were produced by the actuaries at the 
Social Security Administration based on the intermediate 
assumptions from the Social Security Trustees’ Annual 
Report to the Congress.
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Your Estimated Benefits
To qualify for benefits, you earn “credits” through your 
work—up to four each year. This year, for example, you earn 
one credit for each $920 of wages or self-employment 
income. When you’ve earned $3,680, you’ve earned your 
four credits for the year. Most people need 40 credits, earned 
over their working lifetime, to receive retirement benefits. 
For disability and survivors benefits, young people need 
fewer credits to be eligible.

We checked your records to see whether you have earned 
enough credits to qualify for benefits. If you haven’t earned 
enough yet to qualify for any type of benefit, we can’t give 
you a benefit estimate now. If you continue to work, we’ll 
give you an estimate when you do qualify.

What we assumed—If you have enough work credits, 
we estimated your benefit amounts using your average earn-
ings over your working lifetime. For 2005 and later (up to 
retirement age), we assumed you’ll continue to work and 
make about the same as you did in 2003 or 2004. We also 
included credits we assumed you earned last year and this 
year. 

We can’t provide your actual benefit amount until you 
apply for benefits. And that amount may differ from the 
estimates stated below because:  
(1) Your earnings may increase or decrease in the future.
(2) Your estimated benefits are based on current law. 
The law governing benefit amounts may change.*

(3) Your benefit amount may be affected by military 

service, railroad employment or pensions earned 

through work on which you did not pay Social Security 

tax. Visit www.socialsecurity.gov/mystatement to 

see whether your Social Security benefit amount will 

be affected.

Generally, estimates for older workers are more 
accurate than those for younger workers because they’re 
based on a longer earnings history with fewer uncertainties 
such as earnings fluctuations and future law changes.

These estimates are in today’s dollars. After you 
start receiving benefits, they will be adjusted for cost-of-
living increases.

*Retirement You have earned enough credits to qualify for benefits. At your current earnings rate, 
if you stop working and start receiving benefits…

At age 62, your payment would be about… $ 903 a month
If you continue working until...
   your full retirement age (67 years), your payment would be about… $1,309 a month
   age 70, your payment would be about… $1,633 a month

*Disability You have earned enough credits to qualify for benefits. If you became disabled right now,

Your payment would be about… $1,197 a month

*Family If you get retirement or disability benefits, your spouse and children also may qualify for 
benefits.

*Survivors You have earned enough credits for your family to receive survivors benefits. If you die this year, 
certain members of your family may qualify for the following benefits. 

Your child… $933 a month
Your spouse who is caring for your child… $933 a month
Your spouse, if benefits start at full retirement age… $1,245 a month
Total family benefits cannot be more than… $2,287 a month

Your spouse or minor child may be eligible for a special one-time death benefit of $255.

Medicare You have enough credits to qualify for Medicare at age 65. Even if you do not retire at age 65, be 
sure to contact Social Security three months before your 65th birthday to enroll in Medicare.

We based your benefit estimates on these facts:

Your name... Wanda Worker
Your date of birth... May 5, 1964
Your estimated taxable earnings

per year after 2004... $35,897

Your Social Security number (only the last four digits
are shown to help prevent identity theft)... XXX-XX-1234

*Your estimated benefits are based on current law. Congress has made changes to the law in the past and can do so 
at any time. The law governing benefit amounts may change because, by 2042, the payroll taxes collected will be 
enough to pay only about 73 percent of scheduled benefits.
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Help Us Keep Your Earnings Record Accurate

Total Social Security and Medicare taxes paid over your working career through the last year reported on the chart above:

Estimated taxes paid for Social Security: Estimated taxes paid for Medicare:
You paid: $25,757 You paid: $6,056
Your employers paid: $25,757 Your employers paid: $6,056

Note: You currently pay 6.2 percent of your salary, up to $90,000, in Social Security taxes and 1.45 percent in Medicare 
taxes on your entire salary. Your employer also pays 6.2 percent in Social Security taxes and 1.45 percent in Medicare taxes 
for you. If you are self-employed, you pay the combined employee and employer amount of 12.4 percent in Social Security 

taxes and 2.9 percent in Medicare taxes on your net earnings. 

Your Earnings Record at a Glance

Years You
Worked

Your Taxed
Social Security

Earnings

Your Taxed 
Medicare 
Earnings

1980 505 505

1981 1,226 1,226

1982 2,087 2,087

1983 3,418 3,418

1984 4,710 4,710

1985 5,809 5,809

1986 7,112 7,112

1987 9,293 9,293

1988 11,403 11,403

1989 13,262 13,262

1990 15,122 15,122

1991 16,876 16,876

1992 18,780 18,780

1993 19,847 19,847

1994 21,113 21,113

1995 22,633 22,633

1996 24,355 24,355

1997 26,330 26,330

1998 28,222 28,222

1999 30,373 30,373

2000 32,510 32,510

2001 33,833 33,833

2002 34,646 34,646

2003 35,897 35,897

2004 Not yet recorded

Did you know… Social Security is more than 
just a retirement program? It’s here to help 
you when you need it most.

You and your family may be eligible for valuable 
benefits:

When you die, your family may be eligible to 
receive survivors benefits.

Social Security may help you if you become
disabled—even at a young age. 

It is possible for a young person who has 
worked and paid Social Security taxes in as 
few as two years to become eligible for 
disability benefits.

Social Security credits you earn move with you 
from job to job throughout your career.

You, your employer and Social Security share 
responsibility for the accuracy of your earnings record. Since 
you began working, we recorded your reported earnings 
under your name and Social Security number. We have 
updated your record each time your employer (or you, if 
you’re self-employed) reported your earnings.

Remember, it’s your earnings, not the amount of taxes 
you paid or the number of credits you’ve earned, that 
determine your benefit amount. When we figure that 
amount, we base it on your average earnings over your 
lifetime. If our records are wrong, you may not receive all 
the benefits to which you’re entitled.

Review this chart carefully using your own records to 
make sure our information is correct and that we’ve 
recorded each year you worked. You are the only 
person who can look at the earnings chart and know 
whether it is complete and correct.

Some or all of your earnings from last year may not 
be shown on your Statement. It could be that we still were 

processing last year’s earnings reports when your State-
ment was prepared. Your complete earnings for last year 
will be shown on next year’s Statement. Note: If you 
worked for more than one employer during any year, or 
if you had both earnings and self-employment income, 
we combined your earnings for the year.

There’s a limit on the amount of earnings on 

which you pay Social Security taxes each year. The 
limit increases yearly. Earnings above the limit will not 
appear on your earnings chart as Social Security earnings.
(For Medicare taxes, the maximum earnings amount 
began rising in 1991. Since 1994, all of your earnings are 
taxed for Medicare.)

Call us right away at 1–800–772–1213 (7 a.m.–7 p.m. 
your local time) if any earnings for years before last 

year are shown incorrectly. If possible, have your W-2 or 
tax return for those years available. (If you live outside the 
U.S., follow the directions at the bottom of page 4.)
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Some Facts About Social Security

About Social Security and Medicare…

Social Security pays retirement, disability, family and 
survivors benefits. Medicare, a separate program run 
by the Centers for Medicare and Medicaid Services, helps 
pay for inpatient hospital care, nursing care, doctors’ fees, 
and other medical services and supplies to people
age 65 and older, or to people who have been receiving 
Social Security disability benefits for two years or 
more. Your Social Security covered earnings qualify 
you for both programs. For more information about 
Medicare, visit www.medicare.gov or call 
1-800-633-4227 (TTY 1-877-486-2048 if you are deaf 
or hard of hearing).

  Here are some facts about Social Security’s benefits:

Retirement—If you were born before 1938, your 
full retirement age is 65. Because of a 1983 change 
in the law, the full retirement age will increase 
gradually to 67 for people born in 1960 and later. 

Some people retire before their full retirement 
age. You can retire as early as age 62 and take your 
benefits at a reduced rate. If you continue working 
after your full retirement age, you can receive higher 
benefits because of additional earnings and special 
credits for delayed retirement.

Disability—If you become disabled before full 
retirement age, you can receive disability benefits after 
six months if you have:

— enough credits from earnings (depending on your 
age, you must have earned six to 20 of your 
credits in the three to 10 years before you became 
disabled); and

— a physical or mental impairment that is expected
to prevent you from doing “substantial” work for a 
year or more, or result in death. 

Family—If you’re eligible for disability or 
retirement benefits, your current or divorced spouse, 
minor children, or adult children disabled before 
age 22 also may receive benefits. Each may qualify
for up to about 50 percent of your benefit amount.
The total amount depends on how many family 
members qualify.

Survivors—When you die, certain members of 
your family may be eligible for benefits:

— your spouse age 60 or older (50 or older if 
disabled, or any age if caring for your children 
younger than age 16); and

— your children if unmarried and younger than 
age 18, still in school and younger than 19 years old, 
or adult children disabled before age 22.

If you are divorced, your ex-spouse could be 
eligible for a widow’s or widower’s benefit on 
your record when you die.

Receive benefits and still work...

You can continue to work and still get retirement or 
survivors benefits. If you’re younger than your full retirement
age, there are limits on how much you can earn without
affecting your benefit amount. The limits change each 
year. When you apply for benefits, we’ll tell you what the 
limits are at that time and whether work would affect your 
monthly benefits. When you reach full retirement age, the 
earnings limits no longer apply.
Before you decide to retire...

Think about your benefits for the long term. Everyone’s 
situation is different. For example, be sure to consider the 
advantages and disadvantages of early retirement. If you 
choose to receive benefits before you reach full retirement 
age, your benefits will be permanently reduced. However, 
you’ll receive benefits for a longer period of time.

To help you decide when is the best time for you to 
retire, we offer a free booklet, Social Security— 
Retirement Benefits (Publication No. 05-10035), that 
provides specific information about retirement. You can 
calculate future retirement benefits on our website at 
www.socialsecurity.gov by using the Social Security 
Benefit Calculators. There are other free publications 
that you may find helpful, including:

Understanding The Benefits (No. 05-10024)—a 
general explanation of all Social Security benefits;

How Your Retirement Benefit Is Figured 
(No. 05-10070)—an explanation of how you 
can calculate your benefit;

The Windfall Elimination Provision 
(No. 05-10045)—how it affects your retirement 
or disability benefits; 

Government Pension Offset (No. 05-10007)—
explanation of a law that affects spouse’s or 
widow(er)’s benefits; and

Identity Theft And Your Social Security Number
(No. 05-10064)—what to do if you’re a victim of 
identity theft.

We also have other leaflets and fact sheets with 
information about specific topics such as military 
service, self-employment or foreign employment. 
You can request Social Security publications at 
www.socialsecurity.gov or by calling us at 
1–800–772–1213.

If you need more information—Visit www.socialsecurity.gov/mystatement on the Internet, contact any Social Security 
office, call 1–800–772–1213 or write to Social Security Administration, Office of Earnings Operations, P.O. Box 33026, 
Baltimore, MD 21290-3026. If you’re deaf or hard of hearing, call TTY 1–800–325–0778. If you have questions about 
your personal information, you must provide your complete Social Security number. If your address is incorrect on this 
Statement, ask the Internal Revenue Service to send you a Form 8822. We don’t keep your address if you’re not receiving 
Social Security benefits.

Para solicitar una Declaración en español, llame al 1-800-772-1213.

Form SSA-7005 -SM-SI (01/05)
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Thinking Of Retiring? Consider Your Options.

www.socialsecurity.gov 

 What You Need To Consider        

As you approach the age when you can receive Social 
Security retirement benefits, you have options to consider 
and decisions to make. Before making your retirement 
decision, we hope you will consider all the options. 
  There are important questions you need to ask yourself.  
At what age do you want to begin receiving benefits? Do  
you want to stop working and receive benefits? Do you want  
to work and receive benefits at the same time? Or do you  
want to work beyond your full retirement age and delay 
receiving benefits?
  When you continue working beyond full retirement  
age, your benefit may increase because of your additional 
earnings. If you delay receiving benefits, your benefit will  

About The Options 

increase because of the special credits you will receive for 
delaying your retirement. This increased benefit could be 
important to you later in your life. It also could increase 
the future benefit amounts your family and survivors 
could receive. 
  Each person’s retirement situation is different. It depends 
on circumstances such as health, financial needs and 
obligations, family responsibilities, amount of income 
from work and other sources. It also may depend on the 
amount of your Social Security benefit. 
    We hope the following information will help you make 
your retirement decision. 

Retiring At Full Retirement Age—To retire,  
you must have earned 40 credits. See the table  
below to determine your full retirement age. 

Year of birth* Full retirement age 
1937  (or earlier) 65 
1938 65 and 2 months 
1939 65 and 4 months 
1940 65 and 6 months 
1941 65 and 8 months 
1942 65 and 10 months 
1943-1954 66 
1955 66 and 2 months 
1956 66 and 4 months 
1957 66 and 6 months 
1958 66 and 8 months 
1959 66 and 10 months 
1960 67 

*Refer to the previous year if you were born on January 1.      

Retiring Early—If you’ve earned 40 credits, you can start 
receiving Social Security benefits at 62 or at any month 
between 62 and full retirement age. However, your 
benefits will be permanently reduced based on the number 
of months you receive benefits before you reach full 
retirement age. If you retire before your full retirement 
age of 65, your benefits will be reduced: 
    20 percent at age 62; 

3
113  percent at age 63; or 
3

26  percent at age 64. 
If your full retirement age is 66, they will be reduced:  
    25 percent at age 62;  
    20 percent at age 63;  

3
113  percent at age 64; or 
3

26  percent at age 65.  

Receiving Retirement Benefits While You Work—You 
can work while receiving monthly benefits. And it could 
mean a higher benefit that can be important to you later 
in your life and increase the future benefits your family 
and survivors could receive.   
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  We’ll review your record each year to see whether the 
additional earnings will increase your monthly benefit.   
If there’s an increase, we’ll send you a notice of your new 
benefit amount. Earnings in or after the month you  
reach full retirement age won’t reduce your Social  
Security benefits. However, if you receive benefits before 
reaching your full retirement age, your benefit amount  
will be reduced.
• In the year you reach full retirement age, $1 in 

benefits will be deducted for each $3 you earn above 
the annual limit ($31,080 in 2004) until the month 
you reach full retirement age. After that, your
benefits will not be reduced, no matter how much 
you earn.

• In the years before you reach full retirement age,  
$1 in benefits will be deducted for each $2 you earn 
above the limit ($11,640 in 2004). 

If you lose benefits because of work, your benefit will be 
increased later to account for the months you didn’t 
receive a benefit before reaching full retirement age. 

Delaying Retirement—You may decide to continue 
working beyond your full retirement age without 
choosing to receive benefits. If so, your benefit will be 
increased by a certain percentage for each month you 
don’t receive benefits between your full retirement age 
and age 70. This table shows the rate your benefits 
increase if you delay retiring. 

Year of birth Yearly Increase Rate 
1933 - 1934 5.5% 
1935 - 1936 6% 
1937 - 1938 6.5% 
1939 - 1940 7% 
1941 - 1942 7.5% 
1943-or later 8% 

Applying For Social Security Retirement Benefits And 
Medicare—It’s best to contact Social Security three 
months before the month in which you want to file for 
retirement benefits to discuss the options that are 
available to you. In some cases, your choice of retirement 
month could mean additional benefits for you and your 
family.  
  Even if you don’t plan to receive benefits because you’ll 
continue working, you should sign up for Medicare three 
months before reaching age 65 regardless of when you 
reach full retirement age. Otherwise, your Medicare  

medical insurance (Part B) could be delayed and you could 
be charged a higher premium.  

How to Apply for Retirement Benefits—You  
can file your retirement claim on the Internet at
www.socialsecurity.gov/planners or by calling  
1-800-772-1213 between 7 a.m. and 7 p.m. Monday 
through Friday. 
  Be sure to have these items handy: your Social Security 
number, birth certificate, W-2 forms or self-employment  
tax return for last year, and your bank name and account 
number so your benefits can be deposited directly into  
your account. You also can file your claim at any Social 
Security office.  
  If you’re deaf or hard of hearing, call 1-800-325-0778
between 7 a.m. and 7 p.m. Monday through Friday to file 
your claim. 

In addition to the information listed above, you  
will need— 
• Your military discharge papers if you had  

military service; 
• Your spouse’s birth certificate and Social Security 

number and your marriage certificate if he or she is 
applying for benefits; and 

• Proof of U.S. citizenship or lawful alien status if you 
were not born in the U.S. 

You will need to mail or deliver original documents or 
copies that have been certified by the issuing office to a 
Social Security office. 

Need More Information—You also have options for 
getting information about Social Security and retirement. 
When you visit our website, www.socialsecurity.gov, click 
on the Benefits Planners to estimate your Social Security 
benefits, find answers to frequently asked questions about 
Social Security, learn about factors that could affect your 
benefits and much more. And you can get information 
about Social Security by visiting a local Social Security 
office or by calling 1-800-772-1213.
   You can print these publications from our website. 
• Retirement (Publication No. 05-10035); 
• How Your Retirement Benefit is Figured

(Publication No. 05-10070); and  
• How Work Affects Your Benefits 

(Publication No. 05-10069). 
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Old Age Security

Canada Pension Plan

International Benefits

Forms

Statistics

Legislation

Related Sites

 

Sample of a Statement of Contributions 
Form – 18 to 29 years 

Here is a sample of the personalized Statement of Contributions you will 
receive in the mail. Move your mouse over different areas of the statement 
to find out what they're telling you. You can also get a complete explanation 
of the form. 

Statement of Contributions Main Page | 18-29 yrs  

Last modified: 2002-01-04 Important Notices

Français | Contact Us | Help | Search | HRDC Site 
Home Page | Our Profile | What's New | Publications | News Room  
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Old Age Security

Canada Pension Plan

International Benefits

Forms

Statistics

Legislation

Related Sites

 

Sample of a Statement of Contributions 
Form ・30 to 70 years 

Here is a sample of the personalized Statement of Contributions you will 
receive in the mail. Move your mouse over different areas of the statement 
to find out what they're telling you. You can also get a complete explanation 
of the form. 

Statement of Contributions Main Page | 30-49 yrs | 50-70 yrs  

Last modified: 2002-01-04 Important Notices

Français | Contact Us | Help | Search | HRDC Site 
Home Page | Our Profile | What's New | Publications | News Room  
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